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あらすじ 

 ＊日本はウソを正解しない国家である 

  人の幸せを壊しておきながら、ウソで逃れることは許さない。 

  ウソは泥棒の始まりとして、原告は親から教えられてきた。本件事故に例え

ると、原発は壊れたために、国民の生活を脅かしていることを隠すために、被

告東電が「想定外」という言い逃れをしていることは、ウソで責任を自然災害

に転嫁している。これをほう助しているのは司直らである。 

  元々の司法は、罪を裁くものだったが、本件事故の場合、善や正法に罪があ

るようにしてしまった。 

  そうではないはずだ、日本はウソを正解しない国家であった歴史があるこ

とを、放射能が人々と正法を洗脳してしまった。 

 

 ＊ウソの次はウソ 

  本件事故の様相は、加害者（債務者）らが、優越的地位を悪用して事故前に

約束していた法、マニュアル、実歴をウソで滅却してしまった。ウソで滅却し

た上に、更に屋上屋の如く責任回避と責任転嫁の為にウソをついている。 

  本件事故の真相は、津波・地震対策を行うと、地元から発電所の運転を止め

ろと言われる。今、発電所の運転を止めたら赤字が増えて債務超過になってし

まい、上場できなくなるので、地元にはウソをついて運転を続けた結果、自然

はそれを赦さなかった。この過酷事故を招いた責任は、最高決定者の被告東電

の取締役たちと、規制する側の経済産業省資源エネルギー庁、原子力安全・保

安院に存在する。 

  これを更にウソで国民を煙に巻こうとしていることを、原告が阻止するた

めに裁判で、真実を明らかにしている。 

 

 ＊共同正犯 

  通常の共同正犯の要件、つまり、「2 人以上共同して犯罪を実行した」と該

当するためには、①2 人以上の者が実行行為を一部でも分担すること、②それ
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らの者の間で意思の連絡があることが必要と解釈されます。 ①実行行為の分

担については、厳密な実行行為の分担までは必要ないと考えられています。 

1、 共謀共同正犯とは （ベリーベスト法律事務所より） 

 共犯とは「一緒に犯罪を実行したとき」の罪、というイメージをもつ方が多い

のではないでしょうか。しかし、刑法における共犯の考え方は単純ではありませ

ん。さまざまなかたちで犯罪に関与した者を共犯とし、処罰が下されることにな

るため、犯罪を一緒に実行していなくても共犯として容疑をかけられるケースも

あります。 

 共犯の種類のひとつとして存在するのが、共謀共同正犯です。実際の犯罪の実

行に関与していなくても犯人として処罰の対象となるため、思いがけず罪を問わ

れる事態になってしまうことも少なくありません。 

刑法第 60 条は、2 人以上が共同して犯罪を実行した場合に「すべて正犯とす

る」と定めています。 

 正犯とは、「みずから犯罪行為をはたらいた者」という意味です。ひとりで犯

罪を実行した場合は、単独正犯と呼ばれる一方で、犯罪を共同で実行した関係に

あれば共同正犯となり、全員が正犯として罰せられることになります。 

 共謀共同正犯は共同正犯のひとつで、実際の犯罪行為に加わっていなくても

正犯と同じように扱われます。 

 ひとつの犯罪を実行するための共同意思のもと、一体となって互いに他人の

行為を利用していること、他人の行為を自分の犯罪実行の手段として利用してい

ることから、共謀段階だけ参加している場合でも厳しく罰する規定が設けられ

ているのです。 
   

 ＊裏切り 

 裏切り（うらぎり、英: Betrayal）とは、約束や同盟関係を捨て相手に寝返る等

の行為や、契約とは違った、もしくは期待はずれな事象に対し用いられる言葉。 

 

 ≪Wikipedia より≫ 

 裏切り （うらぎり、英: Betrayal）とは、約束や同盟関係を捨て相手に寝返る等の行為や、

契約とは違った、もしくは期待はずれな事象に対し用いられる言葉。 
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裏切り行為は、老若男女 ・古今東西を問わず最も怒りをかきたてるものとして知

られる。刑法においても、あらゆる国家において国家への裏切りは最高刑かそれ

に準ずる刑を課される（日本では外患罪）。前近代では、「返り忠」とも記し、上

泉信綱伝の『訓閲集』（大江家兵法書を戦国風に改めた兵書）に、「返り忠に気を

つけるべし」という記述が度々見られる。 

  史上の裏切り行為 

 イスカリオテのユダ - 銀貨 30 枚でキリストを引き渡した。ユダの接吻 （英

語版） 

 ブルータス、お前もか （紀元前 44 年） - ガイウス・ユリウス・カエサル

に対し、腹心の 1 人であった元・老院議員マルクス・ユニウス・ブルトゥ

スが裏切る。 

 関ヶ原の戦い（1600 年〈慶⾧ 5 年〉） - 小早川秀秋が西軍から東軍に寝

返る。 

 ソビエト連邦による日ソ中立条約の一方的破棄（1945 年〈昭和 20 年〉 

- 1946 年〈昭和 21 年〉）まで条約が有効なところを日本に侵攻。 

  本件事故における「裏切り」は、原発事故時の約束・シナリオに在った、事

故時の体制を踏まえないで、原告ら発電所周辺の自治体を事故対応体制から

無断で排除して、当然加害者という立場の者たちだけで、責任回避を目論み、

その責任を、原告を含む被災者たちに転嫁させた。 

事故時の為に在った原災法並びに原子力災害対策マニュアルを滅却して、責

務と債務を放棄しようとしていることは、原告ら発電所周辺の自治体に対する

裏切りである 
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第一章 事故前の真実  
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２ 陳述書 

１ミリシーベルト厳守 
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 ３ 公人の憲法 
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４ 原発の環境放射能測定結果 
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５ 矢ヶ崎克馬指南文書 
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６ 陳述書 偽装を暴く 

陳 述 書 

2022 年 5 月 26 日 

 

東京地方裁判所民事第 50 部御中 
   

 

福島県双葉郡双葉町大字郡山字１１６番地 

                        原告 井戸川克隆 印 

 

≪平成 27 年（ワ）第 13562 号≫    
福島被ばく損害賠償請求事件 

偽装を暴く 

 

 

 

 

 

 



 68 / 591 

 

 

目   次 

Ⅰ．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

Ⅱ．真実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

Ⅲ．真実と偽装の対比  ・・・・・・・・・・・・ 26 

1．訓練と「事件」の実態の真偽対比表 ・・・・・ 26 

２．想定外   ・・・・・・・・・・・・・・・ 32   

（１）想定外にしたい理由・・・・・・・・・・・・32 

（２）想定外にすることによる利益・・・・・・・・33 

（３）刑事訴追を免れるため・・・・・・・・・・・34 

（４）規制機関の責任を免れるため・・・・・・・・35 

（５）膨大な裁判対策になるはずだが・・・・・・・35 

（６）「想定外」は賠償金の減額のため ・・・・・・37 

（７）誰のための生き残りだったのか・・・・・・・37 

（８）東電社員の逃避行動・・・・・・・・・・・・38 

３．菅直人の不作為を紐解く ・・・・・・・・・ 38 

むすび    ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

 

 

Ⅰ．はじめに 

１． 東日本大震災に伴う様々な被害の見聞と経験を経てくると、自分のこ 

れまでの人生に、大きく深い穴が開いた。水道屋というのはトラブルが 

多い職種の一つだ。水は圧縮が出来ないから、油断すると漏れてしまう。 

水が出ないと使えない、漏れてもダメ、流れなくてもダメ、仕組みは至 

って簡単で誰にでも工作はできる。しかし、漏れることにウソは絶対に 

つけないのだ。絶対漏れないようにすることは簡単だが、ウソをつくと 
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必ず漏れる。手を抜いたり、工程をごまかすと必ず漏れる。この為、漏 

れないことは、ウソをつかず手を抜かない仕事をするしかない。 

  ２．東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故には限りない「ウソ」が

大津波にともに、双葉町に押し寄せた。そこで私が知りうる一部につい

て、以下に示しながら「大嘘の波」を押し返すことにする。 

３．大嘘というのは、事故に至る経緯もさることながら、事故発生から今日

までのウソをここで取り上げることにする。 

４．原子力安全基盤機構が作った、平成 20 年度原子力災害防災訓練の動画 

から、菅政権がこのシナリオを参集メンバーの発電所周辺の双葉、浪江、 

大熊、富岡の各町の了解を得ないまま勝手に変えて、違法な対応をして 

いたことについて検証を行うことにする。この動画から抜き出したも 

のに解説を加えながら、菅らの対応が如何に間違っていたのかを明ら 

かにしていくことにする。 

この防災訓練には、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町，楢葉町、広野 

町が発電所周辺地方公共団体として参加していた。 

この時の会場は大熊町を中心にして行い、国主催の訓練なので麻生 

    総理が登場している。訓練はマニュアルを基にして行ったものであり、 

当然原災法に準じている。この時私（原告）は、閉会式で次のような 

訓示を行っていた。 

【訓練参加者への訓示 平成 20 年 10 月 22 日   

訓練に参加した関係職員並びに町民各位に対しまして御礼申し上げ

ます。今回の訓練は国が行った当地域で初めての訓練でした。全体の

ことは見ておりませんが、成功したように思われます。国は総理大臣、

官房⾧官、副大臣、関係省庁、保安院、原子力安全委員会それから福

島県知事を筆頭に関係県職員とわれわれ立地 4 町⾧を頭に関係職員並

びに浪江消防署、町消防団、医療関係者、町内関係町民など多くの皆

さんの参加の下、福島第一原子力発電所 3 号機において発生した事故

を想定したものでしたが東京電力社員のしっかりした指揮のもとでメ

ーカー及び協力企業の皆さんの高い技術力により被害の発生もなく修

復されたとの報告を受けて、町民を代表して御礼申し上げます。 

 訓練で想定した様なことが実際あってはなりません、引き続き安全、安
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心のために高い技術力で安定運転に努めてほしいものと希望します。さて、

今回の訓練はあらかじめ想定したものでしたが実際に何が、いつ起こるか

判りませんので今回の訓練で感じたことや反省を各部ごとに行い、まとめ、

今後の対策にしたいと考えていますので早急に行ってください。 

 21、22 日の二日間に渡った平成 20 年度原子力総合防災訓練を終了しま

す。ご苦労様でした。 

双葉町⾧ 井戸川克隆 （説明資料１）】 

平成 22 年 11 月 25 日・26 日にも県知事主催の防災訓練を行なっていた 

が、この時もほぼ同じシナリオで行っていたので、事故時の心構えは出 

来ていた。 
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５．真相 

「 事 件 」 前 の シ ナ リ オ   オ フ サ イ ト セ ン タ ー の 機 能 図           

≪図１≫ 
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   こうして菅らの独断と専行で「事件」に至った 
 

『「本来の目的」である、発電所周辺の住民を守れと、「災害対策基

本法第二条、二項」には防災、災害を「未然に防止」し、災害が発生

した場合における被害の「拡大を防ぎ」、及び災害の復旧を図ること

をいう。 

第三条一項には、「国民の生命、身体及び財産守る」という使命が

定められており、2 項には前項の責務を遂行するため、「地方公共団

体等との総合調整」を図ると記載されていた（2011 年版原子力実務

六法）が、上図（図１）に示したように最も重大な被害が想定される

町を、総合調整を図らなければならない会議の場から「無断で排除」

していた。 

このため、第五条に定められている町の住民の生命、身体及び財産

を守れという「責務の遂行も阻んだ」のである。 

 又、原子力災害対策特別措置法においても同様なことを菅らが勝

手に決めて、第五条に定められてある住民の生命、身体及び財産を守

れということも阻んだのである。』 

これを立証するため、以下に示す通り、どこから見ても菅らの不当

介入と偽装によって甚大な二次・三次被害が発生したことを明らか

にする。 

  やったふり、分からなかったふりをしても、失敗なのだ。 
失敗に成功報酬は無い。 

  
あるのは、その行為によって発生した被害・損害の罰則と賠償が待

っている。 
刑事事件の後に来るのは民事の賠償請求裁判に至るのが一般的だ。 
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この「事件」でも当然、考えなければならない偽装事案であること
は疑いようがない。 

 

Ⅱ． 真実 
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規制に失敗したと、事故時の保安院次⾧が認めているので、想定外の主

張は崩れた。従って、本件を「偽装」事件と総称することにする。 
 

 

 

奥のテロップには、東京の緊急時対応セ

ンターと福島県庁、大熊町、双葉町、富

岡町、浪江町の地名がある。 
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14 

 

15 

 
16 

 
17 

関係閣僚会議ではなく、関係省庁事故対

策連絡会議が開催されているところ。 

福島県 内堀副知事がヘリでオフサイト

センターに到着したところ。 

実際には深夜だったので、ヘリではなく

公用車で双葉町に入り、原告が不在なの

で間もなく大熊町に入ったようだった。 

その後、3 時前にオフサイトセンターの

機能が回復したので、原子力センターか

ら移動した模様。 

緊急事態応急対策拠点施設（オフサイ

トセンター）における「原子力災害合

同対策協議会開催」 

ここでは、政府現地対策本部⾧を始め

保安院の保安検査官、福島県、双葉町

を含む周辺自治体及び緊急時参集要員

が集合し、事故対応を決める。 
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19 

 

20 

同上における班ごとの打ち合わせ。 

写真は放射線班の協議 

これから緊急時環境放射線モニタリン

グの実施について打ち合わせている。 

同上 

広報班の打ち合わせ 

広報班を担当していたのは保安検査官

事務所⾧が行っていた。 

3：11 の事故発生以来枝野官房⾧官が

独占的に広報していたが、あり得ない

ことだった。 

政府事故対策本部事務局が現地オフ

サイトセンターと交信している。 

ここでも官邸が関与していないこと

が分かる。 

菅政権ら自身が異常事態だったこと

がここで証明される。 
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21 

 

 

22 

 

23 

ここが重要なところ 

緊急事態宣言は勝手に総理大臣が出せ

るものではない、発電所から原災法第

15 条通報が有ったとき、以下のように

現地対策本部の重要対応方針決定会議

において、緊急事態宣言の発出の決定

を行なうことになっている。 

オフサイトセンターに政府現地災害

対策本部⾧着任 

 

発電所から原災法第 15 条通報が発せ

られた。 



 80 / 591 

 

 
24 

 
25 

 
26 

プラント班が 15 条通報の確認 

政府原子力災害対策本部⾧ 経済産業

省 二階大臣に現地対策本部から 15

条通報に関す緊急事態の宣言の具申 

経済産業省原子力災害対策本部会議

において 15 条通報に関する協議。 
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27 

 

28 

 

29 

オフサイトセンターにおいて、それぞ

れの班ごとに行う対策の打ち合わせ

中。 

オフサイトセンター 

機能班があらかじめ決めていた防護対

策の確認中。 

3：11 の場合には官邸が勝手に決めた

ので現地との整合が取れていなかった

ために大きな混乱が生じた。このこと

が事件の根幹になり後顧の憂いに。 

オフサイトセンター 

住民安全班の打ち合わせ中 

 

3：11 では官邸の介入でこの打ち合わ

せはしていないために、バラバラな対

応をそれぞれの市町村が対応をせざる

を得なかった。 
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30 

 
31 

 

32 

原子力安全委員会の会議の様子 

ここで重要なことは、２地点 TV 会議

をしていたことを注目しなければなら

ない。3：11 以降オフサイトセンター

には地元の町は参加しておらず、どの

ような経過で 3 ㎞の避難指示を出した

のか？が問われなければならない。 

官邸に麻生総理大臣が到着 

官邸地下の危機管理センターの写真 

正面には大きなテレビ画面がある。この

画面で、官邸と双葉町は交信していた。 

3：11 以降、官邸危機管理センターとテ

レビで交信したことは一度も無かった。

このテレビ会議は東電の発電所、オフサ

イトセンター等とも繋がっている。 
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33 

 

34 

 

35 

危機管理センターにおいて麻生総理は

現地対策本部からの具申を受けて原子

力災害対策特別措置法に基づいて、

「原子力災害緊急事態宣言」を発出し

ているところ。この時同時に示す避難

範囲は EPZ として 8 ㎞~10 ㎞と決め

ていた。3：11 の時、菅らは 2 時間半

も遅れて 3 ㎞以内を避難区域とした。 

麻生総理が発出した緊急事態宣言を受

けて、政府現地対策本部⾧が緊急事態

宣言の伝達を行っている。 

現地対策本部⾧は政府本部⾧の権限の

一部を委任されることになっている。 

3：11 以後は菅が池田に権限の委任を

したのか不明。 

福島県は福島県災害対策本部⾧の佐藤

雄平県知事が緊急事態宣言を受ける。 

これを受けて福島県は県内 59 市町村

に対し、緊急事態宣言の通知を行うこ

とになっている。 

3：11 以降の福島県は市町村への通知

を行っていない。 
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36 

 

37 

 

双葉町も緊急事態宣言の通告を受け緊

緊急時体制に入ることになっていた。 

背景は双葉町役場 3 階正庁において。 

 

3：11 以後はこのような場は無くさ

れ、どこかで、誰かが、国と東電の都

合に合わせた事故処理を行っている。 

同上 浪江町⾧ 

同上 大熊町⾧ 
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39 

 

40 

 

41 

緊急事態宣言を受けて、国、現地対

策本部、福島県、大熊町、双葉町、

富岡町、浪江町の災害対策本部⾧ら

がテレビ会議で情報を共有している

ところをテレビ大画面に映し出され

ているところ。3：11 以降はこれを

行わないで、菅政権が独断専行をし

てしまった。 

地元、政府現地対策本部⾧、県知

事、大熊町、双葉町、浪江町それぞ

れが町民に対して、避難と屋内退避

の指示を共有していた。 

 

3：11 以降はこのセレモニーはなか

った為に、それぞれが独自の判断で

避難を行った。 

オフサイトセンターの最初の行動は放

射線班らが緊急時環境放射線モニタリ

ングの実施を協議することになってい

る。 

 

3：11 以降は未実施？不明 
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42 

 

43 

 

44 

福島県原子力センター職員を中心に緊

急時環境放射線モニタリングを実施し

ているところ。 

3：11 以降は不明。原告が福島県に確

認したところモニタリングカーのガソ

リンが無くて出動していないと答えた 

福島県現地災害対策本部⾧の内堀副知

事を中心に災害対応会議を開催中。 

 

3：11 以降は不明。 

政府災害対策本部と現地災害対策本部

⾧との情報交換会議。 
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45 

 
    46 

 
    47 

 

オフサイトセンターにおいて 

第 1 回原子力災害合同対策協議会全体

会議開催中。ここに内堀副知事、武黒

東京電力原子力本部⾧・副社⾧の顔が

見える。 

オフサイトセンターが行う重要方針の

決定会議開催中。 

3：11 以降は不明。 

オフサイトセンターにて政府現地対策

本部⾧は住民避難・屋内退避措置を決

定。 

3：11 以降はこれらの会議を経ずに菅

らが勝手に 3 ㎞、10 ㎞と避難、屋内退

避を決めてしまった。 

この避難範囲は緊急時環境放射線モニ

タリングの測定結果を踏まえてきめる

もの。 

3：11 以降は手続きを踏まえることな

く、官邸だけで決めてしまい、住民避

難に回復できないほどの混乱と、犠牲

者を出してしまった。 
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48 

 

    49 

 

50 

 

51 

JCO 臨界事故の反省からできた合同対

策協議会を開催しています。 

3：11 以降は菅らの乱入でこの合同対策

協議会が開催されずに、シナリオ外の

勝手な判断と異常な行動してしまっ

た。 しかも、福島県も異常な対応に

同じていることは慙愧に耐えない。 

この姿が正しい事故の対応。今後の対応

について共同で協議し、合意を経ていく

ことが原点になっていた 

3：11 以降は一度もこの姿になったこと

が無い。だから、一度も事故対応につい

て協議をしていないのだ。 

菅と福島県の共同謀議が疑われる。 

合同対策協議会の合意で、それぞれの町

が避難指示と屋内退避の指示を町民に出

すことになっている。 

3：11 日以降はご存知のように、だれと

だれが、どこで何を決めたのか分からな

いが、菅は勝手に狭い範囲の避難指示を

出して、双葉町民に被ばくをさせたのだ

った。 
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52 

 
53 

 

54 

オフサイトセンターの合同対策協議会開

催風景、正面には大型のテレビ画面が備

えて有り、事故現場から、東電本店、柏

崎刈羽発電所、経産省、原子力安全委員

会、官邸危機センター、福島県庁、双葉

町、大熊町、浪江町、富岡町がつながる

ようになっていた。 

オフサイトセンター内のプレスルーム 

報道担当者は保安検査官事務所⾧になっ

ていた。 

 

原発事故政府対策本部がある原子力安

全・保安院の担当者が広報している。 

 

3：11 以降は、官邸の不当な介入で報道

管制を敷き、事故の事実を隠してしまっ

た。枝野官房⾧官が広報することなどど

こにも決めていなかった。 
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55 

 
56 

 
57 

防災訓練には自衛隊、海上保安庁も参

加していた。 

ここで住民の避難が開始された。 

ここまでに至るプロセスは複雑だった

が、そんなに時間がかかるわけではな

い。3：11 では 15 条通報が有ってから

避難指示発令まで菅らが時間を無駄に

使い、12 時間以上もかけた。この為、

不要な被ばくをさせられてしまった。 

熊町小学校の屋内退避状況。 

実際にはあり得ない訓練だった。EPZ

の避難範囲は 8 ㎞~10 ㎞なので、ここ

は避難する範囲。 

3：11 では 3 ㎞以内の避難指示だった

のと、夜間なのでこのようにはなって

いない。 
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58 

 

59 

 
60 

要援護者対策として地域の住民達が主

として避難の援助を手助けして、救急

車に乗せて一次医療施設へ搬送してい

た。 

3：11 以降では、いきなり全面避難と

なったので、取り残される人たちが発

生した。これで双葉病院事件が発生し

た。 

3：11 以降は地獄を見た。 

この動画にあるように避難のシナリオ

を理解しない菅らが緊急事態宣言の具

申を受けてから宣言を出すまでのロス

タイム発生と同時に政府現地対策本部

に指揮を摂らせなかっことで、対応が

後手後手になってしまい悲劇が起きた 

この時の避難場所。 

この動画にある児童館体育館は原告が

見回り、倒壊の危険が見受けられたの

で取り壊した。3：11 には完全に倒壊

したと考えられる。 

この後の避難訓練では町体育館を使用

していた。 
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    61 

 

62 

 
63 

避難後の対応。避難所に入るとき一番

最初に行うのが、個人の汚染状況を調

べること。3：11 では、川俣町に避難

した 13 日と 17 日ころスクリーニング

検査を行ったが、白紙の用紙を渡され

て、自分で書き入れなさいという検査

だった。（説明資料３） 

一次、二次、三次被ばく医療施設へそ

れぞれの被ばく量に応じて搬送され

る。 

3：11 以降は被ばく者がいないことに

偽装されたので、殆ど活用されていな

い。 

二次被ばく医療施設の県立医大に搬送

するところ。 

 

3：11 以降は福島県立医大関係者と家

族まで安定ヨウ素を服用させたが、県

民には服用させなかった。これも合同

対策協議会が開催されていれば状況は

変わっていた。 
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64 

 
65 

 
 

66 

この画面は読者の皆さんの脳裏にきっ

ちり捉えて頂きたい。 

3：11 では避難完了する前に住民たち

が被曝させられてしまった。 

これは合同対策協議会を開催して、事

故の生の情報を地元の町村が得ていれ

ば発生しなかったのである。 

緊急事態宣言の解除に至るプロセス 

放射性物質の放出が止まったことを示

す系統図。 
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67 

 
68 

 

69 

オフサイトセンターにおける重要決定

会議をしているところ。 

官邸はこの決定を受けて発表するの

み。 

あくまで決定するのは現地災害対策本

部⾧の指揮の下で決める。現地災害対

策本部⾧、内堀副知事、保安院の本庁

責任者などが参加している。 

上（66）の対応方針決定会議を受け

て、原子力安全委員会がその方針に基

づいて、決定したことを公表する。 

上の（67）の安全委員会の判断を受け

て、政府事故対策本部が（69）に続く 
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70 

 
71 

 
72 

（68）に続き 

原子力緊急事態解除宣言を発出するこ

とになっている。 

合同対策協議会全体会議において、緊

急事態解除宣言を受け、合同対策協議

会を解散する。 

この写真は重要証拠である。 

この時の防災訓練を IAEA,アジア原子

力安全ネットワークの方々が見学して

いた。この訓練は正しく行われたこと

を見ていたのだった。従って、菅らが

勝手にシナリオを変え、大勢の国民を

騙していることも見ている。菅らの妨

害で加重されたことが証明できる。 
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この画面の右端に、 「事故収束」ということが書かれている。原発の事 

故の最大の脅威は放射能 

である。事故前には意図的な放射性物質の放出はなかったと信じている、

事故等の不可抗力な放出が続く限りは事故中とみるのが自然法則に叶う 

ものだ。 

 

    しかし、野田政権は、「自然法に逆らい」事故現場では盛んに放射能が

放出・拡散しているのに、原発周辺の自治体が収束の事実を確認しないま

ま、平成 23 年 12 月 16 日突如、事故収束宣言を発出したのだった。（偽

ここは双葉町公民館 2 階会議室 

避難訓練の最後に専門家による放射線

の学習をしている状況写真。 
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装の本丸） 

この為、原告は東京電力と結んでいる「安全確保協定」に基づき、収束の

現地確認の為に翌平成 24 年 3 月 7 日事故現場に入り、小森常務と高橋所

⾧に収束の確認を求めている。この場で小森常務は「収束していません。」

と答えた。 

従って、野田政権が発表した「事故収束宣言」は偽装だったのだ。 

数々の偽装に対して疑問が深まるばかりである。 

 

 

 

独立行政法人 原子力安全基盤機構というのは、原子力安全・保安院の下部の機関で、

陰に陽に原子力の安全の確保に携わっていた機関をいう。 

要するに政府側の多重防護としてのチェック機関と認識していた。 

しかし、その上位にあった原子力安全・保安院と原子力安全委員会は「SBO 対策」と

「津波防護対策」等大変重要な防災対策を取らせなかったことが、事故の中心にあるわけ

なので、「虚偽」の状態だったことが本件を「事件」として考えている。 

ここに、これだけの事実が有りながら、菅ら官邸の暴走をなぜ基盤機構が許 

したのかの疑問がある。 

ここまで、説明してきた画面と文面を見て頂くと、菅らの暴走と不当な介入

が明確に示されていることがはっきりわかる。この 「不作為」と 「作為的な偽

装」を見逃し、不当な被ばくの我慢と復興特別増税で国民を苦しめていること

は「背任」ではないかと考えている。 
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Ⅲ．真実と偽装の対比 

本件をなぜ 「事件」と呼ぶことにしたのかの説明をすると、先ず、最初に事

件の主体者である東京電力がどうして 「想定外」と呼んだのか、から始まらな

いといけない。立地への恩をあだで返す言葉を使い、責任がないからごめんな

さいと開きなおりの説法をしたからだ。 

 １．訓練と「事件」の実態の真偽対比表 

   ≪表 1≫                （写真番号は本書でつけた番号） 

写

真

番

号 

事故前の防災訓練とはこの

ように行っていた。 

3：11 以後は菅らが乱入

して、このシナリオを無い

ものにした結果 

合否 

〇× 

１ 平成 20 年度防災訓練の記録

動画 

記録の公開がない × 

２ 官邸対策室の設置 同上 × 

３ 住民説明会 実施していない × 

４ 想定シナリオ時間表 1 日目 なし × 

５ 同上 2 日目 なし × 

６ 原子力保安院⾧協議 不明 × 

７ 所管庁政府事故対策本部会

議 

不明 × 

８ 現地保安院事故対策協議 不明 × 

９ モバイル通信 事故情報の

共有 

なし  通信回線不能 × 

10 国と地元とのテレビ会議 なし  同上 × 

11 原災法通報伝達  現地 不明 × 

12 同上  本院 不明 × 

13 経済産業大臣登場 不明 × 

14 関係省庁会議 不明 × 

15 福島県副知事がオフサイト 11 日深夜、公用車で到着 × 
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センターへ 

16 緊急事態応急対策拠点施設

会議 

なし × 

17 緊急時環境放射線モニタリ

ングの協議 

なし × 

18 広報班 なし × 

19 所管庁保安院⾧が現地との

交信 

なし × 

20 第 2 段階 第 1 も第 2 もなし × 

21 政府現地対策本部⾧の挨拶 なし × 

22 所管庁への 15 条通報 不明 × 

23 所管庁 15 条通報確認 不明  × 

24 所管大臣登場 具申内容確

認 

不明 （15 時頃、原子力緊

急事態宣言の発出案が作

成され、菅に上申するよう

海江田に提案する） 

× 

25 所管庁本部会議 不明 × 

26 オフサイトセンター機能班

会議 

なし × 

27 同上 なし × 

28 オフサイトセンター住民安

全班会議 

なし × 

29 原子力安全委員会内の交信 なし 合同対策協議会が

不開催 

× 

30 総理大臣の登場 菅らは最初から不当な介

入をしていた。 組織が動

いていない 

× 

31 官邸地下危機管理センター

で政府原子力災害対策本部

会議開催 

不明 × 
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32 原子力災害が発生し緊急事

態宣言の具申を受けて、麻生

総理が緊急事態宣言を発出

しているところ。同時に避難

指示も出すことになってい

る。 

19 時 03 分、菅は福島第一

原発について原子力緊急

事態宣言を発出したとさ

れている。15 時頃作成され

たこの宣言案はどこまで

行っていたのか分からな

いが経産省から首相官邸

まで届き、発出するまで 4

時間も掛けていた。 

しかも、枝野官房⾧官が 19

時 45分記者会見するまで、

国民はこの異常事態を知

ることは出来なかった。 

15 時頃に作成された緊急

事態宣言が発出されて国

民が知るには 4 時間 45 分

もかけてしまった。 

飛行時間だと羽田からフ

ィリピンまでの時間をロ

スしていたことになる。 

× 

33 オフサイトセンターにいる

政府現地災害対策本部⾧が

緊急事態宣言の伝達を行っ

ている。 

緊急事態宣言の伝達はど

こからもなかった。テレビ

で知る始末だった。それ

も、宣言は 17 時 03 分に行

ったようだが、双葉町が知

ったのは枝野官房⾧官が

記者会見した 19 時 45 分

以降だった 

× 

34 福島県が行う手順。県は県下

59 市町村に対し、緊急事態宣

言が発令されたことを周知

なし × 
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することになっている。 

35 双葉町は緊急事態宣言をう

けて、受信の報告をし、町民

に広報する。 

なし × 

36 浪江町も同じ。 なし × 

37 大熊町。富岡町も同じ。 なし × 

38 テレビ会議で国と関係者が

意見を共有しているところ 

なし × 

39 現地災害対策本部⾧、県知事

らと地元 4 町が情報を共有し

ているところ 

なし × 

40 緊急事態宣言を受けて、現地

の合同対策協議会の放射線

班が緊急時環境放射線モニ

タリングの実施へ向けて協

議中 

なし × 

41 緊急時環境放射線モニタリ

ングの実施中 

なし × 

42 福島県現地災害対策本部会

議 

不明 × 

43 オフサイトセンターと国と

のテレビ会議 

なし × 

44 合同対策協議会全体会議 なし × 

45 緊急時対応方針決定会議中 なし × 

46 住民避難・屋内退避決定 なし 菅らが勝手に決め

た 

× 

47 避難エリアと屋内退避措置

のエリアは合同対策協議会

で決めることになっていた 

なし 菅らが勝手に決め

た 

× 

48 合同対策協議会全体会議 なし × 
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49 住民避難、屋内退避について

共有しているところ 

なし × 

50 住民避難・屋内退避を決定す

る 

なし × 

51 合同対策協議会会場風景 なし × 

52 広報 オフサイトセンター

内で 

なし × 

53 広報 所管保安院が行う記

者会見 

不明 菅らが勝手に官邸

にした 

× 

54 海上警護体制 不明 × 

55 住民避難実施 大熊町だけがバスで移動

したが、他の町はバラバラ

で蜘蛛の子散らすようだ

った 

× 

56 小学校の屋内退避 指揮系統が乱れて正確な

情報がなく、このようなこ

とができる状態ではなか

った 

× 

57 災害弱者の避難風景 なし 指揮系統がないた

めに、大熊町にあった双葉

病院の入院患者たちが犠

牲になった。 

× 

58 同上 菅らが現場の実情を知ら

ないのに、指揮系統に介入

して多くの混乱をきたし

た。 

× 

59 避難所として双葉児童館の

体育館が指定されていた 

危険家屋だったので事故

時には解体されていた。代

わりに町体育館を避難場

所にしていた。 

× 

60 避難した住民の汚染検査を 不明 × 
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行う 一部には実施したようだ

が、測定者名や測定結果の

数値は示されず、問題あり

ませんというだけで、白紙

の記録誌を渡し、自分で問

題が無いと書きなさいと

いう誤魔化しだった。 

このスクリーニング検査

では実際のひどい状況が

隠されていている。 

厳寒の雪が舞い散る中で、

身体除染を要求される人

たちは、冷水で身体を拭か

れて凍え死にそうになっ

ていた。これは地震で温水

が使えなくなっていたの

が原因だった。このため、

スクリーニング検査を省

くために基準を 10 万 cpm

に引き上げた。 

主に、二本松市にある県の

施設の男女共生センター

でスクリーニング検査を

実施することはバッグラ

ンドの数値からは高いの

で、考えればやれる場所で

はなかった。これを無理に

行わせた福島県に責任が

ある。 

福島県内の浜通り、中通り

は汚染がひどく、除染レベ



 104 / 591 

 

ル 40Bq/kg を上回ってお

り、スクリーニング検査を

行えない場所ばかりだっ

たので、県外の汚染の低い

場所と温水の出る条件を

考慮することが求められ

ていたのだった。 

61 被曝者搬送の模様 実態は不明   

菅らが指揮したために双

葉病院、双葉厚生病院等の

重傷者が亡くなっている。

同様に菅らが主導したこ

とで被ばく者の扱いに大

きな問題を残してしまっ

た。 

× 

62 二次医療機関として医大が

位置付けられていた 

 

二次医療の県立医大の混

乱が表に出ないが、相当ひ

どかった。受け入れ態勢が

できていれば双葉病院の

患者たちはバスで除染の

ために⾧時間たらいまわ

しにされて亡くなること

はなった。これは明確に指

揮系統が菅らに壊された

ために、責任の所在が混乱

したために起きた人災で

ある。 

× 

63 住民の避難が終わって、発電

所から放射性物質の放出が

起きたと想定していた。 

写真 1 から 62 まで説明を

してきたが、ここで放射性

物質の放出があると想定

されている。 

× 
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3：11 以降の場合では、住

民の避難前から放射能の

漏れが始まっていた。この

ことは官邸から防衛省へ

送ったファックスに「第一

原発放射のうもれ」と書い

てあった。菅らは作為的に

住民に放射能を被せたの

だ。 

64 緊急事態宣言解除の訓練 未だ実施されていない × 

65 原子炉の状況を示す。これを

見るだけでも事故の推移が

分かる。 

なし × 

66 緊急事態宣言の結末を協議 未実施 分からない × 

67 原子力安全委員会の委員⾧

の宣言 

同上 × 

68 安全委員会の委員⾧の解除

の解釈で政府は解除へ向か

う 

同上 × 

69 政府事故対策本部の保安院

⾧の収束の宣言の判断を公

表する 

同上 × 

70 合同対策協議会で解除が共

有される 

同上 × 

71 IAEA 他外国の関係者たち

が、この訓練を視察していた

ので、ウソはつけない。 

菅らのウソの証人たち 

 

× 

72 訓練後、双葉町住民たちに放

射線の工種をしているとこ

ろ。実際の事故ではなのでど

れだけ真剣に学んでいたか

未定 × 
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は不明 

73 事故の経過を示す場面 収

束は放射性物質の放出が止

まってからになっている。 

23 年 12 月 16 日野田総理

は収束宣言を出してしま

った。これが出来たのは、

このシナリオを無いもの

にした菅らの不当な介入

があったから。 

収束宣言はウソだったこ

とが証明される。 

× 

74 訓練の記録として JNES が作

ったもの 

記録はまだまだ作れない。 × 

 

    上表≪表 1≫において、訓練メニューが整理され、事故時の流れが組織

立ってスムーズに進行されていることについて、ご理解を頂けると思い

ますが、菅政権が摂った行為は、ルールを無視して、組織を動かすこと無

く、菅自身が目立つことを行っていたと、ご理解いただけると思います。 

しかも、緊急時に必須な現場に直結した情報が不可欠なのに、菅らの解

釈を得てから出す情報は、素人性と隠蔽性を加えた、いわば菅らが勝手に

加工した情報しか出さなかった。（説明資料 4） 

 

特にひどかったのは、枝野官房⾧官が記者会見で発言する言葉で、遠く

から聞いているような意味不明の日本語が多く使われていたので、現場が

必要としている直球的な速さと、簡潔な言葉使いがなく、恣意的な悪意を

感じた。 

立地の住民は⾧年発電所と付き合ってきているので、ある程度専門用語

でも通じていたが、逆に枝野の訳の分からない新語には大きな戸惑いが起

きていた。 

 

上表で本来の（従来の訓練）と菅式 「事件」対応に、大きな隔たりがあ

り、菅らの乱入がなければスムーズに避難が開始され、被ばく前に避難が

終わっていることが可能だった。 
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この為に、菅らの乱入がもたらした被害は天井知らずの大きさだ。 

 

現在、菅らのウソの流布によって被害者にされているのに、被害者と認

識できない多くの国民が、やがて菅らの乱入によって、自分も被害者だと

気づく国民は 5000 万人に上ることが確実だ。被害の主な要因は「ウソ」

とこれを隠した 「隠ぺい・偽装」について損害の求償が求められるだろう。

（説明資料 5）      

「ウソは泥棒の始まり」と親から教えられて育った。私は泥棒にはなり

たくない。（説明資料 6） 

 

２．想定外 

（１）．想定外にしたい理由 

  想定外とは大辞泉によると、「事前に予想した範囲を越えているこ 

と」。同じく想定内とは、 「事前に予想した範囲内に収まっていること」 

と解説されている。 

確かに、私（双葉町）に報告していた資料等にはチリ地震津波を想定 

高さということになっていたが、本当にそれでよかったのは、2002 年

までの話で、それ以降は各方面で津波対策の話題が拡大していた。 

  福島民友新聞記事にあるように、1999 年に国土庁が津波浸水予測 

図を示していたので、「事件」においては、「想定内」となっていたこ 

とが分かる。また、女川原子力発電所と東海第二発電所では、津波対 

策を実施していたので、当然、津波による発電所の破壊は免れた。 

 

  しかし、このことを発電所立地の双葉町には、一切報告しないでい 

たところに今度の津波地震が発生し、発電所は形を失った。これは、 

発電所と立地が結んでいた「安全確保協定」に反することなので、想 

定外と呼ばざるを得なかったことも一つの要因である。全体としては、 

責任逃れのための方便であることは間違いない。 
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≪福島民友新聞記事≫ （2015 年 6 月 25 日 第 2 面） 

  

単純に国と経営者が津波被害防止対策を 「させたのか」 「させないの 
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か」の問題で「想定外」ということには全く当てはまらない。 

「させなかったから事故が起きた」証明を（説明資料 7・8・9・10・

11・12・13・14）が示している。 

 

（２）．想定外にすることによる利益 

  それは膨大な利益に繋がっている。本「事件」では、発電所周辺の 

自治体と住民は従来から保持していた「人生、家庭、社会、財産、歴 

史、未來など」の全てが壊されて、事故前の形は存在していないが、 

東京電力は姿を変えたが全体としては健在である。 

社員たちが生活に困って自殺したとか、破産したとかというニュー  

スを見たことが無い。また、被害者への賠償も国が関与したために、僅か

な金額で打ち止めにされているための利益は膨大だ。 

想定外にして、当然の 「債務負担」を免責されて支払いを免れた金額は、

想像だが「200 兆円」は下らないと考えている。 

        

    放射能は見えないから危険なのだ。お茶を掛ければ見えるので、謝罪と 

洗濯代を払うのが普通だが、放射能を掛けられても見えないから問題にな 

らない。放射能は 「毒」だ、お茶は食品だ、 「毒」と食品の区別を見分けら 

れない国民にも責任がある。私は国民の感覚を疑っている、山下が何を言 

おうが放射能の毒性は消えないのだ、「毒」に鈍感な国民は平和で良心的 

だとは考えていない。お茶の表現でピンとこないのであれば、アイスクリ 

ームを衣服に付けられたら必ず怒るだろう、そして、謝罪を求めて、洗い 

流すことを要求するはずである。 

    もう一度言うが、アイスクリームは 「毒」ではない、食べ物だ。放射能 

は食べ物ではない、 「毒」で人体には限りなく危険で、 「武器」である。こ 

れを嫌わないでいることは、普通の感覚ではない。人間には五感と言葉が 

ある、早く人間に戻ることを希望している。 

 

    枝野幸男官房⾧官は事故直後 「直ちに健康に影響は無い」と言ったが、 

「永久の影響を否定しなかった」ことに注目する必要がある。枝野は弁護 

士だから、くち先の逃げ口上はうまい、 「発電所破壊事件」以降彼の記者会 
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見記録を取ってあるが、彼の性格は非常に悪質だ。いわゆる悪党と判断し 

ている。 

 

    他人をだまして利益を得る行為は犯罪だ。刑法にも類例があることに

注目している。 

 

（３）．刑事訴追を免れるため 

民間の一営利企業が引き起こした「事件」の巻き添えに会い、地方公 

共団体が丸ごと避難するという約束はしていなかった。被告らが約束し 

ていたのは発電所を「止める、冷やす、閉じ込める」と略称「安全確保 

協定」だけで、ここには町が避難しなければならないという義務はなか 

った。あったのは「事件」を引き起こさないための「約束」である。 

 

本件 「事件」において生じた 「避難」と 「町の消滅」と 「町民の既得権 

を奪った」ことは協定違反であり、国による強制迫害という事態まで発生 

させた 「事件」だが、検察は二度も不起訴にした。民事不介入という言葉 

があるが、この 「事件」は官 （町）・民ともに被害者なのだ。しかも、事 

件の前後において夥しい隠ぺいと世論操作並びに偽装工作があった。 

刑事裁判で裁判⾧は、「事故を防ぐには原発を止めるしかない。」と語 

ったが本当だと思う、止めることは簡単だった、安全確保協定に則り、 

重大な危険が想定されるので直ちに止めなさいと、原告が東電に申し入 

れることで「発電所破壊事件」は防げた。 

 

これができなかった理由は、虚偽の安全を申告されていたからだ。 

その虚偽の申告というのは、平成 22 年度当初、福島第一原子力発電所

3 号機に対して、モックス燃料の装荷について福島県、地元自治体の双

葉町らが、福島市において議論していた。 

この時、東電と原子力安全・保安院から提出された資料には、問題なし

と書かれていたことだった。その 1 年後に東日本大震災が発生して、大

津波で簡単に壊れたのは、虚偽だったことを証明している。 

「事件」の証拠は、発電所が壊れたことで充分である。言い訳で訴追を 
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免れようとしていることは、罪の上塗りに過ぎない。ウソをつかれた本人

（原告）そのものが証拠である。 「想定外」ということは、訴追を免れよう

として、工作をしているに過ぎない。 

 

被告らは多方面で、事故発生前後において「うそ」（説明資料 15）をつ 

いているが、本裁判では私が双葉町町⾧として被告らのウソを実際体験し

ているから、ウソの上塗りは不可能だ。 

 

（４）．規制機関の責任を免れるために 

  規制機関の裏工作は最悪だ。規制権限のある者達は本件 「事件」の主体 

者だ。その主体者たちが事故後に行ったのは、事故の前に約束していた緊 

急時対応を素人の菅らに丸投げして、責任を国民に被せて自分たち （原子 

力安全・保安院、原子力安全委員会、原子力安全基盤機構等）は陰に隠れ 

てしまったことである。 

       

彼らはどこに行ったのかと思っていたら、頭が良い、大学教授になった

者、規制庁に行った者、内閣府に行って「原子力被災者生活支援チーム」

（後記）に化けて、被曝の推奨という悪戯をしている者らは、責任の前面

から姿を隠してしまった。 

「原子力被災者生活支援チーム」と語る者達は名前に反し、国民の私権

の妨害を主に行っている。この有様は、ちょうど大東亜戦争の戦争犯罪者

たちが広島・⾧崎原爆被災者の調査記録をアメリカ軍と取引して、戦犯の

裁きから逃げていた者達と全く変わらない。 

 

彼らは 「SBO 対策不要」という不作為を働きながら、 「想定外」を隠れ

蓑としている。 

   もはや被告国は「想定外」と言うことしか反論ができない状態にある。 

立場上、想定外と言えないので同罪の東電に言わせている。実際責任放

棄しているので、無言を貫いているが、原告は目を離さず見ていると、彼

らは頭隠して、尻隠さずの醜態をさらしているのである。 
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    規制機関は私から逃れることは出来ない、事故前に言っていたことと、 

提示していた文書には 「事故は起きません」という言葉しかなかった。こ 

れが起きたのだから、言った言葉は 「ウソの申告」と文書は 「虚偽文書作 

成同行使」の犯罪に当たることは間違いないので、責任から逃れることは 

あり得ない。この時 「想定外」という追伸も、もしかしてと、断りもなか 

ったので虚偽の申告だと確信している。 

 

（５）．膨大な裁判対策になるはずだが 

   現在原告数約 1 万人、約 30 数件の裁判が行われていると言われてい 

る。足らない、全く足らない。 

   被害の実態が隠されているために、裁判が起きていない。これも災害 

だ、「真実を隠された災害」と呼ぶことができる。 

 

  1 ㍉シーベルトは国民、人類の共通の既得権、これを違法にも山下らは、 

100 ミリシーベルト以下は安心だという架空の物語を福島県民に言いふら 

した。利益相反のプンプン匂う ICRP でさえ「分からない」と言っている 

のに、さもわかっているかのような言い草に終始している。この既得権を 

考えた時、裁判の数が全く足りないなと考えている。 

     

  国民が気付かない被害は、東日本大震災復興特別増税と、1 ㍉シーベル 

ト上限の既得権侵害及び 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太 

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ 

る環境の汚染への対処に関する特別措置法（略称）除染法」には、第一章 

総則 （目的）第一条から、（国の責務）第三条、（地方公共団体の責務） 

第四条、（原子力事業者の責務）第五条では、「～環境の汚染への対処に関 

する施策に協力するよう努めなければ～」とされたことと、 （国民の責務） 

第六条では、「～環境の汚染への対処に関する施策の協力するよう努めな 

ければならない。」とされたことに気付かなければならない。 

 

  ここで、この法律が如何に国民を蔑視しているかが分かる。第 5 条に加 

害者東電が記載され、第 6 条に国民ときたことだ。国民は加害者の東電よ 
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り低い順番にされている。 

  この法律がまだ （案）の時、内閣府に在籍して、この問題に関わってい 

た須藤という職員に対し、どうして東電が上で、国民が下に置かれている 

のかと、問い質したが、これでいいんだと反発してきた。しかし、須藤に 

対して私は一歩も譲ることはなかった。 

 

  国民は未だ眠りから覚めていない、多くの国民は菅らに騙されているこ 

とに気付いていない。この時、民主党だったからよかった、自民党だった 

ら大変だったと国民はよく言っているが、それは事故前の約束事を知らな 

い者が言う幻想にすぎない。民主党が国民を騙したことを理解できないの 

は、原子力行政と関係法律並びに、JCO ウラン加工施設の臨界事故の経験 

から学んだことを理解していない者達が言うだけである。 

 

  わが国は、ＪＣＯ臨界事故から多くを学んだ。 

一番の成果は、原子力災害対策特別措置法を作らなければならないと 

いう、強い思いだった。この法律ができた背景には、核事故が起きたら、

いち早く住民の被ばく防止のために行動する、対策と手段及び国、県、 が、

⾧年続けてきた原子力災害防災訓練だった。 

本件「発電所破壊事件」においては、この訓練のマニュアルを無いも 

のにして、菅政権は国民を騙し、発電所周辺の自治体を排除して独断で決

めて、間違った道の 「阿鼻叫喚」（後述する）の世界に落とし込んだので

ある。 

 

（６）．「想定外」は賠償金の減額のため 

   菅の行動は損害賠償金の減額に役立った。被告東電に 「想定外」と言 

わせたことで、損害賠償請求行為にブレーキを掛けた効果はあった。そ 

して何より菅が勝手に決めた 10 ㎞、20 ㎞の避難範囲が減額に役立った。 

アメリカの 80 ㎞範囲を避難エリアにしたら、16 倍の賠償範囲で金額 

は人口密度、産業の多さ、職場の多さから言うと推計値で 20 ㎞以内の 200

倍くらいになっていたと考えられる。 
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   更に、1 ㍉シーベルトを上限とする事故前の基準に従えば、関東地方、 

東北地方の国民は、被ばくをさせられたことになり、5,000 万人が原告 

となれるのである。 

   もし,この 5,000 万人が原告になり、1 人当たり被ばく被害の損害賠償 

額を仮に 1 億円としたら➀5,000 万人×1 億円＝総額 

5,000,000,000,000,000 円（5,000 兆円）となってしまうことになる。又、 

1 人当たり 100 万円としたら、②5,000 万人×100 万円＝総額 

50,000,000,000,000 円（50 兆円）となる計算だ。この計算が正しいのか 

の判断は、世論に譲るとして、被害が甚大なことはこの計算でもわかる。 

 

   因みに、我が国の一般会計予算は約 100 兆円、借金は見える化で約 

1,500 兆円となっている。これを年の一般会計予算約 100 兆円で、5,000

兆円を割ると、50 年分になる。 

 

   こんなことを招いたのは、東電の経営者に会社を経営できる者がいな 

かった為である。 

   また、国にも、原価計算のできるものが存在せず、危機管理上の基本 

だった、B5b 対策とＳＢＯ対策を免除してしまったことに 「発電所破壊 

事件」の真因がある。 

   このような考えから、東電の言う 「想定外」と,菅らの乱脈な行動がも 

たらした賠償額減額の効果は抜群だった。 

   このことに多くの国民が気づけば、いずれかに復活請求される時が来 

ることは避けられない。 

 

（７）．誰のための生き残りだったのか 

    まさしく生き残ったようだ。3 ：12 日早朝福島第一保安検査官たちは 

生き残る為に、放射能が出ていた第一原発現場からオフサイトセンーに 

逃げ帰った。おそらく、私（原告）が、オフサイトセンターに行ってこ

の光景を見たら、厳しく叱って発電所へ戻るように促していた。 

例え、本庁の指示であろうがこちらは戦場なのだから、こちらの意 

見が強かった。双葉町をオフサイトセンターへ参集の呼びかけをしなか
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ったことが、不幸中の幸いで保安検査官たちは、1 号機のベントと爆発

から逃れて生き残った。 

 

しかしである、怒りが収まらないのはこちらの方だ。保安検査官や

原子力防災専門官などから、「オフサイトセンターへの参集の知らせ」

がなかった為に、事故の現況が分からず、1 号機のベントの放射能と爆

発の放射能を 2 度にわたって浴びせられて、生き残ることが難しくさ

れた。 

  効果の作用・反作用で分類すると、作用側（利益が生まれる） は、 

国と東電、反作用側（損害が発生した）は福島県民を中心とする一般 

国民になる。また、作用に分類したのは「債務者」としての立場で、 

反作用としたのは 「債権者」の立場と分けることができる。このまま、 

債務者達が債権者を騙しながら逃げきれれば生き残れるが、多くの国 

民「債権者」が本陳述書に示したことに理解が深まれば、債権者とし 

て自立して請求行為に移ることができるので、作用者（加害者）側の 

生き残りはあり得ない。 

 

（８）．東電社員の逃避行動 

 「発電所破壊事件」の責任は単に経営者だけの問題にすると簡単す 

ぎる。 

  事件発生当日の 3 月 11 日の夜、東電の社員と家族は静かに双葉町 

から避難していった。これはだいぶ後から知ったことだが、彼らは誰 

の指示で避難を開始したのかと考えれば、当然発電所の内部の者が危 

機的状況を知っているから、内部の連絡網を使って、連絡し合い、密 

かに町を出たのと推測している。この状況は大熊町の社宅等でも起き 

ていた。 

  双葉町にいる東電の社員と家族の一部は役場に避難していた者 

もいたが、彼らは何も言わずに一人抜け、また一人抜けして役場の 

者が気づかないうちに誰もいなくなっていた。このような対応をさせ 

た東電は道理に反し、人間ではないことしていたのだ。 

  事故情報の最先端にいた東電は、社員をかばい、社員にだけ危機 
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を知らせ、避難を早くさせて置いて、「想定外」というふてぶてしさ 

に同情の余地はない。 

この為、事故として対応は出来ないので「事件」として責任を求め 

なければならない。 

  この時、気付いた町民が、彼らに玄関でどうしたのかと呼び止めて 

いたが、これに答えず静かに去っていったという話は聞いている。 

 

  このような非情なことをさせた東電が、平気面をして 「想定外」と 

いう 「事件」なのである。東電という看板の優位さを如実に表してい 

る 「事件」なのだ。このようなことが起きていたことを、菅ら官邸で 

は知っていたのかは分からない。 

  東電社員たちの責任がもっとたくさんあるが、ほんの一例である。 

  このような齟齬が起きないように、現地災害対策本部の体制をしっ 

かりしないといけなかったのだ。 

 

３．菅直人の不作為を紐解く 

私の陳述書にはいたるところに登場しているが、不作為の証拠として、

菅が書いた本 「東電福島原発事故 総理大臣として考えたこと」をこの

動画の写真と見比べると、本には合同対策協議会開催と現場を抱える

双葉郡の行政と協議して何かを決めたとか、事故時の体制をフルに活用

させ、足りないところに何かをしたとか、避難エリアについて合同対策

協議会で諮ったとか、安定ヨウ素剤の予防 （被ばく前の）服用、スピイ

ディ情報などを迅速にださなかったので、これのどこに原因があったの

か等々多くの疑問に応えなければならない。 

しかしこれら重要な事柄について一切記載がないことが分かる。 
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  この本の批評は陳述書（1）、同（１）－２でも詳しく批評・批判し 

ているので、ここでは省略する。 
 

世界で一番安全安心な原子力発電所でなければならなかった。 

何が 「想定外」なのか、これで想定外とは口が裂けても言えまい。（説

明資料 16） 
 

 

 

    この記事がウソであれば、「虚偽記載」ということになる。 

≪2007 年 3 月 29 日 朝日新聞広告掲載≫ 
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「発電所破壊事件」後に数々の裁判で国には責任はなかったという 「想

定外」が正しければ、この広告は確実にウソだったことになる。 

 この広告が本当に実行されていれば 「発電所破壊事件」に至ることは 

なく、今も双葉町で暮らし続けていて、町の財政再建が進み、希望と夢 

の実現で、心豊かにして穏やかな町をつくり、双葉町⾧を議会から不信 

任されることはなかった。 

 当然、双葉町が核のゴミ置き場にされることもなかった。 

「発電所破壊事件」の元凶は、この広告にあるような気がしてならない。 

 

どうしてくれるのですか？甘利明 経済産業大 

臣殿 
経済産業省は我々に支援するということではなく、 「発電所破壊事件」の 

全責任を果す為に、悪質な事故処理組織から外れる以外に道は無いと考 

えている。 

 

悪質とは優越的地位の乱用を総称して以下のことを言う。 

【内閣府に隠れ、合同対策協議会開催を阻み、被災者に不利なことを閣議

決定し、国民に被ばくを続けさせ、20 ㍉シーベルトという架空の数値を拵

え、憲法に定められている平等を不平等にし、事故前の法と約束を破り、後

付けの法に遡及適応させ、発電所から放射能が出続けているのに避難解除

を迫り、国民の既得権である 1 ㍉シーベルト基準を国民の合意もなく葬り、

東京電力を守護し、国民の税金を事故処理に止めどなく使い、発電所の事故

に便乗して環境省が新たな利権組織を作り、事故で悲しんでいる 国民の救

済を怠り、復興という美名に群がる利権屋たちを育み、原発事故を原子力産

業の一つに育てたことは、国民に対して懈怠であり、反逆であると考えてい

る。】と原告 井戸川克隆が言う。経済産業省の反論を待ちたい。 

 

むすびに 

結論として、本件「発電所破壊事件」による損害の根源は事故後の対応に 
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存在する。この主体者である菅らは国民に対する反乱であり、職権の濫用で

ある。 

また、発電所周辺の住民への国と東電がこれまで築いてきた信頼は虚偽 

であり、最後は国が公務員倫理に反し、国民の信頼を裏切り、事実を偽証し

ていることを証明するものである。 

                            おわり 
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7  福島県の任務懈怠 
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  8  外道の正体 

      

 



 160 / 591 

 

 

9  チェルノブイリ原発事故の健康影響 

２ 事故の健康影響関係 
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１０ チェルノブイリ２０年：事故の経過、汚染、被曝、影響 
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１１ 班目春樹原子力安全委員会委員⾧の証言 
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    外道の見本のような、後知恵の組織が、外道を語っている。 
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１２ 避難指示区域の放射線量（外道組織） 
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１３ 原子力被災者に対する取り組み 
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１４  
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 １５ 原子力被災者生活支援チームと被災者支援チームとの連携 
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１６ 役割分担 
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１７ 偽の原子力災害合同対策協議会会議録 

  以下は、全部ウソの組織が作ったニセモノ 
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ぶれるな 
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政府本部⾧の権限を持たない現地対策本部
⾧に指揮する権限はない 
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公務員職権濫用している政府本部⾧ 
に従えない 
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ウソだよ 
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3 月 12 日に関する数値がないのは、12 日午前中
から 1 号機のベントと 1 号機の爆発時の線量を

公開すると原告ら双葉町民の被ばく被害が尋常で
はないことを隠しておきたいので公表していな 

い。 
原告は、自分勝手に被ばくしたのではなく、菅直
人に事故情報が閉ざされていたから避難が遅れ、 
強烈な被ばくをさせられた。 
1 号機の被ばく被害をさせられたが、被告から謝
罪されていないのも、不思議な話だ。 
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虚偽記載 

これは虚偽記載 

職員はすぐ帰っている 

全部ウソだ。広野、楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江町は参加していない。 
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 上記は全項目情報開示請求案件だ。明らかにウソをついている。特に、 「○地

域住民、国民に対する一層の情報の提供」とは、当事者がいないことを良いこと

にして、全くのウソをついている。 
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１８ 被告東電の福島原子力事故調査報告書 
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   上記図は、原災法２３条に適う姿図、過去の防災訓練で行っていた体制図 

 

   上図は、原災法２３条に違反した姿図、原告 （双葉町）はこの時から一切

の会議、協議に参加させられていないので、菅直人政府原子力災害対策本部

⾧らを傀儡と認定している。このため、彼らが作出した一切について、準ず

る義務は発生しない。 
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● 陳述書 ふるさと喪失とは 
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  ふるさとの風景、大地、空気、場所、人々、産物、伝統、歴史、

生きがい、生業、行事、学業、幸せ、夢、希望、達成感、未來

などが詰まっている地球上で一つしかない大切な町だ。 

   これを壊したのは事故ではなく、犯罪だ、完全復元を求める。 
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● 添田孝史資料から 
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 第１章 はじめに 

1-1 節. 本意見書全体の要旨 

 

1-2 節. 第 1 章の要旨とはじめに 

【第 1 章の要旨】本章では、第 2 章以降で 100mSv 論の根拠をたどっていく準備をしま

す。まず、本意見書の要旨と結論を示します。次に、医学論文や放射線被ばくによる発が

んの多発に関する論文、つまり自然科学論文を読む際に、その科学的・医学的根拠をたど

要旨：本意見書では「100mSv 以下では明らかな発がんリスクは起こりません(もしくは

『わからない』）」（2011 年 5 月 3 日・⾧崎大学医学部の山下俊一先生の二本松市での講

演）というような言い方を「100mSv 論」と呼んでいます。この 100mSv 論には科学的

根拠(医学的根拠)が全くないことをこの意見書で示します。そもそも 100mSv(や近縁の

線量)で境目を付ける理由もありません。関連資料を添付し、文献を付け、高校か大学

一般教養で学ぶ統計学の基本的考え方を添えていますが、その内容は簡単です。 

根拠がないという以外にも 100mSv 論には問題があります。ICRP(国際放射線防護委

員会)の文書(ICRP2005(Pub.99))で、根拠も説明も参考文献の紹介もなく気づけば

10mGy に 1 個ゼロが増えて 100mSv になっていました。また周辺情報から広島⾧崎の

被爆者データ分析報告の第 13 報(2003)と第 14 報(2012)の分析が関連するようでした

が、そこでの「100mGy 以下(あるいは 180mGy 以下)では統計的有意差がない」は、

「その線量範囲のデータ分析で求めた回帰直線の傾きに統計的有意差がない」ことであ

り、「100mSv 以下の被ばくでの発がんリスクの統計的に有意な上昇が無い」ということ

ではありませんでした。話がすり替えられていたのです。そして後者の「(100mSv 以下

の被ばくでの)発がんリスクの統計的有意な上昇」に関しては、ずっと以前に、すでに

示されていました。 

本意見書は 6 章および 5 つの付録(補助資料)から構成されています。第 1 章は科学的

(医学的)論文を読む際に注意すべきこと、特に根拠の辿り方を中心に述べて 100mSv 論

を紹介します。第 2 章は 100mSv 論の起源が ICRP2007 年勧告(付属書 A)にあると定め

ます。100mSv 以下の被ばくの発がん影響を示す数多くの論文を順次示し、全体のリス

トを末尾の付録 4 に示します。第 3 章は付属書 A が引用した ICRP2005(Pub.99)を紹介

し、10mGy から 100mSv へゼロが 1 個加わるプロセスを見ます。第 4 章は、重要キー

ワードの 1 つである LNT を紹介し、本来の「100mSv 以下の被ばくでの発がんの（が

んリスクの上昇の）有無」とは異なる分析結果が採用されているのを観察します。第 5

章では統計学と疫学や現代因果関係論の立場から日本の裁判で問題となってきた「高度

の蓋然性」を考察し、第 6 章で終了します。末尾の付録では、付録 1 で関連年表、付録

2 で有意差検定と信頼区間、付録 3 で有意差検定のみでの判断に対する科学界・医学会

からの警告、付録 4 では 100mSv 以下で発がんを示す数多くの論文リスト、付録 5 では

(根拠がないゆえに)バラエティーに富む 100mSv 論の具体例を示しています。 
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る方法について概説します。そして、問題となっている 100mSv 論に関する導入的説明

を簡単に行います。 

2011 年 3 月の福島第一原発事故以降、日本政府は放射線被ばくの影響に関して、主に以

下の 2 つの項目を主張してきました。一方、本意見書の著者である私は、この 2 つの点が科

学的に明らかに間違っていることを、国際誌に関連する論文を掲載しながら日本語でも述べ

てきました。 

 

  その 1．100mSv 論 (100mSv 以下の被ばくでは明らかな発がんリスクは起こらない） 

  その 2．福島第一原発事故後には、事故により甲状腺がんは多発していない。 

 

その 1．は、福島第一原子力発電所事故後の放射線被ばく影響に関する現在の日本政府の

基本政策が基づく情報です。その 2．に関しては、2022 年 1 月に、事故による甲状腺がん患

者らが提訴し、また事故による甲状腺がんの存在を指摘した書簡を 5 名の日本の元首相が

EU に送ったことが話題になっています。この甲状腺がん多発の問題については今回の意見

書の中の別の分冊(意見書その 4 「第 1 審判決における甲状腺がんの問題について」)におい

て詳細に論じておりますので、そちらをご覧ください。本稿では、その 1．の方の 100mSv

論の誤りを検証し、100mSv 論には科学的・医学的根拠がなく、そもそも 100mSv 論の出所

も不明であることを十分な証拠を用いて論証します。子供も妊婦も含む全人口構成において、

従来の被ばく限度を 100 倍に緩める可能性すらあるこの 100mSv 論は、科学的妥当性がな

いだけでなく危険であり、本意見書の「おわりに」に書いた、従来の日本の放射線防護に関

する法令にも抵触しています。 

 

放射線感受性が高く被ばく影響が出やすい子供や胎児において一定程度までの被ばくを

容認するような被ばく限度は、実は、今までは全くの想定外でした。自然放射線以外の被ば

くは、労働による被ばくと医療被ばくだけしか、想定されていなかったからです。しかし、

福島第一原子力発電所事故後に有名になった 100mSv 論では、子供や胎児を特別に防護す

るという話は出ておらず、この点でまず非常に危険です。比較的年少者、特に胎児への被ば

く影響は、福島第一原子力発電所事故のずいぶん前から十分に明らかになっていました。と

ころが、小学生から高校生への副読本で 100mSv 論が紹介される一方で、この小児・胎児へ

の被ばく影響に関する情報が、福島第一原子力発電所事故以降、一切開示されてこなかった

のは、危険情報の隠蔽とも言えます。 

 

1-3 節. 自然科学の主張（書き方） 

1-3-1. 先行論文の確認と論文をたどる 

放射線被ばくによる人体影響に関する医学的な情報が欲しい場合、先行論文や原著論文

とも呼ばれるすでに出版されている観察データを系統的に分析して定量的にまとめた論文
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を探し、その内容の確認を行います。研究を行うにしても、単に情報が欲しいだけにしても、

とにかく、以前に似たようなテーマに関心を持って研究をした記録(原著論文)を知ることが

大事なのです。この項は、このような論文を見つけて内容を確認し、正確な情報を得るため

の基礎的知識を示します。その次の段階、先行論文がない時の因果関係については、1-3-2

として示します。この話題は、100mSv 論の問題でも小児甲状腺がんの問題でも共通した問

題です。しっかりとご確認ください。この辺りの基本的知識は、意見書の総論にもお示しし

ましたが、以降も何度か繰り返し強調する事柄です。 

 

学術雑誌に掲載された科学論文、あるいは医学雑誌に掲載された医学論文は、タイトル

(題目)、著者の名前や所属名、英文タイトルなどはお気づきになったことがあると思います

が、よく見ると文章の方に番号が振ってあるのにも気づきます。だいたいの論文には、「津

田ら 10」というように、参考にした他の論文(文献)やその著者に番号付けをして、この例の

「10 番」のように、右肩上に番号が振ってあります。例えば、この「10 番」という番号が

割り当てられた参考文献の内容が気になった読者は、今読んでいる論文の最後に書かれて

いる References(参考文献の一覧表)のところの、上記の例であれば、「10 番」のところを見

ます。そして、その「10 番」が割り当てられた文献やその著者の名前、掲載雑誌名、掲載年、

参考文献のタイトルなどを知ることができます。つまり、論文掲載雑誌により記載事項や書

式などに少々形式が違っていても、今読んでいる論文で述べたことの論拠が記載されている

参考文献(例えば、津田らによる論文)の、主に、著書名、参考文献タイトル、掲載雑誌、掲

載年、掲載巻、掲載開始ページ～掲載終了ページなどの情報が書いてあります。従って、今、

読者が気になっている参考文献に関するこの情報から、その文献を探すことが可能になりま

す。そしてもし、その文献を、読者が直接読み込んでみたい場合は、図書館等に行って、そ

の論文を見つけて、必要であればコピーをします。今では、インターネット上で公開されて

いる論文も少なくなく、もし公開されていれば図書館に行く必要もなく、すぐにその文献の

pdf ファイルなどが手に入りますので、非常に便利です。 

 

上の例で 10 と文献番号が振られていることからも分かりますが、1、2、3、…、10 と、

アラビア数字を使って論文番号がふってある文献番号リストのことが示されています。他に

も、第一著者の名前と出版年が文中に書かれている場合もあります。この場合、例えば(Tsuda 

et al. 2016)というふうに記載されていて、この形式では、巻末の参考文献の欄では論文が、

第一著者のアルファベット順番に論文リストが作成されていて、A、B、…、S、T、U、…

と並んだ T の所を探すと、こんどは出版年順に並んでいて効率よく参考文献を特定できる

仕組みになっています。国際放射線防護委員会も、その勧告も含めて、この形式です。本意

見書も、本格的な科学論文ではないにしても、この形式で引用文献を示し、節や項の最後や

途中に、参考文献を書いております。参考文献を一覧表にしていないのは、意見書本文を読

みながら、すぐに参考文献のタイトルを見ることを可能にするためです。 
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なお、原子放射線の影響に関する国連科学委員会 UNSCEAR による報告書は珍しく、ま

ず全文献をアルファベット順、次に同じ姓の頭文字は１、2、3、と番号が振ってあります。

これで論文毎の頭文字番号ができ、これを引用部分に添付するという形です。例え

ば、”Williams [W6] presented”というような文章の始まりに記された参考文献では、リスト

の中の W の 6 番を見れば、「W6 Williams, D. Thyroid growth and cancer. Eur Thyroid J 4(3): 

164-173 (2015).」という文献に行きつきます。これは文献リストを作成する側は面倒だと思

いますが、読む側には便利さを感じる時があります。 

 

このように様々な方法で、自然科学系の論文には、何か述べた時の根拠が文献番号等で示

してあります。ところが、100mSv 論には、ICRP2007 年勧告の A86、A131 には、この番号

等が示されておらず、A179 に 1 つ示されているだけです。この後の展開は、この意見書の

以下において詳しく論じますが、論文を読む研究者の側として、ICRP2007 年勧告の 100mSv

論のように根拠が適切に示されていないと、非常に不信感やフラストレーションが溜まり

ます。100mSv 論に関しては、ICRP の勧告も出版第 99 巻も、そのようなとまどいや不信感

を引き起こすのに十分なくらいの不親切ぶりです。これが、この意見書に書いたような内容

を、私が調べ始めたきっかけでした。しかし、調べるのにさほど時間はかからなかったもの

の、その内容を理解していただけるように構成し、文章を工夫し、今回のように意見書とし

て記すのは時間がかかりました。 

 

しかし、この文献をたどり、根拠を確かめるという、現代社会においては研究者のみなら

ず行政やメディアにおいても必要なシンプルな作業が、100mSv 論に関しては、全くと言っ

てよいほど行われてこなかったようです。その結果として、福島第一原子力発電所事故後の

日本では、政策を立案し実施する官僚・政治家、メディア、そして、多くの専門家や、医学

会までもが、放射線被ばくの影響に関する判断や被ばく防護に関する政策立案と実施に関

して間違えてしまったと言えるでしょう。100mSv 論の流布と政策化などは、100mSv 以下

の被ばくでがんが増えることを示す過去の数多くの医学情報が、関係者の間でほとんど入

手できていなかった結果であるとも言えます。2011 年の原発事故以降の放射線関連の政策

立案に責任のある関係者の多くは、入手しようとすら思わなかったのかもしれません。 

 

1-3-2. 先行論文のチェックがないと何が起こるか分からない 

医学情報の入手に関するこのような間違いは、国際機関や自分たちが思い込んでいる「専

門家」(本稿においては世間的には専門家と思われていても専門家の間では必ずしもそうは

思われていない方々をこのように鍵括弧に入れています)の方々を情報の起点としてまかせ

っきりにすることから始まります。つまり重大な問題や論争が起きた問題においては、その

ような「専門家」にまかせっきりにするのではなく、本来の情報元であるはずの既に存在す
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る自然科学論文つまり医学論文を、自分でチェックする必要があります。もし今回のような

全国の政策の基本となる情報に関して、誰も全くチェックしていなかったのであれば、大き

な問題と言えます。1 つの研究班の話や 1 つの大学内での研究テーマ程度の話ではないので

す。これは、全国民の安全性に係わる政策の話なのです。100mSv 論が、その根拠すら確認

されずに、全国に広まり続けたということは、危険と認識されているはずの放射線被ばくの

影響に関して、100mSv を下回る被ばく線量の発がん影響に関して、誰にでも簡単に手に入

る医学論文、すぐに気がつく安全衛生上の法令、あるいはどこにでもある病院や診療所にあ

る掲示すら、日本では誰も気に留めていなかったということを意味しています。 

 

以下に示す写真は、岡山大学の職員検診での胸部 X 線の部屋の入口に貼られた臨時の簡

易的な貼紙を写したものです。X 線撮影を受ける妊婦もしくは妊娠可能性がある婦人に対す

る警告文が書かれています。X 線撮影装置がある病院や診療所には X 線撮影を行う部屋の

ドアに、このような警告が常時貼られています。大病院を除き、大多数の医療機関において、

100mSv を上回るような放射線被ばくが生じるようなことはありません。一方、このような

低線量放射線での人体影響に関する知見は、1956 年からアリス・スチュアートらによって

初めて明らかにされました。胎児被ばくによる小児がんへの影響に関する一連の研究での、

スチュアートらの業績は、その後、欧米を中心とした数多くの研究者らによっても確認され

ました。 
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特別写真：岡山大学の定期職員検診で貼られた妊婦もしくは妊娠可能性がある婦人への

警告文 

 

これらの研究結果を原子力発電所事故後の 2012 年に、日本に伝えにやってこられた、ド

イツ放射線防護学会の物理学者、シュミッツ・フォイエルハーケさんは 100mSv 以下の放射

線被ばくによる発がんを示す論文の総説を書かれました。その日本語訳を、意見書末尾の付

録 4-2 に掲載していますので参考にしてください。それによると、5mSv 程度の胎児被ばく

により、出生後の小児がんが約 2 倍多発するとされています。このような誰にでもなじみの

光景の根拠となり医学誌に残る有名な研究の結果ですら、2011 年以降に議論された放射性

被ばくによる発がん問題においては、日本では全くチェックされてこなかったのです。 

 

そして、2011 年以降の現実の日本では、放射線被ばく影響に関する情報を発信する国際

機関や「専門家」の言うことと、自然科学論文の中に実際に書かれていたこととが、さらに

著しく乖離しました。しかし、この乖離は、私どものような中立的専門家でないと分からな

いものではありません。非常に明快な内容ですので、文字さえ読めれば、簡単な理屈と四則

演算の知識さえあれば、誰にでも分かります。あるいは国外の専門家に直接聞けば確かめら

れる内容でもあります。英語を流暢に話せる日本人は、今日珍しくはありません。しかし本
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意見書に文献付きで示すように、国際機関や「専門家」たちにより誰もが疑問に思うような

非科学的な内容が、2011 年以降の日本では、科学的であるかのように通ってきました。 

 

先行論文の確認の際には、ヒトにおける因果関係に関する基本事項を押さえておくことで

す。次の項で述べるように、因果関係は目に見えない概念です。そして人における因果関係

は、人数の系統的な数え上げによって、どのような曝露を受けた人に人数、病気の発生数、

病気の発生率・リスクが多いのか否かを示すことにより可能になります。しかし日本では、

この人における因果関係の基本事項が、身近な医師どころか医学者の間にさえあまり知られ

ていません。従って、ヒュームの因果律の問題と呼ばれる基本的な教養や統計学・生物統計

学など科学研究の基本的問題や放射線被ばくによる人体影響に関する情報を知らない人が

煙に巻かれてしまいました。今回の 100mSv 論と小児甲状腺がんの問題を中心に、国内の誰

もチェックをしなかったのです。 

 

今回の出来事は、自然科学論文を十分記述してこなかった国際機関や自然科学論文に基づ

かない発言をした「専門家」を名乗る日本人も悪いのですが、そもそも国際放射線防護委員

会 ICRP や原子放射線の影響に関する国連科学委員会 UNSCEAR などの国際機関が「その

ように言っている」と伝えながら、そんな「専門家」に任せきりにして、ご自分ではその国

際機関の文章を全く確認されなかった医学関係者や物理学関係者、あるいは行政関係者に

も問題があったと言えましょう。また、ICRP などの国際機関ではなく、自然科学論文が科

学情報のそもそもの始点であることすら知らない方にも、そもそも若干の問題があると思

います。国際機関は科学的根拠ではありません。科学的根拠は、科学的観察と分析に基づい

て得られた定量的情報が書かれた科学論文に書かれています。国際機関は、その漏れがない

ように注意しながらまとめているだけです。 

 

ただこのような間違いは、滅多に起こり得ませんので、皆さんも油断していた可能性はあ

ります。私自身は「自分が知っていた情報とあまりにも違うし、『有意差の有無』が判断の

基準とはならないはず」という大きな違和感がありました。また、その違和感と共に、産業

医であり環境曝露による人体影響が専門でしたので、放射線人体影響に関する既存の知識

を今一度確認することができました。しかし自信満々かのごとく政策が進んでいましたの

で、自然科学論文を実際にチェックして異常事態が生じていることを確認するまでは半信

半疑でした。 

 

福島第一原子力発電所事故後の安全情報は、福島県民のみならず、多くの人々の重要な問

題です。重要な問題ですが、チェックの仕方を知っていれば、さほど難しいものではありま

せん。世間で流布している情報と論文の内容とを比べたり、ご自分が信じているつもりの国

際機関の文章と自然科学論文の文章とを比べたりすれば良いのです。少なくとも数字合わせ
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ぐらいはした方が良いでしょう。100mSv 論に該当するような数字すら見つからないのです。

つまり、国際機関の文書に書かれていると言われる 100mSv 論、あるいは「専門家」が言っ

ている 100mSv 論の内容は、関連する自然科学論文のどこに載っているのか、「被ばくによ

るがんはでない」、とか「被ばくによるがんの多発に有意差がない」とかに対応する内容や

数字が、いったいどこに書かれているのかを、ご自分たちでチェックして確認すれば良いだ

けだったのです。 

 

この 100mSv 論と福島県の小児甲状腺がんの問題に限れば、「専門家」の先生方と私との

直接の公開討論会でも開催されるなら、出演をお受けします。あまりに極端な話ですので、

私自身も先生方に対して質問したいことが数多くあります。その際には、できるだけ簡単に、

皆さんに関連事項の説明もさせていただきます。基本的には、先行論文の確認と、以下で紹

介する因果関係の基礎となる系統的な人数数えとその分析結果に過ぎません。少なくとも

政策に関与する立場の専門家や官僚、あるいは政治家やメディアの中で専門家に近い人た

ちは、そのようなチェックが職務上の義務のはずです。そのチェック機能がほとんど働かな

かったのが、今回の問題であり、これは日本社会が陥った大きな落とし穴だったわけです。 

 

1-3-3. 先行する論文があまりない時 

ところで、もし後続する論文も先行する論文もなければ、その現在手元にある論文に頼る

か、急いで新たな調査研究を立ち上げる必要があります。食品衛生法では、汚染された食品

による人体影響に関するこのような調査は、法律によって義務付けられています。今回の

100mSv 論の検証での因果関係の究明のように、すでに多数の被ばく事例に関して多数の研

究者による⾧年の研究蓄積が十分にあるという特別な場合もあります。しかし、それ以外の

因果関係の究明のためにデータを集めて分析する(つまり研究する)場合、例えば食中毒のよ

うに身近にある調査の場合は、もっと少ない時間で結果がまとまります。そして、がんの場

合でも食中毒の場合でも、因果関係の有無とその程度は、原因によって結果の人数や発生

率・リスクが、どの程度、多くなるか、少なくなるかで決まります。つまり、人数の多い少

ないことが観察されることにより因果関係がきまります。この点をしっかり把握するために

は、因果関係は決して直接見ることができない(見えないだけでなく、においも味もせず、

聞こえないし触ることもできない)ことを十分に認識している必要があります。多い少ない

は、人数で決まります。今回、意見書その 3 「原審判決の認定事実に関する意見書」の中で

「補足 疫学によって何が分かるか」と題して説明した、2×2 表に系統的に数え上げられた

数字(人数)で決まります。因果関係を論じるためには、最低限、この 2×2 表に入れ込むこ

とができる 4 つの人数が必要です。ここで、その 2×2 表を、いちおう以下に表 1 として再

現しておきます。 

 

表 1．原因と結果の関係(因果関係)を知るための 2×2 表と、最低限必要な 4 種類の人数． 
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 放射線被ばく 合計 

曝露あり 曝露なし 

がん発生症例 A 人 B 人 A＋B 人 

がん未発生者 C 人 D 人 C＋D 人 

合計 A＋C 人 B＋D 人 A＋B＋C＋D 人 

 注：必要最小限の 4 種類の人数は、A、B、C、D で表記しています． 

倍率その 1：リスク比＝{A÷(A＋C)}÷{B÷(B＋D)} 

倍率その 2：オッズ比＝{A×D}÷{B×C} 

倍率その 3：発生率比＝{A÷(A と C の観察時間の合計)}÷{B÷(B と D の観察時間の合計)} 

 

そしてこの 4 つの数字から計算される表 1 の下の注釈に書いたリスク比、オッズ比、発

生率比などの、「○○倍病気が多発した」という倍率で、見えないはずの因果関係とその因

果関係による影響の大きさを見ることができます。この倍率を知る行為は、体重を測定する

のと同じように、測定行為ですので、誤差の見積もりが必要です。この誤差には、過大評価

と過小評価の両方があり得る偶然の誤差と、疫学調査の手順の中で生じる過大評価や過小

評価への誤差あるいは 1 倍の方向への誤差のどれかである系統的誤差（バイアス）がありま

す。この誤差が考慮されてもなお、原因に曝露された人の発生率やリスクが増加している場

合には、因果関係があるという判断がなされ、対策へと結びつきます。曝露された場合と曝

露されなかった場合において、それぞれ病気になった患者とまだ病気でない人の人数が数

え上げられた結果で、人における因果関係が推論されるのです。 

 

たとえば、福島県内で原発事故と小児青年の甲状腺がんとの因果関係が問題になりまし

た。事故後、小児青年の甲状腺がんの発見が数十倍に増えていたからです。このような数十

倍という倍率を示すようながんの多発は驚くほど激しい多発であり、めったに起こること

ではありません。すでに福島県県民健康調査検討委員会も同甲状腺検査評価部会も 「数十倍

の多発」と報告書に書いていました。このような激しい多発の程度もあり、ずいぶん前から

この因果関係問題は、原発事故による多発か、あるいは超音波エコーを用いた甲状腺検診に

より、がんのような腫瘤が検出されたという過剰診断による多発かの、どちらが原因なのか

という選択に絞られてきていました。しかし、「因果関係の有無とその程度は、原因によっ

て、結果である患者数の発生が、どの程度、多くなるか、少なくなるか」という基礎的な知

識を踏まえた上で「数十倍の多発」ということを認識していないと、この話は、漠然と「何

か変だな？」程度のぼやけた話になってしまいます。甲状腺がんの多発問題は、今回の意見

書の別の分冊(意見書その 4)で紹介いたしますが、すでに被ばくと甲状腺がんとの因果関係

というテーマを扱った先行論文が十分にある上に、事故後に新たに行われた調査もあり、両

方が十分に揃っています。従って、事故による数十倍の多発か、過剰診断による数十倍の多

発かのどちらかであるかも明瞭に分かります。これについては、意見書その 4 を参考にして
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ください。とりあえず本意見書としては、この「人における因果関係の有無とその程度は、

原因によって、結果である患者の発生数が系統的に最低 4 種類数え上げられ、その人数が、

曝露によってどの程度、多くなるか、少なくなるかで決まる」という基本的なことを、しっ

かり確認してください。 

 

1-4 節. 100mSv 問題とは 

 さて、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に引き続き発生した福島第一原子力発電所事故

の後、放射線被ばくによる人体影響、特に発がん影響が大きな話題となりました。その中で、

⾧崎大学医学部の山下俊一先生を中心として、放射線被ばくによる発がん影響に関する次

のような内容の言い方が「専門家」の意見として語られて話題になりました。ご記憶の方も

多いと思います。例えば、 「100mSv 以下では明らかな発がんリスクは起こりません」、ある

いは「（100mSv 以下の被ばくでは、がんのリスクは）わからない」（2011 年 5 月 3 日・山

下先生の二本松市での講演）というような言い方です。 

 

これに関連する幾つかの言い方に共通することは、100mSv 以下や 150mSv 以下程度の放

射線被ばく線量、「発がん」や「発がんリスク」というがんなどの病気の名前とそのリスク、

そして「ない」、「起こらない」、「統計的有意差がない」、「明らかにされていない」、「困難」、

「難しい」というような否定的な表現、あるいは「不明」や「明らかでない」、「確認されて

いない」というような分からないことを示す表現などがセットになっている点です。例えば、

様々なバリエーションがあるものの 「100 ミリシーベルト以下の被ばく線量では、(中略)放

射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされる」（平成 23 年 12

月 22 日・低線量ワーキンググループ報告書）などとも言われています。否定的な表現が多

いのは、「○○程度だ」、「○○が明らかになっている」という、科学では通常行われる定量

的な言い方ができず、また分からないために肯定するような言い方ができないことの裏返し

です。中には、否定型を肯定型に置き換えた代わりに、被ばく線量の方を「100mSv 以下」

を単に「100mSv 以上」と逆転させている場合もあります。「100mSv 以下は因果関係がない」

とも「因果関係がある」とも言えないので、「100mSv 以上は分かっている(けど 100mSv 以

下は分からない)」という婉曲表現で誤魔化しているわけです。例えば「100 ミリシーベル

ト以上の放射線を人体が受けた場合には、がんになるリスクが上昇するということが科学

的に明らかになっています」（文部科学省・放射線副読本）などはこの例に相当します。こ

の福島第一原子力発電所事故以降の「100mSv 以下」の話には、あまりにも多彩なバリエー

ションがあるため、いったいどれが最も適切な言い方なのかも分かりません。以下、このよ

うな論を一括し 「100ｍSv 論」もしくは「100mSv 論問題」と略して、第 2 章以下において

詳細に整理しながら、この 100ｍSv 論には根拠が(恐らく)ないことを説明していきます。

「恐らくない」とするのは、つじつまが合わないことや、その他のエピソードや証言などか

ら論理的に「ない」と言えるのですが、これと文献引用がないというだけでは「文献を引用
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し忘れた」という可能性が絶対ゼロというのは不可能だからです。しかし福島第一原子力発

電所事故以降、これだけ多数回露出してきた 100mSv 論ですから、今さら「あった」という

話にはならないでしょう。 

 

「付録 5：100mSv 論の表現のばらつきを示すための簡易リスト」として巻末付録 5 に

様々なバリエーションをできるだけ示しています。しかし、これでも表現しきれていないと

思われます。なぜこのように様々な言い方があり、そして自信のなさそうな否定的表現が多

いのかは大きな問題です。その答えは、この論には情報元となる(あるいは「これに対応す

る」)原著論文・医学的根拠が、発言者らによっては、全く確認されていないためだろうと

いうものです。つまり、100mSv 論の「100mSv」や「有意差がない」を誰がどこで確認した

のかが分からない可能性が大いにあるのです。「100mSv 論には根拠がない」と言える根拠

の一つでもあります。「100mSv 以下では被ばくによる発がん影響が明らかでない」も、誰か

が明らかにする努力をしても明らかでないのか、そもそもそのような明らかにする試行を

試みたか否かも分からないのかさえ、確認されていないのではないかと思えてきます。関連

論文を読みますと、たくさん確認が試みられており、十分な規模と正確性があれば多数の論

文で発がん影響が確認されています。 

 

ところで、「100mSv 以下の被ばくによる人体への発がん影響」というこの話題は、環境

疫学や環境医学、環境保健という自然科学分野に属します。放射線疫学と呼ぶ人もいるでし

ょう。いずれにしても狭義の自然科学分野に属しています。自然科学には、自然を観察し、

それを理論に従いデータ化して分析し、定量的一般法則に導くという王道があります。その

ようにして示されたかなり厳密な文書のことは、上記に示したように原著論文と呼びます。

つまり、この 100mSv 論には、そのような言葉と数字を与える原典（原著論文）がどこを探

してもないのです(注)。 

 

(注)ここで「ないことは示せない（例えば『人体に影響はない』）」(不存在の立証は難しい)

と主張される法学関係者もおられるようです。しかし「統計的有意差がない」とか「影響が

(ほぼ)ない」(「ほぼ」を付けたのは偶然の変動などの誤差を考慮しています)というのは、

データ分析により示せます。従って、ここで言う「原典」とは、このようなデータ分析結果

を、直接、数字や言葉で示した論文や報告書などの文献のことを指します。本当になければ、

それは科学的には何者かによる捏造や改ざんとすら言われかねません。 

 

本当に原典がないのなら、その表現にばらつきが生じるのは当然です。しかし問題はそれ

にとどまらないでしょう。原典がないということは、この 100mSv 論が間違いであるという

可能性も出てきます。また原典がないがゆえに、100mSv 論をおかしいと感じる人が少なか

らず存在するにもかかわらず(例えば、島薗 2012、影浦 2012、東京大学政策ビジョン研究
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センター 社会的合意形成支援研究ユニット 2014)、科学的な手法に基づいた証明や傍証も

なく事態がここまできてしまったのではないかとすら思われます。本意見書を読み進んでい

ただければ、原典を確認することにより、このような事態となった理由にも気づくことがで

きることでしょう。繰り返し強調致しますが、もし 100mSv 論が、観察の手順と結果を示し

た原典の論文に基づいておらず、生じていたのが実態で、原著論文に基づかないのであれば、

100mSv 論を科学的意見と言うことはできません。もちろん、他のどこからでもなく現れて

いた場合は科学的意見と言うことはできません。 

 

島薗進：科学者はどのようにして市民の信頼を失うのか？－放射能の健康への影響をめぐ

る科学・情報・倫理．In: 低線量被曝のモラル．河出書房新社．東京、2012、pp.109-135． 

影浦峡：安全の語りをめぐって．In: 低線量被曝のモラル．河出書房新社．東京、2012、pp.137-

166． 

東京大学政策ビジョン研究センター 社会的合意形成支援研究ユニット：第 1 回 放射線の

健康リスク 専門家フォーラム報告、2014 年 6 月 1 日． 

https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/unit/riskcafe/ef2_1.html    

 

この意見書の説明内に登場する統計学の用語に抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、

義務教育やせいぜい高校の数学内で済むように工夫します。ただ、100mSv 論が根無し草の

間違いであることは、「100mSv と 10mSv、どちらが大きい数ですか？」という程度のこと

が分かれば誰でも理解しながら読み進むことができると思います。そして、もし、100mSv

論の論じていることが、ある 1 つの研究において統計的有意差が出なかったということで

あったならば、私たちはその研究において本当に統計的有意差が出なかったのかどうかを

検証しなくてはなりませんが、この 100mSv 論が論じていることはそういうレベルですら

ありません。 

 

なお、代表的な言い方の文字通りの意味で取れば、100mSv 論は、100mSv より低い被ば

く線量では被ばくによるがんは統計的に有意には発生しない、言い換えるならば、100mSv

以下の被ばくによるがんリスクの上昇は、あるとしても偶然の変動内だと主張していること

になります。本当にこういう主張ならば、100mSv 未満の被ばくで統計的に有意な(偶然の変

動では説明しきれなさそうな)がんの多発が見られた研究を幾つか示せば、それで反証でき

ることになります。ところがそのような研究（原著論文）は幾つかどころではなく、本意見

書にも示しました通り、書ききれないほどにいくらでもあります。メタ分析という数多くの

100mSv 未満の被ばくの発がん影響を評価している論文さえあり、そのメタ分析論文には

2006 年から 2017 年までに発表されたたくさんの論文が示されています(Hauptmann 2020)。

広島⾧崎の被ばく者コホートでも 2000 年にはすでに示されています。この点では、100mSv

論が科学的に間違っていることを理解するのは、すでに非常に簡単です。そして事実、
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100mSv 論は間違っています。問題は、そんなに明らかな問題がなぜ本当のように言えるよ

うになったのか、つまり 100mSv 論はどうやって信じるに足ることになったのかということ

です。これは第 3 章と第 4 章とで見ていくことになります。 

 

なお、他の多くの放射線被ばくに関する解説書と同様に、本意見書では 100mSv の mSv

（実効線量の単位）と mGy （吸収線量の単位）とを同じ意味で扱います。従って、本意見書

の中では、mSv と mGy とは相互に読み替えていただいても構いません。両者の違いは、他

の書籍に譲るとして、放射線被ばくと発がん影響というようなテーマの論文等においては、

mSv や Sv(シーベルト)よりも、mGy や Gy(グレイ)など、吸収線量の単位が用いられている

場合がほとんどです。なお、被ばく影響は、粒子線の種類によっても異なります。例えば、

ICRP の説明では、β線・γ線・Ｘ線は１倍で、α線はその 20 倍となっています。本意見書

では、1 倍のβ線・γ線・Ｘ線を想定しておいてください。 

 

第 1 章の最後に、はっきりと強調させていただきたいことは、「100mSv 以下の被ばくで

はがんが出ない」などと、100mSv やその近辺の被ばく線量で切るようなことは、日本でも

世界でも、誰も言ってはいないということです。少なくとも表立っては言っていません。し

かし、日本の今の放射線に関する政策や教育、あるいは法的判断や一部の医療機関における

実践では、この言い方がまるで正しいかのように推進や判断が行われています。よく言及さ

れる ICRP も UNSCEAR であっても、LNT（直線しきい値なし）を主張し、100mSv 辺り

での区切りは付けていません。なお、LNT と主張するということは「100mSv 以下でも被

ばく量に比例した程度に被ばくによるがんが発生する」ということを主張しており、同時に

100mSv 論を否定しているということです。100mSv 論が出回っている現実の世間と放射線

被ばく影響に関する入門的知識との、この奇妙で大規模なギャップが生じた理由を実感し

ていただくのも、この意見書の主な目的の 1 つです。 

 

この理由は、本章でも取り上げたように、誰も原典をあたっていないからです。恐らくほ

とんどの人は「あの人が言っていたから」という程度の、単なる耳学問として 100mSv 論を

語っておられるのです。ともかく、放射線被ばくによる人における発がん影響は、LNT と

してすでに説明されており、「100mSv 以下の被ばくではがんが出ない」というようなもの

でも「統計的有意差がない」というようなものでも決してないのです。従って、これが理解

できた時点で 「100mSv 以下の被ばくではがんが出ない」という誤った主張に基づいた政策

や判断は、被ばくによる発がん影響を極めて過小評価しているとして、少なくとも一旦は停

止させなければならないと認識してください。この一旦停止させた上での議論すら、日本で

は欠如しているのです。これまでの経過から分かりますように、100mSv 論は不必要な放射

線被ばくにつながりますので、その分だけ危険です。そして、本意見書をお読みいただけれ

ばお分かりいただけるように、事態はこれだけで済みません。より深刻なものが関連してあ
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ります。 

 

なお、第 6 章の「おわりに」の後に、付録 1 として 100mSv 論をめぐる関連年表を添付し

ております。参考にしながらお読みいただければ幸いです。  
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第 2 章 100mSv 論の記載場所と既存の 100mSv 論への反証 

【第 2 章の要旨】100mSv 論は様々な言い方がありますが、それはかなりばらついていま

す。これは 100mSv 論に、科学的・医学的な根拠がないことを暗示しています。すでに

100mSv 以下の被ばくでは、人でのがんリスクの増加が、様々な論文やメタ分析により確

認されています。それは福島第一原子力発電所事故の半世紀以上前から明らかになって

いました。従って、科学的・医学的に 100mSv 論は全くの誤りです。本章、そして以降に

続く章でも、100mSv 論の根拠をたどりながら、いずれを検討しても何の科学的・医学的

根拠もないことを示すことになります。100mSv 論を見つけるのには苦労はしませんが、

100mSv 論の原典、その元々の記載箇所が明示されている文献を発見するのが困難で、今

の所、未達成で、論理的にはないと言わざるを得ません。恐らく、私以外にも、誰も、

100mSv 論の原典は確認できていないだろうと思われます。まずは、その原典を探す手が

かりになる場所を見つけ、それを辿って、100mSv 論の原典を見つけるために、ICRP2007

年勧告・付属書 A(A86)まで行きつきます。その先は第 3 章以降になります。 

 

2-1 節．100mSv 論の実例の数々 

すでに触れましたように、100mSv 論の言い方は、「100mSv」という部分がほぼ共通して

いても（時に 150mSv とか 100-200mSv というような数字が異なる変型の 100mSv 論もあ

ります）、それに続く文章は、分類・整理できないほど多様です。しかし、科学論文を書く

際には必須の、100mSv 論の論拠に関して出典や引用根拠を示した言説はありません。「付

録 5：100mSv 論の表現のばらつきを示すための簡易リスト」として巻末付録 5 に添付して

おりますが、これらにも ICRP やその勧告と記したものも見かけますが、特定できるほどは

書いてありません。この巻末付録 5 で、それぞれの表現・言い方がバラバラであることをご

確認ください。また、巻末付録 5 で紹介した言説は、2011 年 3 月 11 日以降初めて出てき

た言説ばかりです。それ以前の文献には、ほとんど見いだせませんでした。実は表現が少し

異なる該当箇所があるのですが、これも 100mSv 論を十分に見てきたから見つけられたと

も言えます。 

 

 100mSv 論の影響は、日本の政府機関やその関連の政策だけでなく、いまやいくつもの病

院の放射線科等のホームページにも散見されます。例えば、金沢大学附属病院放射線部によ

る「結論から言いますと CT 検査をはじめとする医療被ばくによる『発がんリスクの増加

（確率的影響と言います）』は 100 ミリシーベルト以下の被ばくでは実証されていません」

など、インターネットで検索すれば苦も無く見つけることができます。 

 

「おわりに」でも強調しますが、100ｍSv という値は、放射線の人体影響を少なくするた

めに定められた幾つかの法令、例えば、放射性同位元素等の規制に関する法律 （通称 RI 法）、

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め
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る告示、あるいは労働安全衛生法電離放射線防止規則の規制値の 1mSv をはるかに上回って

います。私ども、環境保健や産業保健と呼ばれる環境曝露による人体影響に関して専門的知

識を持つ者が、100mSv 論を聞き始めた 2011 年以降、特に本気で政府が政策にしようとし

ていることが分かった 2012 年以降、いかに危機感を持って経過を見守ってきたかをご理解

いただけると幸いです。 

 

2-2 節．100mSv 論を反証する論文と ICRP の主張との関連 

2-2-1．100mSv 以下の被ばくによる発がんを示した研究（100mSv 論の反証） 

今度は、100mSv 論を反証する調査研究論文を幾つか簡単に紹介します。すでに述べまし

たように 1895 年にドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンにより発見された電離放射

線ですが、体内を透視するというその便利な性格のため医学への貢献は大きいものがあり

ました。しかし、その一方、放射線を扱う研究者や研究助手たちに生じた健康不良も大きな

注目が集まってきました。遅ればせながら規制の動きも、第 2 次世界大戦前にはすでに出て

きました(付録 1：関連年表)。 

 

 1956 年、低線量被ばくによる人体影響に関する最初の調査研究報告である、オックスフ

ォード大学の医師アリス・スチュアートらによる胎児の被ばく影響による出生後の発がん

影響に関する暫定結果が論文として発表されました(本報告の発表は 1958 年)。しかし、こ

の報告は IAEA、ICRP、UNSCEAR により、いずれも無視ないし反発をされました。今日

に至るまで続けられている、被ばく影響を示す新しい論文に対する、科学的根拠のない反発

や無視の始まりだったのかもしれません。 

 

 アリス・スチュアートらの研究が数多くの追試や⾧い議論の後、1970 年代に広く認めら

れてから、少しずつ被ばくによる人体影響、特に発がん影響の論文は蓄積されていきました。

しかし、今をもっても、国際放射線防護委員会 ICRP の文書の中には、その蓄積の十分な反

映がなされていません。被ばくによる人体影響、特に発がん影響に関して、広島⾧崎の被爆

者データ(以下、LSS[Life Span Study ：寿命研究]もしくは LSS データ)だけでなく、他の地

域や病院での研究においても、100mSv を下回る被ばく影響を示す論文が数多く発表されて

きました。ここには書ききれませんので資料として付録 4 に添付しております。このうち、

特に 2020 年にアメリカ国立がん研究所から発表されたメタ分析の論文(Hauptmann 2020)

と、その関連論文(Berrington de Gonzalez 2020, Schubauer-Berigan 2020, Linet 2020, 

Gilbert 2020)は参考になります。これらを代表する Hauptmann らの論文は、4-6 節に抄録

の和訳を紹介しています。この論文の中では、2006 年から 2017 年の間に出版された放射線

被ばくと発がんに関する全論文が集められ解析されています。2005 年以前や 2018 年以降

の論文は付録 4 でカバーしてください。もちろん私もさほど時間をかけずに調べましたの

で、全部は網羅できていないと思います。 
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これらの論文のいくつかを知っていて、それがどのくらい世間で話題になったのかも含め

て、少なくともその一部は知っている私にとっては、2011 年 3 月以降に出現してきた

100mSv 論は驚きでした。1 年間ぐらいは何かの冗談かと思っていたぐらいです。放射線被

ばくによる人体影響の知識のある産業医学の知り合いたちも戸惑っていました。巻末の付録

4-1 は私が作成した 100mSv 論を反証していると言えそうな論文のリストです。また、付録

4-2 の参考文献は、100mSv 論を聞きつけて 2012 年頃に来日したドイツの物理学者で放射

線防護協会のインゲ・シュミッツフォイエルハーケさんが 100mSv 論に反論する際に使っ

たリストです。彼女も当時、日本国内で流布している 100mSv 論の話を聞きつけて非常に驚

いています。付録 4-2 は 2012 年までに出版された 100mSv 論を反証する論文が参考文献と

してリストアップされたものです。また、先ほどのアメリカがん研究所雑誌に掲載された

Hauptmann らのメタアナリシス論文(2020)は、4-6 節で紹介しています。この段落の下に

論文の著者らの名前とタイトルを付けています。この著者らは非常に名が知られた放射線影

響研究に関する論文の発表をしてきた研究者たちです。以上、論文出版時期も論文も重なっ

てはいますが、付録 4 の論文リストと Hauptmann ら(2020)のメタ分析の参考文献の、3 つ

の論文リストから、どれだけ多くの 100mSv 論を反証している論文が存在しているかをおよ

そ知ることができます。しかし、付録 5 にお示しした 100mSv 論を述べた数々の記載や表現

においては、世界の多くの科学者や専門家が知っている数多くのこれらの学術論文には一切

触れられていません。従って、広島⾧崎の被爆者データ LSS の分析結果も、100mSv 論によ

り間違って伝えられています。上記論文リストに含まれる論文に触れていたり、LSS の分析

結果を正しく伝えていたりしていれば、特別の理由でもない限りは 100mSv 論に基づいた意

見を書こうとは思わないでしょう。 

 

Hauptmann M, Daniels DR, Cardis E, Cullings HM, Kendall G, Laurier D, Linet MS, Little 

MP, Lubin JH, Preston DL, Richardson DB, Stram DO, Thierry-Chef I, Schubauer-Berigan 

MK, Gilbert ES, Berrington de Gonzalez A: Epidemiological studies of low-dose ionizing 

radiation and cancer: Summary bias assessment and Meta-Analysis. J Natl Cancer Inst 

Monogr 2020(56): lgaa010．doi: 10.1093/jncimonographs/lgaa010 

 

Berrington de Gonzalez A, Daniels RD, Cardis E, Cullings HM, Gilbert E, Hauptmann 

M, Kendall G, Laurier D, Linet MS, Little MP, Lubin JH, Preston DL, Richardson DB, 

Stram D, Thierry-Chef I, Schubauer-Berigan MK. Epidemiological studies of low-dose 

ionizing radiation and cancer: Rationale and framework for the monograph and overview 

of eligible studies. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 2020; (56); 97‒113. 

 

Schubauer-Berigan MK, Berrington de Gonzalez A, Cardis E, Laurier D, Lubin JH, 



 415 / 591 

 

Hauptmann M, Richardson DB. Evaluation of confounding and selection bias in 

epidemiological studies of populations exposed to low-dose, high-energy Photon 

radiation. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 2020; (56): 133‒153. 

 

Linet MS, Schubauer-Berigan MK, Berrington de Gonzalez A. Outcome assessment in 

epidemiological studies of low-dose radiation exposure and cancer risks: Sources, level of 

ascertainment, and misclassification. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 2020; (56): 154‒175. 

 

Gilbert ES, Little MP, Preston DL, Stram DO. Issues in Interpreting epidemiologic 

studies of populations exposed to low-dose, high-energy photon radiation. J. Natl. Cancer 

Inst. Monogr. 2020; (56): 176‒187. 

 

2-2-2．ICRP も LNT を主張し 10mGy 程度の被ばくによる発がんを主張 

 さて、再び強調しますが、ICRP やその他の国際機関は、全て LNT を主張しています。

国別に考えても、LNT を主張していないのは、世界一の原発大国のフランスぐらいではな

いでしょうか。そのフランスも、しきい値があるのではとはいうものの、実際のしきい値は

示していないようです(独立行政法人放射線医学総合研究所 2007)。ただ、100mSv のように

高い線量ではないようです。 

 

独立行政法人放射線医学総合研究所、土居 雅広ら (編集)：虎の巻 低線量放射線と健康影

響―先生、放射線を浴びても大丈夫? と聞かれたら．医療科学社、東京、2007． 

 

これは何度も繰り返しますが、100mSv 論は LNT とは本来相反する考えです。従って、

同じ組織、同じ個人が、文章の中に、LNT と 100mSv 論を同居させるのは不可能なはずで

すが、同居しているのを見かけることがあります。LNT は、被ばく量を X 軸にして、Y 軸

をと過剰相対リスクという被ばくよって発がんがどれだけ過剰に増えているかの指標とし

た時に、研究対象者から得たデータ（主に LSS）の分析の結果、原点から右肩上がりに直線

が伸びるのを示しています。一方、100mSv 論は 100mSv 以上では LNT と重なる右肩上が

りの直線ですが、100mSv あたりの被ばく量以下では、この右肩上がりで左の原点に下がっ

ていく直線が、突然消えたり、X 軸に寄り添っていたりを主張しています。フランスでさえ

100mSv より低い被ばく量において、それまでの右肩上がりの直線の消滅や X 軸への寄り

添いを主張しているわけではないようです。ゆえに、公式には LNT を支持しているはずの

日本において、100mSv 論が堂々と報告書や書籍に記載されたり、あるいは LNT との相違

が曖昧にされて両立しているかのように示されたりしていることは、それ自体が 100mSv 論

や日本の放射線防護政策の混乱ぶりやいい加減さを示しています。この点も本意見書におい

て整理するので、認識しておいていただきたいと思います。 
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しかし、このような基本的な相違も曖昧にされ、これまでまともに議論されてきていない

ようです。2014 年に東京大学で開かれたシンポジウムにおいてもシンポジスト全員が LNT

を主張されていたようです。そして 100mSv の前後で何かの区切りをつけるようなことがあ

るのかについては、シンポジストの全員が否定的な意見を述べていたようです（注）。つま

り相反する 100mSv 論と LNT ですが、このシンポジウムでは 100mSv 論の方が否定された

ことになっていて、LNT の方が肯定されていたのです。従って、付録 5 に示したような意

見が、政府が開いた低線量ワーキンググループの報告書やその他の関係機関から出ていると

いう現実は、放射線被ばくによる人体影響に関する基礎知識を持つ人々や国々には、なぜ問

題にならないのかというぐらい奇妙です。 

 

注：2014 年 6 月 1 日第 1 回 放射線の健康リスク 専門家フォーラム報告 

https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/unit/riskcafe/ef2_1.html   

東京大学政策ビジョン研究センター 社会的合意形成支援研究ユニット 

議論の概要（参加専門家の全員が 100mSv 論を否定） 

100mSv 未満の影響（津田注：100mSv 論のこと）についての根拠は原爆被爆者の疫

学研究であろうということで見解は一致しましたが、この被爆者を観察対象とした研

究 LSS を含め疫学研究結果の解釈や評価については見解がわかれています。しかし、

100mSv にしても 20mSv にしても、その値で安全と危険の線引きができるものではな

い、という点は参加専門家の全員において共通していました。 

参加専門家 

明石真言氏：放射線医学総合研究所 

今中哲二氏：京都大学原子炉実験所 

甲斐倫明氏：大分県立看護大学環境保健学 

木田光一氏：福島県医師会 

小佐古敏壮氏：東京大学大学院原子力工学系 

 

 さらに ICRP が 2005 に出版した第 99 巻(以下、ICRP2005(Pub99)と略、ICRP が年に何

度か出版する報告書の第 99 で、ICRP2007 年勧告も出版第 103 と呼ばれています)におい

て、10mGy 程度の被ばくで被ばくによる発がんが発生することをかなりのスペースを割い

て記しています。これは、先に挙げ、次の節でも詳しく説明するアリス・スチュアートらに

よる歴史的研究成果や、その後行われた幾つもの追試による研究成果を紹介したものです。

従って、日本における被ばくによる発がん影響が争われている裁判において、この自明とも

言える事実に関して、どれだけの信用が置けるかのように争われるということ自体、私は当

惑してしまいました。こんなことが議論されるのは日本の法廷だけでしょう。そして

100mSv 論の方が優先されるような判決が出るのも日本の法廷だけでしょう。同時に、日本
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で放射線の「専門家」といわれる先生方や放医研(注：現在は「量研」)は、社会に対してい

ったいどんな説明をされているのかと疑問に思います。2011 年 12 月に報告書が出された低

線量ワーキンググループによる報告書も 100mSv 論を主張し、スチュアートらの小児がんの

報告も十分に紹介されていないわけです。これでは国民の信用を得るには到底無理ではない

かと思います。 

 

注：放射線医学総合研究所(略称：放医研)は、2019(平成 31)年に改組されまして、現在、「量子生命・

医学部門 放射線医学研究所」、略称「量研」と呼ばれているようです。 

https://www.qst.go.jp/site/qms/20523.html  

 

2-2-3．アリス・スチュアートの研究と定着（100mSv 論を反証する古典的研究） 

 低線量の放射線被ばくと人体への影響に関する研究発表は、1956 年、アリス・スチュア

ートらが、胎児の時の医療放射線被ばくによって（妊婦への腹部 X 線撮影によって）出生後

に約 2 倍のがんが発生することを示した論文をイギリスの医学雑誌 Lancet に発表したのが

最初です。以下の説明は、アリス・スチュアートらの研究以降、胎児被ばくによる出生後の

小児がん研究を集めて、Doll と Wakeford(1997)によって行われたメタ分析と、アリス・ス

チュアートの伝記（Greene 1999）『知り過ぎた女－アリス・スチュアートと被ばくの秘密』

（ミシガン大学出版）などからまとめたものです。 

 

 この研究結果とその後の一連の研究活動は、IAEA、ICRP、UNSCEAR などの国際機関に

より無視されたものの、論争が続けられてきました。その間、がんの疫学者として、あるい

は世界最初の包括的疫学教科書を執筆したことでも有名なハーバード大学のマックメイン

らによる研究など、スチュアートらの研究結果を支持する多くの類似研究が相次ぎ、1970 年

代にはスチュアートらの研究成果は広く受け入れられるようになりました。私の記憶にあ

る限り 1980 年以前から、放射線を用いた診断が可能な日本のいずれの病院・診療所にもみ

られる、下記の図 1 と図 2 に示すような掲示も、これらの研究によって裏付けられます。 

 

図 1 と図 2 の写真は、私の通勤路にある循環器病院の放射線科のドアの写真です。「指示

があるまで入室しないでください」と注意を促す掲示がある下に、「エックス線診察室で検

査を受けられる方へ」として 4 項目からなるメッセージが書かれています。その妊婦ならび

に妊娠の可能性のある方に呼び掛ける２と３の項目は、どこの病院の X 線撮影室にでも書

かれている項目ですので、ご記憶の方も多いと思われます。実は、この 1 と 2 と 3 の掲示の

記載に関する内容が、1956 年のスチュアートらによる最初の研究成果発表以降、ハーバー

ド大学のマックメイン教授ら数多くの研究者によって確認されてきた放射線の小児がんへ

の影響です。さらに、一連の研究の中で、撮影回数が増えれば増えるほどこれらの小児がん

の発生率が高くなっていることも分かってきました（図 3）。 
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スチュアートらによる一連の研究の動機としては、1950 年過ぎの当時、イギリスで白血

病が増えてきていたことが挙げられています。小児白血病を始め小児がんが増えてきていた

理由を探る中で、小児の母親が妊娠中の時に受けた腹部への X 線撮影に、スチュアートら

は注目したわけです。日本で通常の医療機関で行われている放射線検査で、100mSv を上回

るような被ばくなどほとんどありません。従って、100mSv 論というは、妊婦や小児への

5mSv や 10mSv レベルの放射線被ばく影響を考えると、この日常の光景（ひいては小児が

んの予防研究に⾧い時間を費やしてきた研究者たちの努力と業績）すらひっくり返すよう

な話です。そのようなことが 21 世紀の日本で、いま起こっているわけです。 

 

図 1：近所の循環器病病院の放射線科のドアの写真（いずれのドアにも同じ掲示がある）． 
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図 2：図 1 の写真の下側の掲示を拡大した写真． 

 

 1950 年代前半当時、アリス・スチュアートらは研究計画を練るにあたって、肺がん・心

臓血管疾患、小児麻痺、白血病を研究対象の候補に挙げていましたが、前三者はすでにロン

ドンの熱帯医学研究所で研究されていました（肺がんは Doll とイギリス最初の疫学教授で

ある Greenwood を引き継いだ教授になった Hill による）。白血病はまだあまり研究されず

に残っていました。それに 1951 年には、白血病の増加が流行状態として話題になってきて

いました。アメリカ合衆国では 1930 年から 1955 年にかけて白血病が 4 倍近くに増えてい

たようです。小児がんが増えてきていた理由を探る中で、彼ら研究チームは、小児の母親が

妊娠中の時に受けた腹部への X 線撮影にも注目するようになりました。 

 

当時なぜ放射線を、妊娠した女性が浴びていたかといえば、出産を安全に行うため、胎児

と女性の腹部、特に骨盤の大きさ等を計測するためでした。今日ではこの作業は腹部超音波

エコーを使って行われています。しかし、当時は医療用超音波エコーなどありませんでした。

昔から行われていた熟練の触診等により胎児（と妊婦）の様子を知るか、もしくは 19 世紀

末に発見された X 線を用いて腹部の透視画像を撮影するという、いわば当時最新鋭の後者

の方法しかなかったと思われます。 

 

妊婦の腹部への X 線撮影時に胎児が浴びた放射線は、幅があるものの 10mGy （mSv）を

下回る場合もあったようです。この結果は 100mSv 論の話より 1 桁（0 ひとつ）下回ってい

ました。後に多数の研究により再現・証明され、X 線フィルム撮影枚数が重ねられれば重ね

られるほど発がんリスクが増加することも示されました （図 3 ：Doll 1997）。英語世界では
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スチュアートの伝記もいくつか出版されているようです（Greene 2003）。 

 
図 3．X 線撮影枚数と相対リスクとの関連を示す図(Doll 1997)． 

縦軸は相対リスクで、横軸は X 線撮影をした枚数である。LSS コホートで、右肩上が

りの直線である LNT を表現した X-Y 軸では、縦軸が過剰相対リスクとして、相対リス

クから 1 倍を引いた値がプロットされていたのを思い出していただきたい。従って、

この図 3 では、右肩上がりの直線が原点の 0 ではなく、X 線撮影枚数 0 枚で相対リス

クの 1 倍の所から始まって右上の方に伸びていっている。 

 

図 4．X 撮影用機器での技術進歩に従って、一回の撮影で照射され、患者が被ばくする線量

は、年々次第に下がっていったことを示す図． 

アリス・スチュアートが集めたのは 1953 年から 1955 年に 10 歳の誕生日を迎えた子
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供たちなので、生まれた年（X 軸）1943 年から 1945 年頃は、かなり高かったと思わ

れる。△印の UNSCEAR の推定線量なら 20ｍGy を超えたところから 17-18mGy あた

り、□で示した Ardran の推定値(Stewart 1970)では 5mGy あたりである。このブレが

ICRP2005(Pub99) で「10mGy オーダー」というような表現となった理由の一つと思

われる。 

 

図 4 (Doll 1997 に記載)には、当時の腹部 X 線撮影 1 回ごとの被ばく線量（mGy）の約 5

年毎の推移が示されています。スチュアートは、10 歳までの小児がんによる死亡者とその

対照 Control を研究対象者として調査しました。従って、この図 4 での線量を浴びた胎児の

一部が、約 10 年後までに小児がんにより死亡したことになります。スチュアートらの研究

とその後の議論に関する解説はここでは省略します。付録 4-2 のシュミッツ・フォイエルハ

ーケさんによる解説論文にもこの解説は出てきます。 

 

こうして、ICRP2005(Pub 99)の中には、データとその分析によって直接的に示された

100mSv 論の根拠は、結局、示されていませんでした。むしろ ICRP2005(Pub 99)に示され

ていたのは、スチュアートらによる 10mGy オーダーの胎児被ばくによる小児がんの多発や、

LSS データの解析結果の報告であった Radiation Research 誌 2000 年の Pierce と Preston に

よる論文報告の図(以下 RERF2000 と省略しますがその論文の FIG. 1：ICRP2005(Pub 99)

では図 2.3)でした。これらの ICRP2005(Pub 99)に示されていた内容は、胎児被ばくにおい

ても、LSS を分析した RERF2000 の論文においても、100mSv 以下の被ばくです。その

100mSv 以下の低い方の被ばくですら、放射線を浴びれば浴びるほど、がんの多発の程度が

大きくなることが示され、因果関係が明らかに示されています。しかし、ICRP2005(Pub 99)

には、ICRP2007 年勧告附属書 A(A179)が引用していたように 100mSv 論の根拠が示され

ているはずなのに、逆に、100mSv 論が誤っていることが示されていると読み取れます。そ

して、ICRP2005(Pub 99)の他の部分には、100mSv 論の根拠が記載されているような文献、

100mSv 以下の放射線被ばくでは多発が認められないという文献は、示されるどころか引用

もされていませんでした。以上から、100mSv 論は、やはり科学的根拠のないことが判明し

ました。つまり ICRP2007 年勧告から ICRP2005(Pub 99)へと引用を辿ることによっても、

100mSv 論の誤りが判明したのです。 

 

Doll R and Wakeford R: Risk of childhood cancer from fetal irradiation. Brit J Radiol 

1997; 70: 130-139. 

Stewart A, Webb J, Hewitt D: A survey of childhood malignancies. Br Med J 1(5086): 

1495‒1508, 1958. 

Stewart A, Kneale GW. Radiation dose effects in relation to obstetric X-rays and 

childhood cancers. Lancet 1970; 1: 1185-1188. 
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Greene G.: The woman who knew too much. Alice Stewart and the secrets of radiation. 

The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2003. 

Jablon S and Kato H: Childhood cancer in relation to pre-natal exposure to atomic bomb 

radiation. Lancet 1970; 2: 1000-1003. 

Delongchamp RR, Mabuchi K, Yoshimoto Y, Preston DL: Cancer mortality among 

atomic bomb survivors exposed in utero or as young children, October 1950- May 1992. 

Radiat Res 1997; 147: 385-395. 17 歳から 46 歳の間に発生したがんによる死亡に限定 

Yoshimoto Y, Kato H, Schull WJ, Risk of cancer among children exposed in utero to A-

bomb radiations, 1950-84. Lancet 1988; 2: 665-669. 

Yoshimoto Y, Delongchamp R, Mabuchi K: In utero exposed atomic bomb survivors: 

cancer risk update. Lancet 1994; 344: 345-346. 

Pierce DA and Preston DL: Radiation-related cancer risks at low doses among atomic 

bomb survivors. RERF2000 (Radiat Res 154): 178‒186. 

 

2-3 節．福島第一原子力発電所事故後の原典と ICRP2007 年勧告付属書 A 

100mSv 論が、その表現や言い回しがバラバラで、原著論文の引用もないことが大まかに

確認できてきました。それでは、このような 100mSv 論はいったい、どなたが言い出し始め

られたのか気になります。文献引用に普段から気を使っている私どものような研究者以外に

も、多くの皆さんが関心を持たれるところでしょう。ここから第 3 章の終わりにかけては、

この話題が大きな関心の 1 つとなります。この特定は少々手間取ります。 

 

ところで、放射線審議会が、その「放射線防護の基本的考え方の整理-放射線審議会にお

ける対応-」(平成 30 年 1 月付)の中で、基本的事項として ICRP2007 (Pub.103)を明記し、

付属書(A86)の文章だけが示されていたことが分かりました。 

(https://www.nsr.go.jp/data/000226075.pdf)。しかし、この文章が 2011-2012 年頃に示

されていたのかどうかは分かりませんでした。そのような中で、私が知る限り、当時一つだ

け 100mSv 論を特定できる詳しい引用がなされた資料がありました。会議資料に過ぎませ

んが、原子力規制委員会の 2013 年 9 月 17 日付「第 1 回帰還に向けた安全・安心対策に関

する検討チーム」です。この中の関係省庁持ち込み資料別紙 1 「線量水準に関連した考え方」

という資料の、下記、注 3 として、ICRP2007 年勧告(以下、ICRP2007 (Pub.103))付属書 A

の(A86)が正確に文献引用されていました。 

 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10953979/www.nsr.go.jp/data/000049282.pdf  

「（注 3）ICRP2007 (Pub.103) (A86)『がんリスクの推定に用いる疫学的方法は、

およそ 100mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たない

という一般的な合意がある。』」と引用されていた。 
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 ちなみに、この持ち込み資料別紙 1 「線量水準に関連した考え方」では早速、上記注 3 

ICRP2007 (Pub.103) (A86)を参考文献として…、 

 

「しきい値がないと仮定しても、100mSv までの被ばく線量でのがんのリスクは疫学的

方法では直接明らかにすることは困難というのが国際的な合意であり （注 2、3）、100mSv 以下

の被ばくでは、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、放射線によ

る発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされている」 

 

と説明されていました。ここでは、ICRP2007 ( Pub.103)(A86)に記載された元々の「一般

的な合意」が、早速微妙に改変されて「国際的な合意」に化けてしまっています。この「国

際的な合意」はしばしば多くの 100mSv 論の表現の一部として書かれています。「一般的な」

と表現するよりも、いかにも世界中の研究者によって共有されているように見えてきます。

しかし実際には、ICRP2007 ( Pub.103)(A86)は国際的にも一般的にも共有されておらず、

文献引用もなく突然現れていた根拠のない記述に過ぎません。新型コロナウイルスは変異

が起こりやすいと、話題になりましたが、この 100mSv 論もこうやって突然現れ、その後は

変異を繰り返していきました。なお、「一般的な合意がある」自体もそもそも誤りです。そ

んなことは聞いたことがありませんし、論理上、合意が得られるものとも思われません。こ

の「一般的な合意」という文言は ICRP2007 ( Pub.103)(A86)以外で見ることはほとんどな

く、おおむね「国際的（な合意）」と書かれています。いずれにせよ明らかな間違いです。 

 

 次に、この ICRP2007 (Pub.103) (A86)に進みます。この ICRP2007 (Pub.103)というの

は、国際放射線防護委員会 ICRP の書籍の中でも、現時点では最も有名であると言える ICRP

の 2007 年勧告のことです。ICRP は各委員会からの報告書とも言える通し番号が付いた

Publication を毎年、時に年に複数回発表しています。ICRP の書籍でもっとも重要な勧告も、

その Publication の番号の中に数えられています。その累積巻数の Publication103 が 2007

年勧告です。ちなみに、2007 年勧告一つ前の勧告である 1990 年勧告は、Publication 60 で

す。この 2007 年勧告の中の本文ではなく、付属書 A の(A86)に、100mSv 論に関する記述

が載っています。ICRP の書籍には、文章の 1 段落毎に番号が順番に振ってあります。(A86)

というのは、付属書 A の 86 番目の段落ということです。2007 年勧告は、原書と共に日本

語の完全訳が日本アイソトープ協会から無料で公開されています。以下の引用等は、この

ICRP2007 (Pub.103)の日本語版から行います。この意見書と見比べながらお読みいただけ

れば幸いです。 

https://www.icrp.org/docs/P103_Japanese.pdf  

 

以下がその ICRP2007 年勧告・付属書 A(A86)の内容です。付属書 A には、目次がついて

いて、当該部分は A.4.から始まります。A.4.には「放射線誘発がんのリスク」（131 ページ）
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とあって、（A85）の段落があり、その次の「A.4.1. 放射線反応に関する基礎データ」（131

ページ）が（A86）から始まります。下線部が 100mSv 論に該当します。 

 

（A86） 放射線の腫瘍形成効果から人を防護するための勧告を策定するに当たり，委員会

は非常に広範な生物学的データと概念を考察する必要がある。それらのうちの多くは現在

議論が行われており，あるものは論争の的となっている。しかしながら，がんリスクの推定

に用いる疫学的方法は，およそ 100 mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかに

する力を持たないという一般的な合意がある。したがって，ICRP 勧告の作成において生物

学的データの役割が大きくなっており，不確実性及び／又は論争がある場合は，ピアレビュ

ーを行ったデータに基づき，科学的にバランスの取れた判断に達する必要がある。 

 

さて、この下線部の「がんリスクの推定に用いる疫学的方法は，およそ 100 mSv までの

線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たないという一般的な合意がある」

ですが、力というのは統計的検出力のことで 1－βで表します。βはベータ・エラーの確率

を指します。後に第 4 章の 4 節 2 項と表 4 とで、βエラー(第 2 種の過誤とも言いまして、

要するに間違う確率です)の説明を詳しく述べますが、簡単に言いますと、「本来がんのリス

クがある時に、『がんのリスクがない』と誤って判断する確率」のことです。これを先取り

して表 4(後掲)として示します。 

 

表 4(後掲)．αエラー(第 1 種の過誤)とβエラー(第 2 種の過誤)． 

 本来差がない 本来差がある 

観察データで差なしと判断 

(陰性の判断) 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

判断は誤り（偽陰性） 

βエラー（第 2 種の過誤） 

観察データで差ありと判断 

(陽性の判断) 

判断は誤り（偽陽性） 

αエラー（第 1 種の過誤） 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

 

βエラーと呼ばれる第 2 種の過誤があれば、第 1 種の誤りがあるはずです。それは同じ言

い回しで述べますと「本来がんのリスクがない時に、『がんのリスクがある』と誤って判断

する確率」です。これが第 1 種の過誤で、α(アルファ)エラーと呼ばれます。有名な「統計

的有意差」は、このαを対象とした概念です．「ない」と「ある」がβエラーの時とは入れ

替わっていることにご注意ください。ここで表 4(後掲)を見ますと、αエラーは、「本来差が

ない」という真ん中の列と「観察データで差ありと判断(陽性の判断)」の行とが交わる左下

のセルに位置しています。 

 

本意見書では、アメリカ統計学会が 2016 年に出した p 値に関する警告の話が、随所に出

てきます。この ICRP だけでなく原子放射線の影響に関する国連科学委員会 UNSCEAR な
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どの放射線関連の文章では、考え方が古いのか、しばしば、この p 値に関する警告に抵触す

る記載が出てきます。この点は、αエラーにだけ注目した有意差検定結果だけに注目する記

載やβエラーに関しても同様です。確率分布を想定して定量的判断の情報を、わざわざ打ち

消して情報の量を減らして定性的な表現に下げてしまい、その結果として不十分な情報の下

に間違った判断へとつながりやすくしてしまうからです。 

 

事前の研究企画時には、αエラーは５％、(1-β)で表現される検出力は多くの場合は 80%

に設定されます。しかし、事後の研究解析時に 5%付近の P-値が示すデータの検出力は 50%

前後であり、検出力に 80%を要求すると P-値が相当低い値となるデータが要求されます。

p 値に対してでさえ、アメリカ統計学会 ASA は「P 値だけで判断してはいけない、なぜなら

ベータ・エラーが起こりやすくなるから」と言っていますので、ASA が警告を出している P

値だけで判断するより、「事後の」検出力だけで判断しますと、さらに「因果関係があるも

のを因果関係がない」と誤って切り捨てることになり、よりひどい誤った判断を起こします。

一般的に５％有意に比べ、事後に検出力 80%を要求することはより保守化する傾向がある

のです。そもそも、疫学実解析報告論文で P-値は見ることがあっても，事後の検出力を述べ

ているものは UNSCEAR 報告書のような例外を除きほとんど見かけません。統計的有意差

があるとかないとかの形の結果で判断することに警告がなされているのですから、事後の

検出力があるとかないとかの形の結果で判断することは、なおさら警告の対象となります。

A86 の記述は根拠のない間違った記述だけでなく、ASA が警告を出した間違った判断より

さらに間違った判断をしてしまう結果につながります。 

 

さきほど説明しましたように「がんリスクの推定に用いる疫学的方法は、およそ 100mSv 

までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たないという一般的な合意」

など実際には存在しません。広く研究者間や論文上というレベルでそのような合意が存在

したことはありません。そして本意見書では、この「一般的な合意」あるいは「国際的合意」

があるはずの 100mSv 論には根拠がないことを示したり、反証する論文の数々を紹介した

りしますが、そもそも、「がんリスクの推定に用いる疫学的方法」に限らず、疫学的方法の

全般においても、このような合意はありません。 

 

ここで、「およそ 100 mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持た

ない」を「およそ 100mSv までの線量範囲では、（被ばくによる）がんのリスクの（上昇）

に関して、統計的有意差がある形の結果が得られない」へと「(統計的)有意」という特徴的

な表現が入った文章へと読み替えるには、統計学の入門知識が少し必要かもしれません（4-

4 節や別添付録で説明します）。ただ、意見書末尾の付録 5 「100mSv 論の表現のばらつきを

把握するための簡易リスト」で示している①～㉒の 100mSv 論の実例のうち、「有意」とい

う言葉が、⑩、⑪、⑭、⑱、㉑、㉒で使われていることからも、(A86)を元に話が進んでい
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たとしたら誰もが「有意」という用語を挿入する形で話を進めたのだと分かると思います。

むしろ、「統計（学）的」も「有意」も使っていない文章は、元々ICRP2007 (Pub.103)(A86) 

が起源だと思っておられないのか、あるいは「統計学的」とか「有意」は、一般の人に分か

りにくいかもしれないので省略したのでしょう。この点は注意が必要だと思います（なお⑮

は「統計学的」のみを使っています）。 

 

さて、ICRP2007 (Pub.103)(A86)の内容を検討していきます。まず、「疫学的方法」とは、

人において、被ばくとがんとの因果関係を定量的に表す方法論そのものです。したがって、

先ほどの下線部は 「人間のデータに基づいても、100mSv までの線量範囲では、被ばくによ

る発がんリスクの因果関係に関して、統計的有意差がある形のリスクの上昇は観察できな

いという一般的な合意」とも読み替えられます。ただし、ICRP 勧告は 2007 年勧告も含め、

主に LSS データの分析結果に基づいているとされていますので、「LSS データでは、被ばく

による発がんに関して統計的有意差のあるリスクの上昇は見られなかった」と、LSS に限定

して理解するべきという見方もあるかもしれません。実際にこの LSS データに限定した言

い方をしている 100mSv 論も見た記憶があります。しかし、LSS データに限定して言ってい

ると解釈したところで 100mSv 論は、やはり誤っています。なぜなら、LSS が分析された

RERF2000(Pierson ら)において示された内容により反証されているからです。 

 

次に、100mSv 論で時々見られる「線量範囲では」という表現について説明します。これ

は、①～㉒の例の中では使われていません。恐らく、①～㉒の例の発言者の中では、どなた

も「線量範囲」という意味を理解されていないか、(A86)すら見ておられないでしょう。な

お第 4 章で詳しく説明しますが、「100mSv までの線量範囲」とは 0mSv～100mSv のことで

す。従って、「100mSv までの線量範囲」と述べる必要は何もなく、「100mSv 以下（未満・

より・まで・など：あるいは文末の否定形を消して 100mSv 以上）」という記載でも十分で

す。これは、100 という数字ではなく 200 や 150 という数字を含めて、①～㉒の全ての例が

当てはまります。なおこの「線量範囲」という言いまわしは(A86)の出所を探る重要なキー

ワードです。やはり第 4 章で出てきますので、その時に解説します。しかし、ICRP2007 年

勧告の本文や、その付属書 A の(A179)の記載から明らかになった ICRP2005 (Pub99)でも

100mSv 論の出所は判明しませんでした。 

 

注：放射線審議会の基本的事項（平成 30 年 1 月）にも ICRP2007 年勧告・付属書 A(A86)

がそのまま記載されていたのに気がつきました。2011 年や 2012 年当時も記載されていた

はずですが（記載されていたかどうかの最終確認は取れていませんが）、少なくとも当時は

気づきませんでした。 
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第 3 章 100mSv 論を辿る-ICRP 2007 年勧告・付属書 A・ICRP2005 (Pub99) 

【第 3 章の要旨】ICRP2007 年勧告の付属書 A(A86)から始め、100mSv 論の根拠をさら

に辿っていきます。付属書 A には 100mSv 論に関して引用文献が示された段落(A179)が

あり、ICRP2005(Pub 99)が示されていました。この文献を見ると、100mSv 論は、元々

10mGy の話だったことが確認できます。その 10mGy の話が 100mSv 論へと何の根拠も

示されずに 1 個のゼロが加わるだけの変化をしていくプロセスを、この第 3 章では確認

します。ICRP2005(Pub 99)記載から、慎重なプロセスを踏みながら 100mSv 論が生み出

されてきたのが分かりますが、第 4 章の内容、RERF2000(Pierce)、RERF2003(Preston)

や付録 1 の年表も、その⾧いプロセスを物語っています。100mSv 論と LNT(直線しきい

値なし)モデルとを対比しながら、ねつ造・改ざんの類までして、なぜ 100mSv 論が必要

になったのかの理由も探ります。100mSv 論が主張されることによって、100mSv を下回

る放射線被ばくでは発がん影響が起こらないことになり、放射線被ばくに直面する労働

者や住民の管理がしやすくなります。さらに 100mSv 論が主張されることで、大規模な

放射線災害が生じた際に放射線被ばくによる死亡者を算定することを無意味にさせま

す。従って ICRP も UNSCEAR もチェルノブイリ原発事故などにより放射性物質の大規

模な放出が起こった際のがん死亡数予測が行われるのを妨げます。100mSv 論の根拠が明

示されていない理由と、ICRP 自身が政治的である必要性の理由を考察します。 

3-1 節．ICRP2007 年勧告での(A86)以外の 100mSv 論 

 前章では、100mSv 論の出所として ICRP2007 年勧告の付属書 A 段落(A86)を示し、その

内容を簡単に吟味してみました。では、ICRP2007 年勧告の他の部分には、(A86)のような

100mSv 論と同じような意味の文章はあるのでしょうか？それは、私がチェックしたところ

では、(A131)と(A179)にあります。いずれも ICRP2007 年勧告 ・付属書 A に載っています。

100mSv 論は、ICRP2007 年勧告の本文にはなく、ICRP2007 年勧告の中でも、100mSv 論

は付属書 A のみに限って存在していることになります。(A131)と(A179)は、以下の通りで、

100mSv 論に該当する部分には下線を引いています。 

 

（A131） 既に述べたように，数百 mSv 以下の線量でのがんリスクを疫学研究から直接

推定することは，主に統計学的検出力の理由で困難である。現在のところ精度の高いリスク

推定は不可能であるが，複数のデータセットの複合解析は統計学的検出力の増加に役立て

ることができる。最近の例は，15 か国における原子力施設作業者のがん死亡データの複合

解析に関するものである（Cardis ら, 2005）。大規模集団（主解析では約 400,000 人の作業

者）にもかかわらず，コホートはまだ相対的に若く，追跡調査の終了までに 6％が死亡した

にすぎない。結果として，線量によるがんリスクの推定された傾向に対する信頼区間は広か

った。特に，それらの知見は，DDREF＝ 2 を用い，高線量の急性被ばくデータから外挿さ

れたリスクと一致し，また同様に，その他の数値の範囲とも一致した。更に，白血病以外の

がんに見られるリスクの増加の一部は，喫煙による交絡が原因であると思われた。このこと



 428 / 591 

 

は，比較的小さなバイアスが低線量域の研究に及ぼすかもしれないインパクトを明らかに

している。 

 

（A179） Publication 99 （ICRP, 2005d）で詳細に論じたように，LNT モデルは，決定的

ではないが，LSS において一括された全固形がんによる死亡及び罹病のリスクは，約 100 

mGy の低さまでは放射線量と比例し，それ以下ではベースラインリスクの統計的変動及び

小さくて制御不能なバイアスが，いかなる放射線関連リスクに関する証拠をもだんだんと

覆い隠すようになる，という意味で，かなりの支持を放射線関連がんリスクの疫学研究から

受けている。この不確実性が，およそ数十 mSv のオーダー又はそれ未満の放射線被ばくに

関連して増加するがんリスクがあるか否かを疫学的証拠のみによって決定するのが一般的

に不可能であることの主な理由である。このような被ばくのリスク推定値は，単純な関係，

例えば直線，直線-二次，あるいは，疫学データの情報が参考となる比較的高い線量のリス

クと，直接の疫学的観察結果の情報が有益でないほどの低い線量のリスクの間に，線量・線

量率効果係数（DDREF）を用いた直線関係を仮定した数学モデルを用いることによって得

られる。 

 

 上記、（A131）と（A179）を、これから解説します。 

(A131)は、100mSv が数百 mSv になっていますが、同様に、引用文献はありません。100mSv

以下でさえ反証されていますから、これも間違った言明です。1950 年代から医学論文によ

って 100ｍSv 以下でのがんリスク増加は示されていますので、当然それを上回る数百 mSv

でも間違いは明らかです。 「数百 mSv 以下の線量でのがんリスクを疫学研究から直接推定す

ること」は、LSS データで LNT を用いても示されていることがよく知られていますので、

決して「困難」なことではなく示されています。ICRP2007 年勧告の直前に発表された 15 か

国の原子力施設作業者での被ばく影響が示された有名なカルディスらの論文(2005)も、こ

の(A131)で引用されています。しかし、この論文の重要な意義である大規模集団（主解析で

は約 400,000 人の作業者）で 100mSv 論が反証されていることに関しては全く触れられず、

延々とこの論文の欠点が揚げ足取りのように記載されています。しかも「コホートはまだ相

対的に若く，追跡調査の終了までに 6 ％が死亡したにすぎない。結果として，線量による

がんリスクの推定された傾向に対する信頼区間は広かった」の指摘に関しては、それでもリ

スクの上昇が論文の中で示されているわけですので、カルディスらの論文の重要な意義に

対しての反論には全くなっていません。このカルディス論文以外にも 100mSv 論を反証する

論文は、当時の時点においてさえ、他にも多数存在していましたが、ICRP2007 年勧告では

それらが全く引用されていません。 

Cardis E, Vrijheid M, Blettner M, Gilbert E, Hakama M, Hill C, Howe G, Kaldor J, 

Muirhead CR, Schubauer-Berigan M, Yoshimura T, Bermann F, Cowper G, Fix J, Hacker 

C, Heinmiller B, Marshall M, Thierry-Chef I, Utterback D, Ahn Y-O, Amoros E, Ashmore 
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P, Auvinen A, Bae J-M, Bernar Solano J, Biau A, Combalot E, Deboodt P, Diez Sacristan 

A, Eklof M, Engels H, Engholm G, Gulis G, Habib R, Holan K, Hyvonen H, Kerekes A, 

Kurtinaitis J, Malker H, Martuzzi M, Mastauskas A, Monnet A, Moser M, Pearce MS, 

Richardson DB, Rodriguez-Artalejo F, Rogel A, Tardy H, Telle-Lamberton M, Turai I, 

Usel M, Veress K: Risk of cancer after low doses of ionising radiation: retrospective cohort 

study in 15 countries. BMJ 2005; 331: 77-80. BMJ, doi:10.1136/bmj.38499.599861.E0 

(published 29 June 2005).  

 

次に（A179）の冒頭において、（ICRP, 2005d）が記された Publication 99 は、これは本意

見書の中で何度も出てくる ICRP2005(Pub 99)のことです。これに続く(A179)の記載 「LSS

において一括された全固形がんによる死亡及び罹病のリスクは，約 100 mGy の低さまでは

放射線量と比例し，それ以下ではベースラインリスクの統計的変動及び小さくて制御不能

なバイアスが，いかなる放射線関連リスクに関する証拠をもだんだんと覆い隠すようにな

る」という部分も、次の(A179)の記載部分 「およそ数十 mSv のオーダー又はそれ未満の放

射線被ばくに関連して増加するがんリスクがあるか否かを疫学的証拠のみによって決定す

るのが一般的に不可能であることの主な理由」も、やはり引用文献が付けられていません。 

 

この 2 つの表現「約 100 mGy の低さまでは放射線量と比例し」と「それ以下ではベース

ラインリスクの統計的変動及び小さくて制御不能なバイアスが，いかなる放射線関連リス

クに関する証拠をもだんだんと覆い隠すようになる」という表現は、本意見書で引用した

ICRP の文献のあちらこちらで、類似した表現が目につく、ICRP 独特の表現です。特に「だ

んだんと覆い隠すようになる」という表現は、その景色さえ思い浮かんできますが、それだ

けに実際にデータ分析をおこない研究をしてきた研究者が、普通は書くようなことのない

表現です。多変量解析などの分析ではこんな光景などなく、データ分析結果が出力され、そ

の被ばくレベルで相対リスクとその信頼区間とが示されるだけだからです。研究者が「だん

だんと覆い隠す」ような現象を実際に目にすることは現実にはありません。しかし、この表

現に接すると、そのような現象がまるで起きるかのように、分析を工夫して「統計的変動」

の振れ幅が相対的に大きくなり、そして実際に放射線影響の大きさを覆い隠すのを見える

かのように、まるでパラパラ漫画の動画を見るかのように、何かが少しずつ変わるかのよう

なイメージを抱いてしまいます。しかし、少しずつ変化していくいくつもの分析結果を連続

して動画で見せるようなことをするほど、暇な研究者は現実にはいません。ましてや、統計

学や疫学を学ぶ若い研究者にもいないでしょう。つまり、このような書き方は、せいぜい、

パソコンが普及する以前に、こんなことができれば良いなと夢想していた頃に書かれた古

い書き方なのかもしれないと想像するしかありませんが、現在では、実際に研究に従事する

ような研究者が書く文章ではないのです。 
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そして、A179 の第 1 文での「約 100 mGy の低さまでは放射線量と比例し」という表現

は、実際に行われた分析の一端を表しています。多くの読者がイメージしている分析方法と

は異なる分析方法が、100mSv 論で統計的有意差がないことをアピールするために用いられ

たということを示唆しています。これは、意見書末尾の付録 2 で詳しく説明する「(分析方

法の)すり替え」ですが、100mSv 論の問題を考える場合の重要な整理点ですので、しっか

りと記憶しておいてください。この文章が暗示しているのは、0mSv～100mSv の被ばく線量

範囲内に分析対象者のデータを限定して回帰分析をおこない、その回帰直線の傾きの統計

的有意差の有無で判断するという、100mSv 論が実際に作り出された状況です。これが「が

んリスクの上昇に関して統計的有意差がある」という感じの分析が行われたと信じている

読者の側とは異なった分析です。ここで暗示された異なった分析を付録 2 では②線量限定数

理法と呼んでいますが、そこをご覧になったら、(A179)を再び見直していただければと思

います。 

 

もう少し踏み込んだ言い方をしますと、100mSv 論を導き出すにあたって、「およそ数十

mSv のオーダー又はそれ未満の放射線被ばくに関連して増加するがんリスクがあるか否か」

を検証する分析は、実際には行われていないのです。「放射線被ばくに【によって】増加す

る」という表現ならばもっとはっきりします。このような分析は、ICRP2005 (Pub 99)や

ICRP2007 年勧告のような ICRP の中の文章でも、100mSv 論が生み出されたと思われる

RERF  2003 (Report 13)や RERF 2012(Report 14)においても、実際には行われていません。

このすり替えにより、「100mSv 以下の被ばくでは、被ばくによるがんの(統計的有意な)増

加はない」という結果がまるで LSS の分析から得られたかのような、数多くの研究結果に

全く反する表現(RERF2000(Pierce)で行われた LSS の研究結果にさえ反する表現)が出回っ

てしまったのだと思われます。 

 

ただし、この ICRP2007 年勧告全体を見ると、100mSv 論に関するはっきりとした記載

は、(A86)と(A131)、そして 「(100mSv 論を)詳細に論じた」とされる ICRP2005 （Publication 

99（ICRP, 2005d））が引用されている(A179)の、この 3 つの段落のみです。100mSv 論が放

射線被ばく影響を考察する際の、合意された基本的な考え方であるかのように(A86)は述べ、

(A179)も同様に「かなりの支持を放射線関連がんリスクの疫学研究から受けている」と現

実とは全く逆の記述をして強引に正当化しています。しかし、一方、ICRP2007 年勧告の本

文にも、付属書 A の他の部分にも、(LNT とも相反する)100mSv 論のような考え方には、

全く触れていません。ゆえに(A86)、(A131)、(A179)に関しては、まるでとってつけたよう

な印象を受けます。それでは、この(A179)を根拠に ICRP2005(Pub99)へと本格的に進みま

しょう。 
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3-2 節．ICRP2005 Publication 99 

3-2-1．ICRP2005(Pub 99)における 100mSv 論 

 ICRP2005 (Pub 99)（日本語訳の題名『放射線関連がんリスクの低線量への外挿』）は、

ICRP2007 年勧告の付属書 A の(A179)に記載されることにより ICRP 勧告とつながってい

ます。しかし、100mSv 論に関しては、これを正当化する根拠文献やデータやその引用が、

ICRP2007 年勧告にも、その付属書 A にも、ICRP2005(Pub 99)にも、私が詳細に検索して

も、これ以上のつながりは見当たりません。つまり 100mSv 論に関して ICRP2007 年勧告

付属書 A と ICRP2005(Pub 99)は、(A179)を介してつながってはいるものの、それらから

先の文献には繋がっていないのです。100mSv 論はこの ICRP2005 (Pub 99)と ICRP2007 年

勧告の付属書 A という両文献の中だけであり、あれだけ 2011 年以降の日本国内で強調され

てきたのに、ICRP2005 (Pub 99)と付属書 A 以外の世界からは孤立していたことになりま

す。 

 

 興味深いことに ICRP2005(Pub 99)に記載されているのは、100mSv 論を正当化する記述

だけではなく、10mSv(mGy)の被ばくによりがんリスクが上昇するという 100mSv 論を反

証する記述が明記されています。これを書いているのは、冒頭にある ICRP 委員である

Wakeford 教授による招待論説に記載されています。つまり、ICRP2005(Pub 99)の中で、

Wakeford 教授の言葉として、100mSv より一桁低い 10mSv の胎児被ばくで子供のがんリス

クの有意な上昇が見られていることが述べられています。 

 

主として医療における診断用 X 線被ばくに関する調査から，大体 10 mGy の被ばくによりが

んリスクが上昇するという疫学的事実がある。そしてこのリスク上昇はおおむね LNT モデル

の予測と一致している。又この事実は，しきい線量の存在を支持するには程遠い。その理由は，

10 mGy という少ない量の X 線で生じるがんは，恐らく細胞核に 1 個の電子が通過したこと

によると考えられる可能性が高いからである。更に，もしも LNT モデルによって低レベル被

ばくのリスクがかなり過小評価されてきたと考えるのであれば，そのことは現在既に入手可

能な低線量研究の全体的な結果から明らかなはずであるが，そうした一致したパターンは見

出されていない。 

 

さらに ICRP2005(Pub99)では、すでにこの意見書にも紹介した下記の Doll と Wakeford 

(1997)による定量的な総説論文などの多数の論文が示されています。しかし、同じ

ICRP2005 (Pub 99)の中の、第 2 章の「低線量被ばくに関する研究」の項では、胎児被ばく

と小児がんリスクの上昇に関して、明らかに Doll と Wakeford(1997)に記載されている内容

を曖昧にする方向で述べられています。こんな肯定・否定と揺れるような記述を読み続けて

いますと、「いったい、何が言いたいのだろう」と振り回されているかのような気分になり

ます。 
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（48） 数十 mGy オーダーの被ばくに関連した過剰がんリスクの直接的な疫学的証拠が実は

いくらか存在する。一例は，X 線骨盤計測により放射線に胎内被ばくした子供に関するいくつ

かの症例対照研究で，15 歳までに白血病及び固形がんで死亡する相対リスクは約 1.4 となる

ことが知られている（Bithell と Stiller，1988  ； Harvey ら，1985  ； ICRP，2003，表 8.5  ；

MacMahon，1962 ；Monson と MacMahon，1984 ；Stewart ら，1956）。 

 

注：なお、ICRP2005(Pub 99)には、Doll と Wakeford (1997)という表現が幾つかで

てきますが、Doll と Wakeford (1997)とは、以下の論文のことです。 

Doll R and Wakeford R: Risk of childhood cancer from fetal irradiation. Brit J Radiol 1997; 

70: 130-139. 

 

 ところが、このような明快な肯定がなされた後には、ICRP2005(Pub 99)の最後の方にあ

る第 7 章の結論(258)(103 ページ)では「10mGy のオーダーであれば胎児の場合はがんリス

クの増加の証拠がある」という強調がなされながらも、「原爆被爆者の LSS 集団は、放射線

がんリスクがほぼ直線的な線量反応をもって 100～150mGy の線量まで存在することのよ

い証拠を提供している」と、引用文献も示されないまま、100mSv 論を想起させる紛らわし

い表現が出てきます。ICRP2005(Pub 99)では、あちらに行ったりこちらに来たりという迷

走が繰り返されているのです。この、紛らわしさを感じる記載に関しては、100mSv 論の根

拠にもなっていないのですが、次項や第 4 章あたりでも説明します。 

 

3-2-2．ICRP2005 Publication 99 での 10mGy から 100mSv 論へ 

この文章の主旨が行ったり来たりする状況を分かり易くするために、ICRP2005(Pub 99)、

それに続く ICRP2007 年勧告・付属書 A の中の文章を、並べてみます。そうすると徐々に

記載が変化し、10mGy から 100mSv 論へとつながるプロセスが見えてきます。以下に、

100mSv 論に関係しそうな ICRP2005(Pub 99)と ICRP2007 年勧告・付属書 A での記述を、

流れが分かりやすいように、ICRP2005(Pub 99) では目次の内容の順番で、ICRP2007 年勧

告・付属書 A では段落番号の逆順で並べてみます。 

 

なお、本意見書では第 4 章において詳細に説明しますが、ICRP2005(Pub 99)と ICRP2007

年勧告・付属書 A に書かれている、この 10mGy から 100mSv に至るゼロが 1 つ増えるプ

ロセスを示す文章で記述されている「直線」や「比例」という言葉の意味は、広島⾧崎の LSS

データの分析結果が示された、放射線影響研究所からの 2003 年報告書 (Radiation Research 

160)の Preston ら(2003)が著者である第 13 報告(以下 RERF2003(Report 13))から来ている

と思われます。この 「直線」や「比例」という言葉は、今後 100mSv 論を理解する上でのキ

ーワードとも言えるので注意して読んでください。ICRP2005(Pub 99)の最初から最後の方
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へ、そして ICRP2007 年勧告・付属書 A は逆順の流れの中で、この「線形」・「直接」ある

いは「比例」という言葉は次第に目立たなくなって行きます。そしてこれらの言葉と入れ替

わりに、「増加するがんリスク」・「検出」等の 100mSv 論でしばしば用いられている用語が

目立ち始めます。ICRP2005(Pub 99)の日本語訳も英語の原書版も、無料でダウンロードで

きますので、当該部分と見比べて確認しながらお読みいただければ、分かりやすいと思いま

す（ICRP2005(Pub 99)の日本語訳 

https://www.icrp.org/docs/P99_Japanese.pdf、英語原書版 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_35_4 からダウンロード）。 

 

10mGy から 100mSv への流れの始まり 

ICRP2005 Publication 99 巻頭の招待論説（Wakeford 教授） 

主として医療における診断用 X 線被ばくに関する調査から、大体 10mGy の被ばくによりが

んリスクが上昇するという疫学的事実がある。そしてこのリスク上昇はおおむね LNT モデ

ルの予測と一致している。 

【解説：100mSv 論への流れの出発点です。10mGy でがんのリスクが上昇することを「疫学

的事実」とし、そのリスク上昇が LNT で説明できることが明確に述べられています。しか

し、以降では、次第にこれが曖昧になっていきます】  

 

 

ICRP2005 Publication 99 第 2 章 2.4.3 段落(48)  

数十 mGy オーダーの被ばくに関連した過剰がんリスクの直接的な疫学的証拠が実はいくら

か存在する。一例は、X 線骨盤計測により放射線に胎内被ばくした子供に関するいくつかの

症例対照研究で、15 歳までに白血病及び固形がんで死亡する相対的リスクは約 1.4(倍)とな

ることが知られている。 

【解説：Doll と Wakeford の総説論文(1997)を読むと、診断 X 線の胎内被ばくの影響が検

出された事例では、実際は 10mGy を下回ると思われます。同じ報告書の中で、根拠も示さ

れないまま、招待論説に記載されていた「大体 10mGy」が、この段落(48)では「数十 mGy

オーダー」という数倍の被ばく量を示唆する表現になりました。これで、実質的には被ばく

量の底上げがなされたことになります。Wakeford の招待論説による「10mGy の被ばくによ

りがんリスクが上昇する」というストレートな言い方は消え、根拠も示されないまま「数十

mGy オーダー」、「直接的な疫学的証拠が実はいくらか存在する」するという表現へと曖昧

になっています。これに引き続き、以下の段落(49)では、この診断 X 線の胎内被ばくの影響

をまとめた Doll と Wakeford の総説論文の結論に関して、ちょっとした操作が行 
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われていますので、次に紹介します】 

 

【Doll と Wakeford の総説論文(1997)の結論と ICRP2005(Pub 99)第 2 章 2.4.3 段落(49)の

解説】 

次に、問題の ICRP2005(Pub 99)第 2 章 2.4.3 段落(49)での Doll と Wakeford (1997)の結論

部分をお示しします。文章の順番を入れ替えているだけですが、同じ論文とは思えないくら

いに印象が変わっているのをご確認ください。2 重下線は、ICRP2005(Pub 99)で取り去ら

れ る文 章で す。❶ と ❷ の 文 は 、 ICRP2005(Pub 99)で 順 番 が 入れ 替え ら れて 、後 で

ICRP2005(Pub 99)第 2 章 2.4.3 段落(49)で再利用されています。 

 

 

 

 

 

＊ICRP2005(Pub 99)第 2 章 2.4.3 段落(49)より： 

Doll と Wakeford は包括的なレビュー論文（1997）で、次のように結んでいる：❷「事実

を総合的に考えると、胎児被ばくは小児がんのリスクを増加させ、リスク増加は 10mGy 

オーダーの線量で起こり、このような状況下での過剰リスクは 1Gy 当たり約 6%である」。

彼らは、症例対照研究から得られた推定値が信頼できないと示唆されるに至った 4 つの

異なる根拠を吟味している。これらのうち 3 つ（Boice と Miller (1999)により強調され

た症例対照研究における偏りの証拠を含む）は、Doll と Wakeford の考察(1997)では恐

らく有効ではない、あるいは有効ではない可能性があるとされた。そして最後に残った１

つのみ、❶「すなわち胎内被ばくで知られているコホート、なかんずく日本の原爆被爆者

コホートにおいて、匹敵するようないかなるリスクも見られない」が重要に思えるだろう

との評価を下している。 

＊Doll と Wakeford(1997)の結論部分より：（一つの理由のみが深刻に思われる：）❶

「すなわち胎内被ばくで知られているコホート、なかんずく日本の原爆被爆者コホートに

おいて、匹敵するようないかなるリスクも見られない」。日本の子どもたちに有意な過剰

が見られなかったのは、偶然性の独特の振舞いと、原爆投下後の最初の数年間の追跡調査

が不完全であったことが一因である可能性がある。しかし、日本の子供を離れて、相対リ

スクが確実に計算できるコホートを合わせると、ケースコントロール研究の結果と一致す

るリスクの増加が認められる。 

（我々は次のように結論付ける）❷「事実を総合的に考えると、胎児被ばくは小児がん

のリスクを増加させ、リスク増加は 10mGy オーダーの線量で起こり、このような状況下

での過剰リスクは 1Gy 当たり約 6%である」。 
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❶と❷で示した「 」の中は、続く段落(49)でそのまま利用されましたが、その順番が入れ

替えられました。Doll と Wakeford(1997)の結論部分の❶と❷の間にある 2 重下線部の文章

は、次の段落(49)においては別の文章である波線部分へと、ICRP により置き換えられまし

た。 

 

【段落(49)解説：❶と❷の順番が入れ替わり、その間の下線部の文章が入れ替わるだけで、

この段落から受ける印象が相当異なってくるのが分かります。Doll と Wakeford による論文

(1997)と「日本の原爆被爆者コホート」との結果が違うことに関する 4 つの根拠の順番が

入れ替えられています。上の方では、問題点がまず挙げられて、その後でその問題点に関す

る回答が書かれて結論に至っています。下の方では、結論が先ず書かれ、結果が違うことに

関する 4 つの根拠のうち 3 つは該当しない(可能性も含む)ことが記され、残る 1 点の問題

点が残されていて、これが「重要に思えるだろうとの評価を下している」となっています。

つまり、上の方では問題点が示された上で解決が与えられ結論になっているのに対して、下

の方では結論の後、問題点が示され、そのうち 1 点が残り、その 1 点が重要で、未解決であ

るかのように書かれています。上の方では解決されているのに、下の方では重要な問題点が

1 点未解決であることで段落が終わっていることになります。Doll と Wakeford の総説論文

(1997)の結論では問題が解決しているのに、ICRP2005(Pub99)では 1 点が「重要に思える」

と残されています。その結果 Doll と Wakeford の総説論文(1997)の研究内容の価値が下げ

られていることになります。なお、ここでは全く触れられていませんが、ここで懸念され、

残された重要な 1 点とされていた「(日本の原爆被爆者コホート」との)違い」に関しては、

原爆投下 5 年後（死亡率に関して）および 13 年後（発生率に関して）に実際は開始された

という原爆被害者コホートの実態が調査され、その考慮されたことなどを含めて、すでに克

服され、その結果に及ぼす影響はなく、他の多くの研究結果と同様に、特に懸念は残されて

はいません。 

 

全体の字数があまり変わらないのでしたら、❶と❷の順番を入れ替えたり、その間の下線

部の文章を入れ替えたりせずに、ICRP2005(Pub 99)は、Doll と Wakeford (1997)の結論を

利用すれば良いはずです。すでに段落(48)では、この段落の「信頼できないと示唆されるに

至った 4 つの異なる根拠」が示されていますので、字数の余裕はあったはずです。また、こ

のような入れ替えを 2 回実施したからといって、Doll と Wakeford の総説論文(1997)の結論

を、ICRP2005(Pub 99)が大幅に要約することに成功できたわけではありません。結論と段

落(49)との間ではボリュームはほとんど変わりません。それなのに、文章のニュアンスが変

わる引用を、なぜ ICRP2005(Pub 99)は実行したのでしょうか。非常に手間がかかっている

ように見えるだけに、この総説論文(1997)の著者らである Doll と Wakeford の結論の主旨

が逆に取られかねないような変更が、何の目的で、段落(49)に加えられたのかが、非常に気
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になりました。このような傾向は続き、さらにこの Doll と Wakeford の総説論文(1997)の

価値を下げる方向の記載が、ICRP2005 (Pub99)の中で続きます。ついには、次に示す段落

(258)において、この Doll と Wakeford の総説論文(1997)は乳がんの過剰リスクの話と一緒

にまとめられ、「直接的な疫学的証拠とはならない」とされて、さらに否定的な扱いを受け

ることへと変わります】 

 

 

ICRP2005 Publication 99 第 7 章結論(258)： 

疫学あるいは実験発がん研究から、1mGy オーダー又はそれ以下の線量への被ばくが発がん

性であるという直接的証拠は存在しないし、上記の考察からすれば期待もされない。しかし

限られた疫学データでは、全体がランダム変動のアーティファクトということはありそうも

ないが、しかしいくらかのバイアスの可能性はあるものの、10mGy のオーダーであれば胎

児の場合はがんリスク増加の証拠がある。1 回の線量が平均～10mGy の反復透視検査によ

る乳がんの過剰リスクも、この低線量問題と関連がある。しかしこれらのデータは、数十

mGy レベルまでの線量とリスクの比例性の直接的な疫学的証拠とはならない。というのも、

頻回の分割照射という条件がリスク推定値に寄与したかもしれないからである。原爆被爆

者の LSS 集団は、放射線がんリスクがほぼ直線的な線量反応をもって 100～150mGy の線

量まで存在することのよい証拠を提供している。この線量反応関係には上向きに曲がる

curvilinearity という事実が混じっており、それは線量反応関係の直線成分のレベルと少し

関連があるが、その存在についてはほとんど疑いの余地はない。 

 

【解説：ここから 100mSv 論に関連するキーワードである「直線・線形」や「比例」という

表現 が使 わ れ始 めま す。 これ で 広島 ⾧崎 の被 ばく 者デ ー タの 分析 結果 を報 告 し た

RERF2003(Report 13)と内容を引き継ぐ RERF2012(Report 14)とのつながりが出てきます。

最後の下線部「原爆被爆者の LSS 集団は、放射線がんリスクがほぼ直線的な線量反応をも

って 100～150mGy の線量まで存在する」という文章は、この RERF2003(Report 13)との

つながりを明瞭に示しています。胎児被ばくに関しては、「バイアスの可能性 the possibility 

of some bias」が付け加えられました。段落(49)で残る 1 点を「重要に思えるだろう」と評

価したことを受けているのかもしれません。この段落(258)は、英語版では limited という

単語を使った否定的なニュアンスが顕著で、「限定された疫学的証拠 limited epidemiological 

evidence」になっています(注)。ICRP2005(Pub 99)の第 2 章の段落(52)で示され、全体的

に肯定的に書かれていた 1 回の線量が平均～10mGy の反復透視検査と乳がんとの関連も、

「数十 mGy レベルまでの線量とリスクの比例性の直接的な疫学的証拠とはならない」と、

ここで急に一転し否定されています。つまり、第 2 章の「2.4.3 低線量被ばくに関する研究 

医療研究」の(52)では肯定していた胎児への被ばく影響と乳がんへの反復検査被ばくの影響
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に関して、具体的考察もなく、この第 7 章の結論では一転して否定的な言い方に変化したわ

けです。第 2 章段落(50)と段落(51)で「リスクの増加が観察されている」と結ばれていた

LSS データの話が、この結論(258)ではいきなり（LSS 限定ではありますが）「100～150mGy

の線量まで存在する」と限定され、言い方がまだマイルドなものの 100mSv 論が登場しまし

た。引用文献はありませんが、私の知る限り ICRP2005(Pub 99)のこの部分が（そして多分

ICRP Publication や勧告などを通じても）この流れの中での最初の 100mSv 論です】 

(注) There is, however, limited epidemiological evidence, unlikely on the whole to be an 

artifact of random variation but nevertheless subject to the possibility of some bias, linking 

increased cancer risk to in-utero exposures at doses of the order of 10 mGy. [訳] しかし限ら

れた 【否定的】疫学データでは，全体がランダム変動のアーティファクトということはあり

そうもない 【肯定的】が，しかしいくらかのバイアスの可能性はある 【否定的】ものの，10 

mGy のオーダーであれば胎児の場合はがんリスク増加の証拠がある【肯定的】。 (ここで、

通常は推定値を明示的に示すだけの自然科学の文書ではあまり見ない、文章の内容が肯定

と否定の間を行ったり来たりという ICRP に独特な書き方の特徴が出ています) 

 

 

ICRP2005 Publication 99 の総括 EXECUTIVE SUMMARY (c) 

（ICRP2005(Pub 99)の第 2 章、疫学研究の成果が説明され、急性被ばくの中～高線量レベ

ルからのリスク推定を、職業被ばくや一般の被ばくで起こるもっと一般的な低線量そして

／あるいは遷延被ばくに外挿することが説明された後で…）、数十 mGy オーダーの急性被

ばくによりがんリスクが増大するという限られた事実があるので、これについても触れる

予定である。しかし、放射線リスクの確かな疫学的事実は、100mGy 以上の被ばくに関する

調査に由来している。その他の事実は、存在するかもしれない普遍的なしきい値に上限を設

けるために利用できるかもしれない。また、全固形がんの死亡率や罹患率のリスクは、ほぼ

100～150mGy 以上では線量に対して直線比例するが、線量がそれより低くなると、ベース

ラインリスクの統計的変動と小さくて制御できないバイアスとが、放射線関連リスクに関

する証拠をぼやけさせてしまう傾向がある。低線量率の放射線関連リスク推定の主たる基

盤は、依然として中線量～高線量における観察から得られたリスク推定値の外挿による。 

【解説：ここには RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 14)とにつながるキーワード

である「直線比例」という記載があります。第 7 章結論(258)で LSS データに限定されてい

た 100mSv 論は、この総括(c)において、特に理由もなく拡大され、LSS データ以外の事例

も含んだ一般的な 100mSv 以上の被ばく事例における「疫学的事実」から議論できる話にな

りました。一般的な 100mSv 論の成立です。「（胎児被ばく等の）数十 mGy オーダー」の事

実は、「普遍的なしきい値」の上限を設けるための利用に限定される「限られた事実」とし

て、さらに格下げとなりました。また、「ベースラインリスクの統計的変動と小さくて制御
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できないバイアスとが、放射線関連リスクに関する証拠をぼやけさせてしまう傾向」という

類の、ICRP の文書でよく登場する、通常は専門家が使わないような、情景を述べるかのよ

うな独特の言いまわしが出てきています】 

 

 

【中間解説文】 

ここまで、ICRP2005(Pub99)、巻頭の招待論説⇒本文の(48)⇒第 1 章から第 6 章全体の

結論の(258)⇒ICRP2005(Pub 99)全体の総括の中(c)と、100mSv 論に関係ありそうな部分

を論理が展開された順に書き出しました。ICRP2005(Pub99)では、上記の順番で、徐々に

変化して 10mGy から 100mSv へと変化していったのが分かります。ICRP2007 年勧告の

(A86)「およそ 100 mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たな

い」のように 100mSv 以下を直接指すような表現は ICRP2005(Pub99)ではまだなされず、

「原爆被爆者の LSS 集団は、放射線がんリスクがほぼ直線的な線量反応をもって 100～

150mGy の線量まで存在する」、「100～150mGy 以上では線量に対して直線比例」と(100～

150mGy 以上にのみフォーカスすることによって)間接的に 100mSv 以下は「そうではない」

こととなり、結果的に 100mSv 論以下における発がん影響は否定されています。以下、

ICRP2005(Pub 99)における段落の抜き書きから、その 2 年後に刊行された ICRP2007 年勧

告の付属書 A へと移ります。ここでは、ICRP2005(Pub 99)への入口として引用が示されて

いた(A179)を入口として始まり ICRP2007 年勧告を遡る形で(A179)⇒(A131)⇒（A86）へ

と逆順にたどります。ただ、逆順にする必要がないほど、この 3 つの段落には ICRP2005 

(Pub99)ほどの順番は目立ちませんので、逆順にしなくても普通の順番で構いません。今ま

では 100mSv に話を限定することで 100mSv 未満の問題は間接的にのみ否定されていまし

たが、(A179)を先にしても、（A86）を先頭にしても、ここからは 100mSv 以下が直接的に

否定されるような表現に変わります。そしてどれも「一般化」された表現が目立ちます。ま

た今までは「100mSv 以上」という表現が、ここからは「100mSv 以下」という表現になり、

注目点が逆転し、100mSv 論に沿ったより直接的な表現になります。なお付言しますと、付

属書 A の(A179)での ICRP2005(Pub 99)以外には、引用文献もデータも示されていません。 

 

 

ICRP2007 (Pub.103) 2007 年勧告段落(A179) 

Publication 99 (ICRP, 2005d)で詳細に論じたように、LNT モデルは、決定的ではないが、

LSS において一括された全固形がんによる死亡及び罹患のリスクは、約 100mGy の低さま

では放射線量と比例し、それ以下ではベースラインリスクの統計的変動及び小さくて制御

不能なバイアスが、いかなる放射線関連リスクに関する証拠をもだんだんと覆い隠すよう
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になる、という意味で、かなりの支持を放射線関連がんリスクの疫学研究から受けている。

この不確実性が、およそ数十 mSv のオーダー又はそれ未満の放射線被ばくに関連して増加

するがんリスクがあるか否かを疫学的証拠のみによって決定するのが一般的に不可能であ

ることの主な理由である。 

【解説：ICRP2005(Pub 99)が引用され、「統計的変動及び小さくて制御不能なバイアス」や

「だんだんと覆い隠す」という常套句が用いられ、LSS だけの話ではなく放射線被ばく全般

の話となります。また、これまでは「～できない（持たない）」や「不可能」という否定型

はあまり出てきませんでしたが、ここからは「疫学的証拠のみによって決定するのが一般的

に不可能」という否定的表現が表面化します。また線量範囲の分析のキーワードである「比

例」が出てきます】 

 

 

ICRP2007 (Pub.103) 2007 年勧告段落(A131) 

既に述べたように、数百 mSv 以下の線量でのがんリスクを疫学研究から直接推定すること

は、主に統計学的検出力の理由で困難である。現在のところ精度の高いリスク推定は不可能

であるが、複数のデータセットの複合解析は統計学的検出力の増加に役立てることができ

る。 

【解説：RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 14)での線量範囲を用いた分析とのと

のつながりを想像させるキーワード、「直線」、「線形」や「比例」が消えます。代わって、

「統計学的検出力」や「力」という統計学用語が登場します。つまり RERF2003(Report 13)

や RERF2012(Report 14)の話からは離れたことが分かります。代わりに「リスクの上昇」と

いうような「がんが増える（増えない）」というイメージしやすい話へと変化しています。

それに伴い、なんらかの根拠がありそうな話から、全く根拠のない話へと移行しているので

すが、その点は RERF2003(Report 13)や RERF2012(Report 14)の解説で話します。そして

理由も示されず、なぜかここでは、前項の「約 100mSv」の放射線量が「数百 mSv 以下 below 

a few hundred mSv」と一気に高い線量の話になりました】 

 

 

ICRP2007 (Pub.103) 2007 年勧告段落(A86) 

放射線の腫瘍形成効果から人を防護するための勧告を策定するに当たり、委員会は非常に

広範な生物学的データと概念を考察する必要がある。それらのうちの多くは現在議論が行

われており、あるものは論争の的となっている。しかしながら，がんリスクの推定に用いる

疫学的方法は，およそ 100mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を

持たないという一般的な合意がある。したがって、ICRP 勧告の作成において生物学的デー
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タの役割が大きくなっており、不確実性及び/又は論争がある場合は、ピアレビューを行っ

たデータに基づき、科学的にバランスの取れた判断に達する必要がある。 

【解説：「直線」、「線形」や 「比例」は消えたままです。しかし、「力（統計的検出力）」に加

えて、「一般的な合意」が加わります。これにより、100mSv 論がまるで国をまたいだ専門家

間で合意が得られた、より根源的な問題であるかのように思わせる記載へと変化しています。

もちろんこの「一般的な合意」など、どこにもありませんので、事実としても学術的にも誤

りです。この「一般的な合意」は、ICRP が国際組織だからでしょうか、日本国内の文書で

は「国際的な合意」と言い換えられて、ますます元々の記載事実とは離れ、「国際的」とす

ると、暗黙の了解という感じの「一般的」よりも、文書でも取り交わされた感じがします】 

 

【最終解説文】 

これが ICRP2005(Pub 99)と ICRP2007 年勧告での、10mGy から始まり 100mSv に至る

道程です。根拠のある 10mGy の話から始まり、矛盾が目立たないような形へと導かれ、そ

して出てきたのが根拠のない 100mSv 論です。一見複雑なプロセスに見えますが、単にゼロ

がいつの間にか一つ加えられ、勝手に一般的に言えそうな科学的事実のようにされただけ

です。 

 

油断しているといつの間にかゼロが加わり、気づかない可能性があります。しかし、注意

して数字を点検していくと、この 10mGy から 100mGy への流れは誰にでも気づくことがで

きます。しかし、通常、読まれるとしても(A86)だけですから、ほとんど気づかれません。

ただ、単なる間違いではなく、練りながら慎重にゼロが付け加えられたことはお分かりいた

だけると思います。日本では広く知られているけれども根拠が全くない 100mSv 論の起源で

ある(A86)ですが、後で根拠を問われても取りあえず応えられるように、徐々にステップを

踏んで作られているように見えます。ICRP2005(Pub 99)と ICRP2007 年勧告の、2 つの出

版物の中の順番通り（ICRP2007 年勧告付属書 A では繋がり部分の(A179)を先頭に一応逆

順に示しています）に単に並べただけですが、ステップが順々に踏まれているのが分かりま

す。ICRP2007 年勧告の著者らは、1970 年代までには広く認められるようになっていた

「10mGy」には満足できない都合が生じ、広く議論を募ることは避けながら、ゼロの数が 1

つ多い「100mGy」にする選択をしたかったのでしょう。 

 

そして、早速、ICRP2005(Pub 99)と ICRP2007 年勧告が続いた直後の 2008 年に出版さ

れた ICRP2008(Pub 105) 『医学における放射線防護』の「3. 放射線防護における生物学

的根拠」の要約(p7)、「3.2 確率的影響（がんと遺伝的影響）」の(19)には、「身体的影響と遺

伝的影響に関する詳細な議論と情報は 2007 年勧告の付属書 A （ICRP，2007a）にあり，低

線量におけるがんのリスクについての委員会の見解は，Publication 99（ICRP，2005c）に
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記述されている。100 mGy 以下の吸収線量に伴って公衆の構成員のがんリスクが増加する

か否かを，疫学的根拠だけで決定することはできそうにない。直線しきい値なしモデルは，

低線量，低線量率における放射線防護の実用的な目的のためには，依然として賢明な根拠で

ある」と、ICRP2005(Pub 99)から ICRP2007 年勧告・付属書 A へと順を追った形で示さ

れ 100mSv 論が定着した経緯も含めた書き方がされています。このような記述がなされてし

まうと、ICRP2005(Pub 99)の中で、最初に提示された 10mSv から根拠も示されずに、

100mSv 論がいきなり出てきたことは、とても想像できなくなりました。 

 

なお、ICRP2005(Pub 99)のタイトルは「Low-dose extrapolation of radiation related cancer 

risk （放射線関連がんリスクの低線量への外挿）」です。従って、この「低線量」の定義次第

で全く違った内容になります。つまり、100mGy 以下であれば 100mSv 論が肯定され、10mGy

以下であれば 100mSv 論が否定されることになるわけですが、次項の 3-2-3 の 2 番目に論

じるように、実は、ICRP2005(Pub 99)の中ではこの「低線量」の定義すらも揺れ動いてい

ますので、定量的線量を定性的に表現する「低線量」や「適度な高線量」などの記載も、元々

の定量的な線量とのつながりが曖昧にされ、状況によっては故意に動かすことすらできるよ

うになります。読まれていない方には信じがたいかもしれませんが、これも、一つの工夫か

もしれません。これらのステップを経て、100mSv 論は約 15 年程度維持されて、放置され、

2011 年以降、社会に少なからぬ混乱や危害を与えたのは事実です。これは倫理委員会の審

議に値する、極めて重要で悪質な捏造・改ざんであると考えます。しかし、ICRP の倫理委

員会では恐らく審議されていないので、この記載がそのまま残っているのでしょう。 

 

3-2-3．ICRP2005 Publication 99 における議論が必要なその他の記載 

必要調査対象人数について 

ICRP2005(Pub 99)の第 2 章 2.4.1 の、段落(44)から(47)では、低線量による発がんリス

クを推定する際に必要な調査対象人数に関して論じられています。2.4.1 の「低線量リスク

を直接推定することの困難性」というタイトルからも分かりますように、ICRP2005(Pub99)

は、低線量被ばくでの発がんリスクを直接推定することがいかに困難かということを言い

募っていきます。「極めて困難」という言い方をしたり、「膨大な対象者数（例えば数百万人）」

という言い方をしたりします。ICRP2005(Pub99)の中の表 2.4 を見ますと、被ばく放射線

量 10mGy で 62 万人、1mGy で 6,180 万人という数字が示されています。まるで「低線量

被ばくでの発がんリスクの上昇を調査研究するなんて大それたことはするな」とでも言い

たいがごとくです。しかし、例えば、ICRP2005(Pub 99)も認める胎児被ばくによる出生後

のがんリスクの上昇についての研究の中で、最初の研究であるスチュアートらの研究では、

研究対象者数は白血病に関しては 424 人で、その他の悪性腫瘍に関しては 427 人です。

ICRP2005(Pub 99)が示す「数百万人」もの膨大な対象者数は必要ではありません。つまり、
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取りあえず誰もが知っていそうな例で考えれば、症例対照研究を使うことによって、全く「困

難」というわけではないことになります。Doll と Wakeford(1997)の中で引用された数多く

の論文、つまり症例対照研究デザインを用いた研究論文をご覧ください。これだけの論文が

出ているのです。全く困難というわけではないでしょう。ただし、症例対照研究に関する現

代疫学理論を認識し、疫学研究デザインの中での症例対照研究の位置づけを知っていた方

が、「決して困難というわけではない」ことを理解し実感するためには有用だと思います。 

 

疫学調査研究を企画し、実行し、論文を執筆して出版にまで持っていくのは困難な作業で

あることは間違いではありません。何人かの研究者が共同作業で行っても 2 年や 3 年かか

るようなことも珍しくありません。しかし研究対象者数が 400 人あまりで行える研究につ

いて、「膨大な対象者数（例えば数百万人）」というなかなかあり得そうにない虚偽の膨大な

数を示すとは、いったいいかなる意図でしょう。広島⾧崎の大規模被爆者データでも 10 万

人弱です(RERF2003(Report 13 ：Preston 2003)では 86,572 人、RERF2012(Report 14 ：Ozasa 

2012)では 86,611 人)。根拠もなくあまりに大きすぎるコホートサイズを要求しているのが、

もし故意にだとしたら、ICRP は研究や放射線被ばく影響に関する医学的判断の妨害をして

いることになります。逆に、必要なコホートサイズのことが分からずに適当にそのような提

言をしているのだとしたら、放射線被ばくによる人体影響を論じる資格はありません。

ICRP2005(Pub 99)の委員の先生方は、有害物質による人体影響の専門家がこの Publication 

99 巻に目を通すことを想定しておられなかったのでしょうか。あまりにも極端な間違いで

す。なお、IT 関連技術が発達した現代では、ビッグ・データも自動的に蓄積されることが可

能になり、Mathews らの論文(2013)のように、被ばく者約 68 万人で非被ばく者も含めると

1,100 万人を対象とした研究も実現しています。CT スキャンなど、数 mSv や十数 mSv レベ

ルの医療被ばくの研究が、様々な国で進んでいることからすると、ICRP が困難とする研究

も、いくつも実現され結果を見ることができるようになると思います。 

 

 さらに、この段落(44)から(47)においては、調査研究方法論の話が説明されているのにも

かかわらず、そこでは、Land ら(1980)の応用研究を除いて他に何も引用がありません。従

って、「低線量域に限定された被ばく集団の調査から関連する過剰がんリスクを推定するこ

とは極めて困難である」というのは、この意見書のここまでの記述からでも言えるように、

明らかに間違いですし、実際に推定されています(例えば、上記 Mathews ら(2013)も含め

末尾の付録 4-1 の論文リストの中の Kendall ら(2013)や Spycher (2015)なども含め多数)。

しかし、そのような大規模なビッグ・データを用いても良いですが、単に 1950 年代のスチ

ュアートらによる小児がんの研究のように、症例対照研究デザインを使っても良いのです。

しかし、ICRP2005 (Pub 99)は調査研究方法論の話をしているのに、理論や方法論に関する

引用が、この部分には見当たりません。これは、抜け落ちていたというのではなく、明らか

な間違いと言うべきでしょう。これでは ICRP2005(Pub 99)の著者の先生方に、人への影響
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に関する調査研究理論や方法論に関する知識がどの程度のものなのかについて疑問が生じ

ます。 

 

Land CE, Boice Jr JD, Shore RE, Norman JE, Tokunaga M: Breast cancer risk from low-dose 

exposures to ionizing radiation: results of parallel analysis of three exposed populations of 

women. J Natl Cancer Instit 1980 Aug;65(2):353-376. 

 

Kendall GM, Little MP, Wakeford R, Bunch KJ, Miles JCH, Vincent TJ, Meara JR and Murphy 

MFG: A record-based case-control study of natural background radiation and the incidence 

of childhood leukaemia and other cancers in Great Britain during 1980-2006. Leukemia 2013; 

27: 3-9. 

 

Mathews JD, Forsythe AV, Brady Z, Butler MW, Goergen SK, Byrnes GB, Giles GG, Wallace 

AB, Anderson PR, Guiver TA, McGale P, Cain TM, Dowty JG, Bickerstaffe AC, Darby SC:  

Cancer risk in 680,000 people exposed to computed tomography scans in childhood or 

adolescence: data linkage study of 11 million Australians. BMJ 2013; 346: f2360. doi: 

10.1136/bmj.f2360. 

 

Spycher BD, Lupatsch JE, Zwahlen M, Röösli M, Niggli F, Grotzer MA, Rischewski J, Egger 

M, Kuehni CE; Swiss Pediatric Oncology Group; Swiss National Cohort Study Group: 

Background ionizing radiation and the risk of childhood cancer: A census-based nationwide 

cohort study. Environ Health Perspect. 2015 Jun;123(6):622-628. doi: 10.1289/ehp.1408548. 

 

「低線量」などの線量の定義について 

 ICRP2005(Pub 99)のタイトルは、「放射線関連がんリスクの低線量への外挿 Low-dose 

Extrapolation of Radiation-related Cancer Risk」ですが、この中には、低線量をはじめ様々

なレベルの放射線線量に関して、少なくとも 2 種類の定義（区分）が出てきます。 

 

まず、ICRP2005(Pub 99)の第 1 章(訳文 1 ページ)の 「緒論」の(1)での区分は、実効線量

1Sv 程度を「適度に高い moderately high」、100 mSv 程度を「適度 moderate」、10 mSv 程度

を「低い low」、1 mSv 程度を「大変低い very low」、0.1 mSv 程度を「極めて低い extremely 

low」と区分しています。 

 

一方、同一の書籍である ICRP2005(Pub 99)の第 2 章 2.4.4.(訳文 26 ページ)の「低線量・

低線量率への外挿」段落(62)では、「高め moderately high（～1Gy）、中程度 moderate（～



 444 / 591 

 

100mGy）、ある程度低め to some extent, low （～10mGy）、非常に低い very low （～1mGy）、

極めて低い extremely low （～0.1mGy）」と区分されています。実効線量 mSv と吸収線量 mGy

とは、特に注釈がない限り同じように用いられることが多いので、この ICRP2005(Pub 99)

が引用される際に、一桁に近いずれを、同じ量の被ばくであるかのように論じてしまう可能

性が出てきます。ここでは moderately や moderate の訳が、第 1 章の「適度に」、「適度」と

第 2 章での「高め」、「中程度」とでは異なっていて、このずれをさらに区別・強調している

ように見えます。 

 

上記のように 2 種類の区分があると、例えば 50mSv～100mSv 程度の被ばく線量レベル

について、第 1 章の緒論部の定義を取れば「適度 moderate」とも「低い low」とも、2 章

(62)の定義を取れば「低い low」のどちらでも表現できてしまいます（「～」が「以上」を示

すのか「以下」を示すのかによっても変わってきます）。例えば、80mSv 程度の被ばくは、

私たちが問題にしている 100mSv 論の議論の際には明らかに「低線量 low」ですが、第 1 章

の区分では「適度 moderate」で、第 2 章の区分では中程度 moderate ではなく「低め low」

となります。一方、15mGy の被ばくは、100mSv 論の議論の際には明らかに「低線量 low」

であり、また第 1 章の区分でも第 2 章の区分でも「低い low」となります。被ばく量を、実

際の数字で言うことができるのは、その数字に関する、いわば「相場観」ができている人に

限られます。そのような相場観がある人は、専門家あるいは、そこまで行かなくても「専門

知識がある人」とか「専門職」、「技術者・技官」と呼ばれます。 

 

従って、そのような相場観を持っていない人、あるいは相場観を持っている人でさえも相

場観を持たない人との会話では、「年間○○mSv程度の被ばく量です」と数字を使いません。

「低線量の被ばくです」となります。特に、政策決定者には、数字の相場観が通じない人も

少なくありません。そのような時に、「低線量とは？」、「中等度とは？」「適度な被ばくと

は？」と尋ねられたら、上記の曖昧さは政策決定の支障になるでしょう。単純に 10mGy か

ら 100mGy へとゼロを 1 個加えるだけでなく、第 1 章と第 2 章の 2 つの線量区分を使い分

けることによっても、ICRP2005(Pub 99)の冒頭の 10mGy と第 7 章結論(258)での 100～

150mGy を若干下回る被ばく線量とを、同じ表現で用いることも可能になります。さらに線

量が「1 時間毎の被ばく線量(多くの単位はμSv/時)」、「1 年間の被ばく線量(多くの単位は

mSv/年)」、「特定しない期間の被ばく線量(単位があっても「毎の」という情報が抜けてい

る)」という線量率と呼ばれるところが曖昧にされている場合もあります。この曖昧さもま

た、しばしば混乱を引き起こしていたのを私は見てきました。このような理由から、放射線

被ばくによる発がん影響の議論に関しては、踏み込んだ正確な意見の交換が不可能な場合

も多く、全ての議論が曖昧な方向に流されていくのを見てきました。ところが、放射線被ば

くによる発がんの問題は、数多くある環境汚染による人体影響の問題の中で良く分かってい

る部分が多いのです。良く分かっている問題ほど、曖昧になるという皮肉な結果になってい



 445 / 591 

 

ます。 

 

通常の研究論文や報告書では、このような定義のずれは見ることはほとんどありません。

そもそも骨格となる定義は、科学論文や教科書的は書籍では、間違いがないようにむしろコ

ピーしておくべきで、わざわざ書き替えるような手間をかけるメリットはありません。また、

このような定義の揺らぎがあると、文章全体が曖昧化され、科学的な議論が阻害されます。

これまで紹介した ICRP の文書には、一見、厳密そうに見えて、実は曖昧な部分が目立って

いると言わざるを得ません。 

 

LSS データにおける 100mSv 以下の被ばくによるがんの多発について 

 Doll と Wakeford の総説論文は、胎児被ばくによる出生後の小児がんによる死亡などの話

題の中でこの胎児被ばくによる小児がんの例では 10mGy オーダーの話です。100mSv 論と

は両立できません。しかし、本意見書の 3-2-2 の「ICRP2005(Pub 99)での 10mGy から

100mSv 論へ」という項の中で示した「ICRP2005(Pub 99)第 7 章結論(258)」においては、

LSS データに限定すれば 100mSv 論が成り立つかのように書かれていました。しかし、その

次の「ICRP2005(Pub 99)の総括 EXECUTIVE SUMMARY (c)」では、100mSv 論はもう LSS

データに限定されたものではなく、一般的な被ばく事例の話へと拡大されています。 

 

 では、当然の事実であるかのように語られてきた「LSS データでは 100mSv 論が成り立つ

（あるいは成り立たない）」のかという話を吟味しましょう。図 5(元の文献では図 2.3)は、

ICRP2005(Pub 99)の第 2 章の 2.4「低線量・低線量率におけるリスク推定」の原爆被爆生

存者研究、段落(55)から(60)あたりに示された図です（日本語版では 23 ページで、原典は

RERF 2000 (RR154:  Pierce 2000)です。横軸は Gy が単位（mGy の 1,000 倍）の線量が、

0.0Gy から 0.5Gy まで刻まれた軸です。縦軸は相対リスク（がんの多発が通常に比べた時の

〇〇倍という倍率を示す）が示されています。なお、ERR という略記号として登場してくる

過剰相対リスクは、この相対リスクから 1(倍)を引き算することによって求めることが可能

になります。念のために書いておきますと、過剰相対リスク＝相対リスク(倍)－１(倍)です。

なお、図 5(図 2.3)の上の方の少し左寄りに示された図は、同じデータ分析結果が 0.0Gy か

ら 2.0Gy までの大きな範囲について示されたものです。 

 

Pierce DA and Preston DL: Radiation-related cancer risks at low doses among atomic bomb 

survivors. RERF2000 (Radiat Res 154): 178‒186.  
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図 5．低線量における推定相対リスク ：追跡期間は 1958 年～1994 年で、線量以外は同様

に被ばく者と比べた場合の追跡期間平均線量別がん発生率。被爆時年齢は 30 歳の場合で、

性は平均化してある。2 本の点線は滑らかな曲線の 1 倍標準誤差限界を示す。直線は 0～

2Gy に対する推定線形線量反応関係である（挿入図参照）。y 軸の 1 のベースラインは爆

心地から 3,000m 以内で被ばくした、線量 0 の生存者の場合。水平の点線は、爆心地から

3,000m 以遠で被ばくした生存者を含めた場合のベースラインを示す。（出典：Pierce DA 

and Preston DL: Radiation-related cancer risks at low doses among atomic bomb survivors. 

Radiat Res 2000; 154: 178‒186.の FIG 1：ICRP 2005 (Pub. 99)の図 2.3 を転記)右下の大

きい方のグラフは、LSS コホートにおける 0.5Sv(500mSv)以下の被ばくでの、被ばく線

量とがん発生相対リスクとの関係．左上の小さなグラフは 2.0Sv 以下の被ばくでの線量

とがん発生相対リスクとの関係．黒い直線が LNT 直線で、ゆがんで右上がりの黒い実線

が、各線量範囲で測定された相対リスクを移動平均線でつないだ、よりデータに忠実な

線量と相対リスクの関係を示す曲線（曲線の両側にある点線の曲線は、±標準誤差を示

している） 【意見書注】標準誤差とは、本当の相対リスクを知るために得られるデータを

分析することで、この相対リスクの推定値を得ます。これがグラフ上では、線量の上昇に

応じて揺れながら相対リスクが右肩上がりに上昇する灰色の曲線として描かれています。

しかし、得られる相対リスクには、様々な理由が含まれたデータの揺れが生じているは

ずです。この揺らぎを分かりやすく表現するために、データから得られた標準誤差が書き

込まれます。このプラスマイナスの標準誤差 1 つ分(計 2 つ分)によって示される確率は、

正規分布を仮定した時、約 0.68(68%)です。 
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 本意見書で問題となっている 100mSv 論のことを検証できるのは、0.0Gy と 0.1Gy との

間の相対リスクの上昇の部分です。右肩上がりの黒い実線が LNT の回帰直線，右肩上がり

の灰色の曲線が移動平均曲線回帰線で、破線が上下標準誤差の範囲を示しています． 局所

のデ ータ を反 映 する 移動 曲線 は全 体の デー タを 反映 す る LNT 直 線よ り上 回り 、

0.1Gy(100mSv)以下でも相対リスクの上昇が示されています。これは LSS データの 100mSv

以下の放射線被ばくの対象者においては、100mSv 論が反証されていることを明瞭に示して

います。従って、本意見書で述べたこれまでの多くの論文での情報と同様に、100mSv 論が

LSS データにおいても間違っていることが、すでに 2000 年の段階で示されていたことが分

かります。 

 

なお、ここでの LSS データでの 100mSv 以下の放射線被ばくとがんの過剰発生の話題と

100mSv 論の話とは、この次の第 4 章で説明する RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 

14)の解説へと繋がりますので、付録 1 の年表の前後関係と共にご記憶ください。 

 

これまで述べてきた ICRP2005(Pub 99)の特徴を整理しますと、ICRP2005(Pub 99)はそ

の内部においてさえ内容の一貫性を欠き、場合に応じて、ほしいままに使い分けができるよ

うに作られています。すなわち、「低線量」の定義が少なくとも 2 種類あげられ、しかも全

体として 10mGy が 100mSv へと変えられていきましたので、この間の被ばく線量であれば

状況に応じて自由に使い分けができてしまいます。 

 

本意見書で、次の第 4 章で紹介するのは、100mSv 論の萌芽とも言えるものですが、この

RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 14)においては、分析で使用するデータの範囲

が線量を狭く限定された上で回帰直線が引かれています。そして ICRP2005(Pub 99)では、

読者の皆さんの想像とは別の、回帰直線の傾きに統計学的有意差があるのか否かが、

100mSv 論が正しいのか否かの基準になっています。さらに、この統計的有意差の有無が判

断の基準に用いられることは、近年のアメリカ統計学会 ASA の警告を始め、医学雑誌の編

集者らにより学問的にも⾧らく警告されてきた誤りです。このような 100mSv 論の出所が読

者には分からないように、ICRP2005(Pub 99)では引用がなされている点は重要です。上記

の出所へと直接辿っていくのが、周辺状況から想像する以外には、不可能になっているので

す。しかし 100mSv 論は、この辿れなくなった先の部分に基づいているようです。詳しくは

次章の第 4 章をご覧ください。 

 

3-3 節．100mSv 論と LNT の関係 

3-3-1．100mSv 論で LNT はどうなるのか 

100mSv 論を証明する、あるいは 100mSv 論を反証する、と言いますと、いかにも専門的

な話題と思われる方もいるかもしれません。しかし、x 軸と y 軸の図を用いた幾何学的考察
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を用いると、誰しもが認める LNT モデルと 100mSv 論とは、実は全く矛盾することが、義

務教育レベルの知識で簡単に分かります。図 6 のような、横軸の x 軸が被ばく線量(mSv)で、

縦軸の y 軸がどのくらいがんが多発したのかを示す相対リスク(RR)を想定してください。

この図は、特別で、通常の座標軸とは異なり、x 軸が 2 本引いてあります。この 2 本のうち

の上の方の x 軸が、がんの相対リスクが 1 倍の時が、放射線被ばくによるがんの増加がない

という、いわば「本来の原点ゼロ」です。 

 

詳しく説明しますと、相対リスクが 0 倍の時の x 軸が下の方の横線、すなわち x 軸です。

一方、その上の方に、相対リスクが 1 倍の時の x 軸が、やはり横線で示されています。相対

リスクが 1 倍の時が、放射線被ばくによるがんの増加がない、すなわちゼロということに

なりますので、こちらの上の方が、本来のゼロであり、原点というにふさわしいゼロを示し

ています。本来のゼロには、小さく「原点」と書いて、下の方の x 軸の「原点 0」とは区別

してあります。 

 

この上の方の x 軸が、本当の原点を示す「本来の x 軸」ということになります。LNT(Linear-

no-Threshold)直線も、「no-Threshold」（しきい値なし）と称する以上、この本来の原点の方

を LNT は通ります。その LNT 直線を図 6 に示しているのが、座標軸上の右肩上がりの黒

い直線です。原点は、「0」で示した本来の原点ではなく、縦軸が ERR を示していますので、

「1 倍」と記したところが原点です。ご注意ください。 
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図 6 被ばく線量(x 軸)とがん相対リスク(y 軸)からなる x-y 座標軸での LNT と 100mSv 論 

図 6 は、LNT （右肩上がりの黒の実線）と 100mSv 論（赤の実線）を、x 軸の被ばく線量と y 軸の

相対リスクからなる x-y 座標軸の上に描いたものです。本来の原点を示す「0」は、従って、「原点」

と記した x 軸と y 軸の交点ではなく、その下に描かれています。なお、この直線は、本意見書でしば

しば出てくる 95%信頼区間などの区間推定値と点推定値のうちの、点推定値を連続して描いて直線に

していると考えてください。 

 

さて、図 6 に、100mSv 論を書き加えますと、右肩上がりの赤い実線になります。100mSv

以上では線量に応じてがんの多発がありますので、LNT 直線と重なります。しかし、100m

以下の放射線被ばくでは、「被ばくによるがんの多発はない」という言い方ですので、赤い

実線は 100mSv あたりで下の方に折れ曲がり、x 軸までのどこかで左に曲がり、そして x 軸

と平行になり、原点つまりがんの相対リスク 1 倍を示す y 軸の方へ向かいます。ここで、

LNT(黒い実線)と 100mSv 論(赤い実線)とは決して重ならないことが分かります。直線と三

角形とは違うところを必ず通りますので、全部が重なるようなことは決してなく、直線のど

こかで三角形は直線とは離れていきます。 

 

従って、LNT と 100mSv 論を両立させたい量研(放医研)などの思惑は成り立たないので

す。この思惑と実際のグラフ上の図は全く矛盾することが分かります。図 6 の x-y 座標軸平

面で見るように、LNT の黒実線の直線と、100mSv 論の赤実線および LNT とで囲まれた直

原点 
100mSv 

0 

1 倍 

がん相対リスク 

y 軸：ERR 

=RR－1(倍) 

被ばく線量 

x 軸：(mSv) 
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角三角形とは、明らかに異なります。決して一緒にはならないのです。これは義務教育で習

う算数・数学・幾何学のもっとも初歩的な知識です。 

 

(100mSv 論は、被ばくによるがんの多発が「ない」わけではなく「わからない」という意

味のはずなので)「こんな直角が入るような三角形で 100mSv 論を描くのではなく、もっと

柔らかく 100mSv 論を描いてくれ」と言われて、図 6 に示したような赤
．

い
．

点線
．．

のように緩

やかにしきい値へと移行していく 100mSv 論を描いても、やはり、直線の LNT と赤線とは

決して一緒にはなりません。また、線量・線量率効果係数 DDREF と呼ばれる動物実験から

得られたとされる係数を用いて LNT を 5 割引き(ICRP の考え方)にしたとしても、決して

一緒にはなりません。一緒になるとすればそれはどちらも LNT という直線になるだけです。

そして、そのような直線は図 6 の 100mSv 論の赤い実線とは異なります。しかし、100mSv

論を唱える人たちは、同時に LNT モデルを唱えていて、何の矛盾も感じないようです。つ

まり図 6 に示すように、そして何度も強調しますように、100mSv 論と LNT とは両立しな

い(違う)はずなのに、両方が日本では採用されているのです。そして日本政府も同じように

主張して、100mSv 論は義務教育の副読本にまで書かれているのです。その副読本は、小学

生・中学生・高校生に配られます。 

 

中学生までの幾何学の知識があれば、LNT モデルに基づき、100mSv 論を唱えることは

完全に矛盾しているのが分かります。量研の先生方も、恐らく、あまり突き詰めては考えて

おられないのでしょう。現在の日本の 「放射線の専門家」とされる先生方は、両者、つまり

三角形(100mSv 論)と直線(LNT)とは一致するはずがないのに、まるで一致するかの如く、

同じ人が両方を主張しておられます。そして一部の先生方は、LNT の方を積極的に肯定的

に述べながら、100mSv 論を前提にしている日本の政策に関しては沈黙しておられます。も

し 100mSv 論と LNT の違いを認識しているのに、現在の政策を黙認されているのであれば、

ここでも、定義を曖昧にし、相反する主張が可能かのように述べておられることになります。

そしてこれらの相反する主張が、約 10 年前から日本では実際に可能になっているのです。 

 

意見書でも繰り返してきましたが、黒の実線の LNT はフランスを除き全世界で主張され

ています。日本でもその例外ではなく LNT が、量研(放医研)などにより主張されています。

そして一方で、赤の実線の 100mSv 論を主張しながら、日本政府の政策の基本となっている

低線量ワーキンググループの報告書も「放射線防護や放射線管理の立場からは、低線量被ば

くであっても、被ばく線量に対して直線的にリスクが増加するという考え方(LNT モデル)

を採用する」(8 ページ)と、量研と同様に主張しています。これではしっかりと副読本を読

んだ小学生・中学生・高校生ほど、副読本の記載で混乱するでしょう。 

 

100mSv 論の不自然さは、図 6 のような図に描いてみて、落ち着いて考えれば誰にでも分
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かります。そもそも 100mSv より高い被ばくレベルでは、LNT と呼ばれる右肩上がりの直

線に沿って被ばくによる発がんが増えていくのです。しかし、100mSv より下回れば、急に

被ばくによる発がんがなくなるというのは、不自然でしょう。ましてや、フランスを除き、

ICRP を含む世界中の機関や研究者は、LNT モデル（直線しきい値なしモデル）が正しいも

しくは妥当と考えて採用しているのです。しきい値を主張するフランスも、100mSv という

高いレベルでしきい値を考えているわけではありません。そのことも踏まえて、100mSv 論

を X-Y 軸上で見れば、絶対に論理的に相いれないことは、多くの人たちが疑問を感じるで

しょう。だから、多くの国民の納得が得られなかったのです。そして原審判決は、納得でも

されたのでしょうか、この 100mSv 論と LNT 直線との区別ができなかったのです。 

 

3-3-2．100mSv 論・維持目的の 1 つチェルノブイリ事故でのがん死者数 

 それでは、LNT を主張しているはずの ICRP が、ここまでして 100mSv 論を維持する目

的は何でしょうか？世界保健機関 WHO の元研究者だった先生は、「100mSv 論を維持する

と原子力発電所の運転資金が大幅に安くなるらしい」と言われていました。確かに理屈上は、

100mSv 論に従えば 100mSv までの放射線被ばくに対する防護はしなくても済みますので、

そのコストは安くなるでしょう。しかし私には原子力発電所のコスト計算に関しての詳細

は論じかねますので、別の維持目的を考えてみます。 

 

その目的の一部を知ることができる不自然な部分があります。それは、通常はまったく差

しさわりのないことで、学会誌にさえ堂々と掲載できる、十分に研究として成り立ち、社会

的にむしろ容認される行為を、ICRP と UNSCEAR が、特別に「容認できない」と強調して

いる事柄から想像できます。その部分を紹介する前に、その ICRP や UNSCEAR が「容認

できない」とする分析の具体例の一部を以下に紹介します。国際学会の発表や国際的に有名

な医学雑誌にも掲載されている立派な研究内容です。 

 

2011 年 9 月、国際環境疫学会 ISEE の年次総会がスペイン・バルセロナで開かれていま

した。この年は、福島第一原子力発電所の事故が起きた年で、かつ、チェルノブイリの原発

事故からは 25 年目、つまり四半世紀目の年です。バルセロナでの国際環境疫学会では、こ

の 25 周年という記念すべき年ということで、シンポジウムが開かれました。ヨーロッパの

関係各国の研究者たちがチェルノブイリ原発事故による人体影響について発表し議論をし

ていました。そこで、バルセロナの環境疫学センターCREAL のエリザベス・カルディス教

授から、チェルノブイリ原発事故により、ヨーロッパでどれくらいがん死亡が増えるのかを

予測した発表が行われていました。その表が後掲の表 2 です。カルディス教授が 2006 年と

1996 年に発表した論文に、主に基づいた発表です。この表 2 では、チェルノブイリ原発事

故で被ばくした人々が 4 種類（5 つの行）に分類されています。まず一番上の行に、「事故

収拾作業者、避難者および厳格な管理ゾーンの住民」（最も高い放射線被ばくを受けた人々）、
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次の行に、先ほどの「事故収拾作業者、避難者、厳密な管理ゾーンの住民」に加え「セシウ

ム 137 の沈着濃度が 37kBq/m2 より高い地域として定義づけられた汚染地域に住む人々」、

そして 3 番目の行に、「アンドラ、サンマリノ、トルコ、ロシア連邦のほとんどを除くヨー

ロッパ全体」、4 行目と最後の行に、世界におけるチェルノブイリ原発事故による被ばくに

よってがんで死亡する人々の予測数が示されています。 

 

この表 2 の第 3 列目の平均累積線量を見てください。原発事故収拾作業者や避難者でさ

え 66mSv ですので、それ以外のヨーロッパの人々は、いずれも、100mSv をはるかに下回

る平均累積線量です。それにもかかわらず、事故によるがん死亡増加の予測数は、数千人か

ら 20 万人に及んでいるのが分かります。100mSv 論を信じている人達には、全く想像外の

表でしょう。 

 

この表 2 の一番上の行、平均累積線量 66mSv だった原発事故収拾作業者や避難者では、

チェルノブイリ原発事故によるがん死亡増加数は、4,000 症例と予測されています。対象人

口は 60 万人の中で、約 4,000 例とがん死亡症例数が予測されています。ここで、推定人口

寄与分画というのは、「もしチェルノブイリ原発事故がなければ、その対象人口で生じたが

ん死亡のうち、何%ががんにならなかっただろうか」という推定値です。つまり、その対象

人口で生じたがん死亡数のうち、チェルノブイリ原発事故により生じたがん死亡数の割合

(%)が示されています。 

 

表 2 の 2 行目は、上記の対象者に加えて「汚染地域」（137Cs 沈着濃度が 37kBq/m2 以上

の地域）に住む人々を加えた数値です。平均累積線量は 14mSv に下がりますが、がん死亡

症例数は約 9,000 例になります。ただしこの時の対象被ばく者数は、全体で最大 600 万人で

す。チェルノブイリ原発を頂点とした汚染レベルが、原発から遠ざかれば遠ざかるほど低く

なる一方、その汚染範囲の面積や住民数は増加するのが分かります（Jose 1988）。従って、

この拡がりを追求し続ければ、チェルノブイリ原発事故により世界で増加したがん死亡数も

予測できることになります。続く 3 行目は、対象被ばく者数をヨーロッパ全体の 5 億 7 千

万人に膨らませた時の予測数を示しています。16,000 例（推定範囲としては 6,700 例～

38,000 例）へとさらに増えています。チェルノブイリ原発事故から放出された放射性物質が

ヨーロッパ全体に薄く広く広がったという話は有名です。そして、それを世界全体に広げた

推計が、4 行目と 5 行目です。2 つあるのは推計した文献が 2 つあるということです。チェ

ルノブイリ原発事故の時には、世界中で微量の放射性物質の増加が報じられていました。 

 

被ばくした人口全体の人数と被ばくにより増加したがん死者数とを示しても、がん死者全

体のうち、誰が被ばくによりがん死亡したのかは分かりません。個々人で考えると、被ばく

してがんで死亡した人と、被ばくによってがんで死亡した人との区別が気になってきますの
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で整理が必要です。個別因果関係の推認は、当該曝露があり当該疾病を発症した患者個人の

状況を、交絡要因候補も含めて他の要因の曝露状況を確認した上で、当該曝露があり当該疾

病発生があった患者個人に当てはめるように系統的にデータを分析して得られた確率に変

換した原因確率を、個別状況を考慮した上で、上記個人に適用します。因果関係は、今日の

科学では、確率で表現されますので、科学的根拠に基づく因果推論において原因確率は重要

です。それぞれの地域での全部のがん死者のうち、原子力発電所事故によるがん死亡者数は、

その一部です。しかし、原子力発電所の事故のように、広い範囲（ヨーロッパ全体のような）

に放射性物質が拡散すると、これだけのがん死者が被ばくによって増加してしまうことが示

されています。がんの死者数(死亡率)が増加してきているのが、はっきりと分かることもあ

ります。これは元々の被ばくがない時のがん死亡率に比べて、被ばくによるがんの死者数の

増加が比較的大きいために、目立っているわけです。その典型例かつ極端な例が、被ばくに

よる小児甲状腺がんの症例数や発生率の増加になります(こちらは死者数というよりは発生

数ですが)。 

 

表 2 から、平均累積被ばく線量が、いずれのグループにおいても 100mSv を遥かに下回っ

ていることからも分かりますように、100ｍSv 論には、1986 年 4 月末のある一日で起きた

事故により生じた、この数千人、数万人、数十万人の過剰ながん死亡を、ほとんど全て隠し

てしまう効果があります。ベトナム戦争 10 年間でアメリカ軍では 6 万人弱の戦死者が出て

いますので、これに匹敵するような数です。しかし次の項 3-3-3 で示すように、日本の原子

力安全委員会事務局は、ICRP や UNSCEAR による見解を引用する形で、カルディス教授

らのような予測を行うのは適切ではないとしています。 
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表 2．チェルノブイリ事故からのがん死亡予測（甲状腺がん発生は含んでいない）（カルデ

ィス Cardis 2011 年 9 月：スペイン・バルセロナでの国際環境疫学会総会での発表） 

        

対象者 対 象 者 の 人

口サイズ 

平 均 累 積 線

量(mSv) 

が ん 死 亡 の

予測数 

推 定 人 口 寄

与分画 

参考文献 

事 故 収 拾 作

業者 

避難者 

厳 密 な 管 理

ゾ ー ン の 住

民 

600,000 人 66 mSv 4,000 例 3.5% Cardis et al, 

1996; 

cited in UN 

Chernobyl 

Forum 2006 

事 故 収 拾 作

業者 

避難者 

厳 密 な 管 理

ゾ ー ン の 住

民 

+プラス 

「汚染地域」

*に住む人々 

～ 6,000,000

人 

14 mSv 9,000 例 0.9% Cardis et al, 

1996; 

cited in UN 

Chernobyl 

Forum 2006 

ヨ ー ロ ッ パ

** 

～

570,000,000 

0.5 mSv 16,000 例 

(6,700 －

38,000) 

0.01% Cardis et al 

2006- 

世界   30,000 －

60,000 例 

 TORCH 

report 2006 

世界   200,000 例  Greenpeace 

2006 

*137Cs 沈着濃度>37kBq/m2 

**アンドラ、サンマリノ、トルコ、ロシア連邦のほとんどを除く 

 

チェルノブイリ原発事故や福島第一原子力発電所事故のような、大きく広がる原発事故の

ような状況でしか想像はできませんが、個人レベルにおいては小さながん死亡確率の上昇

でも、被ばく者全体では大きながん死者数の増加となることを、表 2 は示しています。

100mSv 論は、このような小さながん死亡確率の上昇を、まるで存在しないかのように見え

なくしてしまいますそして個人レベルでは、そのような無に帰する操作は誰にも気づかれま

せん。しかし、被ばく人口全体の調査を行ったり、がん統計を分析したり、あるいは LNT
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モデルを使って予測したりすると、見えてきます。表 2 のように、被ばく量が低くなればな

るほど、対象被ばく者の数が多くなり、被ばくによるがん死者数も増加しますが、それぞれ

個々人の発がん確率の増加は小さくなることが分かります。このような事態はすでにチェル

ノブイリ原発事故があった 1986 年のすぐ後にアメリカの法律事務所の弁護士により論文に

され、予測されていました(Jose 1988)。しかし日本では原子力発電所の事故は絶対に起こら

ないことになっていましたので、日本の法曹や法学者、日弁連も、このような事態を法的に

解決する方法は準備できていなかったはずです。そして 100mSv 論によって、事故が起こっ

たとしても、このような事態が起こらないことにされてしまいます。 

 

JoseDE: The probability of causation approach. Health Phys l988; 55: 371－373. 

 

3-3-3．低線量被ばくによるがん死者数予測に関する UNSCEAR と ICRP の見解 

カルディス教授の作成した表 2 のように、原子力事故による低線量被ばくのリスクから

の発がん影響としてがんやがん死の増加人数を計算していることを紹介しました。しかし平

成 23(2011)年 9 月 8 日付で、日本の原子力安全委員会事務局は、次のような UNSCEAR

と ICRP の見解を紹介し、カルディス教授らのような予測を行うのは適切ではないとしてい

ます。 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nsc/info/bassi

_0908.pdf 

 

まず、UNSCEAR（原子放射線による影響に関する国連科学委員会）2008 Report Vol.2, 

Annex D. “Health effects due to radiation from the Chernobyl accident”の 98 項において、

「委員会は、チェルノブイリ事故によって低線量の放射線を被ばくした集団における影響の

絶対数を予測するためにモデルを用いることは、その予測に容認できない不確かさを含む

ので、行わないと決定した。強調されねばならないことは、このアプローチは、慎重なアプ

ローチが習慣的にかつ意識して適用されてきている放射線防護の目的 LNT モデルを適用す

ることとは何ら反しない。」〔原子力安全委員会事務局仮訳〕と、UNSCEAR の考え方が紹

介されています。 

 

次に、ICRP （国際放射線防護委員会）に関しては、ICRP2007 年勧告（訳文は日本アイソ

トープ協会の邦訳版に基づく）の、総括(k)において「集団実効線量は，最適化のための，

つまり主に職業被ばくとの関連での，放射線技術と防護手法との比較のための１つの手段

である。集団実効線量は疫学的リスク評価の手段として意図されておらず，これをリスク予

測に使用することは不適切である。⾧期間にわたる非常に低い個人線量を加算することも

不適切であり，特に，ごく微量の個人線量からなる集団実効線量に基づいてがん死亡数を計

算することは避けるべきである。」と、集団実効線量に関する ICRP2007 年勧告の考え方が
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紹介されています。 

 

また、ICRP2007 年勧告は、 

「第 3 章 放射線防護の生物学的側面」の「3.2 確率的影響の誘発」において、 

 

(65)したがって，委員会が勧告する実用的な放射線防護体系は，約 100mSV を下回る線量において

は，ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生

じるであろうという仮定に引き続き根拠を置くこととする。（以下略） 

(66)しかし，委員会は，LNT モデルが実用的なその放射防護体系において引き続き科学的にも説

得力がある要素である一方，このモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学的／疫学的

知見がすぐには得られそうにないということを強調しておく。低線量における健康影響が不確実であ

ることから，委員会は，公衆の健康を計画する目的には，非常に⾧期間にわたり多数の人々が受けた

ごく小さい線量に関連するかもしれないがん又は遺伝性疾患について仮想的な症例数を計算するこ

とは適切ではないと判断する。 

 

と、LNT モデルを 100mSv 以下の被ばくで用いることを支持しながら、LNT モデルの根拠

となっている仮説を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐには得られそうにないこと

を強調し、それゆえにカルディス教授らが行ったがんなどの予測症例数(Cardis 2006)を計

算することを適切ではないと主張しています。また「公衆の健康を計画する目的には，非常

に⾧期間にわたり多数の人々が受けたごく小さい線量に関連するかもしれないがん又は遺

伝性疾患について仮想的な症例数を計算することは適切ではない」という相矛盾する主張

とそれに基づく判断を ICRP2007 年勧告が示していることを紹介しています。 

 

この ICRP2007 年勧告の主張は、繰り返され、念が入っています。「容認できない」、「適

切ではない」、「避けるべきである」という言葉で不確実という理由からカルディス教授らの

ような研究は、UNSCEAR や ICRP の文書により禁じられているのです。UNSCEAR や ICRP

は、低線量あるいはそれ以下の線量被ばくによって発がんが生じていること、そしてそのレ

ベルの被ばくによって、どれだけ多数のがんが発生したりがんによる死亡が発生したりして

いることを示す予測の存在を、単に隠したいのだと言われても仕方ないでしょう。なぜなら、

UNSCEAR や ICRP が強調する「不確かさ」や「不確実」は理由にはならないからです。そ

もそも自然科学での研究結果はかならず「不確実」です。だからこそそれを扱う近代統計学

が「科学の文法」として必要不可欠になるのです。 

 

そもそも「最適化のための 1 つの手段」である集団実効線量が、がん死亡数予測に使われ

るのは、元々意図された目的そのものとすら言えます。元々、近代科学理論は、目的そのも

のを超えて論理的演繹によって成り立っているのですから（例えば、力学は物体の地上での



 457 / 591 

 

動きの理論を天体の動きに使う）、このような UNSCEAR や ICRP の言い分を押し付けられ

ては、近代科学の否定にすらなりかねません。UNSCEAR や ICRP により繰り返される放

射線被ばくによるがん死亡数の予測の否定は、その主張に関して何らかの目的があること

に関しては伝わってきますが、その的外れな理由に納得できる人はいないでしょう。 

 

ICRP2007 年勧告での 100mSv 論に関係する内容に関しては、本意見書において延々と紹

介してきました。そして、ICRP2007 年勧告とそれに先立つ ICRP2005(Pub 99)が、独特の

曖昧さや、どのようにも使える複数の定義を駆使して、相矛盾する都合の良い主張をしてい

ることを指摘してきました。いつの間にかミリグレイにゼロが一つ付け加えられて 100mSv

論ができてしまっていたのも見てきました。また 100mSv 論を主張しながら、それと相矛盾

する LNT モデルには忠誠を誓うかのように維持し続けていることも見てきました。そして

この項で紹介しましたように、LNT モデル、特に 100mSv 以下での LNT モデルを公衆の

健康を計画する目的に使うことが適切でないという否定や批判は、これまでの ICRP の文

章の中の奇妙な諸点の象徴とも言えましょう。そして 100mSv 論の代表的言い方の一つで

ある「100mSv 以下の被ばくではがんは出ないし出たとしても分からない」もまた、LNT を

支持しながら LNT は否定したいという、主張する人の都合に合わせた意図が表れていると

も言えます。LNT を主張しないと国際的・科学的に相手にされなくなるので避けたいが、

100mSv 以下の放射線被ばくによるがんの発生について、何が何でも「無い」かのように、

あるいは「不明」であるかのように見せたいという意志の表れかのように見えます。 

 

3-3-4．ICRP も 100mSv 論を反証する一部の論文の存在を認め始めた 

しかし、このような ICRP2007 年勧告の意向に反して、同勧告が出る約 50 年前から

100mSv 以下の放射線被ばくによる人でのがんの発生は科学的に示され続けています。

ICRP2007 年勧告が出た後、あるいは 2010 年代に入って、放射線被ばくによる発がんに関

する研究は、さらに多くの論文が発表されてきています。最近の ICRP2020（Pub 146）の

中では、ICRP も 100mSv 論を反証する最近の論文の存在の一部を認め始めています。 

 

https://www.icrp.org/docs/Pub146-jap_translation.pdf  

ICRP2020(Pub 146)「大 規模 原子 力事 故 に おけ る人 と環 境の 放 射 線防 護 ― ICRP 

Publication 109 と 111 の改訂 ―」の翻訳版 

(22) 放射線被ばくが被ばくした集団のがん発生確率を増加させることを示す信頼で

きる科学的根拠がある。低線量および低線量率の放射線被ばくに伴う健康影響について

は大きな不確実性が残されているが，特に大規模な研究から，100 mSv 以下の線量-リス

ク関係の疫学的証拠が増えてきている。現在，入手可能なデータの多くは，直線しきい値

なしモデルを広く支持している（NCRP， 2018a ；Shore，2018）。自然バックグラウンド

レベルに加えて受けた 100 mSv の線量では，疫学研究の結果に基づくと，全世界の集団
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の典型的な致死性がんの生涯リスク 25%が約 0.5%高まると推定されている（ICRP，

2007；Ogino and Hattori，2014）。 

 

なお、この ICRP2020（Pub 146）は、有料の英語版の原書だけでなく、翻訳された日本

語版が無料で公開されています。この ICRP2020 （Pub 146）「大規模原子力事故における人

と環境の放射線防護― ICRP Publication 109 と 111 の改訂 ―」は、以下の URL から無

料で入手できます。 

https://www.icrp.org/docs/Pub146-jap_translation.pdf  

この日本語版の表紙には、「本翻訳は、著者でもある甲斐倫明と本間俊充が行なった暫定

訳版である。正規版は、ICRP 刊行物翻訳委員会（原子力規制委員会の翻訳事業）が行って

いて、後日、公表される予定である」と記されています。甲斐先生は令和 3 年 10 月 29 日現

在で放射線審議会の会⾧です。 

 

このように日本語版が先に無料で公開される必要が生じたのも、元々、ICRP に対する専

門 的 な 疑 念 が あ ま り に も 高 ま って き て い る か ら で は な い か と 推 測 して い ま す。

ICRP2020(Pub 146)の公開に先駆け、2019 年 6 月に、その草案が示され、次にその草案に

対してのパブリックコメントの受付が始まり 2019 年 10 月 25 日の締切までに、パブリック

コメントが国内外から 300 を超えて非常に多数が提出されたことも、その専門的な関心の

高まりを示しています。各国のエネルギー関係予算から拠出されて作られている民間団体

NGO である ICRP が、「国際機関」と、その名前に付いているからといっても、科学的な実

情を少しでも知る人たちにとっては、もう ICRP を放置することはできない状況ではないか

と思われます。パブリックコメントの締切後、約 1 年をかけて ICRP2020(Pub 146)の草案

の内容が検討されて改訂が行われ、この ICRP2020（Pub 146）が出版されたようです。こ

のパブリックコメントの日本語訳は下記の通りです。 

https://www.shiminkagaku.org/wp/wp-

content/uploads/ICRPdraft_publiccomment2019_translation_20200903revised.pdf  

この ICRP2020（Pub 146）の出版を受けて、2021 年 2 月 20 日にオンライン上で説明会

が開かれました。ICRP の立場から説明を担当されたのは、ICRP 日本委員で上記刊行物の

執筆グループ（TG93）メンバーである甲斐倫明先生と本間俊充両先生でした。あまりにも

パブリックコメントが多いため、以下の URL に示したように質問・回答事項が整理されて

示されていますので、ご参照ください。 

https://www.shiminkagaku.org/wp/wp-content/uploads/question-matters-to-ICRP-146-

revised.pdf  

なお、2021 年 2 月 20 日のオンライン説明会での、実際のやり取りに関しましても、下記

の URL から入手できますので、ご参照ください。59-60 ページには質問者の感想も記載さ

れています。 
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https://www.shiminkagaku.org/wp/wp-content/uploads/ICRP-discussion-rally-

repot_20211006.pdf  

 

2020 年には、本意見書で何度か紹介していますが、アメリカがん研究所により包括的で

定量的で大規模なメタ分析が発表されました。そこでは、100mSv 以下での被ばくによる発

がんの増加が 2006 年以後の全論文をまとめると明瞭に認めることができることが示されて

います。このようなメタ分析の結果が、覆されるようなことは実質的に全くないでしょう。

ICRP2007 年勧告や UNSCEAR は、被ばくによる人体影響に関して、それを否定し続ける

間違いを 1956 年のアリス・スチュアートらによる胎児被ばくによる発がん論文の評価にお

いて犯したのと同様に、今回の 100mSv 論の件でもやはり間違い続けていたことが判明し

たのです。それもうっかりとか、見逃したとか、検討し忘れていたというようなレベルでは

なく、むしろ、注視し続け、100mSv 論を反証する多くの論文が出てきたのを、無視したり

抵抗したりを続け、文面を誤魔化し、科学的な厳密さを捨ててまで努力してきたあげくの結

果です。オオカミ少年も 2 回までです。 

 

3-3-5．原発事故の放射性物質放出による発がん予測を妨げる.原子力安全委員会 

さらに前々項の「3-3-3．低線量被ばくによるがん死者数予測に関する UNSCEAR と ICRP

の見解」で紹介した、平成 23(2011)年 9 月 8 日付の原子力安全委員会事務局の「低線量被

ばくのリスクからがん死の増加人数を計算することについて」の文書は、念を押すかのよう

に、またも同じ理由と同じ目的を、ICRP2007 年勧告の一部を使って紹介しています。 

 

「第 4 章 放射線防護に用いられる諸量」、「4.4 放射線被ばくの評価」 

「4.4.7 集団実効線量」  

(161)（中略）疫学的研究の手段として集団実効線量を用いることは意図されておらず，

リスク予測にこの線量を用いるのは不適切である。その理由は，（例えば LNT モデルを適

用した時に）集団実効線量の計算に内在する仮定が大きな生物学的及び統計学的不確実性

を秘めているためである。特に，大集団に対する微量の被ばくがもたらす集団実効線量に基

づくそのような計算は，意図されたことがなく，生物学的にも統計学的にも非常に不確かで

あり，推定値が本来の文脈を離れて引用されるという繰り返されるべきでないような多く

の警告が予想される。このような計算はこの防護量の誤った使用法である。 

 

「疫学的研究の手段として集団実効線量を用いることは意図されておらず，リスク予測に

この線量を用いるのは不適切」と書かれていますが、ICRP が「不適切」と主張しても、合

理性があれば適切です。被ばくの指標として実効線量が用いられて、それを元に過剰発がん

との関連が、ICRP を中心に論じられてきていますので、合理的に用いることができます。

そして、実際にカルディスら(2006)は、被ばく線量に基づき、合理的に分析し一流国際医学
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雑誌である国際がん誌 Internationa Journal of Cancer への掲載までにこぎつけています。し

かし、放出された放射性物質の曝露によるがんの予測過剰死亡数が定量的に明らかになる

ことを、ICRP は、「不適切」とし、その理由を「生物学的及び統計学的不確実性を秘めてい

る」、「意図されたことがない」、「不確か」、「警告が予想」、「誤った使用法」としています。

しかし、「生物学的及び統計学的不確実性」や「不確か」さを表現する方法を、現代科学は

持ち合わせています。従って、データとこの不確かさを表現する合理的方法があれば、そし

て 「(これまで)意図されたことがな」いほど新規性があり、人の健康に及ぼす重要な情報を

含んだ分析結果であれば、掲載されるのが医学雑誌です。そして、その方法論が疫学研究で

す。ICRP は、科学研究や医学研究までも歪めてしまっているのです。 

 

この福島第一原子力発電所事故の約半年後の時期に、既存の報告書の日本語訳を執拗に

書き写しただけの文書を、原子力安全委員会が、なぜ発表する必要があったのでしょうか。

それは、チェルノブイリ原発事故後 25 年目の 2011 年 9 月に、原子力発電所事故の発がん

性の量的な把握を可能にするような報告書や学会発表が、カルディス教授らにより環境疫

学のスペイン・バルセロナでの国際学会で発表されたからではないかと思われます。また、

単純に同じ年に、チェルノブイリ原発事故以来の原子力発電所の過酷事故が、日本の福島第

一原子力発電所で起こってしまったためかもしれません。いずれにしろ、日本の原子力安全

委員会は、福島第一原子力発電所事故が生じてから約半年後に、定量的な事故による発がん

影響研究は「誤った使用法である」ことを、事務局から緊急に（コメントすら付けず、たと

え、ICRP や UNSCEAR の文章の表題と翻訳の短い抜き書きだけであっても）、強調し警告

する必要があったのだと思われます。 

 

チェルノブイリ原発事故による発がん影響がカルディス教授のような論文により定量的

に把握されたのと同じように、日本において日本語により福島第一原子力発電所事故によ

る影響が定量的に把握されてしまいます。さらに、当時すでに日本でも広く伝えられていた

100mSv 論の明らかな科学的な誤りも、日本国民に知れ渡ることになります。そして、日本

の原子力発電所の事故による発がんやがん死亡の危険性が福島県を中心に広く存在するこ

とが数字として示されてしまいます。数字で示すことにより、具体的に簡潔に科学的に示す

ことが可能です。しかし知れ渡れば、100mSv 論は無効になり、そして 100mSv 論を作った

目的さえ、広く知られる可能性すら出てきます。 

  

Cardis E, Krewski D, Boniol M, Drozdovitch V. Darby SC, Gilber ES, Akiba E, Benichou 

J, Ferlay J, Gandini S, Hill C, Howe G, Kesminiene A, Moser M, Sanchez M, Storm H, 

Voisin L and Boyle P: Estimates of the cancer burden in Europe from radioactive fallout 

from the Chernobyl accident. Int J Cancer 2006; 119: 1224‒1235. 
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この内容を国際論文として実際に出版されるには、英語圏の研究者であっても資料の分析

と労力が必要とされます。しかし、線量あたりの過剰相対リスクと対象人口の構成とが分か

れば、原理的にはこのような表を作ることは現実には可能です。そして、いずれ日本におい

ても、LNT が保持されている限り、医学的にも社会的にもそのような情報が求められます。

原子力安全委員会から「不適切である」と言われても、「誤った使用法である」と根拠もな

く強調されても、電離放射線の生物学的影響に関するアメリカ国家研究評議会委員会のモデ

ルなどを使い、LNT を使っていることが明らかであれば、ガンの過剰発生数の計算が、適

切に正しく出来てしまいます。これが不適切で誤った使用法ならば、LNT だけでなく、小

学校の算数も、中学と高校の数学も、大学一般教育部の数学と統計学も、不適切で誤ってい

ることになります。結果が「不確か」、「不確実」というのならば、それを考慮して定量的に

示せば良いだけです。カルディス教授も行っています。不確かさや不確実さの程度を定量的

に示すのは、統計学や数学あるいは疫学の普通の仕事です。そもそも放射線被ばくによる発

がん影響は、「確率的影響 stochastic effects」ですから、100 ミリシーベルト以下も確率的に

考え、具体的に推測していくべきです。 

 

一方、第 4 章と付録 3 で紹介するように、アメリカ統計学会 ASA と幾つかの医学領域の

トップジャーナルとが、有意差検定の結果しか示さずに非定量的な判断をするようなこと

に対して警告を発しました。後者の医学領域のトップジャーナルたちは、何十年にも渡り批

判してきました。そして ICRP2007 年勧告は、そのような警告の対象となるような誤った危

険な表現を使って、100ｍSv 論を主張しました。この 100mSv 論を日本で守るために、日本

の原子力安全委員会は UNSCEAR や ICRP の文章を利用して警告を発しました。定量的な

指標としてがん死亡予測を計算し原子力事故による危険性の評価をするのを、ICRP の表現

を使って「防護量の誤った使用法」などと主張するのは、原子力安全委員会という組織の名

称や目的からすれば、本来は不適切です。UNSCEAR や ICRP のような外国機関の根拠のな

い意見によって、非科学が日本人に押し付けられるような事態は避けたいものです。100mSv

論をいまだに環境省や日本政府は維持しています。環境省の外局である原子力規制委員会や

そこに置かれた放射線審議会(平成 30 年 1 月に基本的事項を出した)の方々、連名意見書

（平成 28 年 10 月 26 日付・意見書・佐々木康人、遠藤啓吾他）に代表される「専門家」の

先生方においては、放射線被ばくとその影響に関する極端で非科学的な言動は、もう慎まれ

るべきだと思います。 

 

3-4 節．根拠のない 100mSv 論の曖昧さと ICRP や放射線防護の政治的役割 

どこまで辿っても根拠となる文献もその元となる人間の観察から得られたデータも見つ

けられない 100mSv 論は「根無し草」と、私は書きました。ICRP2007 年勧告や ICRP2005(Pub 

99)を読むと、その点に気づく読者は何人もいるはずです。そのような注意深い読者の出現

に備えて、ICRP 側でもデータ分析結果が用意されていたのかもしれません。それが、次章
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「第 4 章 100mSv 論の隠された原典- ICRP2005(Pub 99)の先と LSS データ分析」で紹介

する「LSS データを使った、線量範囲を区切った回帰直線の傾きの統計的有意差の有無で判

断する」という RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 14)の記載の一部です。本意見

書の中で「線量範囲限定数理法」と名付けた、この分析法は通常の研究者は行わない分析で

す。そもそも「線量範囲を区切った回帰直線の傾きの統計的有意差の有無で判断する」と私

がサラリと言ったところで、すぐにお分かりになる読者はいないでしょう。私も実際の分析

を見ても最初のうちは何が分析されているのか、よく分かりませんでした。 

 

そ して 、 こ の 通 常 は 行 わ れ な い 分 析 の プロ セ ス も 結 果 も 、 ICRP2007 年 勧 告 や

ICRP2005(Pub 99)には引用も提示もされていません。従って相変わらず、ICRP2005(Pub 

99)において、100mSv 論の根拠は示されないまま途絶えています。それでも、記されている

「線量範囲」、「直線」、「比例」などのキーワードから考えますと、この RERF2003(Report 

13)と RERF2012(Report 14)の一部分が該当するとしか説明できません。また 100mSv 論の

話の関係で Report 14 の話題が、関連する会議などで出てくることもあります。なぜ

ICRP2005(Pub 99)もしくは ICRP2007 年勧告の中で、RERF2003(Report 13)が、堂々と引

用されなかったのか、その理由は不明です。RERF2003(Report 13)の中の 125mSv より低い

線量範囲では有意差がないことが強調されています。しかし、結果的に 100mSv 論を導き出

すかの様に強調されているのに、この論文を引用しなかったのは、「不適切 inappropriate と

思える」と、RERF2003(Report 13)に書かれた部分に気付いてほしくなかったのかもしれま

せん。 

 

さて、これまで説明しましたように、また次章や付録 2 で説明しますように、この線量範

囲を限って回帰直線の傾きの有意差の有無を求める使用法自体が間違いであること、アメリ

カ統計学会から警告の出た研究者が誰もが知っている誤用であること、また上に紹介しまし

たように RERF2003(Report 13)の著者たち自身が不適切 inappropriate と思えると述べる

と、100mSv 論を正当化するかのように行ったことが、100mSv 論やそこから生み出される

判断が間違っていることが逆にはっきりさせることを説明してきました。 

 

このことを考えると、「放射線被ばくによる人体での発がんの因果関係という安全衛生上

の重要な問題でもある 100mSv 論だが、なぜ RERF2003(Report 13)や RERF2012(Report 

14)のような分析が 100mSv 論の根拠になり得るのだ？」と質問が出ることは、ICRP とし

ては、できるだけ回避したいと考えたというのは十分にあり得ます。つまり、この

RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 14)での分析を 100mSv 論の根拠として、

ICRP2005(Pub 99)に RERF2003(Report13)などと書くと、その内容やその分析に基づいて

判断することの誤りが第三者によりじっくりと検討される可能性が出てきます。そうなると

100mSv 論までもが崩れます。多くの専門家の目はさすがにごまかせません。そのような事
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態は避けたいので、ICRP としては引用が書けなかったのかもしれません。科学的根拠がな

い 100mSv 論は、現在の日本国内で、あくまでも話し言葉上の運用として使い、へたに

100mSv 論が科学的な話として、真剣な反論が出てくることはあくまでも避けたかったのか

もしれません。 

 

さらに、ICRP は、自ら政治的スタンスに重きを置いています。この第 3 章の末尾に章末

参照として、ICRP 2005(Pub 99)の政治的記述を書き出していますので、ご参覧ください。

ここでは、詳細な記述もないまま、「不確実性」が前面に出され、その解決法として政治が

持ち出されています。ICRP によれば、科学的な問題であったはずの 「LNT 対しきい」問題

も、実務的な重要性では「通常の社会的・政治的プロセスによって決定される」ものだそう

です。科学的研究で明らかにされた 10mGy オーダーまで解明されている被ばくと発がんの

因果関係も、いつの間にか 100mSv レベルの話になってしまった理由は、ICRP の考えとし

ては、100mSv 論では「実務的な重要性」に欠け、ICRP による「社会的・政治的プロセス」

による決定には不足だったのかもしれません。 

 

これらの ICRP の記述を見ると、一見、科学的にも見ているが政治的配慮をして文書を、

ICRP などの組織が発行するのも当然のように見えます。一方、別の角度から眺め、一連の

ICRP の刊行物のレベルやこの ICRP2005 (Pub99)に何度も繰り返されている政治的スタン

スを拝見しますと、ICRP は科学的に振舞うことは能力的に不可能なので、むしろ政治的に

立ち回るしか存在価値がないと、自ら考えておられるように見えます。本来は、まず科学的

な知見を十分に検討し、科学的な報告書として明瞭にまとめ、それを政治的議論へ供すべき

です。どのような科学的議論も、いったんは科学的に科学的知見をまとめてから、次のプロ

セスに回しています。ICRP などでは、その科学的な部分のプロセスすら十分に示されてい

ないのに、いきなり政治的な話になっているのです。それならもともと科学など名乗る必要

はありません。 

 

しかし ICRP も建前では(読む人も多い ICRP2007 年勧告では)、「（64） 認められている

例外はあるが，放射線防護の目的には，基礎的な細胞過程に関する証拠の重みは，線量反応

データと合わせて，約 100 mSv を下回る低線量域では，がん又は遺伝性影響の発生率が関

係する臓器及び組織の等価線量の増加に正比例して増加するであろうと仮定するのが科学

的にもっともらしい，という見解を支持すると委員会は判断している」と述べて、放射線防

護は科学的な目的しかないかのように述べています。それでもやはり、ICRP (Pub 99)の緒

論には「このアプローチの中心にあるのは，放射線防護は異なる意見をもつ利害関係者

（stakeholder）の関心と認識に答えるための政治的プロセスであり，広汎ではあるが不確か

でもある知的基盤に依存しているという事実の認識」と政治的プロセスであると書いてあ

り、ICRP の屈折した考え方を示しています。しかし、このようなねじ曲がった考え方に、
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安全性の問題や社会の問題を巻き込んではいけません。科学的根拠がなく、逆に科学的に間

違っている根拠が多数存在する 100mSv 論もまた、このような屈折した考え方の産物かも

しれません。 

 

科学的な話は ICRP ではなく、UNSCEAR の役割だと述べる人もいるかもしれません。

しかし、「この問題に関しては UNSCEAR のまとめや文献引用ではこうなっている、従って

政治的配慮を ICRP が導入するとこうなる」というような部分が ICRP の文書は明示されて

いません。あくまで ICRP の建前は 2007 年勧告に書いてあるように、科学だからかもしれ

ません。一方、UNSCEAR の方を眺めても該当部分は出てきません。元々、UNSCEAR は

1955 年 12 月に設立された経緯自体が、ラッセル・アインシュタイン宣言のような科学者の

直接的な影響力の拡大を恐れ、政府が科学者の審議に直接かつ強力な影響力を行使できる

ように、各加盟国が専門家を公式の代表に選ぶ方式が採用されてきました(藤岡 2019)。国

連の名が付いているように、元々は政治的なプロセスと政治的な枠組みで作られた組織の

ようです。福島第一原子力発電所事故後も、日本の外務省から報告書の作成に 7,000 万円、

報告書の改訂にまた 7,000 万円が供出されたことが判明しており、UNSCEAR の報告が当

該分野の専門家の自由な科学的議論に基づくのではなく、原子力を推進する各国政府の意

向を反映した政治的なものであるというのは明らかのようです(藤岡 2019、吉田 2018)。日

本の外務省ホームページに「UNSCEAR は、科学的・中立的な立場から、放射線の人・環境

等への影響等を調査・評価等を行い、毎年国連総会へ結果の概要を報告するとともに、数年

ごとに詳細な報告書を出版しています」と紹介されてはいます。しかし今回の甲状腺がんに

関する私どもの意見書において言及しておりますように、UNSCEAR による実際の振舞い

もまた、科学的・中立的とはむしろ逆の、政治的で偏ったスタンスと言えます。そういうよ

うな組織が「原子力放射線の影響に関する国連『科学』委員会(略称：UNSCEAR)」を名乗

るのが問題なのです。 

 

外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/inec/page25_001512.html 

藤岡 毅. ：低線量被ばく問題とアグノトロジー. 21 世紀社会総合研究センター紀要 ・21 世

紀研究 2019; 10: 69-87. 

吉田由布子：チェルノブイリ原発事故後の甲状腺がんと UNSCEAR．科学 2018 ；88(9) ：

915－923． 

 

ICRP の文書もまた、統計学という科学的側面に触れられたと思うと、いきなり主観的、

不確実性となり、これが放射線防護の政治的プロセスであるかのように述べられています。

「主観的」、そして特に、「不確実性」は ICRP の文書で繰り返される常套句です。しかし、

不確実性を具体的に示すのは 19 世紀末から 20 世紀初頭以来の近代統計学の役割で、現代

社会では、科学的に厳密な文書では必ず用いられています。ところが、現代から 1 世紀以上
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の科学的遅れなのでしょうか、ICRP は「不確実性」で終わらせて、政治にフリースタンス

を自らに与えています。これが ICRP 関連文書に科学的レベルの低さを感じる大きな理由の

1 つです。 

 

 次の章の第 4 章では、その RERF2003(Report 13)と RERF2012(Report 14)で行われた

「LSS データを使った、線量範囲を区切った回帰直線の傾きの統計的有意差の有無で判断

する」(本意見書では「線量範囲限定数理法」と命名)という方法を紹介し吟味することとし

ます。100mSv 論の引用の流れは ICRP2005(Pub 99)で途絶えているという理由と、数式が

すこしだけ出てくるので難しいかもと感じる方がおられるかもという理由とで、第 4 章に

抵抗感がお有りの方は、全体を把握してから後で参照程度に流し読みするか、もしくは 4-5

節と 4-6 節だけをお読みください。ただ、数式と言ったところで、足し算と掛け算を中心と

した四則演算の範囲内ですので、中学校の代数を使った数学（大学の代数学ではない方）の

復習程度に思っていただいて構わないレベルです。 

 

章末参照：自らの使命を「政治的」と繰り返し強調する ICRP 

P2. (5) ここで強調しておきたいことは，集団線量は別にして，「LNT 対しきい」問題の

実務的な重要性は，通常の社会的・政治的プロセスによって決定されるような，十分高くて

「正当な」懸念を生じるレベルのリスクに関する線量という意味である。 

P4. (12) このアプローチの中心にあるのは，放射線防護は異なる意見をもつ利害関係者

（stakeholder）の関心と認識に答えるための政治的プロセスであり，広汎ではあるが不確か

でもある知的基盤に依存しているという事実の認識である。 

P6. (15) こうした問題は本質的に政治的なもので，それを公平に解決するためには双方の

観点からの懸念に答えられる枠組みをもつ，不確実性も含むリスク情報が必要である。 

P85. (217) その理由は，放射線防護の必要性は放射線被ばくに関連するリスクの可能性と

大きさによって決められること，統計データや現実的な仮定に基づく推定値には不確実性が

含まれること，そして放射線防護とは，その方針の履行によって影響を受ける個人や集団の

一部の様々な利害や見解を考慮しなければならない政治的なプロセスだからである。その

ような方針の策定に成功するためには調整と合意が必要である。 

P86. (217) 放射線防護の政治的プロセスに関連した情報で大切な側面は，統計解析結果と

概ね主観的な情報源の組合せに由来するため，放射線に関連したリスク推定値には不確実

性が存在することである。 

P100. (252) 本報告書で前に述べたように，人によって関心と観点は異なるという点でこ

れらの問題は本質的に政治的であり，政策を立てる際には配慮されねばならない。 
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第 4 章 100mSv 論の隠れた原典―ICRP2005(Pub 99)の先の LSS データ分析 

【第 4 章の要旨】第 3 章では、ICRP2005(Pub 99)をたどり、10mGy に 0 が 1 個追加さ

れて 、特 に根拠もなく 100mSv へ と変 化するプ ロセス を説 明し ました 。た だ、

ICRP2005(Pub 99)には引用文献が示されていませんので、100mSv 論の根拠がいずれに

あるのか、どんな論文に載っているのかは不明なままです。この第 4 章では、「広島⾧崎

の被ばく者コホート LSS」、「直線」、「線形」、「直接明らかにする力」、「比例」、「100～150 

(mGy)程度の線量」、「100 mSv までの線量範囲」、「力を持たない」・「有意差なし」などの

キーワードを手がかりに、これらに合致していた RERF2003 (Report 13)およびそれを引

き継いだ形の RERF2012(Report 14)の該当部分を解説します。それによって、放射線被

ばくによる発がんリスクの上昇に関して統計的に有意な上昇が認められたのではなく、

「0mSv～100mSv の線量範囲に限定した LSS データから求めた回帰直線の傾きに統計的

有意差がなかった」というのが 100mSv 論に対応していたと分かりました。つまり、一般

に信じられている 100mSv 論とは別の方法（本意見書では「線量範囲限定数理法」と呼び

ます）から得られた「100mSv(0～100mSv 線量範囲)有意差なし」だったのです。従って、

100mSv 論に科学的根拠が示されていない以上、2011 年 3 月以降に出回ったのは、この

別の方の「有意差なし」だったことになります。それでもこの別の方の分析でも、すでに

0～100mSv の線量範囲で、統計的有意差が示されていました。なお、元々の「放射線被

ばくによる発がんリスクの上昇」に関しても、すでに示したようにリスクの増加を示した

100mSv 論を反証する多くの論文が存在し、メタ分析と呼ばれる定量的総説論文でも証明

されています。つまり、100mSv 論は科学的・医学的根拠がないばかりでなく、宣伝され

ていた意味においても、すり替えられた別物でした。そして、その別物の意味でも 100mSv

論は、すでに反証されていました。 

4-1 節．LNT と被ばく線量とがんの過剰発生の関係に関する回帰直線 

2011 年の福島第一原子力発電所事故後しばらくして「ミスター100mSv」と呼ばれた山下

教授により 100mSv 論が有名になり、その後も、「100mSv 以下は分からない」とか「100mSv

以下は被ばくしてもがんが出ない」と表現は揃っていないものの、その主旨としては一貫す

る言い方がなされてきました。この主旨を持つ言い方を、この意見書では 100mSv 論と呼

び、それには科学的根拠がないことを示してきました。科学的根拠がないとはいえ、小学校・

中学校・高校の副読本にさえ 100mSv 論は載っているのですから、「科学的根拠がない」と

いう点のみを指摘して終わるのではなく、さらにどこからひねり出されたのかを知るべきだ

と思う方も多いでしょう。ICRP2005(Pub 99)でゼロが 1 個付け加えただけという理由しか

ないのでは、さすがに底が浅すぎると考える方もおられるかもしれません。100mSv が放射

線の被ばく線量のことであると分かるが、それと発がんとの関係が、特に LSS データにお

いて、どのように得られてきたのかを知りたいという人もいるでしょう。そこでこの第 4 章

では、フランスを除く各国が支持する LNT、LNT という直線の傾きが示す被ばく線量と発

がんとの関係、その上で、LNT と 100mSv 論との関係、および 100mSv 論の出所を、でき
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るだけ分かりやすく解説します。 

 

以下は特に注釈しない限りは、1945 年 8 月に広島と⾧崎に投下された原子爆弾に被爆し

た人たちを、がんなどによる死亡に関しては 1950 年から、固形がん発生に関しては 1958

年から、現在まで追跡して、がん死者数と発症者数を数え上げたデータに基づいてお話しし

ます。この調査は、寿命調査と呼ばれ、そのデータや調査は、しばしば LSS （Life Span Study ：

寿命研究）と略されて呼ばれています。さて、被爆した放射線量が多ければ多いほど、がん

の発生率やがん死亡率が増加するということはよく知られています。この両者の関係、被爆

線量と過剰相対リスクとの関係は、右肩上がりの直線状に回帰され、実際にほとんど直線状

に伸びていますので「LNT （Linear Non-Threshold）直線」、しきい値なし直線と呼ばれてい

ます。がんの発生率やがんの死亡率や、がん発生割合やがん死亡割合のことを、第 4 章でも、

がん発生リスク、がん死亡リスクと呼びます。がん発生率とがん発生リスク(割合)、がんの

死亡率とがん死亡リスクは、疫学理論上での疾病量として、本来区別されるべきですが、一

括してがん発生リスクとがん死亡リスクと呼びます。また、がん発生というエンドポイント

と、がんによる死亡というエンドポイントについて、本来は両者を区別すべきですが、ここ

では、特に注釈がなければ、両方とも病気に関連するエンドポイントとして、両者を「がん

リスク」と一括して呼ぶことにします。 

 

図 6(再掲)．被ばく線量(x 軸)とがん相対リスク(y 軸)からなる x-y 座標軸での LNT(右肩上

がりの黒の実線)と 100mSv 論(赤の実線) 

本来の原点は x 軸と y 軸の交点ではなく、その下に描かれています。なお、この直線は、95%信頼区間な

どの区間推定値と点推定値のうちの、点推定値の方を連続して描いた結果の直線です。 

 

さて、すでに 3-3-1 項でお示しした図６をもう一度、ここに示します。この放射線被ばく
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量とがんリスクの関係を、グラフ上で最も簡単に表現する方法の 1 つは、x 軸と y 軸が書か

れた座標軸上に、右肩上がりの直線を引くことで、それが図 6 です。ここでは x 軸として原

子爆弾による放射線被爆量（単位：ｍSv）を用います。そして、被ばくをしていない時のが

んリスクを 1 （倍）として、ある被ばく量でのがんリスクが何倍発生しているかを示す相対

リスクから 1 （倍）分を引いた値、過剰相対リスク ERR を y 軸に記します。つまり、この y

軸に示した過剰相対リスク ERR は、原爆被爆によって増えたがん相対リスクから 1 倍分

（原爆被爆がなくても発生していたがんリスクが相対リスクで占めている倍率に相当しま

す）を引いた値です。 

 

LSS データに基づいて、LSS データを最も代表する右肩上がりの原点を通る直線を、x－

y 座標上でグラフにしたのが図 6 の実線です。実際に得られたデータを最も代表する右肩上

がりの直線を、x-y 座標上で定規を使って引いてみるという実習は、中学生の時に皆さんは

経験されているはずです。定規を使って引いていたのが、研究ではパソコンを使って直線を

引きます。 

 

原点にこだわらずに、このような直線を一般的に式で表すと、y＝a＋bx と表せます。直線

が y 軸と交わる点、つまり x がゼロの時の y の値を切片と言います。この式を書き込んで示

した図 7 では切片での y の値はゼロですが、切片の y 軸での値はグラフによって色々な値を

取り得ますので、一般的に a で表し、y 軸との交点 A は、A （0, a）と書きます。過剰相対リ

スク ERR ならば a =1 の時が LNT に相当しますので、LNT(Linear Non-Threshold)の中の

NT (Non-Threshold)の部分は、a＝0 という意味です。原点ゼロにおいては、被ばく量ゼロ

（0 mSv）で、過剰相対リスクもゼロ(倍)ですので、この過剰相対リスクでの原点から右肩

上がりの直線を引いたのが LNT となります。図 6 の方では、この原点を「1 倍」と描いて

います。なぜ、「0 倍」と「1 倍」とが同じところに描かれたのかという理由は、過剰相対リ

スクと相対リスクの間に、過剰相対リスク＝相対リスク－1(倍)という関係が成り立ってい

るからです。 
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図 7 LSS データにおける被ばく線量と過剰相対リスクとの直線関係 

 

この右肩上がりの直線は、被ばく量がゼロの時は、過剰相対リスク（被ばくによって増え

たリスク）がゼロですので、この直線 y＝a＋bx の式の切片 a はゼロとなります。つまり、

被ばく線量(X 軸のこと)がゼロの時は、被
．

ばく
．．

線量
．．

による
．．．

がんの増加(y 軸として示されてい

ます)がゼロでないと、元々の、X 軸と y 軸の定義に合わないからです。従って、原点を通り

ます。これが LNT の NT(No Threshold)の部分です。こう考えますと、しきい値があると

主張することは、定義上、y がマイナスの値を取ることは難しいものの、回帰直線である限

り、切片がマイナスであることを主張することになります。 

 

切片の a がゼロになると、上記の直線はもっと簡単に y＝bx と書けます。そうするとこの

式の直線を実際に X 軸 y 軸上に引くためには、この直線の傾き b のみがデータから分かれ

ば、この直線が座標上に引けることになります。広島と⾧崎の被爆者データを合計したデー

タでの、この傾き b の実際の値に関しては、広島市と⾧崎市にある放射線影響研究所 RERF

から定期的に報告書が出されています。例えば、RERF2003 （Report 13 ：Preston 2003）と

RERF2012（Report 14：Ozasa 2012）では、両方とも傾きが 0.47（ERR / Sv）であること



 470 / 591 

 

が示され、放射線被ばく量(Sv)と過剰相対リスク ERR との関係とが、どの被ばく放射線量

においても、前者に 0.47 を掛けた値が後者の ERR となっています。ここで Sv とはシーベ

ルトのことで、mSv の 1,000 倍の被ばく量を示します。この右肩上がりの直線 y＝bx が、有

名な LNT 直線であり、これが被ばく量ゼロから 4Gy （4Gy 以上のデータは使っていません

ので、0Gy から 4Gy までが取り得る被ばく線量範囲の全体で、しばしば full range と書か

れています）に至るまで直線関係で示すことができるというのが LNT モデルと呼ばれる考

え方です。 

 

4-2 節．線量範囲内にデータを限定した回帰分析の傾きと RERF2003(Report 13) 

4-2-1．回帰直線をどこかで切りたい（普通は切らない） 

切片がゼロで傾き 0.47 という右肩上がりの直線（LNT）では、どこまで低い線量であっ

ても、0mGy に近くても、被ばくによるがんが発生しうることを示しています。これでは、

多くの人々が不安に陥るのではと（ある意味、お節介にも）心配になる人がいるようです。

従って、このような人々は、「この辺りの線量までは被ばくしても放射線被ばくによる過剰

ながんは発生しない」（この線量までは LNT は X 軸と重なる）というレベルの被ばく線量

を求めたがることになります。この時、右肩上がりの直線は、原点ではなく 「この辺り （の

被ばく線量）」で X 軸と交わることになります。「この辺り」の被ばく線量を c mSv としま

しょう。「この辺り」の「c」の値が、通常、「しきい値」と呼ばれます。そして原点を通る

LNT と「しきい値があること」とが、反対語（対語）であるかのようにしばしば述べられ

ています。LNT が原点から右肩上がりに 4,000mGy＝4Gy (もっと大きな被ばくを受けた対

象者もいるみたいですが 4Gy でデータを切っているそうです; Ozasa 2012）まで伸びてい

ます。その一方で、それが 0Gy から 4Gy までの値の、どこかで LNT より下の X 軸と c (mSv)

で交わるわけですから、しきい値は直線 LNT の反対語であると言っても構わないでしょう。

すでに説明しましたように、両立できないわけですから、反対語のように利用されて表現さ

れるのも理解できます。 

 

この X 軸と交わり切片－d を持つ右肩上がりの直線は、傾き 0.47 のままでは、計算の元

となった LSS データとは、ずれてしまいます。従ってそれを防ぐには、LNT 直線のどこか

で傾き 0.47 が大きくなって、そこで LNT 直線がどこかで折れ曲がって、X 軸の方（下の

方）へと近づくということを想定した方が良いと思われます(図 8)。 

 

図 8 のようになると、どこらあたりで LNT が下の方へ折れ曲がって X 軸あたりに至るの

かという場所を探さねばなりません。これはしきい値 c(mSv)の線量、あるいは赤線が下へ

曲がり始めた後で X 軸に近づいたあたりの線量(mSv)として、決める必要があります。これ

らの線量を LSS データに基づいて見つけるのは、それほど簡単な作業ではありません。も

ともとは LNT という原点ゼロを通る回帰直線だからです。すでにオッカムの剃刀の説明な
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どで述べましたが、科学はシンプルを好みます。最もシンプルな回帰モデルは回帰直線です

ので、曲線にする根拠が特別にない場合は、「直線」がとりあえず選択されます。 

 

実は、すでに放射線被ばく以外の、ヒ素や有機水銀などの環境曝露でも、しきい値が設定

されるようなことは 1970 年代で終わり、その後はしきい値なし、つまり放射線の人体影響

で言うところのいわば LNT 直線が採用されています。このような LNT 直線を引いて、各

曝露量における発症確率を求める方法は、一般にリスクアセスメントと呼ばれています。こ

れが採用された理由は、しきい値が経験上つまり科学的には定まらないという理由があり

ます。過去には日本でも大気汚染の問題などでしきい値の議論がありました。しかし、しき

い値があると設定しますと、そのしきい値が(曝露量を示す X 軸の)どの程度の値なのかに

ついて実験やヒトの観察によって示す必要が出てきます。そこで、（これは人間のデータで

も動物のデータでも言えるのですが）ある数（匹数もしくは人数）の実験動物（もしくは対

象者）の観察結果によって、この曝露量で発症が始まり、その曝露量より小さな曝露ではが

んが発生しないというしきい値が分かったとします。しかし、その対象動物（対象者）の観

察数を、元の 10 倍や 100 へと増やすとしますと、さらにより詳細にしきい値が分かるよう

になり、その結果、元々のしきい値が動いてしまう可能性が十分にあり得ます。そしてしば

しば、この動いたしきい値は、原点の方向へ小さくなります。つまり、しきい値は観察数（観

察対象者数）によって動いてしまうことになりますので、こうなると一般法則として論じる

ことができなくなってしまいます。 

 

この点、しきい値を想定することなく、原点を通る（No Threshold）と仮定して直線モデ

ルを得ますと、（生涯あるいは年間で）○○以上のリスクの増加は許容できないという許容

リスクさえ決めておけば、許容できる被ばく量が LNT によって決まってきます。もし安全

係数と呼ばれる安全幅を定める場合でも、上記のようにして求めた被ばく量に掛け算する

だけです。例えば日本では大気汚染で議論されたホッケー・スティック・モデル(しきい値

がホッケー競技で用いられるスティックの折れ目の所に相当する曝露と反応関係)の議論な

ど、1970 年代に行われていたしきい値に関する議論の詳細は、私も直接経験していたこと

がないので分かりませんが、上記の経緯は、1980 年代に登場したリスクアセスメントに関

する解説から、およそ知ることができます（Samet 2006）。 

 

Samet JM, White RH, and Burke TA: Chap. 5. Epidemiology and risk assessment. In: 

Applied epidemiology. Theory to practice. 2nd ed. Oxford University Press, New York, 

2006, pp.125-163. 
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図 8 LSS データにおける被爆線量と過剰相対リスクとの直線関係を保ちながらしきい

値がある場合の図． 

 

しきい値を設定したくなる方々の元々の疑問としては、被ばく量ゼロ、過剰相対リスクゼ

ロの原点から、次第に被ばく線量が大きくなると、どこかの線量で過剰相対リスクの増加が、

被ばく量ゼロの時よりもはっきりと認められるようになる場所があるはずだ、というよう

なイメージではないかと想像できます。この考え方に合わせますと、100mSv 論が言ってい

ることは、この場所が 100mSv あたりの被ばく線量になるということです。しかし、これが

全くの誤りであることはすでに第 2 章で説明した通りです。それは 2000 年に出版された

Pierce らの報告書で行われていました。図 5 の再掲載となりますが、図 9 がそれを示して

います。 

 

図 9 では、原点は y 軸 1.0 （相対リスク RR ：過剰相対リスク ERR の時は 1 を引いて 0.0）、

X 軸 0.0 （被ばく線量 Sv）として示されています。そうしますと原点のすぐ右側の最初のク

ラス(5-20mSv)の平均の線量において、すでに 1.05 倍くらいの多発が起こっていることが

分かります(0-5mSv を基準として)。y 軸の値が 1.0 ぐらい（図 9 で言うと過剰相対リスク 0

倍ぐらい）になっている点は 1 つだけで、あとははっきりと、それぞれの過剰相対リスクが

上昇していることが分かります。線量反応関係を滑らかにするスムージング(平滑化)を行っ

た結果、X 軸（過剰相対リスク ERR ゼロ）より、いわゆる両側 5%の危険性で統計的に有

意な上昇であることが分かります。なおここでは、波打って右肩上がりの点線の曲線が、太

い曲線（点推定値）の両側の 68%信頼区間を示していますので、この標準誤差の 2 個分幅

を取ると 1.96 の近似になり 95%信頼区間も推定できます。また、図 9 で描かれている右肩

上がりの黒くて太い実線は LNT です。従って、このような、それぞれの被ばく線量あたり
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のがんの多発具合を確かめて、多発しているかどうかを計測し（それに加えて統計的有差を

確認し）た結果、たとえ 100mSv 以下の被ばく線量域であっても、95％水準で統計的に有意

な上昇が得られてしまう、すなわち、赤線から赤線の下に描かれた点線までの距離を 2 （≒

1.96）倍に取って線を描いても、その線が横軸（＝相対リスク１倍）を上回る、ということ

が、他の被ばく事例だけでなく LSS においても、少なくとも 2000 年の時点ですでに分かっ

ていました。つまり広島⾧崎の被爆者データ LSS においても 100mSv 以下の放射線被ばく

により、人のがんでの過剰相対リスクの上昇が観察されていたのです。これも当然、100mSv

論の否定の根拠の一つになります。 

 

 
図 9（ICRP2005(Pub 99)の図 2.3、RERF2000(Pierce 2000)では FIG. 1）．ICRP2005(Pub 99)の 23

ページ、段落(57)の図 2.3 各被ばく線量付近での各クラスのがんのリスクの上昇を点で示し、そ

れを移動平均して描いた曲線と上下 SE[68%信頼区間]の破線が描かれている．元々の出典は、

ICRP2005(Pub 99)にも示してあるように、RERF2000 (Pierce 2000)である．広島⾧崎の被ばく者デ

ータにおける、ある線量幅毎のリスクの上昇および LNT 直線が描かれていて、上側は 0mSv から

2Sv の、下側は上側の拡大図で、0mSv から 0.5Sv の線量と過剰リスクの関係を示している．つま

り、だいたい 300mGy を下回るような低線量被ばくでは、がんの過剰発生の程度が、LNT 直線の

傾きを上回るような傾きで高く変化している。この時、この部分を構成するデータ(回帰直線の傾

きが一定に定まらない部分が大部分を占めるデータ)に限って回帰直線の傾きを推定すると、傾き

が定まらない方向にブレるため（この分だけ分散が大きくなるため）、下記に示した Report 14

（Ozasa 2012）の図 5(本意見書では図 11)のように、回帰直線の傾きは大きくなるものの、有意

差が出にくくなる一因とも言える。この影響が高くなる方向に曲線がゆがんでいる（低線量なほ
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ど Gy 当たりの傾きが大きい）点に関しては、100mSv 論を唱えるような先生方はほとんど触れな

いが、広島・⾧崎の LSS コホート以外の他の事例における知見でも見られている。例えば、平常

稼働中での原発周辺の白血病の多発での事例では時に指摘され、欧州放射線リスク委員会 ECRR

もまた取り上げている、現在、学術上では重要な情報をもたらし、低線量による被ばく影響の議

論の一つの焦点になっている点である。 

 

4-2-2．RERF2003(Report 13)での線量範囲の設定 

一方、LNT のどこかの被ばく線量において、実質的に切れ目を入れる方法についての検

討が RERF 2003 (Report 13)でなされ始めました。すでに、1996 年出版の RERF 1996 

(Report12: Pierce 1996）から探られていたようですが、2003 年出版の RERF 2003 （Report 

13：Preston 2003）で実際に行われました。それが、以下の表 3（Report 13 では Table 4）

です。ちなみに、この表 3 に示された結果が、「線量範囲限定数理法」と、この意見書本体

あるいは付録 2 で呼んでいる分析方法で、LSS を分析した結果です。 

 

表 3（Table 4） 選択された線量範囲に関する過剰相対リスクの推定値．

RERF2003(Report 13) 

線量範囲(Sv) 回帰直線の傾き・1Sv 毎の過剰相対リスク（標準誤差）a ｐ値 b 

0-0.05 0.93 (0.85) 0.15 

0-0.1 0.64 (0.55) 0.30 

0-0.125 0.74 (0.38) 0.025 

0-0.15 0.56 (0.32) 0.045 

0-0.2 0.76 (0.29) 0.003 

0-0.5 0.44 (0.12) <0.001 

0-1 0.47 (0.10) <0.001 

0-2 0.54 (0.07) <0.001 

0-4 0.47 (0.05) <0.001 
a30 歳の時に被ばくした後に 70 歳での男女間を平均した推定値 
b 傾きが 0 という仮説の検定に関する片側のｐ値 

(津田注)灰色の背景のｐ値は、傾きが、いわゆる「統計的有意差」があった線量範囲を示していま

す。つまりここでは、0mSv から 125mSv の線量範囲以降では有意差があるが、0mSv から 100mSv

の線量範囲では有意差がないことを示しています。なお図 9 の説明のように信頼区間で考える時の統

計的有意差は、両側ｐ値で考えています。ところがここでは、注釈 b にあるように、片側ｐ値の有意

水準です。 

 

この回帰直線に切れ目を入れて 0mSv からの線量範囲でデータを区切る方法では、従って

「線量範囲」という用語がキーワードになります。つまり、回帰直線や曲線のどこらあたり
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に切れ目があるのかを見つけるというよりも、最初から、データに切れ目を入れておき、被

ばく量 0mSv(Sv)からその切れ目の被ばく量(mSv: Sv)までのデータセットを何種類も作り、

その切れ目の線量(要するに線量範囲の上限)を指標として、それぞれのデータセットや線量

範囲を呼びます。それぞれのデータセットは表 3 の一番左側の列に示されていて 9 種類あ

ります。全て被ばく線量 0 Sv から始まりますので、それぞれの線量の切れ目は線量範囲の

右側(上限)を見れば分かります。すなわち例えば、0-0.15 という上から 5 行目の例では、0 

Sv から 0.15 Sv (150mSv)までの被ばく線量を受けた人々のデータだけが使われ、その線量

範囲における回帰直線が求められます。 

 

原点を通る直線ですので、同時に直線の傾き自体が、その 95%信頼区間と共に推定でき

ます。その次の 2 番目の列では、その回帰直線の傾きが括弧内の標準誤差と共に示されてい

ます。例えばこの 0-0.15 例では、傾きが 0.56 (ERR / Sv)で、その標準誤差が(0.32)である

ことが示されています。標準誤差に 1.96 を掛ければ 95%信頼区間です。そして 3 番目の列

には、この回帰直線の傾きの片側ｐ値が示されています。この場合片側ｐ値とは、傾きゼロ

の仮説のもとに、実際に得られた傾きおよびそれより極端な値の傾きとが取る確率の合計

です。この確率の合計が、5%より低い場合は、（傾き 0 と比べて）回帰直線の傾きに片側 5%

の有意水準で統計的有意な上昇があると呼びます。この 0-0.15 例では、片側 P=0.045 が示

されていますので、5%の有意水準では回帰直線の傾きが、片側検定で統計的に有意な傾き

であることが分かります。 

 

従って以上をまとめて表 3 から読み取りますと、この RERF2003(Report 13)からは、線

量範囲が 0mSv から 100mSv のデータでは統計的に片側有意ではないが（P=0.30）、線量範

囲が 0mSv から 125mSv のデータでは統計的に片側有意差が示されているのが分かります

（P=0.025）。アメリカ統計学会 ASA から、ｐ値だけで判断することに関する警告が出され

ているものの(ASA 2016)、ｐ値だけで考えると 100mSv と 125mSv との被ばく線量の間で

は、まるで 「切れ目」があるかのように判断していることがわかります。つまり、LSS デー

タ全体での回帰直線とその傾きがすでに求められているのに、ASA が警告を出している、

データを 0mSv からの細切れにして有意差がある線量範囲を特定し、それ未満の線量範囲は

有意差がないことを強調して、それに基づいて判断可能なように RERF2003(Report 13)は

分析結果を表として示しています。 

 

ご自分たち自身がその手助けをしたにもかかわらず、この RERF2003(Report 13)の著者

ら自身 （Preston 2003）は、否定的な意見を持っています。すなわち被ばく者データを線量

範囲で区切って、それぞれの線量範囲で回帰直線とその傾きが有意になるところを求め、そ

れ未満は有意差がないことを強調することは、不適切だ inappropriate と思われると述べて、

Report 13 の著者らは、この表 3 のようなやり方は推奨していません。それならばやらなけ
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れば良いのにと思いますが、これが続く RERF2012(Report 14)でも行われました。

RERF2012(Report 14)の方が、頻繁に持ち出されてきたせいか、RERF2012(Report 14)の方

の回帰直線の傾きとその有意差の方が有名のようです。 

 

さて、LNT から始まり、回帰直線ばかりで話は進んでいます。2 次曲線のような曲線も引

いても良いはずなのに、まだその話は出てきません。一般的には、データを完璧に説明でき

るモデルほど、良いモデルと言えます。線量を与えれば、いずれの線量においても、過剰相

対リスクが、図や式に表現されている線量反応関係から計算できるほど良いのです。 

 

しかし直線のままでは、どこかで直線を外れるデータがあるはずですので、直線ではなく、

全てのデータに完全にフィットするように、2 次曲線、3 次曲線、4 次曲線、5 次曲線を組

み合わせ、また直線も組み合わせたりして、点をたどるかのように図 10 のように曲がりく

ねった回帰直線（回帰曲線）を引いていくとします。こうすれば観察データの全てを説明で

きる極めてデータにフィットする曲線モデルが得られます。しかし、極めて良くデータを説

明付けているからといって、こんな曲線が良いモデルと言えるでしょうか？一方逆に、ほと

んど全てのデータを説明できるこんな回帰曲線ではかえって科学的とは言えないというの

が、この一連の意見書の中の最初の「その 1」で科学・統計学・疫学などの総論を論じた部

分の 14 ページでお示ししたオッカムの剃刀の話です。例えば曲線回帰をやってしまいます

と、色んな状況での適用が難しくなるでしょう。この点、直線回帰ほど単純ならどんな状況

でも、少々外れがあったとしても、逆に大まかなデータが当てはまりそうです。その結果、

少しの犠牲があっても、単純でより多くを説明できて、しかも分かりやすい、研ぎ澄まされ

たような一般法則になります。 

 

従って普通は、単純な回帰直線で、データの傾向を代表させる方向に、データからのモデ

ル化が行われています。オッカムの剃刀と言えばそれまでなのですが、やはり、より単純な

(回帰)直線モデルの方が「一般法則」としてふさわしい科学的モデルである、と言える理由

も把握していただければと思います。完全ではなくても単純でより多くのデータを説明で

きそうな一般法則となります。 
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図 10．全てのデータを説明できる回帰直線（曲線）の試み 

 

4-3 節．線量範囲内の Ozasa らの報告 RERF2012（Report 14） 

 RERF2003(Report 13)と同じようなことは、東日本大震災の 1 年後の 2012 年に出された

RERF2012(Report 14)においても図を使って行われています。RERF2012(Report 14)では、

RERF2003(Report 13)のような検定結果だけではなく、15 種類の線量範囲のデータから求

められる 15 種類の傾きの、点推定値とその 95%信頼区間により示されています（図 11：

原著では FIG. 5）。この図 11 の横軸（X 軸）に示されているのは被ばく線量なのですが、こ

れは正確に言いますと 0 Gy から刻んだデータからなる線量範囲の上側の値です。従って

少々分かりにくいですが、例えば、X 軸に 0.1Gy (100mSv)として示されているところの縦

線は、0 Gy (0mGy)から 0.1 Gy (100mGy) までの線量範囲に、被ばく者を限ったデータか

ら求められた回帰直線の傾き（y 軸 ERR / Gy：回帰直線の傾きで ERR /Gy）の点推定値と

その 95%信頼区間が示されています。この RERF2012(Report 14)の図 11 の縦棒の真ん中

あたりにある黒点で示された回帰直線の傾きに相当するのは、RERF2003(Report 13)の表 3

（原著では Table 4）の中央列に回帰直線の傾きの点推定値として示されています。なお繰

り返しますが、この RERF2003(Report 13)表 3 の回帰直線の傾きの括弧内の標準誤差 「1.96

×2 倍」を掛けたものが 95%信頼区間を示し、図 11 の縦棒の⾧さとなっています。 
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図 11．RERF2012（Report 14：Ozasa 2012）で示された、線量範囲毎のデータでの回帰

直線の傾きとその 95%信頼区間 

 

図 11 の左側から縦棒を見ていきますと、9 本目までは、ぎりぎり 0.0(ERR/Gy)の横目盛

と交差しているように見えますが、10 本目で初めて 95%信頼区間を示す縦棒が 0.0 を示す

横棒に交わらないこと（統計的有意差があること）がはっきりしていて、統計的有意差があ

るのが分かります。この被ばく線量が示す線量範囲が 0mGy から 200mGy で、0mSv からの

範囲が、この 0-200mSv 以上に広い線量範囲で統計的有意差があることが示されています。

一方、9 本目の線量範囲である 0mGy から 180mGy では、傾き 0.43(95%CI:-0.047,0.91, 両

側 P=0.052)で統計的有意差がありませんので、それより 1 本広い線量範囲である 0mGy か

ら 200mGy の線量範囲で，傾き 0.56(95%CI:0.15,1.04,両側 P=0.01)となり，初めて統計的

有意差が出てきたことが分かり、縦棒の 9 本目と 10 本目の間に、まるで境界線があるかの

如くに見えます。従って、アメリカ統計学会 ASA では警告が出されているものの、95%信

頼区間で得られる統計的有意差の有無のみに基づいた判断による結果だけで考えると、図

11(原論文では FIG 5)で示された線量範囲では、上限が 180mSv の線量範囲と 200mSv の線

量範囲との間で、この「境界線(切れ目)」を設定することができ、「180mSv 以下の線量範囲

で統計的有意差がない」となり、これが「180mSv 以下では(200mSv 未満では)線量に比例

する発がんの上昇傾向が分からなくなる」というような 100mSv 論に類似し 100mSv 論の

起源になりそうな、いわば「180mSv 論」とでも言えそうな言い方になるわけです。 

 

なお、図 11(原論文では FIG 5)で低い方の線量範囲の方(図の左手の方)の傾き(ERR/Gy)
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の点推定値が、統計的有意差がなくても、高くなっているのは、図 5 や図 9 として示された

RERF2000(Pierce)の図のように、線量が低い時の過剰相対リスクが LNT 直線による予測

よりも高くなっている裏付けとも言えます。 

 

4-4 節．p 値と有意差の有無に頼る判断に関してのアメリカ統計学会の警告 

4-4-1．p 値とは 

 さて、アメリカ統計学会 ASA が p 値や有意性の有無で判断を下すことに対して警告を出

していることに関して、再三、言及してきました。ここでは、その警告に関して説明します。

医学分野ではこの警告は 1978 年の Freiman らによるニューイングランド医学誌における

特別論文が最初ですので、この警告もいわば 40 年以上の歴史があることになります。なお、

ここでの説明は統計的有意差や推定値の信頼区間（点推定値と区間推定値）を理解していた

だけているという前提でお話しします。内容的には総論部分の「統計学、疫学、医学につい

て」の中の「統計的有意差について」と重なっております。また、付録の 2-2 にも「ｐ値と

信頼区間」と題して説明を重ねております。そちらも参考にしていただけると幸いです。統

計学のこれらの話題は、自然現象をどのようにまとめるかという統計学の基本的概念です。

抽象概念ですので、様々な角度から眺めることによって次第に情報を交わし合えるような共

通性を共有できるようになると思います。少々表現が重なることをお許しください。 

 

 さて、2016 年にアメリカ統計学会 ASA が出した声明の中の「P 値とは?」というところ

には次のような回答が書いてあります。「おおざっぱにいうと、P 値とは特定の統計モデル

のもとで、データの統計的要約（たとえば、2 グループ比較での標本平均の差）が観察され

た値と等しいか、それよりも極端な値をとる確率である」。そして中学校の数学で確率を学

んだ時に同時に学んだように、確率は主に個々での判断や予測値の推定に使われます。従っ

てざっくりと言いますと、ｐ値も確率の一種ですので、データから主に個々の状況での判断

をするための道具です。これは疫学だけでなく、自然科学的方法論全般に共通する道具です。 

 

2 グループ（2 セット）のデータを見た時、本来は同じ集団から得てきたデータなのでリ

スクも同じはずなのに、実際はしばしば異なります。つまりそれぞれのリスクの差を取って

みると差が必ずゼロになるとは限らないのです。これの理由としては、本来は差がないのに、

今回の比較でたまたま差があるのか、あるいは本来は差があるので、それが今回の比較の結

果に反映されて出てきたのか気になるところです。自然の観察結果には必ず、「自然の揺ら

ぎ」が混入してくることに注意しなければなりません。これは自然の法則を整理して解き明

かすときには必ず必要な作業です。 

 

特に品質管理の事例などを考えますと、これは非常に気になる問題です。元々問題がない

時には一定した品質が保たれているのに、たまたま誤差で品質に差があるように見えたの
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か、あるいは品質が低下してきて以前とは違いが出てきたので、それが反映されて差が出た

のか、対策を取る前に一応判断をしておく必要があります。本当に差が出てきているのであ

れば、早急に低下した品質に関して対策を取らねば、製品ひいては会社の信用が悪化しかね

ません。 

 

この時「差がない」ということを前提にして分布を想定し（だいたい正規分布を想定）、

こういう差の分布が、たとえ差がなくても一定の確率でデータとしては差が出てきます、と

いうことを明示します。なお、専門用語では「帰無仮説の設定」と言います。ここでは、差

がないことが前提ですので、この前提での差の分布は平均すると 0 となり、帰無仮説の設

定とは、この平均 0 の確率分布を想定することを意味します。この時、実際の観察データか

ら得られた差と等しいもしくは、それよりも極端な観察値が得られてしまう場合の確率の

合計とが片側ｐ値と呼ばれる確率です(注)。反対側の差も取り得るので、そちらの確率も考

慮したいと考えるときは 2 倍した両側ｐ値を考えます。この両側ｐ値が、信頼区間に対応し

たｐ値です。つまり、片側ｐ値 2.5%の時、左右対称の確率分布の場合には、両側ｐ値は、

2.5%×2 で 5%になります。この時、この両側ｐ値以外の確率は 95%となります。この「95%」

が 95%信頼区間に相当するわけです。ｐ値が示す確率が、例えば 5%以下というように、あ

まりにも低い時には、得られたデータを元に「差がない」と考えるのは現実離れしています。

つまり統計学的方法論から得られたｐ値に基づいて判断すると、統計的有意差があるとい

うことになります。その結果、品質に差が出てきていると判断することになります。 

 

(注) くどいですが、重要な部分ですので、少し言葉を変えて説明します。この差が偶然に

よる変動によるものなのか偶然によるものではないのかは、まず、差がなかったと想定した

場合の確率分布として、この場合０を中心とした正規分布を想定します。つまりこの正規分

布の平均は 0 です。そして今回実際に得られた観察データが、この正規分布の山の両側にあ

る裾野のどこにあるのかを確認します。この観察データに相当する位置およびそれより極端

な値の累積確率（平均 0 から見ると観察値より遠い正規分布の裾野部分の面積）、すなわち

ｐ値が非常に小さい値(数％未満、例えば両側 5%有意ならば両側 5%(片側 2.5%)未満)だっ

た場合には差があったと想定していますので、非常に小さな確率の稀な事象が起こったと

判断します。この結果、偶然による変動の範囲内と考えるには稀すぎるので、この差は偶然

による変動で説明できるとは言えないと判断します。この結果、この差は偶然による変動で

はなく、そもそも統計的に意味のある差があったのだと判断することになります。これが、

いわゆる統計的有意差です。 

 

この統計的有意差がある時、言い換えると「ｐ値が取り得る確率が、あまりにも低い時」

（例えば両側ｐ値が 5%未満、すなわち片側ｐ値が 2.5%未満の時）の判断の境目は、しば

しば 5%という確率が境目として利用されますが、1%でも 2.5%でも 10%でも構いません。
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研究にとりかかる前に決めておけば良いのです。有意水準あるいは棄却水準とか棄却域と呼

ばれるこのあらかじめ決められた確率(例えば 5%の境目)以下になるほど、ｐ値が小さけれ

ば統計的有意差があると判断されます。その結果、「差がない（品質の低下はない）」という

判断は棄却されますので、品質低下を防ぐための対策に乗り出す必要があります。 

 

4-4-2．p 値と統計的有意差の有無のみの情報に基づいた判断 

 分析の結果として、統計的有意差がある
．．

場合
．．

に、品質管理の見直しという対策を取るのは

当然です。しかし、それでは、統計的有意差がない
．．

場合
．．

には、品質管理の見直しは必要ない

のでしょうか？統計的有意差がないので安心し、当分は対策を取らないと決めるという態

度はどうでしょうか？直感的には、まずいと思えます。品質管理という会社の信用がかかっ

た重い判断なら余計に心配です。判断を誤るのは悲惨な結果を招きかねません。さてここで、

本来差があるかどうかを私たちが知るために p 値を計算して有意差検定をすると想定しま

す。私たちが本当に新型コロナウイルスに感染しているか否かは、最終的には手間がかかる

PCR 検査という新型コロナウイルスの遺伝子を検知する検査によって判断します。もちろ

ん PCR 検査結果が万能ではありません。PCR 検査が陽性と出ても新型コロナウイルスに

実は感染していない場合もありますし(偽陽性)、PCR 検査が陰性と出ても新型コロナウイ

ルスに実は感染している場合もあります(偽陰性)。これと同様に、p 値が検査値の役割を果

たし、p 値が 5%以上の時は有意差なしとして検査陰性と判断します。しかし、ここで本当

に差がない時(検査結果が当たりの時)と本当に差がある時(検査結果がはずれで、今回は偽

陰性)の場合とがあります。一方、p 値が検査値の役割を果たし、p 値が 5%未満の時は有意

差ありとして検査陽性と判断します。しかし、ここで本当に差がある時(検査結果が当たり

の時)と本当に差がない時(検査結果がはずれで、今回は偽陽性)の場合とがあります。 

 

表 4．αエラー(第 1 種の過誤)とβエラー(第 2 種の過誤)． 

 本来差がない(同じデータ源) 本来差がある(違うデータ源) 

観察データで差なしと判断 

陰性の判断 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

判断は誤り（偽陰性） 

βエラー（第 II 種の過誤） 

観察データで差ありと判断 

陽性の判断 

判断は誤り（偽陽性） 

αエラー（第 I 種の過誤） 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

 

もう一度説明します。今度は表 4 を見ながら落ち着いて読んでみてください。この判断を

系統的に整理するために、ｐ値が低いという理由で対策を実行すべきと判断した時と、逆の

場合ではｐ値が有意水準よりも高いという理由で対策をしないと判断した時を、まず想定

します。これは不安が取り越し苦労で判断が正解だった 2 つの場合です。すなわち、本来は

差がある場合に「陽性(差があると判断する)」と、本来は差がない場合に「陰性(差がない
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と判断する)」と、検査結果・研究調査結果が正しく出現した時の 2 つの場合です。一方、

不安が的中し判断を間違った場合にも 2 つの場合が想定できます。すなわち、本来は差があ

る場合に「陰性(差がないと判断してしまう)」と、本来は差がない場合に「陽性(差があると

判断してしまう)」と、誤りの判断を導く検査結果・研究調査結果が出現した時の 2 つの場

合です。前者を偽陰性と呼びます。後者を偽陽性と呼びます。これで合計 4 つの場合を示す

ことができました。 

 

ではここまでの話をまとめて表 4 にします。ここでは「品質の低下あり」を、「（本来）差

がある」とします。表 4 の左右に位置する、この「差がある」か「差がない」かを知るため

に調査、検査、もしくは研究を行い、そこから得られた観察データの分析結果から、表 4 の

上下に相当する「（データで：目に見える観察結果から）陽性」か「陰性」か、を導き出し

ます。これを整理して出来上がったのが、表 4 の 2×2 表です。この表は、統計学入門を学

んだことのある方なら【必ず】と言っていいほど、目にしたことのある概念を整理したもの

です。現実の観察データと概念上の【真・本来】ずれを表現し、それぞれに専門用語を与え

た表です。この意見書の他の部分にも何度か出てきます。  

 

今まで出てきたリスク比、オッズ比、発生率比などの倍率を計算するための 4 種類の人数

を示した表 1 の 2×2 表や、今回の 5 分冊の意見書の中の 3 番目の意見書「原審判決の認定

事実に関する意見書」の補足「疫学によって何が分かるか」で紹介した 2×2 表と、この表

4 の 2×2 表とは、全く異なったものを表現しています。表 1 や 3 番目の意見書の 2×2 表

は、共に、観察した 4 種類の人の数を、それぞれ系統的に、数え上げたものですが、本意見

書のこの表 4 は、「本来差がない」、「本来差がある」という 2 つの「本当」という概念を、

観察データにおける陽性と陰性とに分けたときに生じる 4 つの概念を整理し、特に偽陰性

と偽陽性とを際立たせた 2×2 表です。こちらの方は、すべて概念です。特に、陽性と陰性

とは観察できる概念ですが、「本来」で表記した方は、本来は観察できない概念です。一方、

表１の 2×2 表は 4 つの欄のいずれにも「人」という数える単位が付いていることからも分

かりますが、観察可能な人数ですのでご注意ください。観察できない概念か、観察可能な人

数かは、きちんと区別して、ぞれぞれの表を見てください。 

 

ｐ値という確率が小さい時は、「差がない」場合に現在観察できたデータとそれより極端

な値が得られる確率は小さいということになります。「差がない」という前提で考えた時に

は、とても珍しい現象を観察してしまったわけです。そこでｐ値の低さから、そんなことは

まずあり得ないとして「差がない」という前提を捨てて、「差がある」と考えて対策を取る

ことを考えてみよということになりました。表 4 で言うと、下の灰色のαエラー（ないもの

をあると間違える）の話です。 
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逆に、「差がない」と仮定して計算して得られたｐ値が 5%を上回った時に、「差がない」

として対策を取らなかった場合を考えます。差がないとして対策を取らなかったのに、「実

は差があった」場合には、これは偽陰性だったことになります。これが表 4 の上の灰色の部

分で、βエラーと呼ばれ、「差があるのに、誤って差がない」と判断した場合の話です。ASA

が声明を出して警告した理由の一つがこの点です。ｐ値が５％を超えているからといって、

「差がない」ことが保証されたわけではありません。むしろ、有意差がないのに「(実は)差

がある」場合も少なくなくありません。 

 

このようなβエラー（第Ⅱ種の過誤・誤り）を犯した場合、対策を取るべきであるのに対

策を取りません。品質管理の強化対策をしなければならないのに対策をしないので会社の

信用を失いかねません。病気の原因対策をしなければならないのに対策をしないので病状

は悪化し傷病者・死者が増加します。 

 

これはｐ値のみで判断した場合でも、あるいはｐ値の高低で統計的有意差がないだけで

判断した場合にも当てはまります。特に有意差がないという理由だけで判断を行った場合が

これに相当し、ASA による警告の一部に相当します。このような場合は、ASA の原則の 3

番目に挙げられています。βエラーとは逆に、統計的有意差があるだけで対策を取ってしま

う場合にも「(実は)差がない」場合もあります(αエラー)。以下に ASA の原則の 3 番目を

示します。 

 

3. 科学的な結論や、ビジネス、政策における決定は、ｐ値がある値（訳注: 有意水準）

を超えたかどうかにのみ基づくべきではない。 

科学的な主張や結論を正当化するために、データ解析や科学的推論を機械的で明白な

ルール（「P≤0.05」といった）に貶めるようなやり方は、誤った思いこみと貧弱な意思決

定につながりかねない。二分割された一方の側で、結論が直ちに「真実」となったり、他

方の側で「誤り」となったりすることはありえない。科学的推論を行う際、研究者はさま

ざまな背景情報を利用すべきであり、それには研究のデザイン、測定の質、研究対象であ

る事象のこれまでのエビデンス、データ解析の背後にある仮定の妥当性が含まれている。

「可否」による二分類の決定は実用的ではあるが、ｐ値だけで決定が正しいかどうかが保

証されるものではない。「統計的有意性」（通常「P≤0.05」とされる）は、科学的結論（つ

まり真実であること）を主張するための保証として広く用いられているが、科学のプロセ

スを著しく損ねている。 

 

4-4-3. (A86)に見る ICRP の実情 

 100mSv 論探索の始まりともなった ICRP2007 年勧告・付属書 A(A86)の記述「がんリス

クの推定に用いる疫学的方法は，およそ 100 mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接
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明らかにする力を持たないという一般的な合意がある」という 100mSv 論に対応する部分

は、よく使われている「統計的有意差」を使って、少し分かりやすく書きなおします。この

(A86)の「がんのリスクを直接明らかにする力を持たない」というのは、「『統計的有意差が

ある』と言えるようにはならない」と素直に表現したかったのを捻じ曲げた形の言い方でし

たので、それを戻した形で書き直します。なぜこんな捻じ曲がった言い方が必要だったかと

推測しますと、隠したい部分があったのだろうという理由と、書かれたご本人が統計学の知

識をそんなには持っておられなかったという理由、逆に言いますと、中途半端な知識しか持

っておられなかったのだろうという理由です。そしてこの言い方には、周りの目が行き届か

なかったのでしょう。 

 

すなわち、「100mSv 以下の被ばくでのがんリスクの上昇は、決して統計的有意差がある

という話にはならない一般的な合意がある。一般的な合意なので、どんな状況のデータでも

統計的有意差なしのままであり、がんのリスクの上昇が統計的に有意になることはない。従

って、被ばくによるがんリスクの上昇があると言える状況にはならない(という一般的合意

がある)」と主張していることになります。捻じ曲げを直したところで実に分かりにくいの

は、内容が間違っているなどの他の理由があるからです。それでも把握して読み取ろうとし

ますと、まるで (A86)は 100mSv 以下の被ばくではがんリスクに何も言えないかのような

印象が与えられます。この漠たる印象を与えるのが(A86)の狙いとも言えます。しかし LNT

が支持されていますので、100mSv 以下でも被ばくによるがんリスクの上昇が起こることは

示されるでしょうし、勧告が出された 2007 年以前でも、100mSv 以下でも有意差のある過

剰がんリスクを示す論文は実際にたくさんあります。これらの論文の存在だけから見ても

(A86)は誤りなのです。 

 

さらに、(A86)の有意差の有無だけに頼る言い方は、ASA による警告の対象になることか

らも分かりますように、元々、危険で間違った考え方です。この点だけで、ASA が警告して

いるようなｐ値のみやあるいは有意差の有無のみを用いて判断をすることが危険である実

例に(A86)がなってしまっていることになります。この考え方で勧告の付属書 A を書くので

すから、ICRP は、その名にある「放射線防護」の科学的な役割は全く果たせておらず、統

計学的方法論に対する誤解によって非科学的に、放射線被ばくによる危険を増加させている

わけです。ASA の声明に関しては、多くの医学誌の投稿規定での警告と共に、付録 3 でさら

に詳しく紹介していますので、ご参照ください。 

 

もちろん、ICRP2007 年勧告・付属書 A(A86)の書き方、あるいはその他の類似の 100mSv

論のかなりの部分は、この ASA による警告に抵触する部分が散見されています。これらも、

2016 年の ASA の警告どころか、40 年以上前から医学界で医学雑誌の投稿規定やテキスト

等においても警告されてきた内容そのものです。多くの医学雑誌が警告し投稿規定で避ける
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べきと述べているｐ値や有意差の有無のみで判断することの危険性を、放射線による人へ

の発がん影響を論じるはずの ICRP 勧告や ICRP の Publication が、(A86)のみならず、ずっ

と踏まえてこなかった事実を示しています。ICRP の問題点は、様々に指摘されてきていた

ようですが、放射線から人体を防護するための国際機関としてあってはならないはずの、こ

のような科学的分析における基礎的な誤解に基づいた誤った判断が継続されていたことに

なります。 

 

なおｐ値のみや統計的有意差のみで判断する問題に関連して、放射線影響研究所による

LSS データの死亡率報告の話に戻ります。その報告の中で、線量範囲限定数理法が行われて

いた RERF2003 (Report 13)では、傾きがゼロと仮定した時のｐ値しか記載されていません。

一方、RERF2012 (Report 14)では、傾きの点推定値と区間推定値が示されています。表と図

との違いはありますが、見比べても分かるように、後者の RERF2012(Report14)の方が、ｐ

値 の み の RERF2003(Report 13) と 比 べ て 、 ずっ と 情 報 が 多 い と 言 え ま す。 た だ 、

RERF2003(Report 13) に は 、 傾 き の 点 推 定 値 と 標 準 誤 差 が 示 さ れ て い ま す の で 、

RERF2003(Report 13)の場合でも 95%信頼区間を計算すれば示すことができます。 

 

このようなｐ値や 95%信頼区間で示された情報により、RERF2003(Report 13)では 0-

125mSv という線量範囲が、RERF2012(Report14)では 0-200mSv という線量範囲が、有意

差のある最低線量範囲であることが示されています。これは、それ以下の線量範囲は傾き

の統計的有意差がないことを強調するためでしょう。しかし、このように示して強調する

ことは RERF 2003 （Report 13)の本文中では「不適切 inappropriate」と思えると書いてあ

ります。 

 

一方、単に点推定値と信頼区間のみが図と数値で示されただけの RERF2012 (Report 14)

の図 11（原著では FIG 5）では、点推定値と信頼区間を示した縦棒は、9 本目までは統計

的有意差がなくても、10 本目 0-200mSv という線量範囲では縦棒が 0.0 を示す横棒に交わ

っていない(統計的に有意になる)ことがはっきりと分かります。そして、有意差がないとさ

れた 1 本目を除く 2 本目から 9 本目までの縦棒においても、それに相当する 0mGy からの

線量範囲の上限が小さければ小さいほど、1Gy あたりの過剰相対リスクの点推定値が上昇

し回帰直線の傾きが一定の傾向性をもって上昇しているのもはっきりと分かります。これ

は、線量範囲が限定されているとはいえ、各線量範囲内で LNT 直線を上回る過剰がんリ

スクが観察されていることが示されていることになります。それにもかかわらず、統計的

有意差が得られていないのは、線量範囲の上限が低く取られれば取られるほど、図 11 で言

えば、図の左側に行けば行くほど、範囲が狭くなった分だけ分析対象者の人数が減ってし

まうからです。標本数と呼ばれる、この観察対象者の人数が小さくなればなるほど信頼区

間の幅が広くなり、統計的有意差が出にくくなるのです。この常識とも言える読み方をせ
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ずに、しかも 2016 年にアメリカ統計学会 ASA が警告を出した統計的有意差のみの判断と

いう間違った判断をしてしまい、200mSv 以下の傾きを捨て去ってしまっています。これは、

まさしく ASA が警告する誤った判断と言えます。 

 

そしてこの LNT 直線を上回る過剰がんリスクの存在は、同じように RERF2000（Pierce 

(2000)）の図（本意見書では 4-2 節の図 9）でも明瞭に示されていました。しかし LSS 報

告の中で示されてきたこの LNT 直線を上回る過剰がんリスクの存在に関して、

RERF2012(Report 14)では何の言及もなされていません。これでは RERF2012 （Reprt 14）

が点推定値と区間推定値を図 11 のように示したメリットも消えてしまっています。これは

まるで、ASA が危険性を警告する統計的有意差のみでの判断を、RERF2012(Report 14)が

読者に押し付けているかのように見えてしまいます。 

 

4-5 節．RERF2017Grant 論文 

 さて、RERF2003(Report 13)、Preston(2007)や RERF2012(Report 14)では、それぞれ 0-

100mGy、0-150mGy、0-200ｍGy の線量範囲までは、その線量範囲未満の線量範囲での回

帰分析で得られた回帰直線の「(直線の傾きに)統計的有意差がない」ことが示されてきまし

た。一方、私どもは「100mSv 以下では有意差がないことを強調してはいるが、そのうち有

意差が出てくるだろう」と意識しておりました。これは、最初に ICRP2007 年勧告の付属書

A の(A86)を読んだ時からです。その理由は、時間が経つにつれて発生したり死亡したりす

るがん症例の数が多くなることや発生率・死亡率も共に高くなるので、統計的有意差が出や

すくなるからです。特に LSS データでは、発がんの程度が一般に比べてその過剰の程度が

大きくなっていることが知られていることから、LSS データでも、そのうち、有意差が出や

すい傾向（ｐ値は下がる傾向）へと進んで行くことが予測できたからでした。 

 

そして、その私どもの予想より少し早く、LSS データ（発生率）を用いて０から 100mSv

の線量範囲で回帰直線を求め、その傾きに、95%水準で統計的に有意な上昇がみられたこと

が報告されました。RERF2017（Grant）に「Solid Cancer Incidence  0-100mGy,傾き 

0.49(95%CI: (0.026, 1.01),両側 P=0.038) with no smoking adjustment」(ｐ.521 と論文文頭

の抄録)と書かれていたのです。もちろん、この線量範囲での回帰直線の傾きに有意差があ

るのかないのかの話なので(付録 2 「線量範囲限定数理法」)、これは付録 2 で説明する「基

本法」の分析法の 100mSv 以下の放射線被ばくでがんのリスクが上昇する(がんが多発する)

のか否かを判断する、とは異なります。また、そもそも有意差があるのかないのかだけで判

断する方法は、ASA 声明が言うように適切ではありません。とはいえ、その方法でも、

100mSv 以下の線量範囲でも統計的有意差が出てきたことになります。これで、いびつな判

断方法を（こっそりと）用いて、誤った判断へと誘導してきた「専門家」の方々でさえ、何

の文句も言えないでしょう。しかし、いつかはこうなるのは ICRP2007 年勧告が出た当時
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から論理的に分かっていたわけです。それなのに、付属書 A とはいえ、わざわざ(A86)とし

て 100mSv 論を書き込むのは、データ分析や統計学を踏まえず先を見通せていない誤りだ

ったと思います。 

 

国際放射線防護委員会 ICRP は 2007 勧告で、「一般的な合意がある」とまで述べ、加え

て、いかにも根本的で永久に(A86)が成り立つかのように 「100mSv 以下では力を持たない」

とまで言い切っていました。しかし、たった 10 年ほどで、100mSv 以上のデータを除いて

回帰直線を引いた時の傾きが 「 （統計的検出）力」を持ち、統計的有意差が出てきてしまい、

ICRP2007 年勧告の付属書 A の(A86)での記載が、すり替えられた分析方法(線量範囲限定

数理法)においても、間違いになってしまいました。ただ、このような 100 ミリシーベルト

論の破綻も Grant 論文のような論文の出現も、起こるべくして起こることが起こっただけ

です。従って、もともと統計学の知識が ICRP に欠けていたというだけです。 

 

アメリカ統計学会 ASA による 2016 年の警告にもあるように、統計的有意差のあるなし

だけで判断するのは間違いで有害・危険です。さらにこのような 0mGy から定めた線量範囲

のデータに限定して回帰直線を求める分析での直線の傾きがゼロであると仮定した有意差

検定は、100mSv 論の正当化にすらなっていません。そもそも、データを線量範囲に限って

回帰直線を求め、その傾きの 5%水準での有意差検定による検定結果を、被ばくと発がんと

の因果関係の判断の目安にするというルールなどありません。ASA が警告するように、む

しろそのような因果関係判断をしてはいけません。世界の研究者たちは、論文を書く時に、

あるいは国際機関や各国機関で物質の発がん性を評価・分類する時に、そのようなルールを

用いません。 

 

逆に、ASA の警告や、各種の国際的な医学雑誌、あるいは疫学理論の標準的教科書である

Modern Epidemiology 第 4 版(Wolters Kluwer; それまでの初版から第 3 版までも)は、その

ようなルールで判断することを、本意見書で書いているような厳しい表現で警告・禁止して

います。100mSv 論は自然科学研究や医学研究の警告を無視した非常識の上に成り立ってい

ます。RERF2003 (Report 13)、ICRP2007 年勧告、RERF 2012 (Report 14)、RERF2017(Grant

ら)という、一連の線量範囲を限定した上での回帰直線の傾きの有意差検定を問う文書や論

文に関しては、RERF2000 (Pierce&Preston)の分析と共に、付録 2 でさらに丁寧に説明をし

ます。100mSv 以下の放射線被ばくによりがんリスクの上昇が起こらない検証の結果がすで

に示されていると、しばしば誤って信じられている 100mSv 論ですが、そのような検証は、

基本的な分析方法(従って付録 2 では「基本法」と名付けました)により、半世紀以上前に

「統計的有意な上昇が起こる」ことが、スチュアートらにより示されています。一方、100mSv

論が、実際には、100mSv 以下の被ばく者に分析対象を限った時の線量-反応関係直線の傾

きでの有意差の有無を算出する分析(付録 2 「線量範囲限定数理法」)により、誤って判断し
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ているに過ぎませんので、やはり何の科学的根拠もありません。この 100mSv 論こそが科学

的判断の根拠だと信じる方が、「放射線の専門家」と見なされている方にさえおられるよう

ですので、この意見書の中では警告と共に、特に繰り返し説明をしています。 

 

Preston DL, Shimizu Y, Pierce DA, Suyama A and Mabuchi K: Studies of mortality of 

atomic bomb survivors. Report 13: Solid cancer and noncancer disease mortality: 1950-

1997 Radiat Res 2003; 160: 381-407. 

 

Preston DL, Ron E, Tokuoka S, Funamoto S, Nishi N, Soda M, Mabuchi K and Kodama 

K: Solid cancer incidence in atomic bomb survivors: 1958-1998. Radiat Res 2007; 168: 

1-64. 

 

Ozasa K, ShimizuY, Suyama A, Kasagi F, Soda M, Grant EJ, Sakata R, Sugiyama H and 

Kodama K: Studies of the mortality of atomic bomb survivors, Report 14, 1950‒2003: An 

overview of cancer and noncancer diseases. Radiat Res 2012; 177: 229‒243. 

 

Grant EJ, Brenner A, Sugiyama H, Sakata R, Sadakane A, Utada M, Cahoon EK, Milder 

CM, Soda M, Cullings HM, Preston DL, Mabuchi K and Ozasa K: Solid cancer incidence 

among the Life Span Study of Atomic Bomb survivors: 1958-2009, Radiat Res 2017; 187: 

513-537. 

 

RERF2003(Report 13)の言い方では、「不適切な」分析により、ｐ値あるいは統計的有意

差がないことのみに依存して判断に基づいた 100mSv 論は、そのつながりもあいまいなま

ま ICRP2005(Pub 99)を経て ICRP2007 年勧告の付属書 A(A86)へと結びつけられたようで

す。その(A86)から原子力規制委員会検討チームの会議資料の別紙、あるいは平成 23 年 12

月 22 日発表の低線量ワーキンググループ報告書からも、100mSv 論は、様々なルートを通

じて福島県のみならず全国津々浦々にまで行き渡りました。しかし今や、この RERF 2017 

(Grant ら)などの論文の発表によって、「線量範囲限定数理法」を用いた分析で回帰直線の

傾きに統計的有意差の有無による判断という誤った判断方法においてすら 100mSv 論は、

否定されました。これで、あらゆる面において 100mSv 論の誤りは指摘され、全ての論争は

終焉しました。 

 

4-6 節．Hauptmann らのメタ分析論文(2020) 

 この章の最後に、本意見書の中で何度も出てきた、アメリカ国立がん研究所雑誌に 2020

年に掲載された、100mSv 以下の被ばくでのがんの上昇に関するテーマで書かれたメタ分析

を紹介します。メタ分析は、人を対象とした医学論文（疫学論文）の中で、同じテーマの（主
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に英語で書かれた）論文を全部集めてきて、批判的吟味と呼ばれる検討を慎重に加えた上で、

その全ての論文のデータが示す傾向を、相対リスクや過剰相対リスクのような定量的数値

で推定した論文の結論を導く研究方法論です。そしてメタ分析は、人を対象とした医学研究、

特に標準的な診療が厳しく求められる臨床医学においては、診療ガイドラインの骨子とな

る最終的結論とも言える知見を提供する医学研究方法論として知られています。 

 

100mSv 以下の放射線被ばくによる発がん影響の有無を検証するこのメタ分析を報告し

た一連の論文では、2006 年から 2017 年までに出版された全論文を集め、定量的で系統的

な解析と、それを導くために疫学理論に基づいた対象研究の記述、バイアスの評価分析、ア

ウ ト カ ム 評 価 が 行 わ れ て い ま す （ Hauptmann 2020, Berrington de Gonzalez 2020, 

Schubauer-Berigan 2020, Linet 2020, Gilbert 2020）。そして、2006 年から 2017 年の間の全

論文を検討した結果として、100mSv 以下の被ばくによって過剰な相対リスク ERR の上昇

が全体として示されています。従って、このメタ分析により 100mSv 論は完全に科学的に反

証されてしまったと言えます。この論文の抄録 Abstract の和訳を以下に記載します。 

 

https://academic.oup.com/jncimono/article/2020/56/188/5869934?login=true  

Hauptmann M, Daniels DR, Cardis E, Cullings HM, Kendall G, Laurier D, Linet MS, Little 

MP, Lubin JH, Preston DL, Richardson DB, Stram DO, Thierry-Chef I, Schubauer-

Berigan MK, Gilbert ES, Berrington de Gonzalez A: Epidemiological studies of low-dose 

ionizing radiation and cancer: Summary bias assessment and Meta-Analysis. J Natl Cancer 

Inst Monogr 2020(56): 188‒200. lgaa010．doi: 10.1093/jncimonographs/lgaa010 

低線量電離放射線とがんの疫学研究：バイアス評価の概要とメタ分析。アメリカ国立がん

研究所モノグラフ 2020(56)。 

抄録 Abstract 

背景：電離放射線は発がん物質として確立されているが、低線量被ばくによるリスクにつ

いては議論がある。2006 年の電離放射線の生物学的影響 VII による疫学データのレビュ

ー以来、低線量被ばくによる過剰な発がんリスクが報告された論文が多数発表されてい

る。我々の目的は、これらの研究を系統的に見直し、リスクの大きさとリスクの上昇を示

すこの知見が偏りによって説明できるかどうかを評価することである。 

 

方法：対象とした研究は、平均累積線量が 100mGy 未満、個別の線量推定値、リスク推

定値、線量反応の信頼区間（CI）を有し、2006～2017 年に発表されたものである。各研

究について、バイアス（曝露の誤分類、交絡、疾病の誤分類）の証拠とそれぞれの研究の

バイアスによる可能性のある方向についてまとめた。単位用量あたりの過剰相対リスク

（ERR）の中央値がゼロ倍に等しいかどうかを検証し、ナル(ゼロ ：注)から遠ざかる（過

大評価する）バイアス候補を伴って影響ありとしていた研究を除外した場合の影響を評
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価した。メタアナリシスを行い、ERR を定量化し、全固形がんと白血病について研究間

の一貫性を評価した。 （注）ナル null は、日本語では「無」のこと。曝露群と非曝露群の

リスクの違いを引き算で示す時はゼロが null で、割り算で示す時は 1 倍が null です。こ

のように違いを示すための演算の違いを超えて「無」を示す時に、null が使われます。帰

無仮説の「無」も null ですので、帰無仮説は null hypothesis と英語では呼ばれます。 

 

結果：26 件の適格研究のうち、8 件が環境、4 件が医療、14 件が職業曝露に関するもの

であった。固形がんでは、22 件の研究のうち 16 件が単位線量あたりの ERR で正の関連

を報告し、ERR の中央値がゼロに等しいという帰無仮説を棄却した（P=0.03）。影響を過

大評価するバイアスの可能性がある 4 件の正の関連があった研究を除外した後、18 件中

12 件の研究が単位線量あたりの正の関連の ERR を報告した（P＝0.12）。白血病につい

ては、20 件の研究のうち 17 件が正の関連であり、単位用量当たりの ERR の中央値がゼ

ロに等しいという帰無仮説を棄却した（P＝0.001）が、これも影響を過大評価するバイ

アスの可能性のある 5 件の正の関連を示した研究を除外した後である（P=0.02）。成人期

の被ばくについては、100mGy でのメタ ERR は、固形がんで 0.029（95％CI=0.011～

0.047）、白血病で 0.16 （95％CI= 0.07～0.25）であった。小児期の被ばくについては、白

血病の 100mGy におけるメタ ERR は 2.84（95％CI＝ 0.37～5.32）であったが、すべて

の固形がんについて適格な研究は 2 件のみであった。 

 

結論：結論として、このモノグラフで行った系統的評価では、これらの新しい疫学研究に

はいくつかの限界があることが示されたが、ナル(ゼロ)から影響を過大評価するバイア

スの可能性のある正の相関を示す研究はわずかであった。これらの研究を除外しても，大

部分の研究は依然として正の関連のリスク推定値を報告していた．したがって、これらの

新しい疫学研究は、低線量電離放射線による過剰ながんリスクを直接裏付けるものであ

ると結論づけた。さらに、これらの低線量放射線被ばくによるがんリスクの大きさは、原

爆被爆者の放射線量に関連するがんリスクと統計的に適合していた。 

 

なお、この Hauptmann らの論文(2020)は、Hauptmann らの論文(2020)に書ききれなか

った検証結果が、4 編ほどの別の論文として示されており、全体としては非常に念の入っ

た膨大な論文群を形成しています。以下、そのタイトル等の情報を示しておきます。 

 

Berrington de Gonzalez A, Daniels RD, Cardis E, Cullings HM, Gilbert E, Hauptmann M, 

Kendall G, Laurier D, Linet MS, Little MP, Lubin JH, Preston DL, Richardson DB, Stram 

D, Thierry-Chef I, Schubauer-Berigan MK. Epidemiological studies of low-dose ionizing 

radiation and cancer: Rationale and framework for the monograph and overview of eligible 

studies. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 2020; (56); 97‒113. 
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第 5 章 医学的根拠に基づいた定量的な情報と法廷での蓋然性について 

【第 5 章の要旨】法廷ではしばしば因果関係の立証が求められるそうです。この 100mSv

論に関する意見書も、見方を変えれば、100mSv 以下の放射線被ばくと人間での固形がん

の発がんとの因果関係の立証に関する意見書と言えます。自然科学研究の主たる目的や

仕事の 1 つも因果関係の立証です。法廷では、時 「々法的因果関係」という言葉が用いら

れることがあるようです。しかし「法的因果関係」が具体的に何を指すのかを示した文献

はないようですので、「法廷の中でしか存在しえない因果関係の話」とも「因果関係の話

に付随する法的・社会的な話」とも取れます。疫学には「Forensic Epidemiology 法疫学」

というテキストがあります。公衆衛生大学院で疫学を学ばれたアメリカの法曹の方が書

かれた教科書のようですが、内容は疫学の紹介と法廷などでの応用の話でした。アメリカ

の連邦司法センターFJC は『科学的証拠に関する参照マニュアル』(2011 第 3 版)という

出版物を法曹の方々向けに科学的エビデンスを証拠とする場合の参照として出版してい

ますが、ここでは、疫学(約 100 ページ)や多変量解析や調査研究を含めた統計学(約 200

ページ)等について、相当数のページが割かれて書かれてはいても「法的因果関係につい

て(Forensic Causality?)」は書かれていないようです。従って、「法的因果関係」に関して

は法曹の皆さんにお任せするとして、本章では因果関係は今日では確率で表現されるこ

とを強調します。また、国際的には、因果関係論が疫学や物理学、経済学や心理学、法学

にまでカバーして議論されていることを踏まえて議論します。なお、因果関係が示された

後の社会経済的な問題は、費用効果分析などの経済学や法曹の皆さんの解釈としてお任

せするといたします。その上で、疫学を始めとする自然科学研究方法論では確率が共通言

語 Syntax であり、また、法廷では蓋然性(確率)が問題になることが多いことを踏まえて、

この第 5 章では、法廷と蓋然性(確率)、東大病院ルンバール判決から、「高度の蓋然性」

に関して確定論的(決定論的)な見方と確率論的な見方から考察します。その上で、(故意

に？)100mSv 論が混同させたとも言える、オーソドックスなリスクの上昇に関する有意

差検定と他ではあまり見ない線量範囲を限って回帰分析をして得られた直線の有意差検

定とを整理します。そして、原審での「高度の蓋然性」に関する原審原告による第 64 準

備書面についての検討と解説を致します。 

5-1 節．科学研究と法廷との類似点 

今回の私の意見書 5 分冊のうち、 「意見書その１」とした総論「原審判決文等を理解する

ための、科学、疫学、LNT に関する基礎知識」と、本意見書である 100mSv 論に関する意

見書では、放射線被ばくと発がんとの因果関係を中心に説明してきました。自然科学や医学

に関する話題です。これに関しては、重要な基礎的認識として、「統計学は(自然)科学の文

法」であることをしっかりと踏まえていただきたいと思います。また、「確率は自然科学諸

科学の共通言語 Syntax」であることも踏まえてください。物理学や化学を含み疫学に至るま

で、自然科学諸科学の知見のアウトプットは確率にまで翻訳され、自然現象における個々の

科学的判断の根拠とされます。つまり、自然科学的な観察が行われ、データ化が行われ、分
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析が行われた後のアウトプットの代表格は、確率です。また今日の科学的な因果関係が確率

で論じられることも、因果関係論のテキスト(Pearl 2000, Pearl 2009)の記載を引用しつつ、

意見書の中で強調してきました。 

 

さて、現実の法廷での議論では、原告がおられ、被告がおられ、裁判官がおられます。原

告は、通常は個人のようです。一方、日本の民事法廷では、「蓋然性」という言葉がよく用

いられ、「高度の蓋然性」についての議論が、法廷でしばしば行われてきているようです。

原審においても、「高度の蓋然性」の議論がおこなわれたようです。なお、蓋然性とは、英

語訳が同じ probability と共通しますように、具体的には確率です。従って、医学を含む自然

科学諸科学、現代の科学的因果関係論、民事裁判は、確率を通して結びついていると言えま

しょう。 

 

ところで、自然科学研究では、その研究の始まりにおいて、できるだけ単純な言い方や簡

単な文章を用いて、仮説 hypothesis を設定することが求められます。仮説は、科学論文の緒

言 introduction にも明記されています。研究目的そのものが、仮説の立証や仮説の検証だか

らでしょう。そして仮説がないと自然科学研究はしばしば成り立ちません。これは、因果関

係に関する医学論文でも同様です。 

 

「福島第一原子力発電所事故と事故後の福島県での小児・青年の甲状腺がんとの因果関

係を明らかにする」というのが、2011 年 3 月当時、福島県に居住し、その後甲状腺がんを

罹患した小児・青年が原告として訴訟を提起するに至った現時点(2022 年 1 月末)で、いま

一番問われている問題であり、関連する論文のうち最も参考にしたい研究論文が掲げる研究

目的でしょう。そして、法廷で因果関係を主張し、責任を追及するのはこの原告が原因とさ

れる曝露により、結果(甲状腺がん)を背負ってしまった患者です。一方、被告は因果関係の

仮説となった原因を発生させ、その原因を原告に接触させた責任を問われることになりま

す。従って、法廷での重要な争点の 1 つが、この因果関係－福島第一原子力発電所事故によ

って放出された放射性物質と甲状腺がんの因果関係－の有無とその影響の程度です。つまり、

因果関係が争われる民事法廷で問われていることは、しばしば、因果関係を究明する科学研

究にぴったり一致するのです。 

 

5-2 節．東大病院ルンバール判決「高度の蓋然性」と自然科学研究の確率の分類 

一方、法廷での因果関係論争で、しばしば問題になる「高度の蓋然性」とは、法曹の皆様

はよくご存じの、いわゆる「東大病院ルンバール事件判決」(原審事件番号. 昭和 45(ネ)589. 

原審裁判年月日. 昭和 48 年 2 月 22 日. 最高裁判所第 2 小法廷昭和 50 年 10 月 24 日判決)

で、以下のフレーズが有名な、もう 50 年近く前の判決文が起源のようです。わざわざ 50 年

前と書きましたのは、判決から半世紀も経つ有名な判決文ですが、この 50 年の間に様々な
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自然科学が発達してきたのにもかかわらず、この 「高度の蓋然性」に関して、 「高度」が何%

に該当するのかという以外の議論がほとんどない点が奇妙に思えたからです。しかも、その

「高度」が何%であるかについても、他からの引用もなく、また合理的な観点も提供されな

いまま、思い付き程度の確率が割り当てられている点も、自然科学研究者の 1 人である私

から見ると奇妙でした。この 50 年の間、医学分野に限っても、様々な確率が開発されて現

場で応用されています。また、1990 年代から本格的な発達が始まった現代因果関係論も、

本章で紹介する 5 つの原因に関する確率を示しています。5 つの種類が出てきたのは、「原

因曝露にさらされてかつ病気になった場合」、「原因曝露が分からないが病気になった場合」、

「原因曝露にまださらされていないし病気にもなっていない場合」など、様々な状況(条件)

に応じて、Pearl(2009)による教科書には 5 つほどの確率が明示されているからです。この

ように状況別の確率(いわゆる「条件付確率」)を付けるだけでも、様々な確率(蓋然性)があ

るのにも関わらず、実際に使われている種々の確率との照らし合わせ作業がほとんどなされ

ないまま、各裁判所で思いのままの「高度の蓋然性」が使われているのが現状です。 

 

「訴訟上の因果関係の立証は、１点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に

照らして全証拠を検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度

の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の

確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」 

 

なお、蓋然性の部分は先ほど言及したように 「確率」で良いと思いますが、確率も、例え

ば、客観確率と主観確率というような分類もあり得ます。ベイズ統計学が「主観確率」とし

て良く批判されますが、ベイズ統計学もやはり実際のデータを取り入れて、知りたい確率

(現場の役に立つ確率)を求めたいという目的を共有しているとも言えると思います。主観確

率と称していると誤解されると思いますので、ベイズ統計も、ここではあくまでも（自然科

学理論と仮説および）実際の人間のデータに基づいた客観的な確率であると考えます。 

 

5-3 節．何が「高度な蓋然性(確率)」なのかという整理 

因果関係論が発達し、20 世紀末の 1996 年にはカリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCLA

で世界最初の因果関係論の講義が始まりました。その講義資料がまとめられてケンブリッ

ジ大学出版から「因果関係-モデル・推測・推論」（J・パール：第 1 版訳・共立出版）とい

う教科書が出版されて 2 版を重ねています。18 世紀のスコットランドの哲学者 D・ヒュー

ムの因果律の問題を経て近代統計学が生まれ、その後の 20 世紀の 100 年をかけた因果関係

の議論の集大成とも言えます。そもそも現在の因果関係論は、人工知能 AI の研究の一環と

して始められた因果関係論ですが、因果関係などを考えるなんて人間そのもの（つまり知能）

ですので、従って、そのまま因果関係の考察にも役に立ちます。このテキストの第 1 章・第

1 節「確率論入門」は、第 1 項「なぜ確率が必要なのか？」と題して次のように始まります。 
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確率は例外、疑念、規則性の欠如という意味を含んでいるのに対して、因果は法則的な必

然性という意味を含んでいる。それにもかかわらず、因果関係を確率論的な立場に基づいて

解析することから始める、事実、因果関係を確率論的な立場に基づいて解析することを重視

しなければならない決定的な理由が 2 つある。 

 

この言葉は、因果関係という言葉には決定論的 deterministic な意味を含んでいるにもか

かわらず、現実的に因果関係を議論するには、確率を用いて運用する probabilistic, stochastic

な考え方をしなければならないことを表現しています。東大病院ルンバール判決が出された

50 年近く前には、因果関係の議論が確率を用いて行われることは、通常の世界では知られ

ていませんでした。現在ですら、特に日本人は、因果関係が直接知覚できないこと（見えな

い、触れない、匂わない、聞こえない、味もしない、要するに五感では知り得ない）を認識

できている人が少ないわけです。従って、原因(と考える)出来事と、結果(と考える)出来事

を観察するだけでは因果関係は客観的な合意に達しないという、18 世紀に提起されたヒュ

ームの因果律の問題、これは高校の社会科で学びますが、このエマニュエル・カントも驚い

た根本的な問題すらもご存じの方は非常に少ないわけです。この因果関係論と科学的な考え

方の基本中の基本すらご存じでない方が多いわけですので、因果関係論の話がひたすら避

けて通られ、東大病院ルンバール判決の「高度の蓋然性」も、話し合われないまま経過して

しまうというのも無理もない話でしょう。 

 

一方、疫学や統計学をする人達は、確率で議論することに比較的慣れていました。また、

因果関係の推論の重要な要素の一つである、データ分析にも慣れていました。そして、統計

的有意差、信頼区間、そして原因確率 probability of causation （あるいは寄与分画 attributable 

fraction や割当分画 assigned share）という因果関係に結びつきそうな用語は全て確率で議

論しています。放射線被ばくによる発がん影響を例にして原因確率を説明したアメリカ医師

会雑誌 JAMA(1987)の「放射線学のトピックス」での「Radioepidemiological Tables」（放射

線疫学表）という論文には、「ラプラスの悪魔」で知られる統計学を確立した数学者ラプラ

スの名前も出てきます。科学研究が本格的に始まった 17 世紀のアイザック・ニュートンの

時代には、科学現象は、決定論的に取り扱われていました。そして 18 世紀から 19 世紀初

めにかけてラプラスらが古典統計学を始めて、19 世紀の終わりには、自然科学研究の発達

に合わせるような形で近代統計学が発達し、「科学の文法 The Grammar of Sciece」と呼ば

れて確率論的な見方が自然科学に取り入れられるようになりました。科学が、決定論から確

率論へと、発達し変化を遂げたわけです。この決定論的に因果関係を捉えていた時の気持ち

になって「高度の蓋然性」を論じる場合と、確率論的に因果関係を捉えている時の気持ちに

なって「高度の蓋然性」を論じる場合とで分けて、本章での蓋然性の説明を、以下に展開し

ようと思います。 
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いつも考えていることですが、個人的には、東大病院ルンバール判決の、この「高度の蓋

然性」を巡っては、法曹の方々も、そろそろ明示的に集中して建設的な議論を重ね始められ

てはいかがでしょうか。同じような話が、行きつ戻りつ、何度も法廷で整理も付かずに議論

されてきているからです。科学の重要問題ですので、法廷での「科学的証拠に関する参照マ

ニュアル」のような書物のテーマとしてもなじむのではないかと思います。 

 

東大ルンバール事件判決を用いた場合、不満が残ったり異論が出たりしやすいのは、1 つ

には、従来から言われていたように、「高度の蓋然性」という数字に直せて明示できるにも

かかわらず、「高度」か「高度でない」かを、裁判官の裁量で決めていたことにあります。も

う 1 つは、次節で説明しますように、東大ルンバール事件判決が、帰無仮説に基づいた第 1

種の過誤、アルファ・エラーのことだけに言及していて、対立仮説に基づいた第 2 種の過

誤、ベータ・エラーのことを全く考えていなかったことにより、公平であるべき民事損害賠

償訴訟において論理的に納得がいかない不全感が残るという点にあります。第 2 種の過誤と

は、影響(因果関係)があるのに、影響がないと間違って判断するというエラー(過誤)です。

つまり、東大ルンバール事件判決の「高度の蓋然性」に関する言明は、影響がないのに間違

って影響があると判断すること(第 1 種の過誤：アルファ・エラー)ばかりが言葉になってい

て、影響があるのに間違って影響がないと判断すること(第 2 種の過誤：ベータ・エラー)が

全く言葉になっていない点で、不公平と言えるでしょう。これは民事訴訟というものを考慮

した時に、論理構成上の不備です。また、これは、アメリカ統計学会が 2016 年に警告して

いたことが、そのまま該当する不備でもあります。 

 

5-4 節．決定論的な因果関係の「高度の蓋然性」 

 私たちが「因果関係」という言葉で何かと想起するのは、こちらの決定論的な関係の方で

す。歯車がかみ合ったような、ビリヤードの玉の動きのような関係です。さらに、1 対多数、

多数対 1 という関係よりも、1 対 1 の方を想起しなければならないと思いこんでおられる方

もいるようです。こうなりますと、因果関係は「ある」(100%)か「ない」(0%)のどちらか

です。 

 

 従って、この場合の「高度の蓋然性」は、「因果関係があると高度の蓋然性で言えるかど

うか？」と言い換えられます。「イチかゼロかのどちらかの、イチであると言えるのは」ど

のくらいの確率で言えるかということです。この時、「高度の蓋然性」とは、50%とか 80%

とか 90%となります。 

 

ところが、有害物質に曝露しなかった時、あるいは有害物質に曝露したとしても、全体の

中で実際に問題となっている病気となる人の割合が 50%を超えるような病気や曝露はほと
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んどありません。通常は大部分が健康なままです。特に、工場の中の汚染物質が、工場外の

広い大気中や水中にばらまかれた場合には、病気を発症させた人の割合がせいぜい 10%程

度でしょう。図 12 をご覧ください。1960 年代の三重県四日市市内の 6 地区での、慢性気

管支炎と閉塞性呼吸機能障害（ぜんそく）の有病割合です （なお、この図では「発生率」と

縦軸に示されています）。これが四日市ぜんそくと呼ばれていた激しい喘息を持つ患者を数

え上げた結果です。左側の 3 地区の、磯津、塩浜(北)、塩浜(南)が汚染地区で、当時新設さ

れた石油コンビナートのすぐ近くの住宅地です。右側の 3 地区の四郷、富州原、桜は、四日

市市郊外の地区で、大気汚染が比較的少ない地区として調査対象になりました。とは言って

も、今から考えると、この「非汚染地区」とされた 3 地区も、コンビナートからの距離から

考えるとかなり汚染されていたと考えるべきだと思います。従って、汚染がほとんどない場

合と比べれば、汚染地区の病気の有病割合は次の段落に示す約 5 倍程度では収まらなかっ

たと思います。 

 

ところで、コンビナートに近く、汚染がひどかったことで当時は全国的にも有名であった

磯津地区の慢性気管支炎の症状を持っておられた方は、10%強であったことがこの棒グラフ

から分かります（慢性気管支炎もぜんそくも同じ傾向を示していますので、ここからは慢性

気管支炎の話だけを取り上げます）。一方、非汚染地区として設定された四郷、富州原、桜

の慢性気管支炎の有病割合は、平均して約 2%ということもこの棒グラフから分かります。

そうすると、磯津地区は、非汚染地区（前の段落で説明したように、純粋な非汚染地区とは

言えないと思います）と比べると約 5 倍の有病割合であることが分かります。これは SO2(二

酸化硫黄)や降下ばいじんの増加により、大気汚染により慢性気管支炎の症状を持つ人が増

えたことを示しています。実数が示されていませんので有意性検定はここでは行えませんが、

厚生省煤煙等影響調査と名付けられたこの調査は、磯津地区だけで当時の人口が約 2,500 人、

そして合計 6 地区の 40 歳以上の住民を対象とした地域調査ですので、恐らくは十分に統計

学的に有意な上昇だったと思います(統計的有意差は過度に重視する必要もないですが)。図

12(著書の中では図 5-6)に示すように、約 5 倍のリスクの上昇が観察されました。本来でし

たら有病オッズを取りますので 5 倍よりは大きいと思います：ここではこの倍率を相対危

険度もしくはリスク比と表現させてください。 



 498 / 591 

 

 

図 12．四日市市内 6 地区における(3 地区は汚染地区、3 地区は非汚染地区)慢性気管支炎有

病割合とぜんそく有病割合．『四日市ぜんそく』吉田克己著、柏書房、2002． 

 

 因果影響の指標である相対リスク(倍率「倍」)の値が、因果関係がある場合にどのように

なるのかという関係は、以下のような関係を、今回の意見書の 1 番目や 4 番目、あるいは 5

番目の意見書などで紹介してきました。 

 

㋑相対リスク(倍率) 1 倍より大きい  因果関係あり(体に悪い悪影響) 

㋺相対リスク(倍率) ≒1 倍あたり   因果関係ないかあっても微々たるもの 

㋩相対リスク(倍率) 1 倍未満     因果関係あり(体に良い予防) 

 

 この時、「有害物質に曝露され、問題となる症状を発症した患者が、もし有害物質に曝露

されなければ、問題となる症状を発症しなかった確率（あれなければこれなし）」という確

率は、次のような式で与えられます。この確率は、曝露群の寄与分画 Attributable Fraction 

(EAF)、寄与割合 Attributable Proportion、必要性の確率 Probability of Necessity (PN)、以

前は原因確率 Probability of Causation、割当分担 Assigned Share、原因割合 Etiologic Fraction

などという名前で、司法判断の場や行政判断の場で数多く用いられてきました(例えば、国

際的には世界保健機関 WHO や国際労働機関 ILO、1989)。ちなみに、EAF で、非曝露群も

併せた人口全体での寄与分画 Attributable Fraction は人口寄与分画 (PAF)と呼ばれたりし

ます。これの概念は、後に出てくる「無能化の確率」(Probability of Disablement: PD)です。 

 

        相対リスク(倍率)－1 

  寄与分画＝-------------------------------×100% 

        相対リスク(倍率) 
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 この「あれなければこれなし」を表す分画は、原因確率と呼ばれていたことからも分かり

ますように確率です。これは原告が、有害物質に曝露され、問題となる症状を発症した患者

が、もし有害物質に曝露されなければ、症状を発症しなかった確率(蓋然性)(必要性の確率 

PN: Probability of Necessity) の 下 限 値 ( 曝 露 群 寄 与 分 画  EAF: Exposure Attributable 

Fraction)ですので、民事損害賠償訴訟の時に参照できる確率です。これを、ある値、例えば

80%以上や 50%以上の時を「高度の蓋然性」としましょう。ちなみに原爆症の認定時に用

いられた時は、10%でも 30%でも因果関係があると判断されたようです。上記の「相対リス

ク(倍率)」と因果関係の有無に関する対応を示した上記㋑～㋩を見てください。個々の曝露

された患者の 「曝露によって患者になった確率」(寄与分画もしくは原因確率)は、ゼロ%で

ない限り、因果関係があることを示します。これが例えば 10%という推定値が出ている場

合には、その 10%を見て「この程度の確率ならば因果関係がないことを示す確率だ」と誤

解される方がいます。これは重々、お気を付けください。0%より大きければ因果関係があ

ることを示す指標なのです。問題は、判断の境目となる確率をどこで設定するかなのです。

確率は、0%より高く、100%より低い値の範囲を取ります。その一方、行政判断は因果関係

があるとないとの 2 種類の値を取ることが多いので、どこかで切る必要があります。もちろ

ん 2 種類だけでなく 3 種類(2 つの境目)、4 種類(3 つの境目)と、細かく切ってそれぞれの

対応を決めればよく、その果ては推定された確率%をそのまま判断材料にしてしまう(25%

なら 0.25 を基準値に掛け算する)という手があると思いますが、どうやらそうもいかないよ

うです。 

 

さて、この寄与分画は、これはこれで説得力のある「蓋然性」や「高度」なのですが、同

じ民事訴訟でも、差し止め裁判の時には、困ったことになります。通常は、ある人口集団の

中で、かなり激しい曝露、例えば四日市ぜんそくのような曝露を受けたところで、病気を発

症する人の確率(リスク)はせいぜい 10%程度なのです。10%でも、日常生活から得られる病

気の人の割合からしますと、異常に高い感じすらします。そうなりますと、あるひどい有害

施設の建設差し止めをしたところで、せいぜい獲得できる疾病予防のための蓋然性(確率)は、

最大で 10%ということになります。これでは差し止め訴訟では、どんなにひどい汚染でひど

い数の患者が発生しても、蓋然性(確率)で示したところで「高度の蓋然性」には至らず、現

実上は、因果関係があるという判断が認められることはあり得ないことを意味しています。

最初から門前払いということになってしまいます。ここでは、前段落まで述べていた原因確

率ではなく、病気になる確率(リスク)に変化していることはご注意ください。そしてこの確

率は同じ「確率」ということでも病気になる確率であり「原因確率」ではありません。この

確率(リスク)は、現実的な状況では、十分性の確率に近い値を取ります。十分性の確率

PS:Probability of sufficiency とは「曝露もされず発症もしていない健康な原告が、曝露に合

えば発症する確率(リスク)」です。これは、上記の寄与分画と同じ意味である必要性の確率
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PN: Probability of necessity と対比されます（Pearl 2000, 2009：注参照）。 

 

極めて高い毒性が急性に発現するような毒物を除いて、通常の病気は、それを引き起こす

病気に曝露したとしても 10%もその病気にはかかりません。ほとんどの病気では、その病

気になる人の割合が曝露した人の 1 割にも達しないという、この事実から考えれば、「高度

の蓋然性」を 80%や 50%と設定すれば、因果関係が認められることは、実際上ほとんどな

くなります。これでは「高度の蓋然性」をもっと別の確率として考える必要性に迫られるこ

とになります。同時に、これがこの節「決定論的な因果関係の『高度の蓋然性』」での限界

となります。様々な事例に広く使えるはずの「高度の蓋然性」が、一部の確率にしか使えな

いからです。 

 

「因果関係は『ある』場合と『ない』場合としかない」という決定論的な考え方では、統

計学や疫学を学んでいる者にとっては、この言い方だけでは不十分です。因果関係論の研究

者で、20 世紀終わりに世界で初めて因果関係論の講義を始め、テキストや入門書も書いて

いる UCLA のジュディア・パール教授は、この点に関して、テキストの第 1 章・第 1 節・

第 1 項に、次のように書いています。「このような話題を扱うことを目的とした因果理論は

いかなるものであっても、様々な可能性を区別する言語、すなわち、確率言語で記述されな

ければならない。このような理由により、経済学、疫学、社会学、心理学をはじめとして、

因果モデルを利用している多くの分野では、確率論が公式的な数学言語となっている」。確

率論的考え方が、因果関係を表現する上で必要であることが分かります。 

 

そもそも、これについては「『本来因果関係がある』場合に、『高度な蓋然性(確率)』で『 （こ

の程度の）因果関係がある』」というような「有無だけ(定性的)」ではなく、「因果関係によ

るあるレベルの影響があるとどの程度言えるか(定量的)」と情報が多い方がより丁寧です。

定性的知見から定量的な知見への発展は、科学的知見の必然的な発展とも言えます。従って、

「本来因果関係がない場合のパーセント」を追加して分析と考察をし、その蓋然性が「この

レベル」であると、ある程度以上の高度の蓋然性(確率)で言えるかどうかを評価しなければ

なりません。そうでないと、少ない数しか観察していないために、偶然のばらつきにより大

きな蓋然性がたまたま示されて、因果関係の 「高度の蓋然性がある」と述べられ、実は偶然

の変動による上昇だったので次回観察された時には、さほど高くなかったとなる可能性が

あるからです。 

 

決定論的に考える場合でも、確率論的に考える場合でも、「因果関係が本当はない」場合

の時にも「因果関係がない」だけでなく、「因果関係がある」と判断してしまう事態もあり

得ます。また「因果関係が本当はある」場合でも、 「因果関係がある」だけでなく、「因果関

係がない」と判断してしまう事態も想定した判断や考え方の枠組みが必要になります。これ
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を考えると、東大病院ルンバール判決の欠点は、「自然科学的証明」を「１点の疑義も許さ

れない」と表現してしまったことにより自然科学の定義に疑問を生じさせたという問題（そ

の他にも問題はありますが）ばかりでなく、そもそも因果関係があると判断したものの 「因

果関係が本当はない」場合と因果関係がないと判断したものの 「因果関係が本当はある」場

合との両方を想定しておられない点です。統計学用語で言いますと、「因果関係が本当はな

い」が帰無仮説に相当し、「因果関係が本当はある」は対立仮説に相当します。 

 

つまり、「因果関係がある」という想定が曖昧もしくは想定されておらず、従って「因果

関係がない」と【間違えて】言ってしまう場合が念頭に上がっていないことを示しています。

これは第二種の過誤(βエラー)に相当します。「因果関係がある」場合を想定されてはいな

いことは、「因果関係がない」場合に「因果関係がある」と【間違えて】言ってしまうこと

も十分に意識して吟味されていないということです。もし、この【間違えて】に関する 2 つ

の場合の両方が想定されていれば、表 4 で一度示した統計学の 2×2 表、つまり「ないもの」

を「ないと【正しく】」、「ないもの」を「あると【間違えて】」、「あるもの」を「あると【正

しく】」、「あるもの」を「ないと【間違えて】」の 2 つの場合をそろえた表を作って整理でき

ます。 

 

表 4(再掲)．ｐ値のみで判断すると不十分な判断であることを理解する表 

 本来因果関係なし 本来因果関係あり 

観察データで差なしと判断 

陰性の判断 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

判断は誤り（偽陰性） 

β エラー（第 II 種の過

誤） 

観察データで差ありと判断 

陽性の判断 

判断は誤り（偽陽性） 

α エラー（第 I 種の過誤） 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

 

まとめ直しますと、次のようになります。「本来因果関係がない場合」(表 4 の 2×2 表の

左側)を想定していた時に「因果関係がある」と判断するというのは、観察値でのｐ値が低

いときだけです。有意差検定の話で帰無仮説が正しいと仮定して、その上で観察された値も

しくはそれ以上極端な値を占める確率ｐ値が低くなったことを思い出してください。 

 

しかしここで気づかれた方も多いと思いますが、この扱いは、表 4 が有意差検定の結果

と本来あるべき結果との 2×2 表で説明したのと同様に、本意見書で何度も引用してきまし

たアメリカ統計学会 ASA による 2016 年のｐ値使用に対する警告が、ここでも成り立ちま

す。つまり、2016 年のｐ値の警告の対象となった β エラーの誤りの危険を冒すことになり

ます。統計学の誤りの場合は、「本来因果関係がある場合」で「因果関係がない」と判断す

る時のことを想定していましたが、そこでは β エラーの誤りを多くの人が犯していました。
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そのような人たちは、 「β エラーの誤り(第 II 種の過誤)」という言葉を知っていても、警告

を改めてみるまでは誤っていたのです。しかし、これまでは、日本の法廷では、東大病院ル

ンバール判決に基づく時には 「本来因果関係がない場合」だけを、いわば帰無仮説として想

定していたことになります。すなわちこれは、「本来因果関係がある場合」（表 4 の 2×2 表

の右側）を全く想定していなかったのですから、βエラーの誤りがあったとしても、それに

気づくはずもないというものです。 

 

以上、確定論で因果関係を論じることを前提にした場合の欠点を 2 点挙げました。1 つ目

は、確率自体が高い場合の高度の蓋然性の追求はできますが、追求する確率自体が低い場合

しかあり得ない時に、高度の蓋然性(確率)を追求し、その低い確率を高い精度で評価するこ

とができないという点です。例えば、「5%や 1%という低い確率(リスク)」が大きな意味（引

き起こされる現象が死亡や大災害）を持つような場合、すなわち危険施設の差し止め裁判の

ような時には、「低い確率だが起こりそうな時、その起こる可能性が非常にリアルで可能性

が高い時」という議論が裁判の争点です。 

 

この時、蓋然性が高ければ、すなわち，ある施設がいかにも危険で事故を起こしそうとい

うことになっておれば、そもそもそのような施設は作られず，裁判も起こらなかったかもし

れません。従って、「確率(蓋然性)が低い」と考えられているからこそ、現実に裁判になる

わけですが、これに「高度の蓋然性」を要求したところで何の意味もありません。「低い確

率（蓋然性）で、危険なことが起こりそうな時、その低い(例えば 5%程度の)蓋然性が、高

度の確率(蓋然性)で言えるかどうかということに気を付けるべきでしょう。 「蓋然性」や「確

率」と、「リアルさ」や「可能性」とが、単に混乱しているだけとも言えますが、整理でき

なくなっているのです。お互いに意味は違うのですが、どちらも確率のことを論じていると

いう二つの蓋然性(確率)があるからです。 

 

そして、統計学が自然科学の文法、確率が自然科学諸科学の共通語(シンタックス)である

以上、このような場面が現実社会でも、しばしば実際に登場していることは十分にあり得る

話です。だからこそ統計学が発達してきたとも言えましょう。 

 

World Health Organization Epidemiology of work related diseases and accidents．10th 

Report of the Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health，Technical Report 

Series 777．Geneva: World Health Organization，1989． 

 

Pearl J: Chap. 9. Probability of Causation: Interpretation and Identification. In:Causality. 

2nd ed. Models, Reasoning, and Inference. Cambridge University Press, Cambridge, 

2009, p283-308. 和訳は第 1 版が共立出版より．第 1 版(2000)も同様の章． 
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(注) 因果関係論の教科書には（Pearl 2009：第 1 版の訳では、第 9 章 原因の確率：説明

と識別．295-319 ページ．）、原因の確率として 5 種類の確率が列挙されています。それぞれ、

「曝露があって病気があった人のうち、曝露がなければ病気にならなかった（曝露により病

気が生じた）確率」（必要性の確率：損害賠償請求訴訟でしばしば用いられる）、「曝露がな

くて病気もない人のうち、曝露があれば病気が生じた確率」（十分性の確率：差し止め請求

訴訟で用いられ得る）、「病気があった人のうち、曝露がなければ病気にならなかった確率」

（無能化の確率：必要性の確率のうち曝露の情報が欠損している場合）、「病気がなかった人

のうち、曝露があれば病気になっただろう確率」（可能化の確率：十分性の確率のうち曝露

の情報が欠損している場合）、「曝露があれば病気になり、かつ曝露がなければ病気にならな

い確率」（必要十分性の確率）という意味です。これらにより因果関係が争われている訴訟

において、当事者が当てはまる確率を判断の材料として適用することができます。しかし確

率とは 0%から 100%の間の範囲を取りますので、その切りどころ（境目）をどこで切るの

かが、様々な状況により異なってきて問題となります。蓋然性が 0%(全くない)だったり

100%(全部そのようにある)だったりする場合は現実世界ではほとんどあり得ません。その

間のどこかで判断の境目を切る必要があります。従って、すでに挙がった 50%や 80%以外

の値もまた、切れ目という取り得る境目の選択肢の中に入ってきます。それと、もう 1 つ認

識していただきたいのですが、人工知能 Artificial Interigence の基礎理論において、この蓋

然性、すなわち原因の確率は、状況に応じて 5 種類(必要性の確率、十分性の確率、無能化

の確率、可能化の確率、必要十分性の確率)が定義づけられているということです。これら

の原因の確率は、因果関係に関する蓋然性を明示して表記するために、統計学、疫学、哲学、

薬理学、法学、経済学など、多分野の研究者により、⾧い時間（恐らく 20 世紀に渡って）

をかけて議論されて集約されてきたものです。この世界中で用いられている教科書を書いた

ジュディア・パールは、「因果関係に関する考察については直感と適切な判断に任せること

にして、確率的また統計的な推測のみ数学的ツールを用いるという一般的な慣習は、科学の

進歩を大きく妨げている」と考えていたようです。彼は「確率関係と同じように因果関係を

扱う数学的ツールを与え」ているのですが、その前提条件は「驚くほど簡単で、その結果は、

あきれるくらい単純である」と述べています。確率(蓋然性)という 0%から 100%の値を取

る数字の意味さえ日常的に使い慣れていれば（私たち現代人はこれを義務教育で習得しま

す）、四則演算で十分に利用することができるのです。 

 

5-5 節．確率論的な因果関係の「高度の蓋然性」 

欧米世界では 20 世紀初めごろまで、日本では 20 世紀末頃までは、因果関係が「有る」

と「無し」のどちらかで決定論的(確定論的)に言えると信じられていました。この頃の問題

は、従って、「因果関係があると高度に（高い確率で）言えるか否か？」でした。これを説

明したのが 5-4 節の「決定論的な因果関係の『高度の蓋然性』」です。しかし、決定論的に
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イメージし、決定論的に語っていた因果関係も、因果関係を確率論的な立場に基づいて解析

し表現しなければならないのが 21 世紀の現代です。これによって前節の最後の方で書いた、

決定論的に因果関係を語る際に目立つ、2 つの欠点に関しても解決策が得られる方向が見え

てきます。 

 

しかし、特別なことを言っているわけではありません。具体的に簡潔に表現しますと、前

節の 5-4 節「決定論的な因果関係の 『高度の蓋然性』」で求めた、寄与分画(別名：原因確率

もしくは必要性の確率)、あるいはこの寄与分画(原因確率・必要性の確率)を含めた幾つか

の原因に関する確率もまた、データに基づいて推定した連続量の数値(確率ですが)として示

すというのが、それを点推定値として 95%信頼区間や 90%信頼区間などの区間推定値も添

えて表記されればどうでしょうか、というのが、この 5-5 節での提案です。従って、5-4 節

の直後に明記しました。ただ、多くの疫学研究の結果において、オッズ比やリスク比などの

倍率が、点推定値と区間推定値の両方で示すのが基本的表記形式になっているように、確率

(蓋然性)もまた、点推定値だけでなく区間推定値も示すことを提案しています。データを分

析して、リスク比とその 95%信頼区間を示したように、因果関係によると推定できる【確

率・蓋然性】自体が、データ分析を通じて確率で表現するだけのことです。もちろん、高度

の蓋然性を、日本の法曹では 80%と主張したり、７0%と主張したりしますので、その時は、

６0% （両側）信頼区間、４0% （両側）信頼区間を示して、それらの下限が０以上かを判断

の参考にすれば良いことになります。 

 

もちろんこの時も、100%が「因果関係がある」と同じ意味で、0%が「因果関係がない」

と同じ意味です。違いは、0%より大きく 100%未満の様々な確率が、連続量として定量的な

形で入ってくる点です。こうなるとデータから得られた%自体にそれが「『真の%』からどの

程度の誤差が入った%か？」という測定誤差の問題が入ってきて、同じような言い方でもか

なり見方が変わってきます。例えばその確率が p%であるならば、p (単位：%)の 68%信頼

区間は p±標準誤差(単位：%)、90%信頼区間は p±1.65×標準誤差(単位：%)、95%信頼区

間は p±1.96×標準誤差(単位：%)、99%信頼区間は p±2.56×標準誤差(単位：%)というふ

うな表現方法になります。p %が同じでデータも同じであれば 68%信頼区間の幅が一番狭く、

99%信頼区間の幅が一番広く、信頼区間のパーセントが小さい順番に入れ子状になります。

なお、混乱されては困りますので説明を省略していましたが、確率は 0%～100%の間しか

数値を取らず、－0.5%や＋158%にはなり得ませんので、ａ＋ｂｘのような－∞～∞の値を

取る式で表すために，ここには自然対数を使って変換式を仕上げねばなりません。ただ「変

だ」、「難しい話？」と思われても困りますので、ここでは概要として上記のように仮に示す

だけです。実際の書き方や変換方法は、(注)に書いていますが、p がマイナスの値や 100%

より大きい値を取らないことを示します。 
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(注)logit p＝loge{p/(1-p)}＝x と表記すると、x は-∞～+∞の範囲を取ります。 

なお、ex を exp(x)と表記し，この式を変換すると 

p＝exp(x)÷{1+exp(x)} 

となります。 

 

慣れるのに少し時間がかかりますが、因果関係が確率で表記されるということが受け入

れられ、そしてその区間推定値も示されると、前節で問題にしたような 2 つの点以外にも

様々な点で利用可能性が拡がります。因果関係や自然相互の結びつきに関して確率を利用す

ると便利です。 

 

蓋然性が確率、特に観察データに基づいた確率の場合は、客観的であると言いやすくなり

ます。問題は、その(因果)確率であると高度に言えるかどうかの「高度の」の方です。これ

は意見が分かれ、80%以上、50%、あるいは欧米ではいわゆる「証拠の優越性 preponderance 

of evidence」として 51%以上が求められる(浜島 1991)など様々な意見があります。しかし、

確率が高いか低いかという議論をしている限り、前節の 1 番目に指摘した、発生確率が低い

が重大な現象が生じる時、あるいは、そもそも自然現象として発生が 1 割以下の場合、すな

わち、虫歯や近視などの極めてありふれた異常を除くほとんどの病気の場合には混乱します。

つまり蓋然性が様々な意味に取られるために生じる混乱、「何が高度か」という問題が生じ

ます。 

 

この問題を突き詰めると、さらに、これらの確率が、「因果関係の有無の境目である」と

いう大きな誤解をされる時もあるようです。蓋然性(確率)である以上、1%でもあるいはそ

れ未満でも、0%でない限りは、因果関係があるのです。大気汚染物質の PM2.5 などはその

例です。大気中濃度が 10μg/m3 だけ上昇すると 5%死亡率が増加するというのです。これで

は「高度の蓋然性」などどこにも見出しようがありませんが、行政的には訴訟にすらなりか

ねない大きな問題です。疫学的因果関係論が話題になった 四日市ぜんそく判決（津地裁

S47.7.24） • 千葉川鉄公害訴訟判決（千葉地裁 S63.11.17） • イタイイタイ病判決（富山

地裁 S46.6.30） • ぜんそくのような非特異性疾患で、集団的因果関係からどのように個別

的因果関係を認定するかという問題の際に、「大気汚染以外の罹患等の因子の影響が強く、

大気汚染の有無にかかわらず罹患または症状増悪をみたであろうと認められるような特段

の事情がない 限り、大気汚染の影響を認めてよい。」（上記四日市ぜんそく判決）と単純に

判断されたようです。もちろん存在していても、日本では知られていなかったであろう原因

確率（必要性の確率） で考えると、そもそも個人への適用のための確率ですので、個別的

因果関係も定量的に判断するのは簡単です。 

 

浜島信之：疫学と民事裁判．日本公衆衛生学雑誌 1991；38：541-545. 
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この個別的因果関係を定量的に判断する場合の話を、1960 年代半ばの四日市ぜんそくと

いう大気汚染の例で示したのが前節の 5-4 節ですが、50 年以上前の古い例なので、まだ「高

度の蓋然性」という言葉もなく、しかも因果関係も確率で表記するのではなく「因果関係が

ある」か、「因果関係がない」かのどちらかの時代でした。1972 年 7 月に下された判決は、

「因果関係については疫学調査の結果から明らかである」(（独）環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/taiki/rekishi/03_07.html )として原告勝訴でした。この時代

は、確率(蓋然性)はありましたが、それを因果関係でどのように利用するかという理論は知

られておらず、決定論的に因果関係を表記せざるを得ない時代でした。しかも、もしこの四

日市ぜんそくの判決の話が、3 年以上後の 1975 年(昭和 50 年)の「東大病院ルンバール判

決」以降の裁判であったら、この四日市ぜんそくの裁判の判決はどのようになったでしょう

か。 

 

図 12(再掲)．四日市市内 6 地区における(3 地区は汚染地区、3 地区は非汚染地区)慢性気管

支炎有病割合とぜんそく有病割合．『四日市ぜんそく』吉田克己著、柏書房、2002． 

 

「高度の蓋然性」を探さねばなりません。先ほども言いましたが、どこを探しても「高度

の蓋然性(確率)」は出てきません。当時の海外疫学雑誌をよく読む研究者ならば、今でいう

寄与分画(これもその後の命名ですが原因確率とか寄与割合、あるいは Pearl では必要性の

確率が該当)が 80%以上あり、これで曝露されて発症した磯津地区の患者が汚染曝露により

発症した蓋然性が高いと言えます。相対危険度（相対リスク）が 1 倍より大きいのが㋑です

が、このような相対リスクは観察されています。磯津地区の慢性気管支炎もぜんそくも、非

汚染のどの地区よりも 5 倍は高いからです。 

 

㋑相対危険度 1 倍より大きい 因果関係あり(体に悪い影響) 
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㋺相対危険度 ≒1 倍あたり  因果関係ないかあっても微々たるもの 

㋩相対危険度 1 倍未満    因果関係あり(体に良い予防) 

 

しかし、繰り返しますが、今でも民事訴訟の差し止め裁判で参考となるはずの、「曝露も

発症もない住民がもし曝露した時のリスクの増加」を示す、十分性の確率は、どれだけデー

タをそろえても、たとえ重度の曝露があったとしても、蓋然性・確率が高度か否かで判断す

る方法だけでは、10%程度、あるいはそれ以下のパーセントしかありませんので、その低さ

では蓋然性(確率)を用いることができても、5-4 節の「決定論的な因果関係の 『高度の蓋然

性』」の話だけでは、「因果関係がある」という話には、実質的にはなりません。 

 

また、福島第一原子力発電所事故後に大きな問題となった小児青年の甲状腺がんの問題

も、被ばくにより数十倍の多発が起こっていて、しかも外部被ばくも内部被ばくも小児青年

の甲状腺がんが多発してくるというのは確立された知識です。しかし、十分性の確率では（こ

れは曝露され発症してしまった後では当てはめられませんが）、無理に当てはめると蓋然性

は全く高くなりません。これでは、小児青年の甲状腺がんに限らず、他の発がん物質を含め

て発がん物質を放出する工場は全て司法では裁けなくなります。一番多い前立腺がんでも男

性 10 万人に対して年間約 150 人(2018 年国立がん研究センター)です。1%にすら遠く及び

ません。これが 100 倍多発したところで 10 人に 1 人～2 人(10%～20%)の発症です。 

 

 そこでこうなると、このように頻度が低い病気(実はほとんど全部の病気は頻度が低いで

す。10%を超える頻度の病気など事件でもない限りほとんどありません。)が、差し止めの

対象となっている施設からの影響で発生するとの理由で差し止め訴訟が起こった時に、デー

タから得られたパーセンテージを中心に，それが「『真の%』からどの程度の誤差を含むパ

ーセンテージか？」というような、誤差(偶然誤差とバイアスの両方を含む)の話になります。

偶然誤差の話では確率分布に正規分布を仮定して、その多くを含む区間推定値のような、幅

を含む表現にしますと、上記の表現となります。これによって測定誤差の問題も評価できる

ようになります。そして、その確率が p%であるならば、p (単位：%)の 68%信頼区間は p±

標準誤差(単位：%)、90%信頼区間は p±1.65×標準誤差(単位：%)、95%信頼区間は p±

1.96×標準誤差(単位：%)、99%信頼区間は p±2.56×標準誤差(単位：%)という表現方法に

なります。次に、系統的誤差であるバイアスの話になりますが、バイアスによる誤差は、過

小評価、過大評価、一倍の方向と、それぞれの方向を持っていますので、プラスマイナスで

は表記されず、過小評価、過大評価、一倍の方向と、方向とその誤差の程度を考察もしくは、

バイアス分析によって修正したり、考察の判断材料を与えたりします。いずれにしても、真

の値と考えられる値を（病気の頻度が低くてもこの場合低い原因確率であっても）探ってい

くことが可能です。 

以下の図 13(a、b、c、d の 4 つの図で構成)に、ここまでに論じた、「5-4 節．決定論的な
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因果関係の『高度の蓋然性』」と「5-5 節．確率論的な因果関係の『高度の蓋然性』」の、2

種類の「高度の蓋然性」の違いが理解しやすくなるような図を示しましたのでご参考になれ

ば幸いです。 
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図 13-a．原因による起こる蓋然性が高度(80%) 

であると高い蓋然性で言えるか否かは示していない例 

図 13-b．原因による起こる蓋然性が高度(80%)で

それが高い蓋然性で言えることも示した例 

図 13-c．原因により起こる蓋然性が低い(20%)ことが、 

高い蓋然性(確率)で言えるか否かは示していない例 

図 13-d．原因による起こる蓋然性が低い(20%)こと

が、高い蓋然性(確率)で言えることを示した例 
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図 13．原因により起こる蓋然性が高くても、それが(信頼区間を用いた)蓋然性(確率)で言

えるか否かは示していない場合(図 13-a)と、原因により起こる蓋然性が高いことが高い蓋

然性で言える場合(図 13-b)の考え方(5-4 節．決定論的因果関係の考え方は図 13-a 図 13-c)

および、原因により起こる蓋然性が低くても、それが(信頼区間を用いた)蓋然性(確率)で言

えるか否かは示していない場合(図 13-c)と、原因により起こる蓋然性が低いことが高い蓋

然性で言える場合(図 13-d)の考え方(5-5 節．確率的因果関係の考え方は図 13-b 図 13-d)の

違いを示す図．図 13-a と図 13-c は、確率の点推定値のみで、図 13-b と図 13-d は、確率の

点推定値に確率の区間推定値(例えば 90%信頼区間)を添え書きしたものと考えてください． 

 

そして、例えば、放射線被ばくの場合では、医療被ばく、職業被ばく、公害による一般公

衆への被ばくが、それぞれ別の枠組みで考えられますので、図 13-a の 100%に占める中で

の「高度の蓋然性(確率)」の大きさ、同じく図 13-b での「高度の蓋然性(確率)」の点推定

値の大きさと区間推定値の幅もまた、適切な枠組みで整理される必要があるでしょう。 

 

最後に、一連の私の意見書の、いずれの部分からもお分かりいただけるように、ヒトでの

因果関係を論じる以上、やはり、少なくとも 4 つの系統的に数え上げられた人数の数字が

必要です。つまり、因果関係を知るには、蓋然性を計算するには、あるいは Pearl らの因果

関係論の各確率を推定するにも、この 4 種類の人数が必要です。曝露されて発症した人数、

曝露されなくても発症した人数、曝露されても発症しなかった人数、曝露されなくて発症し

なかった人数の 4 種類の人数です。 

 

ヒュームの因果律の問題は、高校の社会科で学びます。ヒュームの因果律の問題は、哲学

者だけでなく、自然科学の基礎的知識ですので、自然科学の研究者ならば知っておかねばな

りません。しかし、このような基本的な話すらも踏まえられないまま、裁判が進められるこ

ともあるようです。上記の⾧崎大学医学部の研究者の話も該当しますが、日本では福島第一

原子力発電所事故と甲状腺がんの因果関係の「究明」が、何の疑問も持たれずに紹介されて

いるのが現実です。法曹の皆さんも、蓋然性(確率)という言葉を使われる以上は、統計学が

使われ、それはつまり科学的に行われることが期待できるのですから、このような高校の数

学や大学の一般教育で学ぶ基本的な知識を利用していただき、整理をしていただければと思

います。 

 

5-6 節．2 つの分析法および高度の蓋然性と原審での蓋然性に関する原告の主張 

5-6-1．因果影響を定量的に求める代表的な 2 つの方法(基本法と数理法) 

私たちは、何か体に悪い物質や光線等に曝露する(食べたり、飲んだり、吸い込んだり、

接触したり、照らされる)と、健康障害、例えば、がんができたり、下痢をしたり、咳が出

たり、熱が出たりなどの症状を発症します。この因果関係が私の専攻する環境保健の主たる
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研究教育分野でもあります。この時、私たちが、発生してきた健康障害(疾病)や多発状態の

病気を見かけた時に因果関係を想起させられる場合とは、上記の何かに曝露したことによ

り、その健康状態や病気が、今までより多発、他の場所よりも多発を感じた時です。その時

は、病気の多発を数え上げ、そして上記のいずれかの曝露を思いついたら、その曝露の有無

に従って病気の発生割合を比較し、多発の具合を知るための倍率を知るために、最低でも 4

種類の人数の数え上げを行うことになります。 

 

この原則的な因果関係の認識方法の手順を踏んで倍率を知り、因果関係を表記するプロ

セスを辿るために、倍率を推定する原則的な方法は、付録 2 では、①基本法（「基本的な方

法」の略）と呼んでいます。一方、回帰分析という数理モデルを使った方法(ここでは「数理

法」と呼びます)で、得られたデータ全体を使って倍率の計算はできます。ところが、問題

は、倍率ではなく、線量範囲を限定して回帰直線を求め、その回帰直線の傾きの有意差検定

を行い、その有意差検定の結果の有意差の有無(もしくはｐ値の値)で判断を行う方法が出て

きます。これは、普通はしない判断の方法論です。このような数理法の変形とも言える方法

を、線量限定数理法と呼んで、基本法と区別を付けるために②と番号付けしました。ただ、

①の基本法と、単なる数理法(線量範囲を限らない全データを使う数理法)は、いずれも原因

曝露（被ばく）によって病気(がん)を発症する因果影響の指標である、倍率（発生率比、リ

スク比(相対リスク・相対危険度)、オッズ比等）で因果関係による影響を定量的に知るため

の代表的な方法です。 

 

第 5 章では、因果関係を表記する基本である確率(蓋然性)、法廷で必要とされる概念を定

量的に示してくれる確率(蓋然性)について、決定論的に考える場合と確率論的に考える場合

とを説明しました。また、これらの因果に関する確率を算出するための基本的情報を与えて

くれる曝露による病気への因果影響の定量的指標である発生率比、リスク比(相対リスク・

相対危険度)、オッズ比等の、倍率を知るための代表的推定方法である基本法(付録 2 の①の

方法)とデータ全体を使った数理法、およびその変形である線量限定数理法(付録 2 の②の

方法)、など、付録２に引き継ぐ考え方を簡単に説明しました。それらの内容を説明する中

で、数々の確率(蓋然性)を紹介し整理してきました。最後に、第 5 章のまとめとして、原審

原告の第 64 準備書面の内容を説明して、第 5 章を終了します。 

 

5-6-2．原審での原告第 64 準備書面の内容の解説 

 原審原告は、その第 64 準備書面において、この章でも少し触れた法廷における蓋然性(確

率)の問題を取り扱っています。その主旨は第 64 準備書面の冒頭において、以下のような箇

条書きで記されています。 

 

(1)審判が必要な立証の程度として示す「高度の蓋然性」とは概ね 70～80%程度を超える確
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率で真実であることを意味する。 

(2)放射線影響研究所の寿命調査第 14 報(LSS14)(甲ニ共 140)に基づいても、20mGy 以上

では一貫して 70%超の確率で、30～50mGy では 90%超の確率で、全固形ガン死亡リスク

は増加している。 

(3)よって、20mGy 超での全固形ガン死亡リスクの増加については「高度の蓋然性」が認め

られる。 

 

 そしてこの 3 項目の理由が、第 64 準備書面に主に記されています。上記の 3 項目の中に

出てくる数値は、第 64 準備書面の 8 ページに記されている数値から読み取ることができま

す。その上でこの 8 ページの一覧表は、LSS14（本意見書では RERF2012(Report 14)と略

記）の中の図 5 から作成されていることも明記されています。そして RERF2012(Report 14)

の FIG 5(本意見書では図 11)を見ますと、一覧表に書かれている数値に合致するそれぞれ

の線量範囲を区切って得られた回帰直線の傾きの点推定値とその 95%信頼区間が描かれて

います。また、FIG 5 の原典・原著である RERF2012(Report 14)にまで辿れるように工夫さ

れています。本意見書の中で私が強調してきましたように、100mSv 論には、原典・原著の

数字に至る、この追跡ができません。従って、100mSv 論は科学的意見ではないという疑い

が生じています。そして、自然科学の研究者は、こういうところにこだわりながら読むトレ

ーニングを受けて癖のようにさえなっていますので、本意見書に書いたようなこと、主にゼ

ロが 1 個だけ理由もなく 10mGy に付け加えられて 100mSv になったこと、および、上記②

とした線量範囲限定の数理法を用いて 100mSv 論の有意差なしを導いているのに、①の基

本法を用いているかのように説明がなされていることに、気づきました。 

 

 この第 64 準備書面では、②の線量限定数理法の上に立って(詳しく説明する付録 2 でも

②の方法)、すなわち、線量範囲内だけの回帰分析をおこない、その回帰直線の傾きがゼロ

であるという仮定 (帰無仮説) の下で、この「傾きが右肩上がりの増加を示す」かどうかの

検定が、「高度の蓋然性」(5%有意レベルでの有意差判断、あるいはそれに準ずるレベルで

の判断)で言えるかの実証がおこなわれています。回帰直線の傾きが右肩上がりということ

は、線量が増えれば過剰相対リスクも増えるという関係が【直線状で】あるということです。

ただし、「直線状」であろうが直線状でなかろうが、線量が増えれば過剰相対リスクも増え

ていればよいのですから（例えば単調増加であれば十分）、この点、直線を仮定せず、それ

ゆえに回帰直線の傾きも気にしなくても良い①の基本法（付録 2 を参照）の方が単純です。 

 

回帰分析を行って回帰直線を求め、その直線の傾きを検証するような時は、通常データ全

体を使います(数理法)。この分析結果が、データ全体を使った回帰直線である LNT で、

FIG5(本意見書では図 11)では Full range と示されています。この分析ではっきりと線量の

増加による過剰相対リスクの増加が示されています。もちろんデータ全体を用いていますの
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で、傾きも統計的に有意な上昇を示しています。従って、0mSv～100mSv の線量範囲に限定

して回帰分析を行い、その傾きを有意差検定するようなことなど必要はなく、そもそもこの

ような分析は、通常は行われません。私自身は他の分野では見たことありませんし、このよ

うなことは放射線業界だけではないかと思われます。通常の数理法のように、Full range の

デ ー タ を 使 い 、 全 体 と し て は っ き り と し た 傾 向 が 示 さ れ て い ま す。 し か も 、

RERF2003(Report 13)の著者らは 0mSv からの線量範囲に限定するような回帰分析をして

有意差検定結果で判断するようなことを「不適切 inappropriate」と批判しています。これは、

②の線量限定数理法により「有意差がない」ということを示した著者ら自身が不適切と述べ

ていることに反して「不適切にも」利用した結果が 100mSv 論ということになります。そし

て、この 100mSv 論が、福島県を始め日本全国での放射線に関する政策に利用され、さらに

小学生、中学生、高校生の副読本に書き込まれ、全国の児童生徒に教え込まれる話へと繋が

っていきました。恐らくは、この件に携わっておられるほとんどの方々はこの実態をご存じ

ないでしょう。だからこそ、この問題は深刻なのです。 

 

そして第 64 準備書面を書いた原審原告の方も、この点は気づいておられません。分析の

内容自体は気づいておられます。しかし、このような線量範囲を限定した回帰分析をおこな

い得られた回帰直線の傾きの有意差の有無により原因と発がんとの因果関係を判断するよ

うな分析は、放射線被ばくと発がんの問題以外の研究では、やっていないことをご存じない

からです。すなわち、このような環境曝露と発がんの因果関係に限らず、世の中全ての原因

と病気（病気の治癒を含む）との因果関係、つまり、薬剤投与と病状改善、手術による治癒、

事故やヘルメット装着の有無とケガ、などなど、人における原因と病気との因果関係の検証

がかかわる全ての検証において、このような奇妙な分析法が採用されていないことに気づ

いておられません。これは、第 64 準備書面を書いた方が、環境汚染と発がんとの因果関係

に関する専門家でもないので致し方ないのだと思います。 

 

なぜこのような常識外れの方法(②の線量限定数理法)で、分析がされたのでしょうか。こ

れは、私の想像ですが、恐らくこれは、科学的とか理屈とか前例とかを度外視して、「100mSv

以下」、「線量とがん」、「有意差なし」、「広島⾧崎の被爆者データ LSS」というキーワードを

同時に満たす結果と、それが得られるもっともらしい分析を探し回った結果、見つけた方法

が、これ(②の線量限定数理法)だったのではないかと想像します。このようにして、科学的

とか論理とか、通常行うか否かなどを度外視して生まれたのが 100mSv 論だったわけです。 

 

 さて、第 64 準備書面は、冒頭に主張を提示した後の「２ 民事訴訟において必要とされ

る立証の程度」において、まず東大病院ルンバール判決を提示し、その中の「高度の蓋然性」

が現実の判例にどのように反映されているか、「高度の蓋然性」が具体的にどの程度の確率

(%)を示しているかについて紹介がなされ、「概ね 70%～80%程度を超える確率」が「高度
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の蓋然性」と解釈しておられます。なお私たち自然科学研究者は、具体的な確率(%)が明示

された方が良いとか、その確率もなるべく客観的データに基づいた方が良いと考える傾向

があります。現代因果関係論もそれを追求していると思います。それに対してここの、「２ 

民事訴訟において必要とされる立証の程度」という項目では、「もとより断定ができないが」、

「経験的には、私は 70 パーセント説をとりたいと考える」と、意見が引用された、法学者

の先生方の気分の問題が提示されているのが印象的です。従って、もう少し関連学会や専門

誌で、法学者の先生方を中心に、議論がなされ、洗練された方向への意見の集約がなされる

べきだと思いました。 

 

また、前項で説明しましたように明示はされてはいないものの、東大病院ルンバール判決

は帰無仮説のみであり、対立仮説が想定されていないようですので、第 II 種の過誤は想定

されていません。従って、帰無仮説が棄却されるには一方的に高度の蓋然性（つまり小さな

棄却域）が必要になり、「因果関係が本来あるのに因果関係がないと判断される間違い」(第

II 種の過誤：βエラー)が全く想定されないままになってしまいます。そして、東大病院ルン

バール判決が関連する判断では、客観的なデータや分析方法も提示されていないこともあ

り、原告による「高度の蓋然性」の際限ない印象付けと、原告の印象付けに対する被告によ

る際限ない瑕疵の指摘の争いになってしまっています。これでは民事裁判の平等性が保たれ

ていないことに加えて、際限ない時間と労力の浪費になっているのではないかと、私ども自

然科学研究者からは見えます。 

 

その次の「３ 95%水準による有意でなくとも『高度の蓋然性』は認められ得る」におい

て、第 64 準備書面は、まず 95%信頼区間に関する説明をしています。またその信頼区間に

関する説明に関連して、95%水準や 90%水準の説明もしています。これらの説明に関して

は、厳格な頻度論者の先生から不十分と言われるかもしれませんが、大きな誤解がないよう

に分かりやすく統計学の運用が手短に説明してあります。このような説明の仕方を工夫する

ということは、しばしば目にすることですので、特に実質的で大きな問題とはならないと思

います。私自身も、統計学入門の説明を初学者の学生に行う時は、このような様々な工夫を

しております。 

 

その上で、原審原告による第 64 準備書面は、「民事訴訟において立証命題が真である確

率が 97.5%ないし 95%以上でないからといって立証不十分と判断するのは、原告に不当に

重い立証責任を課すものであり、他の事件における事実認定との衡平を欠く」と述べていま

す。この点は、アメリカ統計学会 ASA による警告と同様の指摘であり、第 II 種の過誤(βエ

ラー)を招くものですので、原審原告による指摘は正鵠を得ていると思います。「97.5%ない

し 95%以上でないからといって立証不十分と判断する」というこの問題は、統計学におい

ても世界的な問題となっています。従って、これの放置は、日本の法廷においても対応をお
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考えにならないのであれば、大きな社会的混乱を生じかねない問題と思います。 

 

この「３」の部分をまとめます。まず、原審原告は第 64 準備書面において、100mSv 論を

招いた原因の１つである、①の基本法（付録 2 を参照）ではなく、実は②の線量限定数理法

が判断を決める方法だと考えておられます。この点では、今回の私どもの意見書とは異なり

ます。しかし、この点は、他の環境汚染による発がんなどの疾病影響に関する事例での情報

や、そこにおける回帰分析の運用などの実例などを、第 64 準備書面の著者が、ご存じでは

ないことを考えると無理はないと思われます。一方、確率分布を想定して「高度の蓋然性」

を具体的に導かれている点に関しては、信頼区間の推定（区間推定値を求める）において用

いられている通常の概念が丁寧に描き出されていますので、特に問題はないと思います。 

 

次に、「４ 現在の研究結果に基づいて算出される低線量被曝リスクが増加している確率」

として原審原告は第 64 準備書面において、LSS および RERF2012 (Report 14)の FIG 5(図

5)の解説を行っておられます。その解説のために、各線量範囲、回帰直線の傾きの点推定値

と標準誤差、傾きの 95%信頼区間の下限と上限、および傾きが 0.0 を超える確率を一覧表

として示しておられます。さらに別紙グラフで横軸が回帰直線の傾きで縦軸が確率密度を示

したグラフ（と立体グラフ）を示しておられます。これもまた私どもから拝見しても非常に

分かりやすい一覧表と別紙グラフになっていました。 

 

最後に、原審原告による第 64 準備書面は「５ LSS14（甲ニ共 140）図５は低線量被曝

によるガン死亡リスク増加を優に立証している」とし、0~20mSv の線量範囲のデータで回

帰直線が正の数を取る部分が 70%超の確率でカバーしており、さらに丁寧に説明すれば０

~30mSv や 0~50mSv の線量範囲では 90%超の確率でカバーしている以上、0～20mGy 超で

の線量範囲では回帰直線が正の傾き、すなわち線量が増えると過剰相対リスクも増えると

いう関係を示すと「高度の蓋然性」でもって言えることをもって結ばれています。これもま

た、論理の整合性が取られた、正当な記述です。 

 

以上まとめると次のようになります。本意見書の巻末で付録 2 に示す②の線量限定数理法

が、通常は行われない想定を超えた分析であり、環境疫学で様々な事例を経験した者であっ

ても気づきにくい方法なので、第 64 準備書面の著者が気づくのは無理があります。従って、

①基本法と②線量限定数理法の整理が十分には付いていないとはいえ、原審原告の第 64 準

備書面における記載は、確率密度を用いた「高度の蓋然性」の説明自体は、丁寧で分かりや

すく適切なものだと言えます。  
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第 6 章 おわりとしてのまとめ 

一連の意見書の中で、100mSv 論に関するこの冊子でお伝えしたい事柄は、実は簡単で、

内容を絞りますと、以下の 3 点になります。 

 

①100mSv 論は様々な言い方がありますが、100mSv 以下の被ばくでは、被ばくによる人

でのがんの増加は、様々な論文やメタ分析により確認されています。また国際機関の中で

も LNT を受け入れないフランス以外は、LNT を主張し、100mSv 論を主張している組織

はありません。従って、100mSv 論は類を見ないし根拠もない全くの誤りです。 

 

②低線量被ばくによるリスク解明の始まりは、1956 年のアリス・スチュアートらの論文

が最初で、この 10mGy オーダーで小児がんが有意に増加するという成果は、⾧い間の議

論を経て 1970 年代には合意に達していました。従って 100mSv 論は、その時点ですでに

反証されていました。これらの研究を主導してきた欧米の病院のみならず、日本の放射線

を取り扱ういずれの病院・診療所でも、「妊娠されている方、妊娠の可能性のある方は、

必ず係員に申し出てください」という表示は何十年も前から日本で見られ、日常生活場

面に溶け込んでいて、医療機関を訪れた日本人は誰しも目にしたことがあります。また、

労働安全衛生法でも妊婦には特別の放射線防護が定められています。現在では 5mGy 程

度以上は低線量被ばくによる発がん影響は示されています。 

 

③いつの間にか 10mGy からゼロを付け加えることによって成立した 100mSv 論の誤り

は、単なるミスというよりは、⾧い文章の中で慎重な作業により、徐々にもたらされてき

たようです。100mSv 論の形成のために、単にゼロが付け加えられただけでなく、本来の

分析とは異なる分析で得られた「有意差なし」が持ち出されて、本来の分析とすり替えら

れ、100mSv 論の「有意差なし」へとあてがわれていたようです。科学的根拠に反反する

100mSv 論に基づいた政策やテキストの記載等は、全て日本人の発がんやがん死亡に関し

て将来に渡って悪影響を及ぼしますので、全面的に早急に見直し、その誤りが周知徹底さ

れなければなりません。100mSv 論が放置されることは、日本国民を危険にさらすだけで

はなく、放射線被ばくによる人体影響に関する科学的議論も大きく阻害させます。また

100mSv 論は、放射線防護のための幾つかの既存の法律とも相いれない矛盾をもたらしま

す。 

 

さらに 100mSv 論に焦点を当てて要約しますと、以下の 3 つです。 

 

①100mSv 論は医学的根拠やそれに基づいた国際的意見に反する明らかな誤りです。 

②ICRP2005(Pub 99)でさえも 10mGy の被ばくでの過剰発がんを示しています。 

③10mGy から 100mSv への転換は、恣意的に巧妙になされており、100mSv 論の放置は
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科学的議論や放射線防護を阻害します。 

 

まとめてみると実に単純な話ですが、関連する問題、特に基礎知識レベルでの間違いが

100mSv 論にはたくさんあり、この意見書も⾧くなってしまいました。統計学の用語は一見

難しそうですが、もしそう感じたら、それ以外の部分を、「100mSv と 10mSv とどちらが大

きい数ですか？」という程度のことを確認しながら、この単純な間違いが分かるまで肩の力

を抜いて読んで確認してみてください。 

 

まとめの付け加えとして、自然科学全般の問題としては、本意見書の中での何度か言及し

ました 2016 年のアメリカ統計学会 ASA による統計的有意差の有無や P 値のみに基づいた

判断に関する問題は、この 100mSv 論の問題においても重要ですので、決して忘れないでく

ださい。100mSv 論の主張者たちは、具体的にどのようにして 100mSv 論が出てきたのかす

ら知らず、つまり自覚もなく 100mSv 論を使っている人が多いと思います。 

 

ここで 100mSv 論は、100mSv までのデータを使って 100mSv では有意差なしって言って

いるので、「100ｍSv で有意差なし」とちょうど 100 という切りの良い数字となって当たり

前なのです。さらなるおまけに、LNT 直線の 4 Sv (4,000mSv)までの全体のデータを使わず

にその 40 分の 1 程度のデータしか使わないのですから有意差がでにくくなって当たり前な

のです。これに加えて、特に 300mSv 位より低線量に至っては、LNT 直線より上回る曲線

のようになっていますので、これを(LNT)直線に回帰させますと、ますます(100mSv 以下

ではもちろんのこと 300mSv 以下では)統計的有意差が出にくくなるのは当然なのです。そ

してこの 100mSv 論の利用者も、100mSv 論に疑問を抱いている人も、多くの人たちは、(意

識的か無意識的か分からない)このトリックにも気づいていません。もちろん、繰り返しま

すと、有意差のみの判断は、ASA の 2016 年の警告違反(医学では 1978 年には警告が出て

いた)なのです。この点は、忘れずにおいていただきたいと思います。 

 

この 100mSv の問題では、この 10 年間余、日本政府だけでなく、福島県も自県の状況を

盾にして、医療機関など全国の電離放射線を扱う事業所までも巻き込んで危険な状況を作

り出しています。インターネットで調べる限りは、結構多くの医療機関の放射線科が 100mSv 

論を信じだしています。少しずつ被ばく線量が多めになるのなら、発がん確率もその分だけ

積み重なってくるでしょう。その積み重なる確率の程度は、外部被ばくに関しては、本意見

書で紹介したアメリカ国立がん研究所の計算ページで分かります。 

https://radiationcalculators.cancer.gov/radrat/model/inputs/   

 

放射線被ばくに関する法的規制は、一般公衆では年間 1mSv 以下です。ICRP2007 年勧告

でも年間 1mSv 以下です。100mSv 論では、このような法律等にも裏打ちされたレベルを、
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条件によれば 100 倍にも緩めることを可能にしてしまいました。大気汚染（浮遊粒子状物

質や PM2.5）、アスベスト曝露、ヒ素曝露、それぞれ研究の発達に基づいた環境基準等の改

訂の際には、科学的根拠を元に議論がなされ、法的な手続きも踏まえたにもかかわらず、し

ばしば論争が起き、それを巡り海外では裁判も起こってきました。しかし、100mSv 論の場

合は、これらの法的なプロセスが踏まえられず、科学的根拠に反する大幅な規制緩和の実質

的導入が果たされてしまったようです。 

 

また、100mSv 論のように基準を実質 100 倍に緩める可能性すらある放射線の 100mSv 論

のような話を他の汚染物質で表現しますと、つまり浮遊粒子状物質 SPM の話で言うと１時

間値の１日平均値が 0.10mg/m3 から 10mg/m3 へ、PM2.5 なら１年平均値 15μg/m3 以下か

つ１日平均値 35μg/m3 以下から１年平均値 1,500μg/m3 以下かつ１日平均値 3,500μg/m3

以下へ、アスベスト曝露の話で言うと 0.15 繊維/ml から 15 繊維/ml へ、無機ヒ素曝露の話

で言うと 0.01μg/L から 1μg/L へというような、想像を絶する基準緩和の話になります。

いったいいつの時代の話かと思うくらいの値の高さです。従って、他の汚染物質ではいつの

間にか基準が、場合によって約 100 倍にも緩められるようなことが起こることは絶対にあ

り得ません。そんなことがあれば、たとえ 2 倍程度に緩めるようなことでも大騒ぎになる

でしょう。 

 

放射線でも、科学的根拠を踏まえた本来の正式な手続きで進められるようなレベルでの

緩和ではありませんので、100mSv 論のために、どうしてもアリス・スチュアートらの論文

やその他多数の既存の論文の存在も隠してゆく必要があったのではないかと思われます。そ

してこの新しい 「基準のようなもの」は、スチュアートらの 10mGy に科学的根拠もなくゼ

ロが 1 個加えられ、また本来の意味とすり違えられた通常は行われない分析により、⾧年

の医学界での警告に反して「有意差がない」ことに基づいて得られた 100（mSv）でした。

そんな無謀なことが進んでいるにもかかわらず、「放射線を発生する物を取り扱う従業者及

び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とす

ることを基本方針」（放射線障害防止の技術的基準に関する法律第 3 条）として、放射線障

害防止の技術的基準の斉一を図っているはずの放射線審議会が見過ごし、さらに放射線防護

と名前が付く国際組織や国連関係機関も、その文書内で 100mSv 論が進められてしまって

いたわけです。 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000162  

放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333CO0000000135  

放射線審議会令 
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なお、一般人の被ばく限度が年間 1mSv であることを示している法律を挙げると以下の通り

です。 

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則  

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000402001 

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002056 

また、放射線等を扱う労働者では、 

労働安全衛生法電離放射線障害防止規則 

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=347M50002000041_20210401_502M60000100082 

この労働安全衛生法電離放射線防止規則では、管理区域内において放射線業務に従事す

る男性労働者は、実効線量が 5 年間につき 100mSv を超えず、かつ、1 年間につき 50mSv を

超えないようにしなければなりません。妊娠の可能性のない女性労働者は 3 ヶ月間につき

5mSv を超えないようにしなければなりません。妊娠と診断された女性の放射線業務従事者

の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間、以下の値を超えないようにしな

ければなりません。①内部被ばくによる実効線量については 1mSv で、②腹部表面に受ける

等価線量については 2mSv です。 

 

以上の法令は、福島第一原子力発電所事故前から存在しますが、その対象が主に放射線業

務に従事する労働者であり、「一般住民(公衆)」とは全く異なります。従って、胎児、乳児、

幼児、女性などあらゆる年齢層や性別を含む一般住民の被ばく限度を 100mSv 論ははるか

に上回っています。つまり、現存の法律の規制レベルをはるかに上回る累積 100mSv もしく

は年間 100mSv 程度の被ばくこそが正しい放射線の規制レベルであるかのように勘違いさ

せてしまうのが 100mSv 論です。 

 

その一方、100mSv 論が噂話と同じレベルなので、どこにも監視責任が生じず見直しもさ

れないという性格のものです。実際に、これまでの半世紀以上前から蓄積してきた数多くの

科学的根拠によりますと、この 100mSv 以下のレベルの被ばくでも、被ばく人口の規模に応

じてかなりのがんの過剰発生が起こることが予測できます。それなのに、小学生、中学生、

高校生向けの副読本に 100mSv 論が書き入れられながら、同じ副読本の中で、電離放射線防

止規則等の既存の法令には全く触れられていないのも、将来の日本を担う児童や生徒を勘

違いさせる工夫の 1 つだと思われます。これでは未来の労働者を、放射線被ばくから守るこ

とができません。 

 

100mSv で切る理由はどこにもありません。フランスを除く国際機関も LNT に基づいて

おり、2014 年に開かれた東大シンポジウムでの甲斐放射線審議会会⾧も、明石教授も、100



 520 / 591 

 

ミリシーベルトで切る理由はどこにもないと言っています。この 100mSv 論の問題は、専門

知識のある人にしか分からない難しい問題では、決してありません。じっくり考えれば、義

務教育をしっかりと勉強した人ならば、誰にでも分かる問題です。三角形と直線の違いから

始まる問題であり、どんな証拠があるのかを確認するという程度の問題に過ぎません。 

 

一連の意見書は、本訴訟の弁護を引き受けられている弁護士さんが、岡山大学での私の講

義を、約 20 年前に受講されていたご縁もあり執筆いたしました。有名なマックス・ウェー

バーによる『職業としての学問』（岩波文庫）を意識しながら書きました。もし逸脱してい

ましたら、遠慮なくご指摘ください。 

 

100mSv 論を巡る科学的根拠の話を中心にして、この意見書では論じてきました。しかし、

保健医療分野全体をカバーする包括的な公衆衛生学・社会医学研究者の末端の私としては、

現在のところ、原発事故によって発生したにもかかわらず、見放されたかのように放置され

ている福島県の甲状腺がんの子どもや青年たちの直面している問題もまた、いつまでも放

置できないと考えます。福島第一原子力発電所事故後 10 周年の時の、国・福島県やその他

の意見を述べられる方々によるこれらの甲状腺がん患者に対する、あまりにも無惨なご発

言をうかがい、科学的情報の遮断が実現してしまった場合の恐ろしさを改めて知りました。 

 

100mSv 論という、ここまで科学的に間違ったことが、広く流布し、国策にまでなってし

まったのは、科学的根拠に基づいた意見をじっくり聴きながら話し合いをすることが、日本

社会で次第に失われているためではないかと考えています。本来、医学的根拠に基づいた話

し合いという機能を提供するべき日本の医学会は、今回、いずれの医学会においても全く機

能しませんでした。一方、そんな日本の医学会の事態を見かねて、話し合いの重要性を国際

環境疫学会 ISEE は指摘し、7 世紀の聖徳太子の言葉(注)を引用して私達をたしなめてくれ

ました（2015 年 5 月 6 日付理事⾧、ハーバード大学 Laden 准教授ら）。 

 

(注)有名な 17 条の憲法の中で、重要なことは検討しあい話し合いによって道理にかなったやり方

を見出すことの重要性を強調した第 17 条目の条文を指しています。科学的根拠に基づいて話し合う

習慣を持たない日本社会において、100mSv 論のような科学的に明らかに間違った言説が一方的に流

布し政策根拠にまでなるという、非科学的な侵入を許したことに関する指摘でしょう。 

 

日本の医学会が本来社会から期待されている正常の機能を全く果たさないという現状で

は、日本国民を守るために、保健医療の問題に関して、日本社会全体やメディア等の情報セ

クションが関連文献をしっかり確認し、データと分析結果を見つめて決断をする手法を獲

得していくべきでしょう。もし、関連文献とデータの分析結果があっても決断がつかないの

であれば、また科学的根拠があるにもかかわらず、なおも抵抗する「専門家」がいるのであ
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れば、公開の場で私と議論していただければ良いだけです。この意見書を目にされる国民の

皆さま方の良識あるご対応を期待いたします。このような科学的かつ社会的に全く理不尽な、

100mSv 論の流布を始めとした一連のことが、もう二度と起きることがないようにすること

が、私を含む日本国民の今後の重要な課題でしょう。 

 

                     以上  
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付録 1：関連年表・放射線被ばくと 100mSv 論に関する経過年表 

付録表 1．放射線被ばく影響と 100mSv 論に関する年表 

1895 年 ドイツの物理学者 Wilhelm Conrad Röntgen が X 線の発見を発表 

1896 年 X 線による被曝障害が発明王エジソン、テスラ、グルッペらによって指摘 

1928 年 ICRP の前身である国際 X 線ラジウム防護委員会 IXRPC が設立された 

1949 年 IXRPC が、放射線誘発のがんには線量のしきい値は存在せず、すべての被曝の

最適化が非常に重要であると結論 

1950 年 LSS 死亡率データの追跡開始 

1955 年 第 10 回国際連合総会にて UNSCEAR 設置承認 UNSCEAR の報告に原子力を推

進する各国政府の意向が反映するようになった 

1956 年 Alice Stewart らによる胎児被ばく後の小児がん研究の結果が暫定発表 

1957 年 国際原子力機関 IAEA、米国主導で設立 

1958 年 LSS 発生率データの追跡開始 

1961 年 イギリスが放射性物質の使用に関する規則を制定（初めての法的規制） 

1962 年 MacMahon による胎児被ばくによる小児がん研究の結果が Alice Stewart らの研

究の結果を支持していた 

1970 年 Jablon と Kato が胎児被ばく研究と広島⾧崎被ばく研究とを比較 

1970 年代 Alice Stewart らの低線量胎児被ばくと小児がん研究が一般に受け入れられる 

1980 年代から 自然放射線、医療診断放射線による多数の発がん影響論文発表 

1986 年 チェルノブイリ原発事故 

1991 年 チェルノブイリ原発周辺において笹川記念保健協力財団(現在の笹川保健財団)

プロジェクトが開始された 

1990 年 電中研などの出資でインドなどの高線量地域でのコホート研究が始まる 

1996 年 IAEA 会議「チェルノブイリ 10 年後」の結論部分、「通常、人々は日常生活の中

でリスクを受け入れる準備ができている。彼らはそのような状況の中で専門家を信じて

おり、当局の正当性に疑問を投げかけていない」 

1997 年 Doll＆Wakeford が胎児被ばくと出生後の小児がんに関する総説論文発表 

2000 年 Pierce＆Preston が LSS のデータで 100mSv 以下の被ばくでがんの過剰発生が生

じ更に LNT をも上回ることを示した（これ以前は LSS でも 100mSv 以下の発がんは分

からないとされていたもよう） 

2003 年 Preston らが Report 13 の Table 4 において LSS 死亡率データを用い線量範囲限

定の回帰分析を初製作（不適切としながらも 100 mSv 論の萌芽となった） 

2005 年 ICRP 年報第 99 巻で 10mGy から 100mSv への徐々の変換 

2007 年勧告の付属書 A の(A86)、(A131)、(A179)で 100 mSv 論が創造される。なお、本

文では 100mSv 論に関する記載なし 

2010 年東京ワークショップで、インドと中国の調査で 100 mSv 以下ではがんの過剰発生
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が見られないことが実証されたかのように報告されたが、対象者数の大きな水増し 

2011 年福島第一原子力発電所事故の直後から行政や医学会等を通じて 100 mSv 論が広

く流布し始める 

2012 年 Ozasa らが Report 14 の Figure 5 で、LSS 死亡率データを用い線量範囲限定の数

理法分析をさらに行い、線量範囲毎の点推定値と区間推定値を示した 

2015 年 福島県立医科大学で、甲斐教授が自らによる（A86）の創作挿入であったと告白 

2017 年 100mSv 論の終焉（Grant らによる LSS 発生率データ） 

2020 年 100mSv 以下の被ばくによる発がん影響メタ分析発表(Hauptmann 2020 JNCI) 

「ヨーロッパ環境省 EEA ：14 の事例から学ぶ予防原則．（訳書）七つ森書館、2005」の第 3

章「放射線：早期警告・遅れて出る影響」の表と本意見書の記述を合併 
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付録 2：統計的有意差や推定値の信頼区間（点推定値と区間推定値） 

この 100mSv 論に関する意見書では、100mSv 論には何の科学的根拠もないことを示し

ています。科学的根拠がないのにあるように見せるための工夫が以下の 2 点です。つま

り 100mSv 論を可能にした 2 点です。 

⑴ ICRP2005 において、何の科学的根拠もなくゼロを 1 個付け加えて、10mGy か

ら 100mSv へと変換した(これは第 3 章で説明) 

⑵ リスクの上昇と回帰直線の傾きとをすり替えた(これは第 4 章で説明) 

しかし、この⑵のすり替えの中味はしっかりと書いておかないと混乱が生じますので、

検定や信頼区間の復習も兼ね、この付録 2 においてさらに詳述します。何と何をすり替

えたのかについて、しっかりと整理を付けていただきたいと考え、念には念を入れて説明

をいたします。なお、この⑵のすり替えの話は、本文でも触れましたが、もはや、すり替

えてもすり替えなくても「統計的な有意差」が得られています。従ってどのような意味に

おいても 100mSv 論が終わっている象徴となっています。ただ、100mSv 論は、現在もな

お日本の放射線政策に活き活きと生かされ、相変わらず放射性物質や放射線機器の近く

にいる人々を危険に曝しています。 

 

付録 2-1．分析方法の「すり替え」と 2 つの方法の区別 

この付録 2 では、この意見書の本文で説明した、100mSv 論の表現が実際の分析とは異な

る「すり替え」が行われている点について詳しく説明します。実際の分析とは、「100mSv 以

下の放射線被ばくにより発がんリスクが上昇する」という因果関係を明らかにする基礎的

な分析のことを指していまして、この付録 2 では、「基本法」と呼びます。多くの読者がお

知りになりたいのも、この分析やこの分析による結果です。「リスクが上昇する」というと

ころに、「リスクが(統計学的に有意に)上昇する」と統計的有意性の話を挿入しても構いま

せんし、挿入しなくても構いません。ただ統計的有意差をあまりに強調しすぎると、何度も

本意見書に出てくるアメリカ統計学会 ASA の警告や有名医学雑誌の投稿規定に反する点は

ご留意してください。さてこの基本法とすり替えられた分析法を、この意見書では「線量範

囲限定数理法」と呼んでいます。RERF 2003(Report 13)、RERF2007(Preston), RERF2012 

(Report14)ではこの分析の結果が示されています。ICRP2007 年勧告や ICRP2005(Rep99)

などの 100mSv 論も、表向きは「基本法」のように思わせながら、線量範囲等のキーワード

から推測しますと、この線量範囲限定数理法を使っているはずですが、引用文献が明示され

ていないので特定できません。この「すり替え」問題は、ICRP2005(Pub 99)の中で 10mGy

から 100mSv へとゼロが一個追加されたことと並ぶ、100mSv 論の核心をなすものです。 

 

「すり替え」と表現していますので、「①何」と「②何」とが、すり替えられたのかとい

うことは、くどくなるほど念を押しますので、しっかりと区別してください。第 5 章でも、

基本法と数理法および線量範囲限定数理法という用語を使いました。このうち、前の段落で
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紹介した、基本法が①で、線量範囲限定数理法が②です。つまり、①基本法が使われたと思

わせながら、実際は②線量範囲限定数理法が用いられ、そこから得られる回帰直線の傾きに

「統計的有意差がない」というのが、本意見書のテーマの 1 つである 100mSv 論です。ただ

し、後者の②線量範囲限定数理法を用いて広島⾧崎の被ばく者データ LSS の発生率データ

を同じように分析したところで、4-5 節で説明した RERF2017(Grant ら)での分析結果によ

り、すでに②においても統計的な有意差が示されています。従って、現在では①も②もすり

替えてもすり替えなくても、統計的有意差がはっきりと出ていることになり、100mSv 論は

すでに成り立たなくなっています。 

 

ここで、①基本法の方の有意差は、リスクの情報が定量的に行われていますので、より低

線量まで細やかなリスクの上昇に関して把握ができます。その結果は、本意見書の図 9 

(ICRP2005 (Pub 99)の図 2.3、RERF2000 (Pierce 2000)では FIG. 1)に示している 100mSv

以下の点プロットで示されていて、９５％水準での有意ながんリスクの上昇が認められま

す。一方、100mSv 論を唱える先生方が、100mSv 論の「有意差がない」とか「がんが出な

い」を強調するために、②線量範囲限定数理法で有意差がないことを、①基本法で有意差が

ないことのようにして利用してきました。つまり、65 年前には「有意差が出ていた」①基

本法の結果を無視し、すり替えて「有意差がない」かのように見せかけるために②線量範囲

限定数理法による回帰直線の傾きの「有意差がない」の方を利用したという事実だけは、重

ねて、しっかり認識していただきたいと思います。このすり替えが、10mGy から 100mSv

へ、根拠もなくゼロを 1 個増やしたという手法に並んで、100mSv 論が形成されたコアとな

りました。 

 

①基本法の方は、皆さんが 100mSv 論を説明された時に想像しておられる「リスクが(統

計的に有意に)上昇した」という話の方です。私も当初はこちらの方の結果を想定してスチ

ュワートらによって示された胎児期の診断 X 線被ばくによる小児がんの多発という結果と

100mSv 論の内容との矛盾に苦しみました。しかし、100mSv 論は LSS データ(原爆被爆者

の追跡データ)での分析結果という話(例えば付録 5 の 100mSv 論の様々な言い方リストの、

⑭国会事故調査委員会報告書第 4 章では「原爆被爆者の調査で 100mSv 以下の線量でもが

んは発生しているが、統計的に有意とはなっておらず、現時点では疫学的に証明することが

困難とされている」)なのではないか、とも思いましたが、これもまた、ICRP2005 (Pub 99)

の図 2.3、RERF2000 (Pierce 2000)では FIG. 1 の結果が統計的有意差を示していましたの

で矛盾していました。その結果、本意見書の第 4 章で示しまたように、RERF2003 (Report 

13)や RERF2012 (Report 14)での分析法に至りました。そして通常の①基本法との区別を

明確にするために②数量範囲限定数理法と名付けました。 

 

この②の分析方法は「通常はしない」と表現していましたが、通常は行わない分析です。
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従って、この分析が、①基本法を想起させる発言の背後に控えているとは、当初は想像もで

きませんでした。さらに②線量範囲限定数理法の分析結果の回帰直線の傾きについて、「統

計的有意差がない」という判断は、「リスクの上昇がない」というアメリカ統計学会 ASA の

警告や 40 年以上前から有名医学雑誌の投稿規定等で警告に相当し明確に間違っておりまし

た。従って、被ばくと発がんの因果関係の判断の基準に堂々と誤りが据えられ、それが全国

に流布しているなどは全く想像を絶しており、戸惑ってしまいました。つまり②の線量範囲

限定数理法という想像外で誤った方法が堂々と使われていたことは、発がん物質とがんと

の因果関係を考え、研究し、論文にしてきた研究者にとって、最初から全く念頭に上がって

いなかったのです。しかし現実は、RERF2003(Report13)の著者らが「inappropriate(不適切)」

と表現したこの、②数量範囲限定数理法が、ICRP2005(Pub99)に引き継がれ ICRP2007 年

勧告に入り、それが 100mSv 論となり、国会事故調の資料に用いられ、政策の基本(2011 年

ワーキンググループの報告)に据えられ、副読本の内容に至るまでになっていたわけです。 

 

以下の付録表 2 に、①の基本法と②線量範囲限定数理法を対比して整理しますので、ご参

照ください。これ以外に、「被ばく線量とがんの発生に関するデータ」の分析方法はいくつ

かあります。その中で、ロジスティック回帰分析、コックス比例ハザード回帰分析、LSS デ

ータの基本的な解析方法であるポアソン回帰分析など、数理モデルを用いた解析は、よく使

われて論文にもなっています。しかし、②線量範囲限定数理法は、同じ数理モデルを用いて

いても、これらの数理モデルを用いた方法とも大きく異なります。 
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付録表 2．被ばく線量とがんの発生のデータ分析での基本法と線量範囲限定数理法の対比 

 ①基本法 ②線量範囲限定数理法 

通常の方法か否か 通常のがんの因果関係表現方法 他に見ることがない自己流の方法 

意味 がんリスクが有意に上昇 線量とがん発生との回帰直線の傾きが有意

(直線の傾きはゼロでない) 

検定で知りたいこと 相対リスクが有意に高いか 直線が右肩上がりか X 軸に平行以下か 

読者のイメージと イメージにほぼ合致 イメージとはかなり異なる 

研究者にとって 普通行う方法 全く行わないであろう方法 

がんの因果判断に 使う 使わない 

実際 100mSv 論で 実際は使われなかった 実際に使われた 

100mSv 論の建前 こちらであるかのよう こちらはほぼ隠されている 

統計的有意差が最初

に示されたのは 

1956 年 Stewart ら(Lancet) 

(基本法に基づく症例対照研究) 

2017 年 Grant ら(Radiation Research) 

図に示すと 信頼区間が箱状上下で 

(直線の傾きは問題にしない) 

信頼区間が扇型で開くように 

(線量毎のリスクの高さは問題にしない) 

何と何を比較 リスクなので線量幅で上昇を知る 傾きなのである線量で傾きを知る 

これまでの判断 有意差の有無だけでは判断しない 有意差の有無でしか判断されてこなかった 

実行の是非 通常に、教科書的に実行 普通は実行しない・警告もあり 

 

この「すり替え」の区別をさらに理解しやすくするために、付録表 2 および付録図 1 ・付

録図２を使って整理します。付録図 1 は付録表 2 の①基本法に対応し、付録図 2 は付録表 2

の②線量範囲限定数理法に対応します。付録図 1 と付録図 2 とは見た感じが著しく異なり

ますので、図にすると違いがよく分かることに気づきます。 

 

100mSv 論では、付録図 1 （すなわち①の話）での 2 つの棒の高さの有意差検定の話と思

わせておいて、実は付録図 2 （すなわち②の話）の右肩上がりの直線の傾きの有意差検定の

話にすり替えていたのです。前者①基本法の代表的なデザインの 1 つである症例対照研究デ

ザインにおいて、有意差検定により統計的有意差が示されたのは 1956 年です。他の代表的

デザインであるコホート研究デザインを用いた広島⾧崎の LSS データでも 2000 年には示

されていました。一方、後者②線量範囲限定数理法での回帰直線の傾きで有意差検定により

統計的有意差が示されたのは 2017 年の Grant らの論文です。②の始まりは ICRP2003 

(Report  13)ですので、少なくとも 2003 年～2017 年の間は、①の基本法と②の線量範囲

限定数理法との間で、統計的有意差の有無の点で乖離していたことになります。この期間に

おいてのみ、このすり替えと 100mSv 論の言い方に意味が出ていたことになります。 
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付録図 1-1．①基本法の有意差に関する X-Y 軸上の概念図 （50mSv は一例であり、100mSv

以下であれば、有意差が出れば 0mSv より大きいどの線量でも構いません）．なお、混乱す

るので、この場合は、LNT を無視して図をご覧ください。 

 
付録図 1-2．②線量範囲限定数理法の有意差に関する X-Y 軸上の概念図（再掲） 

 

さらに、この「すり替え」問題をしっかり説明するために、この「付録 2-1．p 値と信頼
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区間」と次の「付録 2-2．回帰直線の傾きの信頼区間、その有意性の検定」において、すで

に述べた部分の繰り返しもありますが、p 値や有意差についての基本的な部分を、まず説明

します。これに引き続き、付録 2-3 から付録 2-6 にかけて、実例を示しながら、①基本法と

②線量範囲限定数理法、すなわち付録図 1-1 と 1-2 の違いを説明します。まず、付録 2-2 で

ｐ値と信頼区間の説明をいたします。復習とも言える内容ですので、飛ばしていただいて構

いません。また統計学の言い回しが苦手な方も、飛ばしていただいて構いません。付録 2-3

の「基本法」の説明や、付録 2-4 の「線量範囲限定数理法」の説明がやや分かりやすくなる

という程度です。 

 

付録 2-2．ｐ値と信頼区間 

医学での有意差(意味のありそうな違い)には、㈠統計学的、㈡臨床的、㈢生物学的、の主

に 3 つの「有意差」が入門テキストには挙げられていました。通常は、㈠の有意差で、本意

見書でも㈠の意味で使っています。次の㈡の例としては、副腎皮質ステロイドが、最初に重

症のリューマチ性の関節炎患者に投与された時に、これまで激痛でほとんど寝たきりだっ

た患者が、笑顔で飛び跳ねだしたというようなエピソードが挙げられます。ただし、ステロ

イドホルモンの副作用が、まだ知られていなかった頃のことで、現在では、さほど驚きませ

んし、そもそもステロイドホルモン剤はよく使われています。次の㈢の例としては、感染症

に関する血液検査における抗原と抗体という代表的な生物反応を利用した、ほとんど 1 対 1

の劇的な一致が観察できるような免疫学的反応のような例が挙げられるでしょう。この反

応は様々な検査に応用されてほぼ 100%に近い感度(感染している人を陽性と捉える割合)と

特異度(感染していない人を陰性と捉える割合)を実現してくれています。 

  

それでも、通常「有意差」というと、やはり㈠の統計学的有意差です。有意性確率と言わ

れる確率も、他の確率と同様に 0%から 100%の範囲の値を取ります。降水確率が明日や明

後日のという 1 日に適用されるような、個における判断に用いられる定量的数値を確率%

が与えてくれます。 

 

何度も本意見書で言及してきましたが、2016 年のアメリカ統計学会 ASA の警告もあり、

現在では、統計的有意差のみを使うことはもちろん、たとえそれを避けて信頼区間を使った

としても統計的有意差に言及することが少なくなっているのが現状です。この点を踏まえる

と、以下の 2 ページ半ほどの統計的有意差に関する説明は必要なさそうです。従って、あえ

て読み必要はなそうです。それでもまだ、たまに目にすることもありますので、一応、統計

的有意差の話に少しだけ触れておきます。ｐ値の説明は、4 章 4 節 1 項の p 値の説明と重な

りますが、ご了承ください。ある現象(例えばがんの発生とみなされるがんの診断が下され

るという事象)が発生する確率が 0%に近ければ近いほど、まれな現象です。関連がないとい

うことを前提とした帰無仮説と呼ばれる仮定の下で有意差検定が行われるとき、得られた
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観察データの値とそれより極端な値が得られる確率の合計(ｐ値と呼ばれる)が、あらかじめ

決めていた確率の水準より低い、極端に低い確率であることが分かった時に、「統計的に)有

意差がある」と表現されます。では「極端に低い（有意に低い）」と判断する確率（蓋然性）

のレベル(有意水準と呼ばれたりします)は、どのくらいなのでしょうか？これは逆に残りの、

「極端に低いわけではない確率」はどのくらいの確率なのでしょうか？前者の「極端に低い

確率」の後に、それに対応する後者の「残りの確率」をカッコ内に入れてみますと、よく見

ることがある確率は、5% （残りは 95%）、10% （残り 90%）、1% （残り 99%）、20% （残り

80%）あたりです。また 「極端に低い確率」が、例えば正規分布のように、平均値の高低の

両側に確率分布のすそ野が伸びる両側確率の時、この確率分布の山の両側のすそ野部分の

確率を引いた「残りの確率」は、信頼区間がカバーする確率を示しています。例えば、両側

5%に対応するのは、2 で割った結果の片側 2.5%の確率で、95%信頼区間というわけです。 

 

ある観察データが得られ、例えば A 君のテストでの獲得点数が、平均点より上回る成績

が得られたとします。その A 君の成績 Z 点とクラスの平均点 O 点との差が、偶然による変

動によるものなのか、それとも偶然の変動ではなく、例えば A 君のテスト勉強での努力の

成果のような、偶然以外の何かなのかが、問題となったとします。X 軸は対象者それぞれの

テストの成績、つまり獲得点数です。この図では、平均点を O 点にしています。Y 軸は、そ

れぞれの点数を獲得した人数の合計です。平均点はこの山型の頂点あたりを構成する受験者

の点数です。ここで、受験者数が非常に多くなると、多くの場合は付録図 2 のような、山型

の分布に近づきます。ここで受験者全体の人数で、それぞれの点数での人数を割り算します

と、全体の山型の面積は 1 となります。それぞれの点数での山の高さ(Y 軸目盛)は、それぞ

れの点数での確率の高さになります。点数は、通常、1 点ごとの点数ですが、これを小数点

以下の連続する点数まで想定します。そうしますと、これが確率分布と呼ばれる分布で、正

規分布は確率分布の代表的な分布です。ここで、やはり A 君の実力は平均点と差がないと

仮定し、平均点との差が０点であるところを中心とした正規分布を、「帰無仮説」とします。 

 

そして今回、A 君が獲得した点数が、この正規分布の山の右側の裾野のどこにあるのかを

確認します。正規分布は、付録図 2-1 として記載しています。この付録図 2-1 のような概念

は、この後も何度も必要となり、その度に出てきますので、覚えておいてください。 

 

いま観察したデータ （獲得点数 Z 点）の位置、およびそれより極端な値(大きい点数)まで

含めたのが、Z 点より遠い正規分布の裾野部分の面積です(累積確率)。付録図 2-1 では Z の

マークの右側の白い部分が相当します。これがｐ値で、上記に説明した「片側確率」です。

正規分布を仮定しているのならば左右対称ですので、両側確率は、片側確率を 2 倍すれば簡

単に得られます。 
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ここでｐ値が非常に小さい値(数％未満、例えば両側 5%有意ならば両側 5%(片側 2.5%)

未満)である場合、元々、差がなかったと仮定した帰無仮説を基準にして考えていますので、

非常に小さな確率の稀な事象が起こったということが分かります。この結果、偶然による変

動の範囲内と考える(これが帰無仮説に基づいた考え)には稀すぎる現象なので、この差は偶

然による変動で説明するには無理がありそうだと判断します。この結果、この差は偶然によ

る変動で説明するよりむしろ、そもそも統計的に意味のある差があったはずだと判断する

方が、無理がなさそうだことになります。これが、いわゆる統計的有意差があるということ

です。付録図 2-1 では Z マーク右側で、X 軸と正規分布の曲線に囲まれた白い部分の面積

(この部分の確率をｐ値と呼びます)が、正規分布曲線と X 軸で囲まれる全体の確率の面積

(100%)と比べると、さほど「非常に小さな(確率)」とは言えませんので、詳細な計算をしな

くても、この場合、統計的有意差がなかったと言えます。 

 

付録図 2-1 正規分布と Z 値． 

 

さて、ｐ値は、付録図 2 の Z と示した縦線の右側の白いところの面積に相当します（片

側確率・片側ｐ値）。これを踏まえて、今度は Z の縦線の左側の斜線部分の面積を考えてみ

ましょう。O で示した平均値を中心に、左右対称な正規分布を折り返してマイナス Z を取

ります。+Z と－Z とは(X 軸も正規分布曲線も)ピタリと重なります。正規分布の場合は確率

分布が左右対称ですので、このマイナス無限大からマイナス Z までの確率と、プラス Z か

らプラス無限大までの確率の合計は、片側確率を 2 倍した確率に相当しています。これが上

記に出てきた両側確率です。そうしますと、正規分布全体から両側確率の分を引いた残りの

部分には、±Z と X 軸と正規分布の曲線とで囲まれる面積が出来上がります。もし、この面

積が 95%であれば、＋Z と－Z で示される X 軸上の区間は、95%信頼区間(95% confidence 

interval)と呼ばれます。この面積が 90%であれば、＋Z と－Z で示される X 軸上の区間は、

90%信頼区間 90% confidence interval と呼ばれます。95%信頼区間と 90%信頼区間の関係

は、以下の付録図 3 のように入れ子状になります。囲んでいる面積である確率が低いので、

当然 90%信頼区間の方が、95%信頼区間により囲い込まれてしまいます。「○○%信頼区間」

の○○%の値が大きく 100%に近いほど、信頼区間(2 つの推定値がセットになった区間推定

値)の幅が大きくなります。  
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付 録 図 3. 95%信 頼 区 間 、 90%信 頼 区 間 と 点 推 定 値 の 関 係 (Rothman KJ: Modern 

Epidemiology 1st ed. 1986 より) 

 

ここで、付録図 3 の中で示された、95% confidence interval は 95%信頼区間、90% 

confidence interval は 90%信頼区間、point estimate は点推定値、null point (zero effect)は

帰無点(影響ゼロ)、large effects は大きな影響と訳します。信頼区間と点推定値とは、どち

らも推定値ですが、求めたい・知りたい値を 1 点で求めた時は点推定値で示し、幅を持って

求めたい時は区間推定値で示します。95%信頼区間と 90%信頼区間の関係から分かります

ように、点推定値は 0%信頼区間と言えます。区間が点になってしまって、囲まれるような

面積(確率)が消えてしまってゼロになっているからです。 

 

なお、今までの話の流れでおよそ理解していただけると思いますので詳しい説明は省略し

ますが、帰無点が 95%信頼区間の外側に出ている時は、両側 5%の危険度で統計的有意差が

あると判断し、帰無点が 90%信頼区間の外側に出ている時は、両側 10%の危険度で統計的

有意差があると判断します。付録図 3 で示す区間推定値 interval estimate (confidence 

interval)と点推定値 point estimate、帰無点 null point (zero effect)の関係からは、両側 5%

では有意差がありませんが、両側 10%では有意差があるということを示しています。 

 

つぎに、標準誤差 e について説明します。 

まず，しばしば耳にする似たような用語として「標準偏差」があります。これは得られた

データのバラツキを示す分散の平方根です。分散や平方根を求める方法は、学校で学びまし

た。この標準偏差も、データのバラツキを表現しています。 

 

しかし、私たちは何のためにデータを集めるのかというと、そのデータを集めた対象者自

身の特徴を知りたいというよりは、しばしばそのようなデータを生み出してきた対象者が

代表するもっと広い一般的な対象者の特徴を知りたいからです。例えば、この公立中学校 3

年のクラスの平均点よりむしろ、そもそも日本全体の中学 3 年生というものの平均点を知

りたい時もあります。この平均点の揺らぎの指標も分散ないし、標準誤差で示します。この

中学校の 3 年生のクラスの平均点と、その中学生も含まれる日本全国の中学 3 年生の平均

点とは同じではありません。しかし最も知りたい日本全国の中学 3 年生の平均点を知るた
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めには、とりあえず身近な中学 3 年生のクラスのテストの成績の平均点を知って推測する

のが近道です。 

 

一部の中学 3 年生（つまりサンプル）の平均点から全国の中学 3 年生の平均点を推定し

た統計量のことを、推定値と言います。この推定値は、あくまで一部の中学 3 年生というサ

ンプルをテストして得られた平均点でしかありません。そのため、全国の中学 3 年生の平均

点との間には多少の誤差がありえます。このサンプルから得た推定値と全国の中学 3 年生の

平均点との誤差を、推定値の標準偏差として表すものが標準誤差になります。標準誤差は推

定値のバラツキ（=精度）を表しているのです。 

 

要するに身近で手ごろな対象から繰り返し集めて算出するバラツキを標準偏差とすれば、

もっと全体の大きな括りの決してたやすくは得られないけれども最も知りたい「一般的な」

対象集団での数値(母数)の推定値の精度を標準誤差と呼びます。一般的な値を求めることが

できれば、その値は、様々な対象者に適用可能になります。例えば、身近な被ばく者から得

られたデータから計算した、被ばく者全体の母数(例えば 1Gy あたりの過剰リスク比)とい

う一般的な値の推定値の精度を、標準誤差と呼びます。この精度を分かりやすく表現するた

めに、データから得られた推定値の標準誤差が書き込まれます。このプラスマイナスの標準

誤差 1 つ分(計 2 つ分)によって示される確率は、正規分布を仮定した時、約 0.68(68%)で

す。つまり、上記の付録図 2-1 の Z の値が標準誤差 1 つ分と同じ値である時は、±Z と正規

分布曲線と X 軸で囲まれる面積(確率)は約 68%です。そして+Z と－Z で示される X 軸上の

区間は 68%信頼区間ということになります。図 9(あるいは次項の付録図 4)で、右肩上がり

の赤く太い曲線の両側に沿うように点線の曲線が描かれていますが、この赤く太い曲線と

片方の点線との幅が、標準誤差となります。 

 

付録 2-3．基本法での過剰相対リスクの信頼区間の推定と検定及び有意差 

ここまでは、統計的有意差が有るのか無いのかの判断の元となるｐ値と信頼区間との関

係について、正規分布を用いて説明しました。この付録 2-3 では①の基本法における有意差

検定と信頼区間の説明、次の付録 2-4 では、②の線量範囲限定数理法における有意差検定と

信頼区間の説明を致します。 

 

まず、付録図 1-1 で示した①基本法に関する概念図と、付録図 1-2 で示した②線量範囲限

定数理法に関する概念図とを思い出してください。前者の①基本法に関する概念図である

付録図 1-1 ですが、発がんリスクの高さを示す棒が 2 つあるのが分かります。1 つは 0mSv

付近の基準となる発がんリスクの大きさを示す棒で、これは人工被ばくがない状態の発が

んリスクのことです。もう 1 つは 50mSv 付近（100mSv 論の検証という意味では 100mSv 以

下の被ばく量であればどの被ばく線量でも構いません）の被ばくでの発がんリスクの程度
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を示す棒です。この 2 つの棒があると話が面倒になりますので、これを前者の発がんリスク

を基準にして後者の発がんリスクを割り算した結果のリスク比として表します。このリスク

比 Relative Risk は付録図 4(以前示した図 9 の再掲)の Y 軸そのものです。よく出てくる過

剰相対リスク ERR は、下記のようにこのリスク比から 1(倍)分を引いたものとなります。 

ERR＝リスク比(倍)－1(倍) 

このようにすれば被ばくによる発がん影響の指標であるリスク比(もしくは ERR)1 つの

指標で議論することができます。以下、付録図 4 で示したリスク比で話を進めます。 

 

①の有意差検定は、被ばく線量 0mSv でのがんの発生リスクの大きさに比べて、100mSv

以下のある線量 (例えば 50mSv) でのがんの発生リスクの大きさが統計的に有意に高いの

か否かということを検定します。これについては、本意見書の図 5 や図 9 として示しました

RERF 2000 (Radiat Res 154: Pierce) の Fig.1(ICRP2005(Pub.99)では図 2-3)に示された下

記のような図(付録図 4)を見ていただくと理解しやすいと思います。この図の左上の X-Y 軸

の図と下の X-Y 軸の図とは同じ図です。下の付録図 4 の方は X 軸を見ていただければ分か

りますが、左上の図が約 4 倍に拡大されています。この付録図 4 のデータは LSS データで、

LNT 直線などの右肩上がりの直線や曲線が引いてありますが、ここで注目していただきた

いのは、曲線の上下にプロットされた点と、曲線の両側に点線で書かれた曲線 2 つです。こ

ちらの方に関して説明します。 

 

 
付録図 4（図 9 の再掲）．Pierce DA and Preston DL: Radiation-related cancer risks at low 

doses among atomic bomb survivors. RERF2000 (Radiat Res 154): 178‒186. 



 535 / 591 

 

 

さて、付録図 4 の下の方の拡大図を見てください。X 軸は被ばく線量を示しています。1

目盛は 0.1Gy(100mSv)ごとに記してあります。ここでは 100mSv 論のことが焦点ですので、

0.0Gy と 0.1Gy の間の被ばく線量の上に記された 5 つの点の相対リスク Relative Risk ある

いは過剰相対リスク Excess Relative Risk (ERR)が問題になります。この付録図 4 では Y 軸

には相対リスク Relative Risk が刻まれていますので、5 つの点で示す相対リスクが、相対リ

スク 1.0(被ばく線量で該当するのは 0.0Gy、しきい値なしなので原点)のレベルに比べて、

「統計的に有意なリスク比の上昇」を示していれば、100mSv 論を反証したことになります。 

 

もう一度、付録図 4 を見てください。ここからはすでに説明しましたが、黒い右上がりの

直線は LNT（しきい値なしの直線）を示しています。一方、右肩上がりの曲線は、LSS の

実際のデータから導き出した放射線被ばくと相対リスクとの関連です。点で示された各線量

範囲での平均相対リスクの関係では、でこぼこが激しいのでスムージング手法(小学 5 年生

で学ぶ平均の応用です。株価に詳しい人はよくご存じです)を用いて均した曲線です。誤解

を恐れず言えば、これは LNT の直線(完全に滑らかな線)とでこぼこの点との間を取った感

じです。この右肩上がりの曲線に信頼区間１個分を添えたのが、曲線の両側に示された点線

の曲線です。この信頼区間は、上下を併せて約 68%信頼区間です。被ばく線量ごとの点推定

値を表す曲線の両側、標準誤差 1 個分ずつを示しています。95%信頼区間は標準誤差 1.96

個分、すなわち約 2 個分ですので、この点線の外側に標準誤差 1 個分の線を上下それぞれ

に鉛筆で薄く示せばいいことになります。その下の方の曲線、95%信頼区間の下限値が、

0.1Gy 以下の被ばく量において相対危険度 1(倍)を上回っていれば、９５％水準で統計的に

有意なリスクの上昇を示していることになります。100mSv 論は、LSS データにより明らか

に反証されています。100mSv 論は、広島⾧崎の被ばく者データによって間違いであること

が 2000 年には RERF2000 (Piearce&Preston)には示されていたことになります。これが①

に関して、科学的根拠に基づいた証明であり、統計的有意差があったこと(すなわち 100mSv

論の誤り)が示されているということです。 

 

逆に、95%信頼区間の下限値が、100mSv 以下では相対危険度 1 を上回らない(付録図 4

では相対危険度 1.0 を示す X 軸を離れない)のであれば、100mSv 論の「(両側 5%の危険度

での)統計的有意差がない」という言い方が、妥当だったと言うことになります。ここで本

意見書で再三言及しておりますアメリカ統計学会 ASA の警告でいえば、この統計的有意差

がないということをもって、「(100mSv 以下の) 放射線被ばくではがんが発生しない」とす

るのは誤りであり、危険であるということになります。しかも、「統計的有意差がない」と

いうことも、実際の数々の研究結果では逆であり、そのことは 1956 年に最初に示されて以

来、100mSv 論は現在に至るまで間違いであるということは、数多くの研究によりはっきり

と示されています。次に、②の方、線量範囲を限定したデータで回帰直線を求め、その直線
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の傾きがゼロであるという有意差検定をおこない、棄却されないことを示す方法の説明を

します。 

 

付録 2-4．線量範囲を限定した回帰直線の傾きの信頼区間と有意性の検定 

次に、②の有意差検定と信頼区間の説明を致します。さて、4-1 節の図 7 でお示しした、

y=bx のような一本の回帰直線で、本当の（真の）傾きをもとめられれば良いのですが、実

際には、この傾きにも様々な誤差が入ってきてしまいますが、データの分析から得た傾きを

数値で表しその誤差も考慮しますと、 「本当の傾き」を得られる確率は増加します。例えば、

e で標準誤差を表わし、求まった傾き b も b±1.96e と標準誤差を足し引きすると、そのプ

ラスとマイナス 2 倍分の標準誤差 e の間に本当の傾きが入っていそうな確率（信頼率）は、

だいたい 95%です(統計学の頻度論者の方からはクレームが来そうですが、この言い方が簡

単なのでここではこの言い方を許してください)。直線の傾きに誤差をプラスマイナスしま

すと、直線の傾き自体が変化するわけですので、これを X-Y 軸上に示しますと、扇形として

表現させます。付録図 1-2 「②の有意差に関する X-Y 軸上の概念図」として示した通りです。 

 

これに対して、①の方の有意差は、付録図 1-1「①の有意差に関する X-Y 軸上の概念図」

に示したような 2 本の棒で示したリスクの大きさです。この 2 本の棒をまとめて 1 個の点

で示した付録図 4 も、LNT の右肩上がりの直線や右肩上がりの曲線に少し惑わされますが、

実際には、2 個のリスクの大きさを割り算して単にリスク比の大きさにしていますので、誤

差をプラスマイナスしても右肩上がりの扇形にはなりません。単に点推定値と区間推定値

が、Y 軸に平行に上下に並ぶだけです。X-Y 軸上に並ぶのは、95%信頼区間で表した場合、

以下に示した上から、95%信頼区間上限値 b＋1.96×e、点推定値 b、95%信頼区間の下限値

b－1.96×e となります。ちなみに、この 95%信頼区間を 68%信頼区間にして点線で結び、

付録図 4 の右肩上がりの曲線の上下に表したのが点線の 2 本の曲線で、68%信頼区間上限

値 b＋e、曲線の傾きそのものである点推定値 b、68%信頼区間の下限値 b－e となります。

これらは(直線の)傾きではありませんので、扇形は表れてきません。 

 

さて、X-Y 軸上に扇形で表現される②の直線の傾きの話に戻ります。リスクやリスク比の

信頼区間と同様に、この直線の傾きの誤差を同様に、e として標準誤差を表わし、それに 2

倍弱を掛けた、1.96×e を、求まった傾き b に足し引きしますと、傾きの 95％信頼区間が求

まります。なお、95%に対応する 1.96 や 90%に対応する 1.65、あるいは 68%に対応する 1

などは、Z 値と呼ばれますので付録図 2-1 の X 軸には Z と示されていますが、これは標準

誤差に Z 値を掛け算してプラスマイナスした信頼区間の幅の、プラスの方側だけの Z です。

従って、付録図 2-1 の斜線部分の面積は、確率 34%(68%の半分)を示しています。なお、通

常の統計学の教科書には添付されている「正規分布表」、これはネットで検索しても出てき

ますが、その 1.96 に相当する確率 0.475 は、95%すなわち 0.95 の半分であり、1.65 に相当
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する確率 0.4505 は、90%すなわち 0.9 の約半分です。 

 

 

付録図 2-1(再掲) 正規分布と Z 値． 

 

 そして回帰直線の傾きの 95%信頼区間の下限値と上限値は、 

下限値：b－1.96×e、上限値：b＋1.96×e 

 

なお、90%信頼区間は、1.96 に代えて、1.65 を e に掛けて、 

 回帰直線の傾きの 90%信頼区間の下限値：b－1.65×e、同じく上限値：b＋1.65×e 

 となります。 

 

 ここまで、アメリカ統計学会 ASA が p 値や有意性の有無で判断を下すことに対して警告

を出していることに関して、再三、言及してきました。この意見書付録では、付録 3 におい

て、医学分野の警告と併せて説明します。医学分野ではこの警告は、すでに紹介した 1978

年の Freiman らによるニューイングランド医学誌における特別論文が最初ですので、この

警告もいわば 40 年以上の歴史があることになります。内容的には総論部分の意見書である

「統計学、疫学、医学について」の中の「統計的有意差について」とも重なっておりますの

で、そちらも参考にしていただけると幸いです。 

 

付録 2-5．線量範囲限定数理法での回帰直線の傾きと信頼区間と検定および有意差 

RERF 論文の LSS データを分析した死亡率論文である RERF2003(Report 13)と RERF 

2012 (Report 14)を念頭に置きながら、100mSv 論の言い方でしばしば出てくる「有意差が

ない」に関して考察してみます。この 2 つの RERF 死亡率論文で使われているのが②線量範

囲限定数理法です。この分析方法では、全体のデータで回帰直線を引くのではなく、

RERF2003(Report 13)や RERF2012(Report 14)のように、例えば 0mSv から 100mSv まで

のデータだけで原点を通る回帰直線を引いて傾きを求め、その回帰直線の傾きの点推定値

に 90％信頼区間を付け足すというイメージです。 

 

この線量範囲限定数理法を使って、回帰直線とその 90%信頼区間のイメージを分かりや

すく Haylock ら（2018）が図にして示してくれています（付録図 5）。イギリスの原子力労

働者の国家登録に関するデータを分析したデータです。これが 100mSv 論や RERE 2003 



 538 / 591 

 

(Report 13)および RERF 2012 (Report 14)における、線量範囲を限定して回帰分析をおこ

ない、そこから得られた回帰直線と、その傾きおよびその 90%信頼区間とを併せて図に描

いたものの元々の実際のイメージです。 

 

ここで、 「<100mSv」と示されている、一番左端の 3 角形とその中心を貫いている右肩上

がりの 2 点断線（       ）が、0mSv から 100mSv までの線量範囲だけのデータで

回帰分析をおこない、原点を通る回帰直線を描き、その点推定値および 90％信頼区間を示

したものです。この 3 角形の 2 辺、つまり原点から右肩上がりに延びる 2 辺が、ｙ軸方向

(縦)の幅が 90%信頼区間に相当します。次に書いてある「<200mSv」が 0mSv から 200mSv

の回帰直線(        )とその傾きの点推定値および 90%信頼区間、その次の

「<400mSv」が 0mSv から 400mSv の回帰直線(        )とその傾きの点推定値

および 90%信頼区間です。いずれも線量範囲が限定された線量、すなわち 0mSv-100mSv の

線量範囲では 0.1Sv、0mSv-200mSv の線量範囲では 0.2Sv、0mSv-400mSv の線量範囲では

0.4Sv で、扇形のグラフが終了しているのを、ご確認ください。そして最後、一番右の 「Full」

と 書 か れ た 細 ⾧ い 3 角 形 が 0mSv 以 上 の 全 て の デ ー タ を 用 い た 実 線 の 回 帰 直 線

(        ) （LSS データでは LNT）の傾きとその 90%信頼区間です。0.6Sv で扇形

が終了していますが、それはスペースの関係であり、実際には 4Sv 辺りまで続いています。 

 

 

付録図 5. 放射線労働者に関するイギリス国家登録データにおける被ばく線量範囲の回帰
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直線の傾きとその 90%信頼区間． 

Haylock RGE, Michael Gillies M, Hunter N, Zhang W and Phillipson M: Cancer 

mortality and incidence following external occupational radiation exposure: an update of 

the 3rd analysis of the UK national registry for radiation workers. Br J Cancer 2018; 

119:631‒637. 

 

この付録図 5 の縦軸は Excess relative risk 過剰相対リスクと書いてありますが、これは著

者である Haylock らの間違いで、正しくは Relative risk 相対リスクです。このことは縦軸が

1(倍)のところから全てのグラフが始まっていることから確認できます。過剰相対リスクで

あるならば、縦軸が 0 のところ(過剰相対リスクの原点)から全てのグラフが始まっているは

ずだからです。 

 

4 つあるそれぞれの線量範囲の 90%信頼区間の 3 角形の下の方の辺が、Cumulative dose 

(Sv)と示されている X 軸より下側にあれば、回帰直線の傾きの下限値がマイナスになりま

す。従って、回帰直線の傾きが 0 であるかどうかの有意差検定(傾き 0 が帰無仮説)では、傾

きに統計的有意差がないということになります。逆に、付録図 5 では 0ｍSv-100mSv

（<100mSv）の範囲ですでに有意差が出ていて、他の、<200mSv でも、<400mSv でも、も

ちろん full でも、90%信頼区間を用いての判断ですが、90％有意水準での統計的有意差が出

ていることがお分かりいただけると思います。一方、RERF 2012 (Report 14) （Ozasa 2012）

の図 11 （FIG. 5）では、傾きに統計的有意差がなかったので、100mSv(0.1Gy)のところに引

かれた縦線（95%信頼区間）が、Y 軸上（単位は ERR / Gy）の、0.0 と示されている横線と

交差していたことを思い出してください。ただし、こちらの方は、95%信頼区間に基づいた

判断ですので、信頼区間の幅が広くなっていて、90%信頼区間を用いた時よりも（付録図 5）

統計的有意差が出にくくなっていることにご注意ください。 

 

また他に付録図 5 から読み取れる重要な情報としては、Full と示されて全被ばく線量の

データが用いられた右端の 3 角形の回帰直線の傾き（点推定値）よりも、<400mSv と示さ

れた右から 2 番目の 3 角形の回帰直線の傾き（点推定値）の方が大きく、さらに、<200mSv

で示された右から 3 番目の 3 角形の回帰直線の傾き（点推定値）はさらに大きく、そして

<100mSv で示された右から 4 番目の 3 角形の回帰直線の傾き（点推定値）が一番大きくな

っているのが分かります。これは、低線量になるほど被ばく線量と過剰相対リスクの関係が

大きくなり、300mGy 以下ぐらいの被ばくでは、発がんの程度が LNT のラインを上回って

くるという LSS データの知見と一致しています（Pierce 2000, Ozasa 2012）。 

 

まとめますと、基本法による有意差判断が行われているように見せかけながら、注釈が与

えられることもなく、通常は用いられることが決してない線量範囲限定数理法に基づいた
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有意性判断へと、こっそりとすり替えが行われることによる明らかな間違いを指摘してき

ます。パソコンの練習ならともかくも、線量範囲限定数理法で分析をして、そこで得られた

回帰直線の傾きの統計的有意差の有無で判断するようなことを、学術的場面や社会的場面

では、決しておこなってはなりません。特に、保健医療領域では、人の生命・健康障害に係

わります。アメリカ統計学会 ASA による警告違反を加えて、誤りを合計 3 点に絞って記し

ておきます。これに加えて、ASA が警告を出した「有意性に基づいた判断」をしていること

も 100mSv 論の大きな誤りです。ただ、重要な決定において、こんなこと、すなわち通常は

しない方法を用いること、通常はしない方法を使ったことを隠していること、そして ASA

が警告する有意性に基づいた判断、をしないでくださいというのに尽きます。 

 

全体として、線量範囲限定数理法のように、メインの曝露に関して、データをゼロミリシ

ーベルトから○○ミリシーベルトに刻み、その回帰直線の傾きの統計的有意差の有無で判

断してはいけません。前半のメインの曝露に関してゼロからの線量範囲にデータを刻んで回

帰分析をおこなうことが異例です。このような分析が行われているのは見たことがありませ

ん。後半は、そのような異例の回帰分析によって得られた回帰直線の傾きの有意差の有無で、

判断をしてはいけません。この点は、アメリカ統計学会 ASA や各種医学雑誌での警告とし

て、何度も本意見書で論じてきたとおりです。付録 3 では、様々な場面で記されているこの

警告を、幾つか取り上げて紹介していますので、参考にしてください。 

 

最後に、少し数式を使って説明を繰り返しておきます。100mSv 論を導き出した

RERF2003(Report 13)や RERF2012(Report 14)や、付録図 5 の回帰直線の 90%信頼区間が

直線となり、全体としては三角形のよう （扇を拡げたよう）になることは、次のように理解

できます。 

 

原点を通る回帰直線は傾きｂを用いて 

 y = bx 

となります．各 x における予測量 y の分散 V，傾き b に関する標準偏差 SD(b)は、標準誤差

SE(b)とも呼ぶ 

 V(bx) = x2 ×V(b),   SD(bx) = x ×SD(b) 

となり， 回帰直線の 90%CI は 

      bx ±1.65×SD(bx)  =  bx ±1.65×SD(b)×x = (b ±1.65×SD(b) ) ×x 

 これが，付録図５のように，ｙ＝ｂｘの直線を中心に上下両側に扇型に広がることを示し

ています。 

 

Hayrock ら(2018)の例から作成した、妥当な図を、付録図 8(付属図 1-2 の再掲)として、

再び以下に示してみます。すなわち、0mSv から 100mSv の線量範囲での回帰分析により傾
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きに有意差がない状況での、この傾きの信頼区間の幅だけ開いてしまった扇を図にします

と、付録図 8 のようになります。灰色の三角形の中が 95%信頼区間の中に入っています。全

ての範囲のデータから得られた LNT 直線より中心が少しだけ高いけれども、ERR ゼロの X

軸に少しだけかかっています（ギリギリ有意差がない）。確率は扇の拡がりの中心部ほど高

いのです。確率の低い端の方が少しだけ x 軸にかかっているだけで、残りの x 軸がかかって

いないこれだけの範囲に確率が広がっているのが明らかなのに、「分からない」や「ない」

と 100mSv 以下のデータが話題にされることも無く、バッサリと切られてきたことが図 8 の

ように、図にして眺めるとよく分かります。 

 

 
 

付録図 8(再掲)．0mSv から 100mSv の線量範囲での回帰分析により傾きに有意差がない状

況を図にして表現． 

 

付録 2-6．100mSv 論に惑わされ「統計的有意差がない」を誤って図示した例 

線量範囲限定数理法、すなわち、回帰分析で、メインの変数の対象者数を減らしたり増や

したり(線量範囲を狭くしたり広くしたり)した上で、回帰直線の傾きにおいて「有意差なし」

と「有意差あり」との境目で、判断の境界を決め、因果関係あり ・なしを決めている手法が、
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100mSv 論を生み出したと思われます。100mSv 論を生み出したそれ以外の方法は今のとこ

ろ見つかっていません。この線量範囲限定数理法により、同じ広島⾧崎の LSS コホートの

データを使ったとしても、かなり自分の意志で、恣意的で自由に境目を決めることが可能に

なってきます。有意水準を 80%や 95%と動かすだけでも自由にできるのですが、通常では

行わない想像を絶する方法(線量範囲限定数理法)で行われた分析で「統計的有意差がありま

せん」とだけ言われたら、その分析法を具体的に探ったり、あるいは有意水準が 90%か 95%

かを確認したりするような人はまずいないでしょう。 

 

これに回帰分析の傾きを求めるために線量範囲を、狭い線量範囲から広い線量範囲へと

段階的に広げてどこまで統計的有意差が持続するかを確かめているのが線量範囲限定数理

法の方法です。線量範囲を拡げ切ったのが付属図 5 の full の線量範囲で、この線量範囲で統

計的有意差が出ることは最初から分かっています。そして一番狭い線量範囲、例えば 0mSv

から 5mSv、あるいは 0mSv から 20mSv のような線量範囲では統計的有意差が出なさそう

です。従って、線量範囲を拡げていくと、そのうち統計的有意差が絶対に出てくることも予

測できます。このような非常にややこしい操作をして、何とか「統計的有意差なし」を獲得

しているのですから、不明確になり、目立ちにくくなります。行われているのが基本法では

なく線量範囲限定数理法であり、その線量範囲限定数理法の実際がどのようなものである

のかに、気づく方は非常に限られてくることになります。 

 

この付録 2 を丁寧すぎるくらい丁寧に書いてきました。①基本法のような本来の意味の

発がんリスクの上昇の有無を示す分析（付録図 1-1）とは異なり、100mSv 論を実際に導き

出したと思われる②の線量範囲限定数理法は、限られたデータで回帰分析をおこない、そこ

で得られた回帰直線の傾きの有意差の有無だけを示す分析です。付録図 1-2 や付録図 5 に示

した回帰直線の 90%信頼区間（あるいは 95%信頼区間など他の範囲の信頼区間でも構いま

せん）が直線となり、全体としては三角形のようになり、①基本法で描いた付録図 1-1 とは

全く異なることを、繰り返し確認していただきたいと思います。付録図 1-1 や 1-2 のような

図にしなければ、あるいはたとえ解説付で図にしたとしても、この区別はほとんどの方に「違

うな」という程度で理解はしてもらえない場合も多いでしょう。図にするとまるで違って見

えるものの、図を用いた説明は一部の論文以外にはなされていませんので、このすり替えら

れた①基本法と②線量範囲限定数理法の違いは、現実にはほとんど知られていません。しか

し、それは、今回の騒動に巻き込まれ、100mSv 論を鵜呑みにして、解説文章を書いておら

れる先生方においても、だいたい同様です。以下に、100mSv 論を著書等で解説してこられ

た先生方が、②線量範囲限定数理法だけでなく、①基本法すら理解されていないことを、著

書等に掲載されていた図と共に紹介いたします。 

 

例えば、『政府事故調核心解説』（講談社）での 100mSv 論のイメージ (付録図 6)などは
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その代表格です。統計的有意差がないことも表現できておらず、「？」マークが用いられるこ

とによって、何も分からないんだという印象だけが与えられています。ただ、以下に示す付

録図 6 は、付録図 5 で示したような三角形のような説明ではなく、四角い箱や直線を使っ

た説明ですので、①基本法や②線量範囲限定数理法を、全く想定しておられないことが分か

ります。 

 

 
付録図 6 『政府事故調核心解説』（講談社）での 100mSv 論のイメージ 

 

また、2014 年 8 月 17 日の政府広報に 100mSv 論を紹介した東京大学病院放射線科准教

授の中川恵一先生は、御著書の『放射線医が語る‐被ばくと発がんの真実』(ベスト新書)に

おいて付録図 7 のように 100mSv 論のイメージを書いておられます。「統計的有意差がない」

部分を「科学的になし」とか「ポリシー・哲学領域」と書かれています。これなどは、中川

准教授が放射線被ばくによる人体影響どころか、そもそも科学や哲学に関してほとんど理解

しておられないことがうかがえます。このことは、2014 年 8 月 17 日に、主な全国新聞社の

紙面で、100mSv 論が説明された政府広報での中川准教授の文章でも、また、科学、哲学の

みならず 100mSv 論自体も理解されていないことが分かります。つまり、付録図 6 と付録図

7 からは、共に、作成された先生方が、ご自身が主張しておられる 100mSv 論に関して、理

解をされていないことが分かります。もちろん、有意差がないことや該当する信頼区間に関

しても表現されていません。ましてや付録図 5 や再掲の付録図 8 で示したような三角形の

ような説明ではなく、四角い灰色や直線 ・点線を使った説明ですので、線量範囲限定数理法

が使われていることなど、全く想定しておられないことが分かります。もしかしたら、本来
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の分析法である①基本法やその他の分析法も、ご存じないかもしれません。 

 

 
付録図 7．中川恵一准教授（東大病院・放射線科）の 『‐放射線医が語る‐被ばくと発がん

の真実』(ベスト新書)での 100mSv 論のイメージ． 

 

 2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故後、100mSv 論を肯定的に解説している本は、

数多くあります。しかし、そのいずれも、言葉上でも、図としても、解説に成功していませ

ん。いかに解説をされる先生方が、100mSv 論を理解されずに解説されていたのかが把握で

きます。もちろん、これらの先生方は、①と②の違いも区別できておられません。例えば、

1977 年から 4 年間 ICRP 第 3 委員会委員をされ、執筆時はがん診療をされていた大阪大学

名誉教授の中村仁信先生は、「100 ミリシーベルト以上で発ガンのリスクが少しずつ高くな

るというのは同じなんですが、100 ミリシーベルト以下では発ガンのリスクがあるかどうか

はわからないと言っています(ICRP Publ. 103 二〇〇七年勧告)。安全とは言いません。そ

の意味は、極めて小さいリスクで分からない、それをはっきりさせるためには、もっと膨大

な数のデータがいるということなんです。それほど小さいリスクであるから気にしないでよ

いとも言えます」と述べておられます。ここには①と②の区別など全くなく、ましてや線量

範囲を限定した回帰直線の傾きの話もなく、統計的有意差がないという話もなく、さらに

ICRP2007 年勧告も言っていないことが ICRP2007 年勧告からの引用かのように、しかも

ICRP2007 年勧告の分かり易い解説とも言えない書き方で書かれています。 

 

元 ICRP 委員であった中村仁信先生ですらこうなのです。100mSv 論を説明されていた先
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生方のほとんどは、100mSv 以下の放射線被ばくによる発がん影響を全く理解されていなか

ったと考えて良いでしょう。こうやって考えますと、世間で、専門家が、有識者が、という

ように、様々な言い方がされていますが、これらの「専門家」の先生方が、根拠もなく 100mSv

で区切りをつけて、影響がないとか、有意差がないとか、発がん影響がないとか、発がんが

ないとか、言われていたのが、100mSv 論が科学的に確立した知見でないことの証拠とも言

えるかもしれません。これら「専門家」の先生方皆さんが、根拠を確かめることもなく耳学

問で発言されていた結果だとみなせると思います。 

 

 こうなりますと 100mSv 論を唱える知識人には、物理学でも医学でもない先生が加わり

ました。既存の放射線防護の規制値や文献が示す値を全くご存じないわけですから、何の疑

いもなく、間違った情報を、それぞれの著書の中で容赦なく述べておられます。 

 

例えば、元日本科学哲学会の会⾧である名古屋大学大学院情報学研究科の戸田山和久教

授は、「政府の陰謀説」を採用することを戒めつつ、元ネタ(原典)にアクセスすることの重

要性を唱えておられます（「『科学的思考』のレッスン-学校では教えてくれないサイエンス

-」NHK 出版 2011）。しかし、戸田山教授の失敗は『国際放射線防護委員会の 2007 年勧告』

を元ネタとしてしまったところです。いくら国際組織の勧告と言っても元ネタではありませ

ん。そして国際組織の文書の本体であれば、元ネタが示されていなければなりません。元ネ

タの重要性を唱える先生が元ネタを探しておられないのです。ICRP2007 年勧告は、ICRP 

2005(Pub 99)を元ネタとして示していても、その先の元ネタを示しておられないのです。戸

田山教授は 100mSv 論を唱え、「最も慎重な言い方をすれば」と前置きしつつ次のように表

現しておられます。 

 

100mSv 以下では、発がん率が上昇するという証拠はありません、しかしこのことは、

100mSv 以下ではがんは増えない、という意味ではありません。発がん率が増えるかどうか

は分
．

からない
．．．．

という意味です。この程度の低線量被曝では他の発がん要因の影響と統計的・

疫学的に分離することができないのです。つまり、たとえば 50mSv で、発がん率が 0.25%

増えるかどうかを検証するだけのデータ数がないということです。 

 

 この説明により、②の線量範囲限定数理法に気づいておられないどころか、①の基本法も、

統計的有意差さえも、戸田山教授が全く理解されていないことがよく分かります。さらに、

その文面からは、戸田山教授が ICRP2007 年勧告の中の問題の(A86)、(A131)、(A179)にも

たどり着いておられないように見受けられます。「元ネタ」にアクセスすることの重要性を

唱えて元ネタと称された ICRP2007 年勧告すら、戸田山教授は探しておられないようです。

ましてや、本来「元ネタ」とすべきである 100mSv 論の根拠となる論文など、元々存在しな

い可能性が極めて高いのですが、気にもしておられないのではないでしょうか。 
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さらに、東京大学大学院で哲学を専攻されていた一ノ瀬正樹名誉教授は、『放射能問題に

立ち向かう哲学』（筑摩書房 2013）の中で、 

 

ICRP によれば、1Sv の被曝での致死リスク係数は「5%」とされる。そのリスクが線量に比例する形

で見積もられるわけである。こうした影響の算定は、主として、広島・⾧崎の原爆被爆者のデータを

用いて疫学的に行われている。しかし、100mSv 以下の被曝に関しては、それが発がん・がん死にど

のように影響するかは疫学的には確認できないとされる。それはつまり、すでに強調的に述べたよう

に、確認できないほど微妙な影響しかないので、数値として取り出せないということである。 

 

 と、ICRP が言ったのかどうかも分からないような踏み込んだ表現をしておられます。そ

してこの問題で利益相反がありそうな電気事業連絡会（「原子力・エネルギー」図面集 2012 

6-3-5）の図をもとに、付録図 9 に示すような図を作成し、ICRP が言ってもいない 100mSv

論をさらに踏み込んだ誤った解説をしています。福島第一原子力発電所事故後の間もない時

期に、放射線被ばくによる人体影響に関する基礎的知識を持ち合わせない有識者までが、理

解をされないまま出版をし、100mSv 論、あるいはもっと極端な内容を広めていたことがよ

く分かります。 

 

 
付録図 9．『放射能問題に立ち向かう哲学』（筑摩書房 2013：一ノ瀬）76 ページより． 

 

 なお、言葉を付言させていただければ、中村仁信先生とか戸田山和久先生、一ノ瀬正樹先

生も、上記②の線量範囲限定数理法は全く想定外のようですが、付録図 6 と 7、付録図 9 を

拝見しますと、①基本法の方の想定もされていないようです。これでは、到底、100mSv 以
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下ではリスクの上昇は分からないとか有意差がないとかは、言及する資格はないと思われ

ます。 

 

なお、遅れてしまいましたが、①基本法の具体的分析方法は、最も簡単に説明しますと、

以下の付録表 3 の 2×2 表で示した A 人、B 人、C 人、D 人の系統的に数え上げられた４つ

の人数によって計算できます。被ばく線量に伴って起こる発がんリスクの上昇とその程度を

示すためには、最低限、この４つの人数が必要なのです。つまり、具体的には手術や薬剤に

よる治療効果や薬の副作用、発がん物質の特定、職業病の原因の特定、食中毒事件における

原因食品の特定など、医学における因果関係が明らかにされる必要がある際には、このよう

な 4 種類の人数を系統的に数え上げる必要があるのです。 

 

付録表 32．放射線被ばくとリスクの上昇の因果関係を定量的に推論のために最低限必要な、

4 種類の人数の系統的な数え上げの結果を示す 2×2 表 

 曝露(放射線ひばく)  

合計 あり(50mSv)注 1 なし(0mSv)注 1 

がん症例 A 人 B 人 A+B 人 

まだがんではない C 人 D 人 C+D 人 

合計 A+C 人 B+D 人  

放射線被ばくありでの発生率(リスク)： 

発生率の場合には C 人や A+C 人の部分は「人×年」 

放射線被ばくなしでの発生率(リスク)： 

発生率の場合には D 人や B+D 人の部分は「人×年」 

放射線被ばくによる影響の程度（倍率）：{A÷(A+C)}÷{B÷(B+D)}(倍) 

注 1：具体的に見せるために、付録図 1-1 の 50mSv と 0mSv に合わせました． 

 

ところが、例えば、2017 年 11 月 26 日の NHK-BS1 スペシャル「原発事故 7 年目甲状腺

検査は今」では、光武範吏教授が、「遺伝子変異のパターン」を調べるとして、福島県の原

発事故により被ばくして甲状腺がんを発症した患者の遺伝子を詳しく調べて何かが分かる

ようなふりをしておられるのが映しだされていました。つまりこれは、上記の付録表 3 の 2

✕2 表での A 人(のうち 1 人か 2 人)を調べておられるようです。しかし、A 人をいくら光学

顕微鏡や電子顕微鏡で見ようが、遺伝子や分子を分析しようが、被ばくによって甲状腺がん

が発生したか否かという因果関係は、決して分かりません。A 人の中の人をいくら丁寧に観

察しても、微細に分析しても、最低限必要な 4 種類の人数を、この方法では決して知ること

ができないからです。多くの人が、このような映像によって誤ったイメージが、視聴者の脳

裏に焼き付けられてしまうわけです。また、同じ NHK-BS1 スペシャルでは、⾧崎大学の高

村昇教授は、事故当時の年齢が 5 歳以下である人に甲状腺がんの発生が見られるのが、放
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射線被ばくによる発がん影響の証拠であるかのようにインタビューで答えておられました。

しかし、このような条件は放射線被ばくによる発がん影響だけでなく、あらゆる発がん物質

で問題にされていません。そもそもよく考えれば、事故当時の年齢が何歳であろうが、年数

が経ってしまえば、がんの好発年齢になりますので、事故当時は 5 歳以下の対象者であって

も、発がんが見られてきます。高村教授は、チェルノブイリのデータは 18 年間(1986 年か

ら 2003 年)の、福島のデータでは 2 年半(2011 年 10 月から 2014 年 3 月まで)のグラフを、

直接比較していました。これなどは、騙しのテクニックと言われても仕方がないでしょう。 

 

最後に、100mSv 論で有名になられた山下俊一先生は、福島第一原子力発電所事故関連の

ある裁判で、次のような図を提示されていたそうです。これもまた、完全に誤っておられる

のが一目瞭然です。山下先生は、②の線量範囲限定数理法はもちろん、①の基本法もイメー

ジできておられません。これでは、ご自身を有名にした 100mSv 論の解説すら不可能です。 

 

 

付録図 10．山下俊一先生が法廷で示されたという図 

付録図 10 は、山下俊一先生が、その福島第一原子力発電所事故関連のある法廷で示され

たという図です。UNSCEAR と ICRP による被ばく線量と発がんリスクとの関係に関する

図です。左の UNSCEAR の図の方は右肩上がりの直線が 100mSv 以下では突然消えていま

す。右の ICRP の図の方は、右肩上がりの直線すらなく、100mSv 以下は灰色の直線が引い
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てあります。しかしこのような図に適応した主張など、UNSCEAR や ICRP などの国際機関

も、その他のどのような国や組織も行っていません。そもそも 100mSv 論の解説にすらなっ

ていない図です。山下先生が、問題を理解されていないのかが、この図だけでも理解できま

す。 
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付録 3：主な医学雑誌で出されているｐ値のみに頼る論文原稿に対する警告 

付録 3-1．有意差の有無やｐ値だけを書くようなことはするな－医学と統計学から

の警告 

ICRP2007 年勧告・付属書 A の 100mSv 論関連の記載の問題点を示し続けても、一般の

方々の中には、100mSv 論を唱えている先生方のことを、「放射線被ばくによる人体影響、

あるいは放射線防護の専門家」とか、保健学や医学の専門家ではないかなどと信じておられ

る方も多いかもしれません。そんな方々が少しでも早く目を覚まし、広く公平に世の中を見

渡せる余裕を持っていただくために、統計学に関する教養として、統計学的有意差の有無の

みを論文に示すようなことはするなという世界の医学専門誌からの警告をご紹介します。こ

の点は、本意見書の中で何度も繰り返し強調してきたとおりです。ただ、日本の医学研究者・

保健研究者の中にも、まだご存じない方もおられるかもしれません。この警告を知らせるこ

とは、放射線被ばくによる人体影響の問題を超えて重要ではないかと思われます。従いまし

て、意見書その 1 にはその基本的な考え方を書いてはおりますが、この付録 3 において、

もう一度、具体的に、どのような警告が出ているのかをまとめておきたいと思います。 

 

2016 年のアメリカ統計学会 ASA による、あるいは、それまでに積み重ねられてきた医学

会のトップジャーナルの投稿規定などによる警告だと言ってきました。2016 年とはいって

も、それよりずっと前から繰り返し様々な形でこの警告は出されてきています。私が知る限

り、学術雑誌では、一番古い警告は 1978 年にさかのぼれます。ずいぶん古い話題と思われ

たり逆にその程度の歴史かと思われたりするかもしれません。たぶん、それ以前も小さな注

意書きや警告はあったのだとは思われますが、私がこれらの警告に気づいたのは 1980 年代

半ば過ぎであり、この時にはすでに、疫学の教科書や論文の書き方に関する本にも記載され

ていました。1978 年の警告に関しても、その時に知った次第です。 

 

ここで紹介する医学雑誌の投稿規定等での警告は、英語で人間のデータを分析して医学論

文を書くぞ、という若き医学者たちが、遅かれ早かれ遭遇する問題でもあります。この話を

知らないと、当然、論文は出版しにくく（医学雑誌の編集委員会に受理されにくく）なると

いう重大な話でもあります。ところがいまだに、多くの（特にお歳を取られた）医学研究者

は、この警告を知らないために、ご本人に自覚がなくても論文執筆や読解の際に支障をきた

しておられます。それだけでなく、社会的にも様々なトラブルを起こす原因を作っていると

いう話題でもあります。本書のテーマである 100mSv 論というフェイクも、根拠が全くない

というだけでなく、このようなトラブルを大きく引き起こしているとも言えます。 

 

20 世紀の後半から終わりにかけて、パソコン、ノートバソコンなど、手軽なコンピュータ

の普及も手伝い、人を対象とした医学研究は、世界的にはますます盛んに行われています。

一方、このような研究に関して、日本は大きく世界に立ち遅れています。その原因は様々あ
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り、それを詳細に説明する余裕もありませんので、私の著書『医学と仮説－原因と結果の科

学』（岩波科学ライブラリー）や『医学的根拠とは何か』（岩波新書）での解説を参考にして

いただきたいと思います。ただ、新型コロナウイルスに関する人を対象とする研究が、日本

からはあまり発信されていないことを見ても、その現実はご理解いただけると思います。そ

の結果、主に人を対象とした医学研究の論文作成時にぶつからざるを得ない、この重要な警

告をご存知ない方は少なくないと思います。ご存じでない方が多いと、100mSv 論を信じる

傾向やそれを自ら発信してしまうという傾向が生じてしまうことは予想できます。逆に言う

と、100mSv 論を信じたり発信したりされている先生方は （もちろん 100mSv 論を作り出し

た先生も）、人を対象とした現代の医学研究からは取り残されているとも言えます。用いる

科学の言語が間違っているからです。 

 

さて、人を対象とした医学研究は大きく分けて、臨床医学という、すでに病気にかかって

いる患者の診断と治療というテーマを主に研究する分野と、衛生学や公衆衛生学、保健学と

呼ばれる、地域住民、働く人々、学童など、まだ病気になっていない人々を主に研究する分

野と、その研究方法論自体が研究されている疫学（の理論と実践）という分野の 3 つの分野

において主に行われています。そんな臨床医学分野、疫学および衛生公衆衛生保健分野にお

ける、トップ医学雑誌の投稿規定を以下に提示していきます。投稿規定とは、この医学雑誌

に自分たちが書いた医学論文を載せてもらいたいのであれば、こういう構成で、こういう書

き方で、こういう点には注意して、これだけの書類を揃えて、この宛先にあなた（とお仲間）

が書いた論文の一式（図や表、その他を含め）を、ファイルとして送りなさいというような

注意書きのようなものです。今ではほとんどの医学雑誌への投稿が、ネットを通じてホーム

ページの投稿サイトからファイルを一セット送るだけで簡単に済んでしまいます。そうは言

っても（それだけに）、投稿規定は熟読する必要があります。論文を書き出す前に熟読して

おき、それから研究を始めるというような慎重さを持つことがおすすめです。例えば受験の

際に入学願書の書き方を一切見ずに願書を書いたり過去問も見なかったりする受験生はほ

とんどいないように、この投稿規定を読まないまま、自分が苦労して書いた論文を、掲載を

狙う医学雑誌編集委員会に投稿する医学研究者はまずいません。従って、統計学という科学

の文法を誤ったまま使っている 100mSv 論などを口走る人は、海外医学雑誌に論文を投稿

した経験が本当にあるのかについて疑われても致し方ないと思います。 

 

有名医学雑誌、トップジャーナルと呼ばれる医学雑誌を中心に、投稿規定によく見られる

注意書きの 1 つで、方法や結果あるいは統計（statistics）と書かれた部分があります。これ

らの記述の中に、100mSv 論自体の言い方にも関連する、「ある種の特定の書き方はするな」、

という部分があります。その特定の書き方とその理由に関しては、各医学雑誌の投稿規定で

の例を見たあとで説明するとして、まず「（有意差検定の結果としての）有意差の有無」と

かｐ値と呼ばれる確率値に関して、各医学雑誌が投稿規定の中で触れている部分を見てい
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きましょう。 

 

最初に、とても有名な英文医学雑誌で、日本ではその日本語訳まで定期的に出されている

臨床医学雑誌の New England Journal of Medicine など、多くの医学雑誌が推薦している、

医学雑誌編集者国際委員会 ICMJE による、「論文原稿作成のための勧告」（つまり投稿規定）

を紹介します。この勧告は、日本語で書いた医学論文の下書きを英語へと翻訳してくれる会

社までもが、依頼者の研究者が日本語で下書き論文を執筆する際に「翻訳する前に、是非ご

一読を」と要求しています。ICMJE が投稿のための原稿準備の方法 Method の統計 statistics

のところで注意を促しているのが下記の記載です。 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-

submission.html  

Avoid relying solely on statistical hypothesis testing, such as P values, which fail to convey 

important information about effect size and precision of estimates. 

P 値のような、統計的仮説検定だけに頼ることは避けなさい。このようなことは影響の大き

さと推定値の精度に関する重要な情報を伝え損ねます。 

次に、学術雑誌で臨床情報も豊富なアメリカ医師会雑誌（JAMA）の投稿規定は以下の通

りです。 

Avoid solely reporting the results of statistical hypothesis testing, such as P values, which fail 

to convey important quantitative information.  

重要な定量的情報を伝達できない P 値などの統計的仮説検定の結果のみを報告することは

避けてください。 

 

今度は、米国内科学会 (American College of Physicians)の学会誌、アメリカ内科学紀要

（Annals of Internal Medicine）の投稿規定です。参考文献も書いてありますので、少し⾧い

です。 

9. Statistical Significance and P Values 

Avoid interpreting results based upon statistical significance alone, and follow the principles 

of proper use and interpretation of the p-value from the American Statistical Association. 

(ASA's Statement on Statistical Significance and P-values) Consider the clinical importance 

of observed differences and the width of 95% confidence intervals when interpreting results. 

In situations where results are consistent with 'no difference' be sure to differentiate results 

that are indeterminate (consistent with clinically meaningful benefits) from those that are 

negative (rule-out clinically meaningful benefits). 

Useful resources: 

Greenland S, Senn SJ, Rothman KJ, et al. Statistical tests, P values, confidence intervals and 

power: a guide to misinterpretations. Eur J Epidemiol. 2016; 31: 337-350. 
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Goodman SN, Berlin JA. The use of predicted confidence intervals when planning 

experiments and the misuse of power when interpreting results. Ann Intern Med. 1994; 121: 

200-206. 

Goodman SN. A dirty dozen: twelve p-value misconceptions. Semin Hematol. 2008; 45: 135-

140. 

Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA's statement on p-values: context, process, and purpose. 

The American Statistician. 2016; 70: 129-133. 

doi:10.1080/00031305.2016.1154108 

 

  9. 統計的有意性とｐ値 

統計的有意性だけに基づいて結果を解釈することは避け、米国統計協会のｐ値の適切な使

用と解釈の原則に従ってください。(ASA's Statement on Statistical Significance and P-

values) 結果を解釈する際には、観察された違いの臨床的重要性と 95％信頼区間の幅を考

慮してください。結果が「違いがない」と一致する場合には、不確定な結果（臨床的に意味

のある有益性と一致する）と否定的な結果（臨床的に意味のある有益性を除外する）を区別

するようにしてください。 

有用なリソース 

Greenland S、Senn SJ、Rothman KJ、他。 統計的検定、ｐ値、信頼区間および検出力：誤

解へのガイド。Eur J Epidemiol。2016; 31: 337-350. 

グッドマン SN、ベルリン JA。実験を計画するときの予測信頼区間の使用と結果を解釈する

ときのパワーの誤用。Ann Intern Med. 1994; 121: 200-206. 

グッドマン SN．ダーティダース：12 のｐ値の誤解。Semin Hematol. 2008; 45: 135-140. 

Wasserstein RL、Lazar NA ：p 値に関する ASA の声明：文脈、プロセス、および目的．The 

American Statistician. 2016; 70: 129-133. doi:10.1080/00031305.2016.1154108 

doi:10.1080/00031305.2016.1154108 

 

 

さらに疫学系、まず世界最初の疫学教授を生んだ大学に事務局がある学会ゆえに「アメリ

カ」が付いていない疫学研究学会（Society for Epidemiologic Research SER: イギリスサッ

カー協会が FA と England が付いていないようなもの）の学会誌 American Journal of 

Epidemiology の投稿規定には以下のように書いてあります。 

 

Confidence intervals should be reported instead of P values for estimated parameters; P 

values should be reported only for relevant tests. Authors are encouraged to avoid the pitfalls 

associated with the misuse of P values as measures of significance (please refer to this 

statement from the American Statistical Association 
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http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.2016.1154108). 

 

推定パラメーターの P 値の代わりに、信頼区間を報告する必要があります。P 値は、関連す

る検定についてのみ報告する必要があります。著者には、有意性の尺度としての P 値の誤

用に関連する落とし穴を回避することをお勧めします（米国統計学会のこの声明を参照し

てください 

http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.2016.1154108 ）。 

 

 

また、疫学理論に強い Epidemiology（疫学誌）は、次のようなことを書いています。 

 

Significance Testing: For estimates of causal effects, we strongly discourage the use of 

categorized P-values and language referring to statistical significance (see discussion of this 

topic). We prefer instead interval estimation, which conveys the precision of the estimate with 

respect to sampling variability. We are more open to testing with respect to modeling 

decisions, such as for tests of interaction (see editorial) and for tests for trend, and with 

respect to studies using high-dimensional testing, such as genome-wide association or other 

genomic platforms. 

  有意差検定：因果影響の推定については、P 値と統計的有意性に言及する言語に分類

されるものの使用を強く阻止します （このトピックの説明を参照）。代わりに、サンプリン

グの変動性に関する推定の精度を伝える区間推定をお勧めします。交互作用の検定（論説参

照）や傾向の検定など、モデル化の決定に関する検定や、ゲノムワイド関連や他のゲノムプ

ラットフォームなど、高次元の検定を用いた研究に関する検定は、よりオープンな姿勢で臨

んでいる。 

 

ヨーロッパ系の（ゆえに疫学のご本家イギリスも）International Journal of Epidemiology

（国際疫学誌：IJE 誌）は次のように書いています。 

 

In the IJE, we actively discourage the use of the term ‘statistically significant’ or just 

‘significant’ and such statements in method sections as ‘findings at P<0.05 were considered 

significant’. Please provide effect estimates with confidence intervals and exact P values, and 

refrain from using the term ‘significant’ in either the results or discussion sections of papers. 

  IJE では、我々は積極的に「P<0.05 である知見は有意とみなした」のような方法セク

ションにおける言い方は積極的に拒否します。信頼区間と正確な P 値を使用して効果の推

定値を提供し、論文の結果またはディスカッションセクションで「有意」という用語を使用

しないでください。 
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以上、有名な幾つかの医学雑誌の投稿規定に関して紹介させていただきました。このよう

な紹介からお分かりかと思いますが、それなりに人に関する論文を書いて頑張っている医学

研究者なら、有名医学雑誌の投稿規定におけるｐ値や有意差検定に関するこの厳しい一連

の警告は、いやでも目に入ります。ましてや ICRP2007 年勧告付属書 A・(A86)における

100mSv 論のように「がんリスクの推定に用いる疫学的方法は，およそ 100 mSv までの線量

範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を持たない」などと、統計的検出力（statistical 

power）や統計的有意差が出るか否かのみにしか関心がないかのような誤解を与えてしまう

ようなことを、原稿執筆者は自分の論文に書けません。投稿規定には「避けろ」とわざわざ

書いてあるのに、100mSv 論は、その避けるべきことしか書いていないからです。 

 

一方、100mSv 論の作成者は、有意差があるかどうかにのみ関心があり、環境汚染（放射

線被ばく）による人体影響（がん）に関する重要な情報、例えば線量ごとにどの程度がんが

多発するのかというような重要な情報には、あまり関心がないことを示しています。検定だ

けをやっていたら、こちらの重要な情報を得ることはできません。線量ごとの過剰相対リス

クなどの他の重要な情報を書く気がないのかも、とすら思えてしまいます。ちなみに、

100mSv 論には通常「ｐ値のみ」という書き方はされずに、書いてあるとしても「有意差の

有無のみ」、「有意差がないことのみ」となっています。どちらの方が悪いかと言いますと、

100mSv 論のような後者の「有意差がないことのみ」の方が圧倒的に悪いのです。つまり、

しばしば 100mSv 論に見られる「統計的有意差がない」だけでの判断をしているかのように

示唆しながら、それすらも歪めた形で伝えているのはもっと情報を失っており、良くないの

です。まだ、「ｐ値のみ」の方が、そこに含まれる情報は、「有意差の有無のみ」に比べて若

干多いので、まだましです。 

 

そして、このような統計的有意差の有無のみにしか関心がない、あるいは有意差の有無に

関する判断に使うｐ値の大きさのみにしか関心がない論文、従って、統計的有意差の有無や

ｐ値しか結果や考察に書かない論文に対して医学や、もっと広く科学において警告が発せら

れているのです。その理由は、その書き方がもたらす情報の少なさや歪みが誤解を生じさせ、

様々な医学的・社会的な不都合、あるいは人に危険をもたらす書き方として⾧年問題になっ

てきたからです。ちなみに、この「有意差の有無のみ」や「ｐ値の記載のみ」に限ってしま

うことに関する警告は、本意見書に出てくる Radiation Research 誌の投稿規定には、このｐ

値に関する警告は記載されていません。このような警告があることすら気づいておられな

いのかもしれません。 

 

アメリカ統計学会（ASA）は、その警告を以下の URL に示していますが、そのうち、100mSv

論に関係する警告は 3 番目と 6 番目に書いてあります。 
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https://amstat.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2016.1154108#.YDtp5mj7RUR  

3. Scientific conclusions and business or policy decisions should not be based only on 

whether a p-value passes a specific threshold. 

Practices that reduce data analysis or scientific inference to mechanical “bright-line” rules 

(such as “p < 0.05”) for justifying scientific claims or conclusions can lead to erroneous beliefs 

and poor decision making. A conclusion does not immediately become “true” on one side of 

the divide and “false” on the other. Researchers should bring many contextual factors into 

play to derive scientific inferences, including the design of a study, the quality of the 

measurements, the external evidence for the phenomenon under study, and the validity of 

assumptions that underlie the data analysis. Pragmatic considerations often require binary, 

“yes-no” decisions, but this does not mean that p-values alone can ensure that a decision is 

correct or incorrect. The widespread use of “statistical significance” (generally interpreted as 

“p ≤ 0.05”) as a license for making a claim of a scientific finding (or implied truth) leads to 

considerable distortion of the scientific process. 

 

Statistical Tests, P-values, Confidence Intervals, and Power: A Guide to Misinterpretations 

6. A null-hypothesis P-value greater than 0.05 means that no effect was observed, or that 

absence of an effect was shown or demonstrated. —No! Observing P > 0.05 for the null 

hypothesis only means that the null is one among the many hypotheses that have P > 0.05. 

Thus, unless the point estimate (observed association) equals the null value exactly, it is a 

mistake to conclude from P > 0.05 that a study found “no association” or “no evidence” of an 

effect. If the null P-value is less than 1 some association must be present in the data, and one 

must look at the point estimate to determine the effect size most compatible with the data 

under the assumed model. 

 

日本計量生物学会による日本語訳はこちら 

https://www.biometrics.gr.jp/news/all/ASA.pdf  

 

3. 科学的な結論や、ビジネス、政策における決定は、P 値がある値（訳注: 有意水準）を超

えたかどうかにのみ基づくべきではない。 

科学的な主張や結論を正当化するために、データ解析や科学的推論を機械的で明白なル

ール（「P≤0.05」といった）に貶めるようなやり方は、誤った思いこみと貧弱な意思決定に

つながりかねない。二分割された一方の側で、結論が直ちに「真実」となったり、他方の側

で「誤り」となったりすることはありえない。科学的推論を行う際、研究者はさまざまな背

景情報を利用すべきであり、それには研究のデザイン、測定の質、研究対象である事象のこ

れまでのエビデンス、データ解析の背後にある仮定の妥当性が含まれている。「可否」によ
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る二分類の決定は実用的ではあるが、P 値だけで決定が正しいかどうかが保証されるもの

ではない。「統計的有意性」（通常「P≤0.05」とされる）は、科学的結論（つまり真実である

こと）を主張するための保証として広く用いられているが、科学のプロセスを著しく損ねて

いる。 

  p 値に関する ASA ステートメント：コンテキスト、プロセス、および目的 

 

6. 帰無仮説の P 値が 0.05 より大きい場合は、効果(影響)が観察されなかったか、または効

果の不在が示されたか、あるいは実証されたことを意味する。－これは違う！帰無仮説で P 

> 0.05 を観察することは、帰無仮説が P > 0.05 を持つ多くの仮説のうちの 1 つであること

を意味するにすぎない。従って、点推定値（観察された関連性）が帰無値と正確に等しくな

い限り、P > 0.05 から研究が「関連性がない」または効果の「証拠がない」と結論づけるの

は間違いである。ナル null(ゼロ)値の P 値が 1 よりも小さい場合は、何らかの関連性がデ

ータに存在しているはずで、仮定されたモデルの下でデータと最も適合する効果の大きさ

を決定するものとして点推定値を見なければならない。 

 

 

となっています。要するに、統計的有意差のみ、あるいはその元となるｐ値（あえて直訳す

れば確率値ですがｐ値と言った方が通りは良いです）のみを書くようなことはするな、と書

いてあるのです。ご覧になったように、 「強く阻止する strongly discourage」とか「積極的に

阻止する actively discourage」というような厳しい表現すら用いられています。場合により、

「統計的に有意 statistically significant」という単語を書いていただけで訂正を要求される医

学専門誌もあります。 

 

もはや 100mSv 論の言い方の骨子部分は、一流の医学雑誌では、まともに相手にしたくな

い存在なのです。相手にしたくないどころか、有害、副作用、困ったこと、不経済、まやか

しや惑わし、だまし、誤解、判断ミス、無惨な事、など、その程度に大小はあっても、およ

そ好ましくない出来事を統計学において引き起こす元凶、疫病神のような存在とすら考え

られています。疫学理論のテキストで、大学院生や研究者たちが読んでいる『現代疫学・第

4 版（Modern Epidemiology 4th ed.）』では、ほぼ一章分（その第 15 章に）、この問題に関係

する警告を書いています。ただ、100mSv 論が引き起こしてきた、また、これから引き起こ

す事を想像するだけでも、大げさすぎるとも思えません。100mSv 論は、実質的だけでなく、

科学的にも、まさしくこれに相応しい疫病神的な存在なのです。 

 

これが、すでに表 4 としてお示ししました、別名、βエラー（第 II 種の過誤）の問題と

して知られ、古くから（私の知る限り 1978 年から）警告されてきている自然科学の文法と

して知られる統計学や疫学での大問題です。β エラーとは「あるものをないと、誤って判断
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してしまう過誤」の事です。具体的には、⾧年研究費や労力・知力をかけて開発してきた新

薬の効果があるのに誤って「効果なし」と判断してお蔵入りさせたり大きな経済的損失を出

したり、逆に、有害物質なのに誤って「害なし」と判断して曝露させ被害者を出したり経済

的損失を与えたりする誤りを引き起こすのです。例えば、100mSv 論の場合、放射線被ばく

により本当は有害影響（発がん影響）があるのに有害影響がないかのように判断され、余計

な放射線被ばくを「『安心して』浴び」、その被ばくによりがん発症するリスクを高めてしま

うという被害や損失を与えるのです。そして日本で現在起こっていると思われる 100mSv 論

による被害の事態は、このことを示しています。 

 

表 4（再掲）．ｐ値のみで判断すると不十分な判断であることを理解する表 

 本来差がない(同じデータ) 本来差がある違うデータ 

観察データで差なしと判断 

陰性の判断 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

判断は誤り（偽陰性） 

βエラー（第 II 種の過誤） 

観察データで差ありと判断 

陽性の判断 

判断は誤り（偽陽性） 

αエラー（第 I 種の過誤） 

観察データでの 

判断は正しかった（真） 

 

100mSv 論の例で示します。すでに触れたように、現在 10mSv 以下の被ばくでも被ばく

によるがんの多発がいくつもの論文で実証されて常識や通説になっています。しかし、ここ

で、もし 100mSv 論を信じ込んで、「100mSv 以下の被ばくでは被ばくによる発がんに関し

て統計的有意差がない」を、「100mSv 以下の被ばくでは被ばくによる発がんはない」と判

断したとしましょう。いくつかの日本の病院のホームページを見ると、このような判断が実

際になされています。この時、20mSv や 50mSv、あるいは 80mSv の放射線に安易に曝され

てしまいますと痛い目に遭うリスクを高めることになります。以上のようなことはこれまで

様々に起こってきましたし、これからも起こりそうに思えます。従って、アメリカ統計学会

が警告を出し、日本語訳まで公開されているのも、無理はないと思っていただけるでしょう。 

 

 こうして考えてくると、本意見書も、単なる放射線被ばくによる人体影響の解説とか

100mSv 論の解説という役目に限らず、現代社会の重要な教養本と思っていただけるとあり

がたいです。β エラーのさらなる解説は、引用した文献や本書の付録である統計学入門、あ

るいはネットでも様々な記載があると思います。ちなみに UNSCEAR の 2020/2021 版の日

本語訳が出ていますが、その健康影響に関する部分にも(ページ 80-91)、「統計的有意差」

が見られていて、UNSCEAR という団体が現代科学から取り残されてしまっていることが

分かります。UNSCEAR については、科学界に対抗させられるように組織されたという経

緯、あるいはその報告書が出るたびに巨額の資金が支給されるなど、様々な悪評があります

が(藤岡 2021)、そもそもこのような時代遅れの危険さを伴っているというだけで問題があ

るのです。 
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UNSCEAR：電離放射線の線源、影響およびリスク．UNSCEAR 2020 年/2021 年報告書．

第 II 巻 科学的附属書 B ：福島第一原子力発電所における事故による放射線被ばくのレベ

ルと影響：UNSCEAR2013 年報告書刊行後に発表された情報の影響．80-91. 

https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2020_2021_2.html  

藤岡毅：低線量被ばく問題とアグノトロジー．21 世紀社会総合研究センター紀要『21 世紀

研究』2019；10：69-87. 

https://keiho.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_mai

n_item_detail&item_id=29&item_no=1&page_id=13&block_id=21  

 

付録 3-2．現代医学研究における統計的有意差のみを示すことについて 

すでに紹介しましたが、 「現代疫学」と題された疫学の理論と応用に関する教科書（「ロス

マン」として知られている）最新刊第 4 （2020 年 12 月発行）版には、このｐ値や「統計的

有意差なし」に関する誤用や弊害が、これでもかこれでもかと記載されています。この問題

に関しましては、1986 年に出版された「現代疫学」の初版から警告が記載されていますが、

この第 4 版では、一章ほとんどまるまる割かれるようになっています。この理論疫学の教科

書を書いたボストン大学のロスマン教授は、ボストンで開かれた疫学サマーセミナーでは、

図 補-1 に示す図柄をプリントした T シャツまで配って警告していました。つまり、「P 値

禁止！ 」なのです。 
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図 補-1．1990 年頃、疫学者であるロスマン教授らが主催の疫学サマーセミナーで配布さ

れていた T シャツのプリント図柄、「P 値禁止」． 

 

そういう意味では、ICRP の 100mSv 論は、このｐ値のみ、統計的有意差のみ、に関する

誤用の典型例です。その誤用による被害も大規模であることが予測できるので（例えばカル

ディスによる表 2）、100mSv 論は、ある意味、極めて有名な反面教材とも言えます。今後ま

た、疫学のテキストや解説を書く機会があれば、100mSv 論は典型的な題材として使えそう

です。 

 

 私にとっては、福島原子力発電所の事故が起きた 2011 年当時は「100mSv 以下の被ばく

で、発がんが示された論文は結構あるのに」という 100mSv 論と事実との乖離の問題より

も、むしろ「有意差検定をやって有意差がないということのみの話で、被ばくによるがんが

出ないかのような印象付けをしようとしている医学部の教授が、原発事故で大変な時に福

島に出てきて住民に説明している」のは大問題だというふうに⾧崎大学の山下俊一先生に

関する報道を見ていました。山下先生が、統計的有意差のみで科学的知見を語っておられる

ように見えたことの方が気になっていたのです。 

 

「あの山下先生って、英語で論文を書いたことがあるのかなあ？」なんて、うっかりと呟

いて、隣におられた先生に「失礼なこと言うな」と注意されたりもしました。それで山下先

生が主著者の英語論文を、一応見てみると、やはり「(not) statistically significant」という

表現ばかりであることが確認できました。それ以上の情報は結果や結論にほとんど書いて

無く、「統計的有意差なし」と「因果関係なし」とを混同しているようにしか見えませんで

した。英語で論文を書いていても、山下先生は、英語で論文を書く時に注意しておくべき重

要事項はご存じでないようでした。 

P-value 
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山下先生はβエラーに関する警告を知らない先生だとすぐに気づきました。そして、山下

先生は、科学の文法である統計学をほとんど理解されないどころか、統計的有意差なしを発

がんがないと混同しておられるようでした。こんな危険な先生は、医学論文を書いてはいけ

ませんし、少なくとも、住民とリスクコミュニケーションをしてはいけません。案の定、リ

スクコミュニケーションに失敗され、聴衆からの信頼を失くし、そして不安を増幅しておら

れるようでした。国際的にも「ミスター100 ミリシーベルト」のあだ名がネット上でついて

いました。山下先生は当時の講演で、年間 100mSv を「毎時 100μ㏜」と言い間違えておら

れてこれも話題になっていましたが、問題はなにもこの件だけではなかったのです。結果的

には、年間と時間のとり間違いでは 4 桁近く、mSv とμSv では 3 桁違ってしまうこのよう

な危険な言い間違えはしない方が良いことは言うまでもありません。しかし、このような言

い間違えは、気づいた後ですぐに修正すれば済む話ですが、100mSv 論は根本的な問題であ

り、意見書で書いてきましたように、巧妙にしつらえた間違いですので、修正するにもそれ

なりに知識が必要です。 

 

ここまでの話で、100mSv 論は、その中身がどうであろうと、学問的形式上は医学論文と

して堂々とは出せない内容であるということは、一応、理解していただけたと思います。形

式的な話と捉える方もおられるかもしれませんが、β エラーは危険な中身を伴う問題を引

き起こしますので、要注意であると言うことも理解をいただけたと思います。 

 

 そして UNSCEAR もまた、ｐ値のみ、「統計的有意差なし・あり」のみの指摘を行ってい

る例があります。例えば、元々ｐ値以外の情報も与えられていた論文が、わざわざｐ値のみ

にそぎ落とされ、そして危険な方への解釈をしかねない状況が UNSCEAR により作りださ

れていたのを、私どもは 10 年以上前に見つけて学会誌に警告を出しました（Tsuda 2009）。

私どもが UNSCEAR という組織による文書に注目し時々読みだしましたのは、この状況を

見つけて以来です。そして逆に、恐らく、環境汚染による人体影響の評価など環境保健全般

が専門の私が、皮肉にもそれに含まれる放射線被ばく影響の専門家の 1 人として見なされ

るようになったのも（津田 2012）、この出来事がきっかけだったのではないかと想像してい

ます。 

 

Tsuda T, Yamamoto E, and Yorifuji T: UNSCEAR 2006 inadequately cited ‘‘A case control 

study of multiple myeloma at four nuclear facilities’’ (Ann Epidemiol 2000; 10: 144-153. 

by Wing S et al.). Ann Epidemiol 2009; 19(7): 519-521. 

 

津田敏秀：飲料・食品の放射性物質汚染と内部被ばくについて．特集：放射線障害．日本臨

床 2012；70(3)：497-502． 
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一般に、統計的有意差の有無に関しては、LSS コホートのようなデータの場合、およそ次

の 5 点が影響を与えます。 

 

その１．発病者数（発病者数が多ければ多いほど有意差が出やすい）。なお、対象者数が多

いと通常は発病者数も多いので、対象者数とも言える。 

その 2．観察期間。観察期間が⾧ければ⾧いほど、有意差が出やすくなる。これは発病者数

が増えるからとも言える。 

その 3．がんの種類。がんの種類が、非曝露群では非常に発生率が低いがんであればあるほ

ど、有意差が出やすくなる。これは曝露した場合と曝露しなかった場合とのコントラストが

付くから。 

その 4．対象者の年齢。小児でがんの発生率が非常に低いがんあればあるほど、有意差が出

やすくなる。これも、その 3 の、がんの種類に関係していると言えば関係している。逆に年

を取ると対象者からのがんの発生が大きくなりますので、統計的有意差が出やすくなりま

す。 

その 5．信頼区間もしくは有意水準の取り方。99%信頼区間（有意水準 1%）より 95%信頼

区間（有意水準 5%）、95%信頼区間より 90%信頼区間（有意水準 10%）、90%信頼区間より

80%信頼区間（有意水準 20%）の方が、有意差が出やすくなる。 

 

 従って、有意差に作用する要因は多いので、「あるものをある」と検出する力もまた、

100mSv のような曝露量あるいはそれに関連する指標だけでは決まってきません。検出力を

推定する式（代数式）もありますが、そこにいきなり 100mSv という数値は入ってきません。

そして上記の条件の 1 つでも満たされると有意差は出てくることがあります。従って、今

「有意差がない」と言ったところで、ほとんど無意味であり、自然科学で重要な「再現性」

は、あまりないのです。 

 

なお、放射線被ばくによる人体での発がん影響だけでなく、他の全ての「有意差なし」と

「有意差あり」と同様に、その間は連続しています。100mSv のところで切れる何ものでも

ありません。100mSv ではリスクも連続しており、100mSv で切る理由は何もありません。

何らの医学的根拠もなく、科学的にでもありませんし、政策の理由付けにもなりません。環

境基準などの作成の参考にもなりません。その観察集団の人口規模にも依存しているからで

す。 
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付録 4：100mSv 論を反証する主な論文のリスト 
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小児期の悪性疾患と子宮内での診断用放射線照射 

Stewart A, Webb J and Hewitt D. A survey of childhood malignancies. Br Med J 1958; 5086; 

1495-1508. 
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Infante-Rivard C: Diagnostic X rays, DNA repair genes and childhood acute lymphoblastic 
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Eisenberg MJ, Afilalo J, Lawler PR, Abrahamowicz M, Richard H and Pilote L: Cancer risk 

related to low-dose ionizing radiation from cardiac imaging in patients after acute myocardial 
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小児期に低線量（100mSv 未満）の電離放射線に被曝した人の白血病と骨髄性悪性腫瘍：9

件の歴史的コホート研究のプール解析  
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付録 4-2. インゲ・シュミッツ-フォイエルハーケ博士(ドイツ放射線防護学会)の

文献集 

 付録 4-1 との重複あり、2012 年まで 

The 100 Millisievert Threshold Lie: Accepted Knowledge about Radiation Effects 

after Chronical Low-Dose Exposure and Remaining Issues 

100 ミリシーベルトの閾値の嘘：低線量慢性被曝後の放射線影響に関する知見と残さ

れた問題点 

Inge Schmitz-Feuerhake 

German Society for Radiation Protection 

インゲ・シュミッツ-フォイエルハーケ博士 

ドイツ放射線防護学会 

 

Abstract 

Decades ago, the concept of the “stochastic” radiation effect was developed by the 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) for cancer and hereditary 

diseases. Makers and users of radiation technologies and several professional 

associations have fought the ICRP´s no-threshold thesis since, and after the Fukushima 

disaster interested bodies have promoted the assertain that no detrimental effects have 

ever been observed below a dose of 100 mSv. In contrast to this view, the international 

committees ICRP, UNSCEAR1 and BEIR2 have accepted meanwhile, that in fact 

stochastic effects must be expected following doses far below 100 mSv. This state of 

knowledge is derived from findings about radiation-induced cancer. Severe deficits in 

the official protection concepts must be seen in the neglect and underestimation of 

genetic and teratogenic effects. 

概要 

数十年前、国際放射線防護委員会（ICRP）により、がんや遺伝性疾患を対象に「確率

的」放射線影響の概念が提唱されました。以来、放射線技術メーカーやユーザー、専

門家団体は ICRP の閾値不要論と戦ってきましたが、福島原発事故後、関係団体は

100mSv 以下の線量では有害な影響は観測されないとする説を展開しています。これに

対し、国際委員会の ICRP、UNSCEAR、BEIR は、100mSv をはるかに下回る線量では

 
1 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 
2 Biological Effects of Ionizing Radiations (BEIR) 
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確率的影響が予想されることを認めています。このような知見は、放射線によって誘

発される癌に関する知見から導き出されたものです。公式の防護概念における重大な

欠陥は、遺伝的影響と催奇形性影響の軽視と過小評価にあると言わざるを得ません。 

 

Introduction 

The most serious radiation effects by radioactivity – hereditary defects in the 

descendants of exposed parents – had been already detected in the twenties of the last 

century by the later nobel prize winner Herman Joseph Muller. He concluded from his 

investigations in drosophila that also low dose exposures, and thus also the natural 

background radiation, are mutagenous. In the thirties already, the idea arose that cancer 

is initiated by a single cell transformation, a “somatic” mutation. Therefore, Muller 

concluded that there is also no harmless dose range for cancer induction3. 

After the second world war Muller warned of deteriorating the genetic pool of mankind 

by environmental radioactivity. He was therefore uninvited as a speaker at the Atomic 

Conference in Geneva in 1955 where the large-scale, so-called peaceful, use of nuclear 

energy was announced by U.S. president Eisenhower.  

はじめに 

放射能による最も深刻な影響、すなわち被曝した親の子孫の遺伝的欠陥は、後にノー

ベル賞を受賞するヘルマン・ジョセフ・ミュラーによって前世紀 20 年代にはすでに検

出されていました。彼はショウジョウバエの研究から、低線量被ばく、つまり自然放

射線にも変異原性があることを結論づけた。30 年代にはすでに、癌は単一の細胞の変

化、すなわち「体細胞」突然変異によって発生するという考え方が生まれていまし

た。したがって、ミュラーは、がんを誘発する無害な線量範囲も存在しないと結論づ

けました。 

第二次世界大戦後、ミュラーは環境放射能によって人類の遺伝子プールが劣化するこ

とを警告しました。1955 年、アイゼンハワー大統領が原子力の大規模な平和利用を発

表したジュネーブの原子力会議では、ミュラーは講演者として招かれませんでした。 

The anti-nuclear movement was initiated by scientists who experienced that the ruling 

opinions about the effects of radioactivity were wrong and dangerous, as e.g. was 

expressed by John Gofman and Arthur Tamplin in their book of 1971 “Poisoned Power. 

 
3 Muller, H.J.: Über die Wirkung der Röntgenstrahlung auf die Erbmasse. Strahlentherapie 

55, 1936, 207-224 
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The Case against Nuclear Power Plants.”4 They had been advisers of the U.S. Atomic 

Energy Commission AEC which was established for the promotion of nuclear energy 

application. 

例えば 1971 年に出された本の中で、ジョン・ゴフマンとアーサー・タンプリンによる

「Poisoned Power. The Case against Nuclear Power Plants（汚染された力．原子力発電所

に反対する）」の中で述べられているように、放射能の影響に関する定説が誤りであ

り危険だと感じた科学者たちによって反原発運動が始められました。彼らは、原子力

の利用を促進するために設立された米国原子力委員会 AEC の顧問を務めていました。 

My personal change to become an opponent of the official strategies occured at the 

University of Bremen. We were contacted there by nuclear workers and learned that 

they had generally no chance to get any compensation for their illnesses. 

私が公式な戦略に反対するようになったのは、ブレーメン大学で起こったことです。

原発作業員から連絡を受け、彼らが病気に対する補償を受けるチャンスがほとんどな

いことを知りました。 

The normative board for the evaluation of radiation risks and the proposal of dose limits 

is the International Commission on Radiological Protection ICRP. It followed a 

committee which had been founded in 1928 by radiological societies of several 

countries for the purpose of developing standards for radiation protection in the medical 

field. Therefore, it is traditionally obliged to the interests of the users. Since 1950, in the 

period of the Cold War and the development of nuclear energy consumption, it grew up 

to great importance. Although the commission derives only recommendations these are 

applied by all Western and Eastern industrial nations. 

放射線のリスク評価と線量限度設定のための規範的な委員会は、国際放射線防護委員

会（ICRP）です。ICRP は、1928 年に各国の放射線学会が医療分野の放射線防護の基

準を策定するために設立した委員会を引き継いだものです。したがって、伝統的に利

用者の利益を重視する義務を負っています。1950 年以降、冷戦と原子力の発展によ

り、その重要性が高まりました。委員会が導き出すのは勧告だけですが、これらはす

べての西洋と東洋の工業国によって適用されています。 

The ICRP, however, developed the concept of the “stochastic” radiation effect – quite in 

the sense of Muller. If a great collective is exposed by a small dose, one cannot predict 

which individual person will suffer from a radiation damage, only a propability is 

derivable. The amount of diseases increases with the accumulated dose, but after 

 
4 Rodale Press inc., Emmaus, Pa. 18049 
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halving the dose there remains still an elevated effect. Therefore, no “threshold” exists 

i.e. a dose range without risk. The underlying idea is that a single quantum of radiation 

– one alpha- or beta particle or one electromagnetic wave of high energy is able to 

induce or promote a cell mutation. 

しかし、ICRP は、ミュラーにならって、「確率的」な放射線影響の概念を打ち出しま

した。大勢の人が少量の放射線で被ばくした場合、どの人が放射線障害を受けるかは

予測できず、確率だけが導出されます。病気の量は蓄積された線量とともに増加しま

すが、線量を半分にした後でも、まだ高い影響が残っています。したがって、「しき

い値」、すなわちリスクのない線量範囲は存在しません。基本的な考え方は、1 個の

アルファ粒子やベータ粒子、あるいは高エネルギーの電磁波といった 1 個の放射線

が、細胞の突然変異を誘発または促進することができるというものです。 

There have been many efforts by makers and users of radiation technologies and several 

professional associations to deny this mechanism, and – as you know - after the 

Fukushima disaster interested bodies have promoted the assertain that no detrimental 

effects have ever been observed below a dose of 100 mSv. 

このメカニズムを否定しようとする動きが、放射線技術のメーカーやユーザー、専門

家団体によって数多く見られ、ご存知のように、福島原発事故の後、関係団体は

「100mSv 以下の線量では有害な影響は観測されていない」と宣伝しています。 

For long decades it was, indeed, the official version and promoted by the members of 

the ICRP themselves, that low-dose effects are too rare to be detectable, and that the 

ICRP`s risk estimates are worst-case assumptions. The officials spoke of a 

“hypothetical” risk in the dose range of the legal limits for workers and the population, 

which might not exist in reality. 

低線量被曝の影響は検出できないほど稀であり、ICRP のリスク推定は最悪のケースを

想定したものであるというのが、数十年来の公式見解であり、ICRP のメンバー自身に

よって推進されてきました。当局者は、労働者と住民のための法定制限の線量範囲に

おける「仮説的」リスクについて語りましたが、それは現実には存在しないかもしれ

ないのです。 

But things have changed in the meantime, not as radical as would be necessary, 

however in one essential basic point: the international committees ICRP and also that of 

the United Nations named UNSCEAR, as well as the radiation committee of the U.S. 

American Academy of Sciences BEIR have accepted now, that in fact stochastic effects 

must be expected following doses far below 100 mSv.  
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しかし、その間に、必要なほど過激ではないものの、ある本質的な基本ポイントにお

いて、状況は変化しています：ICRP や国連 UNSCEAR の国際委員会、米国科学アカデ

ミーBEIR の放射線委員会は、100mSv をはるかに下回る線量では確率的影響が予想さ

れることを認めました。 

What I want to report on here, is the evidence of effects from five fields of research 

which the committees refer to.  

ここで報告したいのは、これらの委員会が言及した 5 つの研究分野での影響に関する

証拠です。 

 

1) The late acceptance of the effects from in utero exposure by diagnostic X-rays 

The English scientist Alice Stewart had started a research project in the 1950ties to find 

the causes of childhood cancer, the Oxford Survey of Childhood Cancers (OSCC). Her 

first publication appeared in 1957, in which was shown that diagnostic X-rays in 

pregnant women generates leukaemia in the children after birth (Fig.1). 

The investigations were continued and it was shown by Stewart, Kneale, and coworkers 

that a single X-ray film of contemporary dose – about 5 mSv – doubles the leukaemia 

risk, i.e. produces an increase of 100 %, and that also other childhood cancers are 

caused. 

These results of have been critized for decades and were not respected by the 

international committees because these claimed that they do not correspond to the 

findings in the Japanese A-bomb survivors. But finally they were not only confirmed1, 2 

but also accepted. 

The BEIR VII report of 2006 e.g., states5: “Studies of prenatal exposure to diagnostic 

X-rays have, despite long-standing controversy, provided important information on the 

existence of a significantly increased risk of leukaemia and childhood cancer following 

diagnostic doses of 10-20 mGy in utero.” 

 

 

 

 

 
5 Chapter 7 (Medical Radiation Studies) page 173 第 7 章(医学放射線研究)173 ページ 
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1) 診断用 X 線による胎内被曝の影響の受容が遅れたこと 

イギリスの科学者アリス・スチュワートは、1950 年代に小児がんの原因を探る研究プ

ロジェクト「オックスフォード小児がん調査（OSCC）」を開始していました。1957

年に発表された最初の論文では、妊婦の診断用 X 線が出生後の子供に白血病を引き起

こすことが示されています（Fig.1(シュミッツ-フォイエルハーケ博士によるこの原稿

での S 図.1)）。 

訳注：シュミッツ-フォイエルハーケ博士によるこの原稿での図 1 のことを、以下では「S 図 1」と略

称します。もう 1 度、違う図が S 図 1 と名付けられて出てきますので、ご注意ください。 

その後も調査は続けられ、Stewart、Kneale らは、現代の線量である約 5mSv の X 線フ

ィルム 1 枚で白血病のリスクが 2 倍、つまり 100％増加すること、さらに他の小児が

んも引き起こすことを明らかにしました。 

これらの結果は、日本の原爆被爆者における所見と一致しないとして、何十年にもわ

たって批判され、(ICRP や UNSCEAR などの)国際委員会からも尊重されませんでし

た。しかし、最終的にこれらの結果は確認されただけでなく、受け入れられるように

なりました 1, 2。 

2006 年の BEIR VII 報告書では 5、例えば、以下のように述べられています。"診断用 X

線の出生前被曝に関する研究は、長年の論争にもかかわらず、子宮内で 10-20mGy の

診断用線量を受けた後に白血病および小児がんのリスクが有意に増加することの存在

について重要な情報を提供しています。" 

 

Fig.1  Leukaemia risk in dependence of the number of X-ray films  
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OSCC (Bithell and Stewart Br. J. Cancer 1975) 

図.1 X 線フィルムの枚数に依存する白血病リスク：OSCC (Bithell and Stewart Br. J. 

Cancer 1975)による 

図の縦軸：被ばくによる過剰リスク EXCESS RISK DUE TO IRRADIATION、横軸：撮

影回数 NUMBER OF FILMS、その右は「不明 UNKNOWN」 

2) Low-dose effects in the A-bomb survivors 

It is a common claim in lectures on radiation protection, that effects in the low dose 

range cannot be measured but must be extrapolated from findings at high doses. The 

collective which they refer to are the Japanese A-bomb survivors. The investigators of 

the Radiation Effects Research Foundation RERF in Hiroshima protested against this 

interpretation, because most survivors are in the low dose cohorts (Table 1), and the 

mean dose of the whole sample is only about 200 mSv. 

The RERF authors repeatedly stated that there is evidence about effects in the low dose 

cohorts, and that the best fit for the dose-response of solid cancers is the linear-non-

threshold approach, called LNT, which means a proportionate relation between dose 

and effect. 

This was confirmed in the last RERF study of 2012 about the mortality of solid cancer3. 

Pierce and Preston4 studied the data for solid cancer in the dose range below 0.5 Sv in 

more detail and found:“There is a statistically significant effect in the range 0-0.1 Sv”, 

that means below 100 mSv (= 0.1 Sv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 575 / 591 

 

 

2）原爆被爆者における低線量被曝の影響 

放射線防護の講義では、低線量域の影響は測定できず、高線量域の所見から外挿しな

ければならないという主張がよくなされます。その集団とは、日本の原爆被爆者で

す。広島の放射線影響研究所は、被爆者のほとんどが低線量域の集団であり（S 表

1）、全標本の平均線量は約 200mSv に過ぎないことから、この解釈に対して抗議を行

いました。 

放影研の著者らは、低線量コホートにおける影響に関する証拠があり、固形がんの線

量反応には LNT と呼ばれる線形-非閾値アプローチ（線量と影響の比例関係を意味す

る）が最もよく適合することを繰り返し述べています。 

このことは、固形がんの死亡率に関する 2012 年の放影研の最新の研究でも確認されて

います 3。 

Pierce と Preston4は、0.5Sv 以下の線量範囲における固形がんのデータをより詳細に調

査し、「0-0.1Sv の範囲では統計的に有意な効果がある」、つまり 100mSv（=0.1Sv）

以下であることを示しました。 
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Table 1 Dose cohorts of the Life Span Study in Japanese A-bomb survivors 

(Preston et al. in RERF Update Vol.18, 2007) 

S 表 1 日本人原爆被爆者を対象とした寿命調査の線量コホート 

(Preston et al., RERF Update Vol.18, 2007 掲載） 

Dose 線量 

Sv 

0.005 0.005-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-2  2 + all 総計 

Number of 

persons 

対象者数 

 

35545 

 

27789 

 

5527 

 

5935 

 

3173 

 

1647 

 

564 

 

105,427 

 

3) Radon in homes and lung cancer 

Radon (Rn) is a volatile radioactive daughter of Radium which emits alpha particles 

with a half-life of 3.8 days. Because it is part of the atmosphere and enriches in 

European houses it is the main source of natural radiation exposure in Europe. 

It was shown by analysis of 13 case-control studies in Europe5 and 7 North American 

case-control studies6 that there is a proportionate increase of lung cancer and the mean 

radon concentration for individuals in houses (Fig.1).  

Darby et al.5 state that the effect is also significant in the dose range below 200 Bq/m3, 

which corresponds to an effective dose of 3.2 mSv per year and a lung dose of 26.7 mSv 

per year. This was adopted by the World Health Organisation (WHO) in 2009, Fact 

sheet No. 291. In 2011, a prospective study surveying 820,000 Canadians7 found an 

15 % increase of lung cancer mortality per 100 Bq/m3 increase in radon (Darby 16 %; 

Krewski 11 %; WHO 16 %). 

3）家庭内のラドンと肺がん 

ラドン（Rn）はラジウムの揮発性放射性娘で、アルファ粒子を放出し、半減期は 3.8

日です。ラドンは大気の一部であり、ヨーロッパの家屋に濃縮されているため、ヨー

ロッパにおける自然放射線被曝の主な原因となっています。 

欧州の 13 の症例対照研究 5と北米の 7 つの症例対照研究 6を分析した結果、住宅内の

個人の肺がんと平均ラドン濃度が比例して増加することが示されました（S 図 1：上に

も S 図 1 がありますが、元著者による番号重複です）。 

Darby ら 5 は、200 Bq/m3 以下の線量域でも影響は大きく、これは実効線量 3.2 mSv/

年、肺の線量 26.7 mSv/年に相当するとしています。これは、2009 年に世界保健機関

（WHO）のファクトシート No.291 で採用されました。2011 年、82 万人のカナダ人を
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対象にした前向き研究 7では、ラドン 100Bq/m3増加につき肺がん死亡率が 15%増加す

ることがわかりました（Darby 16 %; Krewski 11 %; WHO 16 %）。 

   

     Fig.1 Dependence between lung cancer rate and measured mean 

   concentration of Radon in homes in Bq/m3 (Darby et al. 20055) 

S 図.1 肺がん発生率と家庭内ラドン平均濃度との関係(Bq/m3) (Darby et al. 20055) 

 

4) Low-dose effects after occupational exposures 

Since the 1970ies, a great variety of studies on nuclear workers have been done. They 

showed a significant increase of cancer with dose even within the legal limits. This was 

confirmed in 2007 by the IARC (International Agency for Research on Cancer), a 

foundation of the WHO. IARC organized the 15-Country Collaborative Study of Cancer 

Risk among Radiation Workers in the Nuclear Industry8. The Canadian National Dose 

Registry published similar findings and states that the cancer risks are higher than in the 

studies on atomic bomb survivors9. In the third analysis of the British National Registry 

for Radiation Workers the authors find that it strengthens the evidence for elevated risk 

from these exposures10. The mean exposure taken from personal dosemeters was 24.9 

mSv. 

4）職業性被ばく後の低線量被ばくの影響 

1970 年代から、原子力発電所の作業員を対象としたさまざまな研究が行われてきまし

た。その結果、法定基準値内であっても、線量に応じて発がんが有意に増加すること

が示されました。このことは、2007 年に WHO の下部組織である IARC（国際がん研

究機関）でも確認されました。IARC は、「原子力産業における放射線労働者のがんリ
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スクに関する 15 カ国共同研究」を組織しました 8。カナダ国立被曝線量登録センター

も同様の調査結果を発表し、がんリスクは原爆被ばく者に関する調査よりも高いとし

ています 9。英国放射線業務従事者国家登録簿の 3 回目の解析では、これらの被曝によ

るリスク上昇の証拠を強化するものであると著者は述べています 10。個人線量計によ

る平均被曝量は 24.9mSv でした。 

5) The contaminated population at Techa river, South Ural 

The speaker of the 15-Country Study about workers Elisabeth Cardis came to the 

opinion that the effects of low dose-rate exposures are most reliably shown in that study 

and – besides Radon – in the Techa river population11. This region was contaminated 

between 1949 and 1956 by the effluents of a plutonium reprocessing facility (Mayak) 

for the Soviet nuclear weapons programme. The investigators found “strong evidence 

that such exposures lead to significant increases in risk that are rougly proportional to 

dose” (for solid cancer) and were not less effective than acute exposures12. The median 

stomach dose was estimated at 40 mGy (the dose unit Gy is similar to Sv in case of 

gamma, X-ray, and beta radiations, the main contribution to the population dose at 

Techa river is produced by the beta-emitter Strontium 90). 

5) 南ウラルのテチャ川における汚染人口 

労働者に関する 15 カ国研究の講演者であるエリザベス・カルディス Elisabeth Cardis

は、低線量率被曝の影響は、その研究と-ラドン以外に-テチャ川の人口において最も

信頼できる形で示されているとの意見を述べました 11。この地域は、1949 年から 1956

年にかけて、ソ連の核兵器プログラムのためのプルトニウム再処理施設（マヤーク）

の廃液によって汚染されていました。調査団は、「このような被曝は、線量にほぼ比

例した有意なリスク上昇をもたらし」（固形がんについて）、急性被曝よりも効果が

低くないという強い証拠を見いだしました 12。胃の線量の中央値は 40mGy と推定され

ました（線量単位 Gy はガンマ線、X 線、ベータ線の場合は Sv と同様であり、テチャ

川の集団線量への主な寄与はベータ線放出物質ストロンチウム 90 によるものです）。 

Further conclusions 

The ICRP concept of the dose equivalent in Sv means that the findings 1) – 5) are 

transferable to all kinds of low-level exposure. The main purpose of my contribution 

was to show that things have changed in the meantime in the view of the international 

committees for radiological protection. 

To insist on a “practical” threshold dose of 100 mSv in these days simply ignores 

the current state of knowledge. It is irresponsible and criminal with respect to the 
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victims of environmental radioactive contaminations and other low dose 

exposures. 

There are, however, numerous findings about low-level effects which are not yet 

adopted by the scientific community. 

One important deficit in the official awareness are the findings after diagnostic 

exposures in children and adults which were gained in modern times with modern 

techniques. Examples are listed in the references: 

 

Leukaemia after exposure of children and adults13-18. 

Breast cancer mortality in scoliosis patients of exposure age  19 y., RR=1.63, mean 

breast dose 109 mGy19. 

Brain tumours by dental and other exposures, see Table 2. 

Prostate cancer in the U.K.25, the authors estimate that 20 % of cases in men  60 y. 

are radiation-induced. The effect is confirmed by other low dose studies (nuclear 

workers, pilots, radon). 

Others20; 26-31. 

 

さらなる結論 

ICRP の線量当量（Sv）の概念は、1）～5）の知見をあらゆる低レベル被曝に転用で

きることを意味します。私の寄稿の主目的は、この放射線防護のための国際委員会

ICRP の見解が、この間に変化したことを示すことでした。 

この時代に 100mSv という「実用的」な閾値線量を主張することは、単に現在の知見

を無視したものでしかありません。環境放射能汚染や低線量被ばくの被害者に対し

て、無責任であり、犯罪的です。 

しかし、低レベルの影響については、科学界でまだ採用されていない知見が数多くあ

ります。 

(ICRP による)正式な認識における重要な欠陥の 1 つは、近代的な技術によって近代に

得られた、子供や大人の診断的被曝後の所見です。その例は、参考文献に記載されて

います。 

 

小児および成人における被ばく後の白血病 13-18。 

被ばく年齢 19 歳未満の脊柱側彎症患者の乳癌死亡率、RR=1,63、平均乳房線量

109mGy19. 

歯科およびその他の被曝による脳腫瘍、S 表 2 参照。 
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英国における前立腺癌 25、著者らは 60 歳未満の男性における症例の 20％が放射線誘

発であると推定しています。この影響は、他の低線量被曝の研究（原子力作業員、パ

イロット、ラドン）でも確認されています。 

その他 20; 26-31. 

 

Table 1. Brain tumours after diagnostic X-ray exposure. 

S 表 2. 診断 X 線曝露後の脳腫瘍 

Investigation 調査研究 

(Case-control studies) (症例対照研究) 

Study about 

どのがんに関す

る研究か 

Results 結果 

(relative risk)  

相対リスク 

Dental exposures 歯曝露   

Los Angeles20 1972-1979 

             4 x Panorama 全体 

 

Missouri Cluster21 1973-1982 ミズーリクラスタ 

 

Uppsala22 1987-1990 ウプサラ 

                                 1 x annually 

 

 

 

 

U.S.A.23a  1995-2003 合衆国 

            6 x Panorama 全体 

 

U.S.A. regions 2006-201123b合衆国の地域 

Single tooth and Panorama 単一歯と全体 

Meningiomas 

髄膜腫 

 

 

Malign tumours 

悪性腫瘍 

Meningiomas 

髄膜腫 

Gliomas 

神経鞘腫 

All tumours 

全腫瘍 

Meningiomas 

髄膜腫 

 

Meningiomas 

髄膜腫 

2.5   P=0.04 

 

 

 

10.7 (1.4-81) 

 

   

2.1 (1.0-4.3)not 

elevated 非上昇  

 

not sign. elevated 

上昇徴候なし 

  2.0 (1.0-4.2) 

 

 

1.4 – 4.9 

X-ray Neck/Head   2 Swedish regions24 

X 線頚部/頭部 スウェーデンの 2 地域 1994-1996 

Meningiomas 

髄膜腫 

All tumours 

全腫瘍 

  5.0 (1.6-15.8) 

 

  1.6 (1.0-2.6) 

 

 

 

The risks of occupational exposures have been shown also in air crews because of 

cosmic radiation and in radiologists and other medical persons related to X-rays or 

radionuclides. Late effects were further found in regions contaminated by nuclear tests 
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of the United States, United Kingdom and France, which is denied, however, by the 

local main stream experts. The results of studies in the Soviet test area in Semipalatinsk 

may find acceptance soon32. 

宇宙線による航空乗務員、X 線や放射性核種に関連する放射線科医やその他の医療関

係者においても、職業被ばくのリスクが示されています。また、アメリカ、イギリ

ス、フランスの核実験による汚染地域でも晩発的影響が発見されていますが、現地の

主流派専門家はこれを否定しています。ソ連の実験場であるセミパラチンスクでの研

究結果は、近いうちに受け入れられるかもしれません 32。 

It is a great scandal, that the health effects registered after the Chernobyl catastrophe are 

denied by ICRP and the other international committees, except of thyroid cancer in 

children and detriments in a small group of so-called liquidators, i.e. persons who were 

ordered for tasks at the destroyed reactor. 

チェルノブイリの大惨事の後に報告された健康への影響が、ICRP やその他の国際委員

会によって否定されているのは、子供の甲状腺癌と、いわゆる清掃人 liquidator、つま

り破壊された原子炉での作業を命じられた人々の少人数グループにおける不利益を除

いて、大きなスキャンダルです。 

The UNSCEAR committee which derived the official dose estimates from Chernobyl 

uses a special method which was applied already in other unagreeable situations: they 

calculate theoretically with simplified assumptions a very tiny dose and draw then the 

conclusion that such a small exposure is not able to generate statistically observable 

effects, and that possible observations about health effects must have other causes than 

irradiation. 

チェルノブイリの公式線量推定を行った UNSCEAR 委員会は、他の合意できない状況

でもすでに適用されていた特殊な方法を用いています。単純化した仮定で非常に小さ

な線量を理論的に計算し、そのような小さな被ばくでは統計的に観察可能な影響は発

生しない、健康影響に関する観察が可能なのは放射線以外の原因があるはずだという

結論を導き出しました。 

This procedure was already applied in the case of the nuclear accident of the U.S. plant 

Three Mile Island in 1979, and also for the British reprocessing plant of nuclear fuels 

Sellafield (leukaemia in children and young adults). And this is the method in Germany, 

too, evaluating the registered increase of childhood cancer in the vicinity of German 

nuclear power plants. 

この方法は、1979 年の米国スリーマイル島原発事故や、英国のセラフィールド核燃料

再処理工場事故（子供と若年層の白血病）でも既に適用されています。そして、ドイ
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ツでも、ドイツの原子力発電所周辺での小児がんの増加が記録されていることを評価

し、この方法を採用しています。 

The underestimation of doses is proven by numerous investigations using 

“biological“ dosimetry, which were done by studying certain chromosome anomalies in 

the blood of persons affected by Chernobyl fallout. The measured effects which are 

generated immediately with irradiation show that the exposures must have been much 

higher, indeed to some orders of magnitude33,34. 

線量の過小評価は、チェルノブイリの放射性降下物の影響を受けた人々の血液中の特

定の染色体異常を研究した「生物学的」線量測定を用いた多くの調査によって証明さ

れています。照射後すぐに発生した影響を測定した結果、被ばく量はもっと多かった

はずであり、実際、何桁も違うことがわかりました 33,34。 

Sequels from low-level exposures are expected by the ICRP only for cancer and 

hereditary damages. For the third “classic” radiation effect – the teratogenic one, 

following exposure in utero - they have, indeed, claimed a threshold dose of 100 mSv in 

their publication 90 of 200337. This is neither in concordance with early scientific 

findings, nor necessarily to derive from the Japanese survivor data, nor in any kind 

compatible with numerous observations after the Chernobyl event34-36, 38. 

ICRP が低レベル被ばくによる後遺症を想定しているのは、がんと遺伝性障害のみで

す。第三の「古典的」放射線影響、すなわち子宮内被ばくによる催奇形性について

は、200337年の出版物 90 で 100mSv の閾値が主張されています。これは、初期の科学

的知見とも、日本の被爆者データとも、またチェルノブイリ事故後の多くの観察とも

一致しません 34-36, 38。 

It must be noticed that other illnesses than cancers are also inducible by radiation. While 

the A-bomb survivors show low but significant excesses for non-neoplastic diseases of 

the circulatory, respiratory and disgestive systems3, such effects and neurological 

distortions are found also in the populations affected by Chernobyl fallout34. 

がん以外の病気も放射線によって誘発されることに注意しなければなりません。原爆

被爆者では、循環器系、呼吸器系、消化器系の非腫瘍性疾患が低いものの有意に多い

のに対し 3、チェルノブイリ原発事故の影響を受けた人々にもこのような影響や神経系

のゆがみが見られます 34。 

A very serious problem for the protection of future generations is further the ignorance 

about genetic effects by the ICRP. In their recommendations of 2007, they lowered the 

risk figure for hereditary diseases nearly beyond recognition39. They claim that there is 

no evidence for such effects and refer again to the Japanese A-bomb survivors. They 
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ignore that it is not known up to now which spectrum of parameters has to be studied in 

order to detect the full impact of genetic deteriorations. 

将来の世代を守るために非常に深刻な問題は、さらに ICRP が遺伝的影響について無

知であることです。2007 年の勧告では、遺伝性疾患のリスクの数値がほとんど認識で

きないほど引き下げられています 39。彼らは、そのような影響を示す証拠はないと主

張し、日本の原爆被爆者を再び引き合いに出しています。彼らは、遺伝的劣化の影響

を完全に検出するために、どのようなパラメーターのスペクトルを研究しなければな

らないかは、今のところわかっていないことを無視しています。 

A well-known genetic effect is, however, cancer in the descendants of exposed parents. 

After the investigations of the British epidemiologist Martin Gardner who found a 

dependency between leukaemia in children and juveniles and the exposure of their 

fathers in the British reprocessing plant Sellafield40, this relation was confirmed in 

several other studies41. But these results were declared to be not plausible in view of the 

knowledge about the Japanese data. 

しかし、遺伝的な影響としてよく知られているのは、被ばくした親の子孫のがんで

す。英国の疫学者 Martin Gardner が、英国の再処理工場 Sellafield での父親の被曝と小

児および若年者の白血病との間に依存関係があることを発見した後 40、この関係は他

のいくつかの研究でも確認されました 41。しかし、これらの結果は、日本のデータに

関する知見に照らして、妥当でないと断じられました。 

Japanese researchers have reported that the results for descendants of A-bomb survivors 

must be questioned because these people feared discrimination of their children42. In 

order not to endanger their chance to get married they kept silence about their origin and 

health problems. Studies in children of parents which were exposed by Chernobyl 

radioactivity have shown that not only cancers are genetically induced in the next 

generation by low level exposure but also malformations, metabolic diseases, mental 

disorders, and Down´s syndrome34. 

日本の研究者は、被爆者の子孫の結果が疑問視されなければならないのは、彼らが自

分の子供への差別を恐れているからだと報告しています 42。結婚のチャンスを失わな

いために、彼らは自分の出自や健康問題について黙っていたのです。チェルノブイリ

で被曝した両親の子どもを対象とした研究では、低レベル被曝によって、がんだけで

なく、奇形、代謝性疾患、精神障害、ダウン症などが次世代に遺伝的に誘発されるこ

とが示されています 34。 
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付録 5：100mSv 論の表現のばらつきを把握するための簡易リスト 

（注）ワーキンググループの報告書のような多人数の意見でも、委員の氏名に還元しますと、

同じような人が、違う表現で使っているのが分かります。 

① 「国際的な合意では、放射線による発がんのリスクは、100 ミリシーベルト以下の被ばく

線量では、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、放射線によ

る発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされる」（平成 23 年 12 月 22 日 

低線量ワーキンググループ報告書） 

② 「科学的には 100 ミリシーベルトより低い被ばくで発がんの増加は確認されていません」

（ 『放射線医が語る‐被ばくと発がんの真実』(中川恵一：ベスト新書 2012)  

③「100 ミリシーベルト以下の被ばくでは、発がんの可能性はきわめて低い」（同上） 

④「100 ミリシーベルト以下という、科学的なデータによる裏付けもない領域」（同上） 

⑤「100 ミリシーベルトより低い放射線量なら影響は認められていません」（同上） 

⑥海外文献では New scientist 2017 年 5 月 10 日付インタビューに答えた⾧崎大学の山下俊

一先生による「I said publicly that there should be no apparent health effects when exposure 

was below 100 millisieverts a year. This is the lowest dose linked to rising cancer rates in 

studies such as those following the survivors of Hiroshima and Nagasaki. And it is in line with 

recommendations by the International Commission on Radiological Protection ‒ an 

independent body of scientists.」（私は、被ばく線量が年間 100mSv を超えなければ、明ら

かな健康影響は見られないことを公言した。これは、LSS の追跡調査のような研究でがんの

発生率の上昇に関連するとされている最小の被ばく線量である。そしてそれは、独立した科

学者集団である ICRP の推奨に沿ったものである） 

⑦ 「（100 ミリシーベルトから下）がんの過剰発生がみられない」（放射線医学総合研究所作

成「放射線被ばくの早見図」2011 年 4 月 7 日版） 

⑧ 【否定的表現を避けたもの】 （100 ミリシーベルトから上に） 「がん死亡のリスクが線量と

ともに徐々に増えることが明らかになっている」（放射線医学総合研究所作成「放射線被ば

くの早見図」2018 年 5 月 14 日改訂版、ならびに文部科学省小学生のための放射線副読本

および中学生・高校生のための放射線副読本 2018 年改訂版） 

⑨ 【否定的表現を避けたもの】 「100 ミリシーベルト以上の放射線を人体が受けた場合には、

がんになるリスクが上昇するということが科学的に明らかになっています」（文部科学省小

学生のための放射線副読本および中学生・高校生のための放射線副読本 2018 年改訂版） 

⑩「100mSv 未満の被ばくでは有意な健康影響（がん死の増加率）は見いだせない」（2014

年 6 月 1 日専門家フォーラムでの放射線医学総合研究所の明石真言先生） 

⑪ 「確率的影響であるがんについては、100mSv 以下であるかぎり、頻度の上昇は、統計的

有意差をもって検出できない」（アイソトープニュース 2013 年 6 月、丹羽太貫現放射線影

響研究所理事⾧） 
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⑫ 「それゆえ 100mSv は、確定的影響が出ない線量で、かつ確率的影響があったとしても自

然状態との区別が難しい線量である」（同上） 

⑬あるいは、一般論ではなく広島・⾧崎のデータに限局したような言い方で「100～200mSv

以下の低線量域では、広島・⾧崎の原爆被爆者においても明らかな発がんリスクの増加は確

認されていない」 

⑭ 「原爆被爆者の調査で 100mSv 以下の線量でもがんは発生しているが、統計的に有意とは

なっておらず、現時点では疫学的に証明することが困難とされている」（国会事故調査委員

会報告書第 4 章） 

⑮「統計学的には、約 150 ミリシーベルト以下の原爆被ばく者では、がんの頻度の増加は

確認されていません」（2011 年 5 月 19 日、日本小児科学会） 

⑯「これまでの疫学調査により 100mSv 以下での明らかな健康への影響は確認されていな

いことから、４ヶ月間の外部被ばく線量推計値ではあるが、『放射線による健康影響がある

とは考えにくい』と評価される放射線による健康影響があるとは考えにくい」と 原子放射

線の影響に関する国連科学委員会 UNSCEAR2008 年報告書が引用されて 100mSv 論が書

かれている（福島県・基本調査）。 

⑯注：しかし引用されている UNSCEAR2008 には、該当する明確な箇所がなく、無理やり

該当箇所とすれば下記の部分とのことである。参考文献・瀬川嘉之：UNSCEAR 報告書は

どう悪用されているか．科学史研究 2019；58；307-309. 

チェルノブイリ事故からの放射線による晩発性健康影響が記載された、附属書 D、 

付録 D の中の D．リスク予測という章で、（下線は瀬川） 

現在の知識レベルでは、急性被ばくによる平均線量が約 100 mSv 以上の個人のコホートにおける

放射線被ばくによるがんの罹患と死亡のリスクについて、信頼できる疫学データがある。今までの

ところ、最も有益な LSS 研究もいかなるその他の研究も、より低い線量での放射線の発がん効果

についての決定的証拠を提供していない。（182 頁 D251. 段落） 

⑰「この（固形がんで死亡する）リスクは 100－200 mSv 以上では放射線の被ばく線量に

正比例しているが、それ以下ではどういう関係になっているかは分かっていない」（日本学

術会議、東日本大震災対策委員会・臨床医学委員会出生・発達分科会、提言『東日本大震災

とその後の原発事故の影響から子どもを守るために』、2011 年９月 27 日） 

 

さらに例えば、放射線被ばく関係の様々な裁判に提出されて、通称「連名意見書」と呼ば

れている 2016 年 10 月 26 日付の 17 名連名の意見書においても、 

⑱ 「現時点での国際的なコンセンサスは、100 ミリシーベルト以下の低線量域においては疫

学データの不確かさが大きく、放射線によるリスクがあるとしても、放射線以外のリスクの

影響に紛れてしまうほど小さいため、統計的に有意な発がん又はがん死亡リスクの増加を

認めることができない、というものである」(2016 年 10 月 26 日付連名意見書) 

⑲ 「100 ミリシーベルトの放射線被ばくによる発がんのリスクは、運動不足や野菜不足のリ
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スクより低く、受動喫煙と同等のレベルに相当するという国立がんセンターによる試算が

ある、100 ミリシーベルト以下の放射線の健康影響はあるとしても小さく、放射線以外の発

がんリスク（喫煙や肥満、運動不足、野菜不足等の交絡因子）の地域差など（約 10%のばら

つき）に紛れてしまって、疫学的調査による検出が実際上困難である」(2016 年 10 月 26 日

付連名意見書) 

⑳ 「ICRP が 100 ミリシーベルト以下の低線量でも単純比例で直線的に発がんリスクが増加

するとの仮説を科学的根拠により裏付けられたものと認めているわけではない」(2016 年

10 月 26 日付連名意見書) 

㉑ 「LNT モデルで過剰相対リスクが有意になる最小の線量域は 0-0.15Gy （0-150ｍGy）で

あること」の 4 通りもの言い方が 1 つの 「連名意見書」の中でなされています。この連名意

見書では 100mSv 論の出どころとしては、国際放射線防護委員会 ICRP だけでなく、国立が

んセンターも出どころではないかとも読み取れます。つまり、100mSv 論は、見かける数も

多いですが、書ききれず整理できないほど様々な言い方・種類がなされてきました。 

 

㉒「およそ 100 mSv 以下の、いわゆる低線量における影響の有無について※12 は、現在の

科学的知見からは明確になっていない。この線量域では放射線によるがんの増加があったと

しても、その程度は被ばくしない者と比べて疫学研究でも有意な増加として認められないほ

どであり、生活習慣等の放射線以外の要因によるがんの変動に紛れてしまうために、低線量

の影響の有無が明確でないからである」（放射線審議会・基本的事項・平成 30 年 1 月） 

※12 100 mSv 以下の、いわゆる低線量における影響の有無について ICRP は 2007 年勧告において、「がん

リスク推定に用いる疫学的方法は、およそ 100 mSv までの線量範囲でのがんのリスクを直接明らかにする力を

持たないという一般的な合意がある。」との見解を示している。 

 

以上 

 

津田敏秀意見書についての感想 

 上記に記した津田敏秀意見書は、自説・持論を中心にしたものではなく、多論

から導き出した論理構成になっていることは、自作自演の日本の放射線専門家

と称する者たちとは段違いの情報量から結論を導き出している。 

 原告がかねてから注目しているのは、１００とか２０に至る経緯と数式の説

明がなく、いきなり整数の１００とか２０を語っていることは、実務を経験して

きた原告には、到底導き出せない数字である。このような考えから、上記の津田

敏秀意見書の採用を決めた。 
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むすびに   

本準備書面第４分冊作成に当たって、原告が双葉町⾧に就任してから経験した

こと等、多岐にわたる資料から引用した。 

いずれも、原告が作文したものではなく、多論の中から重要だと判断したもの

の一部を掲載した。紙面の関係上、思いとどまった資料、文献は相当ある中から

選んで示したものである。 

本件福島第一原子力発電所の事故に際し驚愕しているのは、事故は起こさな

い・起きない豪語してきた原子力発電所の規制の中心だった者たちの大ウソが

自然の前で発覚してしまった。このことは、発電所周辺の自治体及び住民と、国

民には「ウソ」で騙すことはできたが、自然力まで騙すことができなかったので

ある。被告東電と被告国はこれ以上「ウソ」をつくことは適わず、正直に国民と

被災者、発電所周辺の住民に謝罪し、弁償、補償を行うことを勧める。 

つづく 


